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研研究究経経費費申申請請執執行行ママニニュュアアルル２２００２２２２発発行行にによよせせてて  

 

「我が国の科学技術・学術の発展のためには、研究費不正を起こさせない環境を構築し、不正

を根絶することが急務。」これは、昨年、令和３年２月に改正された「研究機関における公的研究

費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正概要を説明する資料の冒頭に掲げられた文部

科学省による勇ましい言葉です。では、根絶すべき研究費不正は、どれだけ発生しているのでし

ょうか。この資料に「研究費不正の認定件数は毎年１０件程度で推移」とも書かれています。正

確には、文部科学省 HP の「研究機関における不正使用事案」で知ることができますが、最近２

年こそ４件ですが、それ以前は確かに毎年１０件程度の不正使用事案が各研究機関による詳細な

調査報告書とともに公開されています。金額の多寡に拘わらず、どの案件も長い時間をかけて調

査がなされています。また、その調査結果は、各大学の HP においても、不正当事者の氏名も含

めて公表することが最近の慣例のようです。この件数はあくまで不正と認定された数なので、お

そらくですが、世の中に存在する研究費不正の氷山の一角と見るべきなのでしょう。公開されて

いる不正事案の最高額は５億円超という驚きの金額ですが、本学から地下鉄１本で繋がる地にあ

る動物研究で世界的に有名な研究所で発生し、研究所解体にまで波及した事件なので、ご記憶の

方も多いかもしれません。サルの檻がそんなに高額なのかと変なところに感心しつつ、結局のと

ころ、限られた研究者が限られた業者と研究用の特注品を長年取引してきた中で生じたものであ

り、不正が発生する構図としてはどこにでもありえそうだと私は感じました。ちなみに、公開さ

れている最少の不正金額は１万円程度ですが、１年以上にわたり調査が実施されておりますこと

から、金額には関係無く、不正が発覚した場合に受ける研究機関のダメージは計り知れません。 
先に述べましたガイドラインが昨年２月に大幅改正し、「ガバナンスの強化」「意識改革」「不正

防止システムの強化」の３本柱の対策強化が求められたことを受け、本学では令和３年度の１年

をかけてその対応をしてまいりました。関連規程と不正防止計画の改定をはじめ、メルマガによ

る研究費不正の防止に向けた啓発活動もスタートしています。また、改正ガイドラインにおいて、

強く実施が義務づけられました「物品等検収時の発注データの照合」を令和４年度から始めます。

ただし、検収場所の増加等、研究者の皆様の利便性の向上も併せて検討しております。不正根絶

と利便性向上を両立させていくためには、研究費不正事案とは無縁を続けてこられた研究者の皆

様の清廉な意識とモラルが今後も変わらず必要です。引き続きよろしくお願いいたします。 

この「研究経費申請執行マニュアル」には、学内研究費、学内学術研究奨励助成費、学外から

の研究費および競争的研究資金等の全ての研究経費について、制度の概要と具体的な申請方法・

経費の執行・各種留意事項等を掲載しております。本マニュアルをお手元に置いて、有効に活用

していただきたいと思っております。 

 

令和４年４月 

                      学術研究支援センター長  小髙 猛司 

 
≪名城大学において研究活動において必要とされる届け出≫ 
 ○組換えＤＮＡ実験の実施 
 ○動物実験等の実施 
 ○利益相反の自己申請（厚生労働科学研究） 
 ○本学教職員の職務発明【知的財産(特許)】 
 ○人を対象とする研究の実施 
 ○外国人への技術提供もしくは外国人の受入実施（安全保障輸出管理） 
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名城大学における研究者の行動規範 

 

 

 

名城大学（以下「本学」という。）の立学の精神は、『穏健中正で実行力に富み、国家、社会の信

頼に値する人材を育成する。』であり、本学の研究者（専任教員および研究に携わる全ての者を含

む。）は、この立学の精神に則り、高い倫理意識を持って研究を推進することによって、社会に貢

献し得る研究成果を醸成していかなければならない。さらに、本学のビジョンは、『①総合大学と

しての強みを活かし、バランスのとれた基礎教育と実践的な実学を重視することにより、学際的問

題解決能力及び高度な独創的能力を有する専門職人材を育成する。②「総合化」、「高度化」、「国際

化」による世界水準の新たな価値創造の拠点を築き、広く社会に貢献する。』である。このビジョ

ンを達成することも、研究者に課せられた使命である。 

大学の学術研究は、学生からの学費等納付金や公的外部資金等によって支えられていることから、

研究資金の不適正な使用は、社会の負託を裏切り、大学の社会的信用を失墜させる結果となるため、

研究者には不正の誹りを招くことのない姿勢が求められる。 

研究者も、そしてその研究者に学術研究の場を提供している大学も、社会の一員であり、社会に

対して法的、道義的な責任を負う存在である。とりわけ、大学における学術研究は、一度その管理

を過てば社会に深刻な被害を与える恐れがある素材及び事象も扱っていることを、研究者は自覚し

なければならない。 

これらの認識のもとに、「名城大学における研究者の行動規範」を定めるものである。本学にお

いて学術研究に携わるすべての者は、法令を遵守すべきことは勿論のこと、以下に定められた行動

規範の遵守についても、厳しい自律が要請されていることを、強く自覚すべきである。 

 

１．研究活動における不正行為の防止 

   本学の研究者は、自らの研究活動において、捏造・改ざん・盗用等の不正行為を行わない

ことはもとより、不正行為の発生を未然に防止するよう研究・教育環境の整備に務めなけれ

ばならない。 

  

２．研究成果の公開の在り方 

本学の研究者は、公開する研究データの信頼性の確保に向けて最善の努力を払うとともに、

他の研究者の研究成果やオリジナリティーを尊重して公正かつ適切な引用を行うことを基本

姿勢としなければならない。 
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３．研究費の適正な使用 

本学の研究者は、研究の実施、公的外部資金を含む研究費の使用に当たっては、各研究費

の目的等を最大限に尊重するとともに、定められた条件や使用ルール等を遵守しなければな

らない。 

 

４．環境・安全への配慮と生命倫理の尊重 

本学の研究者は、研究実施上、環境・安全に対して有害となる可能性のあるものを取り扱

う場合には、関連する法令、本学規則、関連省庁や学会等の指針等を遵守し、特に、ヒトや

動物を対象とした研究においては生命倫理を最大限に尊重しなければならない。 

 

５．守秘義務の遵守と個人情報の保護 

本学の研究者は、協力研究契約や知的財産権に係るものに関しては、所定の守秘義務を遵

守するとともに、他の研究者の未発表研究成果、特に論文や研究費の審査の過程で知り得た

ものについては、守秘義務を厳密に遵守しなければならない。さらに、研究の過程で入手し

た他者の個人情報の保護に努め適正な取扱いを行うものとする。 

  

 ６．差別やハラスメントの排除  

本学の研究者は、研究活動のあらゆる局面において、各個人の人格と自由を尊重し、属性

や思想信条による差別を行わない。また、研究上の優位な立場や権限を利用して、その指示・

指導等を受けるものに不利益を与えるような言動をとらない。 

  

  ７．利益相反の適切なマネジメント 

本学の研究者は、自らの研究行動に当たって、利益相反や責務相反の発生に十分な注意を

払い、かかる状況が発生する場合には、情報公開を行って適切なマネジメントを行うものと

する。 

  

８．研究指導者の責務 

本学の研究指導者は、研究グループ内における研究データ・資料の適切な取扱いと管理・ 

保存について責任をもって行うとともに、研究グループ内の研究者が各自の能力を十分に発

揮できるような研究環境の整備に努め、各研究者の貢献度の客観的評価を通じて公正なグル

ープ運営を行うものとする。また、グループ内の研究者全員に本行動規範の内容を周知徹底

し、規範を逸脱することのないように最善の配慮を払わなければならない。 
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各種相談窓口 

 （１）事務処理手続き・使用ルール等に関する相談窓口   
URL：https://www.meijo-u.ac.jp/research/report.html 

  

  

■■事事務務手手続続きき・・使使用用ルルーールル等等にに関関すするる相相談談窓窓口口  

  

名名城城大大学学ににおおけけるる「「事事務務処処理理手手続続きき・・使使用用ルルーールル等等にに関関すするる相相談談窓窓口口」」  

のの設設置置ににつついいてて  

 

名城大学における「事務処理手続き・使用ルール等に関する相談窓口」を下記のとおり設置し 
 ています。お気軽に相談ください。 
 

相談窓口：学術研究支援センター（担当者に相談ください。） 
 
  【学外研究費】 
    電話：０５２－８３８－２０３５（ダイヤルイン） 
    FAX：０５２－８３３－７２００ 
 

科研費関係           内線２２６０・２２６１・２２６２・２２５８ 
      文部科学省経常費補助金事業   内線２２５５・２２６６ 
      府省等外部競争的研究資金関係  内線２２６８・２２５７ 
      その他学外研究費関係      内線２２６９ 
  
  【学内研究費】 
    電話：０５２－８３８－２０３４（ダイヤルイン） 
    FAX：０５２－８３３－７２００ 
 
      教員研究費           内線２２５４・２２６７ 
      大学院高度化費         内線２２５４・２２６７ 
      学術研究奨励助成制度関係    内線２２５５ 
      その他学内研究費関係      内線２２５５・２２６６・２２６７ 
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（２）研究活動の不正行為・研究費の不正使用に関する相談窓口 

URL：https://www.meijo-u.ac.jp/research/report.html 
  

■■研研究究活活動動のの不不正正行行為為・・研研究究費費のの不不正正使使用用にに関関すするる相相談談窓窓口口  

  

名名城城大大学学ににおおけけるる「「研研究究活活動動のの不不正正行行為為・・研研究究費費のの不不正正使使用用にに関関すするる  

相相談談窓窓口口」」のの設設置置ににつついいてて  

 
【【研研究究活活動動のの不不正正行行為為・・研研究究費費のの不不正正使使用用ととはは】】  

本学の研究者等である者又は研究者等であった者が本学在職中又は在籍中に行った 
故意又は重大な過失による次に掲げる行為をいいます。 

（１）研究活動における特定不正行為 
ア 捏造（存在しないデータ、研究結果等を作成すること） 
イ 改ざん（研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によっ 
て得られた結果等を真正でないものに加工すること） 

ウ 盗用（他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は 
 用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること） 

  （２）その他の研究活動における不正行為 
    ア 二重投稿（他の学術誌等に既発表又は投稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿 
     すること） 
    イ 不適切なオーサーシップ（論文著作者が適正に公表されないこと） 

 ウ 研究成果の漏洩（他人の研究成果、文章又は知的財産を、当該研究者等の知るこ 
となく外部に公表又は漏らすこと） 

  （３）研究費の不正使用（架空取引による預け金・カラ出張・カラ謝金等） 
（４）前号に掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害 
 
 
名城大学における「研究活動の不正行為・研究費の不正使用に関する相談窓口」を下記のとおり 

設置し、学内外からの不正行為・不正使用に関する相談を受け付けています。お気軽に相談ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■ 相談窓口 

相談窓口：名城大学 学術研究支援センター 

住  所：〒４６８－８５０２ 

       名古屋市天白区塩釜口一丁目５０1番地 

電話番号：０５２－８３８－２５３３（直通） 

  Ｆ Ａ Ｘ：電話番号に同じ 

  メールアドレス：arsoudan@ccml.meijo-u.ac.jp 

※電話による受付時間は、平日９時００分～１６時００分です。 
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 （３）告発窓口の設置 

URL：https://www.meijo-u.ac.jp/research/report.html 
  

■■研研究究活活動動のの不不正正行行為為・・研研究究費費のの不不正正使使用用にに対対すするる告告発発窓窓口口  

  

名名城城大大学学ににおおけけるる「「研研究究活活動動のの不不正正行行為為・・研研究究費費のの不不正正使使用用にに対対すするる  

告告発発窓窓口口」」のの設設置置ににつついいてて  

 

名城大学における学術研究活動に関する不正行為等に係る調査等のため、「研究活動の 
不正行為・研究費の不正使用に対する告発窓口」を設置しています。 
告発等の受付窓口及び留意事項等は、以下のとおりです。 

 
【【受受付付方方法法】】  
  電子メール、ファクシミリ、書面、電話、面談 
＊匿名の場合は受け付けられません。ただし、告発者は氏名の秘匿を希望することができます。 
  
【【留留意意事事項項】】  
告発等を受け付ける際には、告発者の氏名・連絡先、不正を行ったとする研究者・グループ、 

不正行為の態様、事実の内容の明示、不正とする合理的理由の明示、使用された公的（競争的）
資金等について確認させていただくとともに、調査にあたって告発者に協力を求める場合があ 
ります。 
また、調査の結果、悪意に基づく告発であったことが判明した場合には、告発者の氏名の 

公表、懲戒処分、刑事告発があり得ることを申し添えます。 
  
【【告告発発書書】】  
  告発の際は所定の様式（告発書）をご使用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

 

 

■告発窓口 

１）窓口名称：学校法人名城大学  監査室 

住  所：〒４６８－８５０２ 

         名古屋市天白区塩釜口一丁目５０1番地 

電話番号：０５２－８３８－２３１１（直通） 

    Ｆ Ａ Ｘ：０５２－８３８－２５００ 

    メールアドレス：kansa@ccml.meijo-u.ac.jp 

※電話による受付時間は、平日９時００分～１６時００分です。 

 

２）窓口名称：弁護士法人 名城法律事務所  

（第三者機関告発窓口） 

住  所：〒４６０－０００２ 

         名古屋市中区丸の内３丁目５番１０号 

                名古屋丸の内ビル４階 

電話番号：０５２－９６１－３０７１ 

    Ｆ Ａ Ｘ：０５２－９６１－６０９５ 

    メールアドレス：meijo_law_ozeki@nba.tcp-ip.or.jp 

 ※電話による受付時間は、平日１０時００分～１６時００分です。 
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研研究究活活動動ににおおいいてて必必要要ととさされれるる届届けけ出出  

 
研究活動を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個

人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取り組

みを必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究がありますが、事

前に各委員会にて承認を得る必要があります。詳細については、すべてウェブ

サイトに記載されていますので、活用ください。 

組組換換ええＤＤＮＮＡＡ実実験験のの実実施施  

 組換えＤＮＡ実験の計画および適正な実施に関し、関係法令等への適合が必

要な研究 

 
申請の流れ 

 

【【作作  成成】】  

申申請請書書等等  

  【【提提  出出】】  

各各学学部部事事務務室室  

  【【審審  査査】】  

学学部部等等委委員員会会  

  【【審審  査査】】  

（（大大臣臣承承認認等等のの場場合合））  

組組換換ええ DDNNAA 実実験験安安全全委委員員会会  

 

• 申請書類提出上の注意点  

o 実験責任者は、組換え DNA実験に関し、申請をする必要がある場合

には、必ず申請書等を作成し、学部等委員会の審査を受けてください。 

o 実験計画書等は学部等委員会・組換え DNA実験安全委員会で審査さ

れ、審査結果は実験責任者に通知されます（承認までに時間がかかる

場合もありますので申請に当たっては時間に余裕をもって準備をしてく

ださい）。  

o 実験は、承認通知を受けてから開始してください。 
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動動物物実実験験等等のの実実施施  
 動物実験等の計画および適正な実施に関し、関係法令等への適合が必要な研 

究申請の流れ 

 

【【作作  成成】】  

実実験験  

計計画画書書等等  

  【【提提  出出】】  

各各学学部部事事務務室室  

  【【審審  査査】】  

学学部部等等委委員員会会  

動動物物実実験験委委員員会会  

  【【承承  認認】】  

学学  長長  

  

• 申請書類提出上の注意点  

o 実験責任者は、実験計画書等を作成しましたら学部等委員会の審査

を受けてください。なお、所属学部等に委員会が設置されていない場

合は、学術研究支援センターに連絡してください。  

o 実験計画書等は学部等委員会・動物実験委員会で審査され、学長承

認後、審査結果は実験責任者に通知されます（承認までに時間がか

かる場合もありますので申請に当たっては時間に余裕をもって準備を

してください）。  

o 実験は、承認通知を受けてから開始してください。 

利利益益相相反反のの自自己己申申請請  

厚生労働科学研究に係る利益相反自己申告について 

「厚生労働科学研究における利益相反(Conflict of Interest：COI)の管理に関する指

針」(平成 20 年 3 月 31 日厚生科学課長決定)に基づき、平成 22 年度厚生労働科学

研究実施分より、研究者の所属機関における利益相反マネジメントが必須となりまし

た。 

  本利益相反自己申告対象者は、厚生労働科学研究実施(予定)者[研究代表者・

研究分担者]で、本学の教職員および利益相反マネジメント委員会が認めた者となっ

ております。 

 なお、複数の研究に関係している場合、研究課題ごとに厚生労働科学研究実施(予

定)者用利益相反自己申告書を提出いただくこととなっております。 

申請の流れ 

【【作作  成成】】  

申申請請書書  

  【【提提  出出】】  

学学術術研研究究支支援援セセンンタターー  

  【【審審  査査】】  

利利益益相相反反ママネネジジメメンントト委委員員会会  
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本本学学教教職職員員のの職職務務発発明明 

  

本学では、教職員の発明に関する手続きおよび取り扱いを、パテントポリシ

ーおよび知的財産権管理規程にて定めております。

従業員により職務上、生まれた発明を「職職務務発発明明」と呼びます。

本学においては、勤務時間中、本学の設備等を使って行われた、過去または

現在実施中の研究によって生まれた発明は「職務発明」とみなされ、原則、学

校法人名城大学に承継（＝権利帰属）されることとなります。

・本学では、発明を創出したときは、発明者である教職員による発明届出書

の提出が義務付けられています（知的財産権管理規程第 4条）。

・発明届出書に基づき、学内で当該発明の承継（大学帰属）／不承継（個人

帰属）等の取扱いについて審議しています。

①学内決定により個人帰属となった場合でなければ、発明者である学校法人名

城大学の研究者が、個人的に特許出願したり、企業に特許を受ける権利を譲

渡したりすることはできません。

②本学が当該発明を承継した場合、特許化にかかる出願等諸費用の拠出や手続

等は原則、本学が行います。出願審査請求や特許維持の要否についても、学

内委員会で審議の上、決定されます。

③本学が当該発明を承継し、出願や実施に至った場合、発明者に、出願報奨金

および実施報奨金を支給しております。

④企業との受託研究や共同研究から生じた発明も、上記と同様に取り扱われま

す。出願については、相手先企業等と諸条件（持分・費用負担・実施方法等）

を協議の上、特許共同出願契約書を締結いたします。

※ 詳細は、産官学連携の取り組み（P.141～）をご覧ください。

必ず発明届出書を事前（公表前・出願前）にご提出ください！
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人人をを対対象象ととすするる研研究究のの実実施施  

 人を対象とし、個人からその人の行動・環境・心身等に関する情報・データ等を収集・

採取して行う研究 

 

申請の流れ 

 

【【作作  成成】】  

下下記記のの研研究究  

計計画画書書等等  

  【【提提  出出】】  

各各学学部部事事務務室室  

（（学学部部長長等等））  

  【【審審  査査】】  

委委員員会会  

（（学学部部等等委委員員会会））  

 

 

人を対象とする研究が、本学の「人を対象とする研究に関する倫理審査委員会」によ

る研究倫理審査を受ける必要であるか否かは、チェック表により、自己判断していた

だくことができます。 

※「チェック表」の様式は、名城大学ウェブサイト＞+MORE＞研究・産官学連携＞教

職員専用ページ＞届け出 からダウンロードできます。 

URL：https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/notification.html 

 申請書類提出上の注意点  

o 研究責任者は、研究計画書等を作成しましたら学部長等を経て委員会

（学部等委員会）の審査を受けてください。  

o 研究計画書等は委員会（学部等委員会）で審査され、審査結果は研究

責任者に通知されます（承認までに時間がかかる場合もありますので

申請に当たっては時間に余裕をもって準備をしてください）。  

o 実験は、承認通知を受けてから開始してください。  

o 研究責任者は、研究計画書等の作成に当たっては記入要領を参考に

してください。 

o 説明書と同意書は原則作成してください。  

o 薬薬学学部部ににつついいててはは、、学学部部独独自自のの申申請請書書等等のの様様式式ががあありりまますすののでで、、学学

部部のの委委員員会会かからら様様式式をを入入手手ししててくくだだささいい。。 

  

13



安安全全保保障障輸輸出出管管理理にに基基づづいいたた対対応応  
『技術の提供・貨物の輸出』及び『外国人を受入れる場合』には、令和 2 年 4 月 1 日

に施行された安全保障輸出管理規程及び同施行細則に従った対応が必要となりま

す。 

 

申請の流れ 

 

 

 申請書類提出上の注意点 

o 『技術の提供』とは、①共同研究 ②受託研究 ③研究成果提供 ④学術

交流協定 ⑤会議等の出席・参加・主催 ⑥外国出張する場合を言い、具

体的には、指導・発表、意見交換、電話、電子メールの送信、インターネッ

ト経由のファイル交換、共用データベースへの掲載、書面の送付、記録媒

体の送付、マニュアル・図面・データ等の供与、装置等の供与に伴う技術・

プログラムの提供を言います。 

o 『貨物の輸出』とは、試料・サンプルの送付、装置等の送付を言います。 

o 『外国人を受入れる場合』とは、①留学生（大学院生、学部学生、研究生、

科目等履修生）、②研究者・教員、③訪問者等を受け入れる場合を言いま

す。 

o 必ず『事前確認シート』を作成し、学術研究支援センターに提出し、承認を

受けてください。  

o 技術の提供・貨物の輸出及び外国人を受入れる場合は、承認を受けてか

ら開始してください。 

 

【【作作  成成】】  

事事前前確確認認  

シシーートト  

  【【提提  出出】】  

学学術術研研究究  

支支援援セセンンタターー  

  【【審審  査査】】  

輸輸出出管管理理責責任任者者  

取取引引審審査査のの場場合合はは  

輸輸出出管管理理統統括括責責任任者者  

  【【承承  認認】】  

輸輸出出管管理理責責任任者者  

取取引引審審査査のの場場合合はは  

輸輸出出管管理理統統括括責責任任者者  
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学学術術研研究究支支援援セセンンタターー関関連連委委員員会会  

  

学学術術研研究究審審議議委委員員会会  

 平成１５年４月１日に学術研究支援センターの開設とともに、「名城大学の学術研究活動

に関わる事項を審議し、本大学における研究教育活動の促進を図る」ことを目的として設

置され、「学術研究の政策、制度、助成および評価」、「総合研究所からの付託」等に関する

事項を総合的・戦略的に検討する全学の研究審議機関として多様的に機能しております。

本委員会は、必要に応じて分科会を設けることができるとされており、「発明評価小委員会」

「総合研究所審査・評価委員会」が設置されています。 

○「発明評価小委員会」は、「職務発明」、「知的財産に関する出願または登録の可否」等

に関する事項を審議しています。発明者から「発明届」を受けた後、先行技術調査等

を経て、速やかに開催し、権利承継の可否を決定しています。 

  ○「総合研究所審査・評価委員会」は、総合研究所の下に設置する研究センターの選定、

研究成果ならびにその基礎となる諸条件の点検・評価を実施し、研究継続の可否所見

に関することを審議します。 

 

総総合合研研究究所所運運営営委委員員会会  

  平成６年４月１日に、学内外の学際的共同研究を推進し、個々の専門領域を越えた多様

な人材交流に基づく研究成果を社会に還元することを目的に発足した総合研究所の「基本

方針」、「研究課題の募集および採択」、「予算」、「所員の進退」および「研究員」等に関す

ることを審議するために設置されています。  
 
研研究究者者等等倫倫理理委委員員会会  

 研究者等倫理委員会は本学における研究活動の公正性の確保、研究費の適正な使用お

よび研究者等の研究倫理に関する事項について審議することを目的として設置されま

した。具体的には、研究者等の研究倫理に係る基準に関する事項、研究者等の研究活動

の倫理および競争的研究資金の執行・管理に係る教育・啓発活動に関する事項、研究活

動の不正行為防止に関する事項、競争的研究資金の不正使用防止に関する事項、研究活

動の不正行為および研究費の不正使用の調査および判定等に関する事項、その他学長か

ら諮問された事項について審議等を行う組織です。 

  

組組換換ええＤＤＮＮＡＡ実実験験安安全全委委員員会会  

  組換えＤＮＡ実験安全委員会は、文部省（当時）の「大学等の研究機関等における組換

えＤＮＡ実験指針」に基づき、本学における組換えＤＮＡ研究の推進および教育の充実を

図ることを目的として設置されました。学長の諮問に応じて、実験の審査等の事項につい
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て、調査、審議、助言または勧告すること、および推進のための学内講演会を毎年開催し

ています。 
 
動動物物実実験験委委員員会会  

平成２３年８月２０日に、「動物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５

号）」、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成１８年環境省告示第

８８号）」、文部科学省が策定した「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指

針（平成１８年６月）を踏まえ、日本学術会議が作成した「動物実験の適正な実施に向け

たガイドライン（平成１８年６月）」を参考に、「動物の処分方法に関する指針」（平成７年

総理府告示第４０号）、その他の法令等に定めがあるもののほか、本学の「動物実験取扱要

項」に定めた動物実験等の適正な実施のために必要な処置を講ずることを目的として、動

物実験計画の承認、実施状況および結果の把握、飼養保管施設および実験室の承認、教育

訓練、自己点検・評価、情報公開、その他動物実験等の適正な実施に関して報告または助

言を行う組織として、動物実験委員会が設置されています。  
 
人人をを対対象象ととすするる研研究究にに関関すするる倫倫理理審審査査委委員員会会  

  平成２３年１０月７日に、本学における人を対象とし、個人からその人の行動、環境、

心身等に関する情報・データ等を収集・採取して行われる研究を遂行する上で求められる

研究者の行動、態度の倫理的指針および研究計画の審査に関する事項を定めることを目的

として制定された「人を対象とする研究に関する倫理指針」に基づき、研究の実施計画等

の適否その他の事項について審査を行うことを目的として設置されています。 
 
利利益益相相反反ママネネジジメメンントト委委員員会会  

利益相反マネジメント委員会は名城大学利益相反マネジメントポリシーに基づき、名

城大学の教職員が産官学連携活動および社会貢献活動等における、利益相反を適正に管

理することを目的として、利益相反に係る基本方針に関する事項、利益相反に係る相

談・勧告に関する事項、利益相反に係る自己申告制度に関する事項、利益相反に係る調

査・方針等に関する事項、外部からの利益相反に係る指摘・相談に関する事項、その他

本学の利益相反に関する事項について審議するために設置されています。 
 

安安全全保保障障輸輸出出管管理理委委員員会会  

  令和２年４月１日に施行された安全保障輸出管理規程第10条に基づき、輸出管理統括責

任者（研究担当副学長）を委員長として設置され、輸出管理統括責任者が必要と判断した

輸出管理に関する重要事項について審議します。 
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教教員員研研究究費費  

 

１１．．目目  的的：教員研究費は、研究活動を助成し、研研究究上上のの経経費費をを補補助助すするるたためめに交付されるものです。

（「教員研究費実施要項」抜粋） 

 

２２．．対対  象象：本学専任教員（教授・准教授・助教・講師・助手・教務技術員） 

 

３３．．研研究究費費 

教授 ４８２，０００円 

准教授・助教・講師 ４７３，０００円 

助手 ４６５，０００円 

教務技術員 

（技能研修費） 
２２８，０００円 

※予算執行開始は、当当該該年年度度のの４４月月１１日日からとなります。 

また、研究費は、原則当該年度限りです。 
 

４４．．使使途途範範囲囲 

  研究費の使途は次のとおりです。 

  （１）研究用図書（資料を含む）購入費 

  （２）研究用備品（標本を含む）購入費  

  （３）研究用消耗品購入費 

  （４）研究発表のための印刷費 

  （５）研究に使用する機器等のレンタルに要する経費 

  （６）学会旅費および調査出張旅費 

  （７）学会会費（年会費・入会費・登録費・参加費・論文等購入費） 

  （８）研究用通信費 
 

５５．．所所有有 

  研研究究費費でで購購入入ししたた図図書書おおよよびび備備品品・・準準備備品品はは大大学学のの所所有有ととななりりまますす。 
 

６６．．経経費費執執行行のの流流れれ、、精精算算方方法法おおよよびび残残高高照照会会    

 （１）物品購入後の流れ 

「教員研究費支払依頼書」の内容を所属する事務室にて書類精査、所属長決裁および伝票作成

の上、財務部にて支出手続きを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

購入・書類作成 

（教員） 

支払処理 

（財務部） 

書類精査・所属長決裁

伝票作成 

（所属事務室） 
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（２）出張旅費の流れ 

出張旅費については、Web 旅費システムより申請してください。所属する事務室にて内容精査

の上、学術研究支援センターにて承認を行います。 

その後、委託業務先にて旅費計算を行い、所属する事務室が伝票作成し、財務部にて支出手続

きを行います。 

後日、申請内容の不備等についてお尋ねする場合もございますのでご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※毎月 10 日、20 日、月末の支払いとなります。ただし、支払日が銀行営業日でない場合は、

前倒しとなります。 

※出張の変更・取消があった場合は、複写の「「出出張張（（変変更更・・取取消消））願願」」を記入し、出張の変更・

取消を申請してください。 

 

（３）打打ちち切切りり精精算算  

立替払いの場合、または旅費の場合に可能です。 

たただだしし、、備備品品・・準準備備品品おおよよびび図図書書のの場場合合ははででききまませせんん。。  
  

 （４）残高照会 

執行状況・残高は、所属事務室の事務用パソコンから会計システム上にてご確認いただけま

す。 

 

７７．．提提出出書書類類    業業者者払払いい：：請請求求書書  ／／  個個人人払払いい（（立立替替））：：領領収収書書  

費  目 提 出 書 類 

旅  費 ① Web 旅費システム「出張申請」 

②  別表１ の書類を PDF にて取込みアップロードして提出 

旅費以外 ①「教員研究費支払依頼書」 

② 請求書または領収書 

③ その他書類（各費目については 別表２ 参照） 

 

※「教員研究費支払依頼書」の様式は、名城大学ウェブサイト＞＋MORE＞研究・産官学連携＞教職

員専用ページ＞研究経費申請執行マニュアル・様式の「学内研究費」からダウンロードできます。 

URL：https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/manual.html 

 

【【注注意意事事項項】】  

■「教員研究費支払依頼書」は、支支払払先先 11 件件ににつつきき 11 枚枚使用してください。 

また、費費目目別別にに金金額額をを記記入入してください。 

Web 旅費 

システム入力 

（教員） 

支払処理 

（財務部） 

内容精査・所属長承認 

（所属事務室） 

旅費計算 

（委託業務先） 

承認 

（学術研究支援センター） 

支出伝票作成・チェック 

（所属事務室） 
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請求書（領収書） 
               令和○○年○○月○○日 
 （学）名城大学 様                  

㈱△△△△△社印 
 金額 ￥ ５５，０００－ ○印  

内 訳 
品  名 数  量 金額     

  ＊○△◇  １  50,000 
   消費税 10%            5,000 
            ・ 合 計   55,000 
 

■領収書に購入物品等の内訳が明記されていない場合は、内訳明細がわかるもの（納品書・請求書等）

を添付してください。 
 

■請求書または領収書の宛名は（（学学））名名城城大大学学です。 
 

■請請求求書書ままたたはは領領収収書書へへ教教員員本本人人のの押押印印ををおお願願いいししまますす。。  

請求書または領収書の金額の後に押印してください。（金額にかからないように押印ください） 

 

■外国語で明記されている場合は訳訳を記入してください。（図書・会誌・会費など） 

 

■学会会費の場合は、原則的に「個人立替払い」（学会からの振込用紙等にて）での支払いをお願いし

ます。また、年度が明記されていない場合は、内訳明細（会則等）の写しを添付の上、支支払払いい年年度度

ががわわかかるるよよううににししててくくだだささいい。。 
 

■クレジットカード払いで領収書が発行されない場合は、クレジット会社の明細書を添付してくださ

い。（クレジット会社の明細書がコピーの場合は原本照合が必要） 

 

■ウェブ上でのみ発行される領収書の取扱いについて 

 ウェブ上にて発行された領収書は、「原本」としては認められないため、以下の通りの対応とします。 

1.領収書（ウェブ）に併せて、販売者から発行された納品書（原本）を添付する 

2.上記 1.のように納品書が添付できない場合は、領収書（ウェブ）に添えてクレジットカードの

請求明細（写しを添付する場合には、原本照合したものに限る）を添付する 

3.上記 1.および 2.においても対応ができない場合は、事務室等にて購入物品全てについて検収を

受け、確認が行われた旨がわかる文書を領収書（ウェブ）に添える 
 

■代理執行手続きと経費について 

在外研究員等で、本学を離れる場合でも、経費の執行をすることが可能です。 

本人による支払手続きが困難である場合は、あらかじめ事務代行者を申請することができます。そ

の際は、所属事務室へご連絡ください。 

 

■外国における研究発表・研究打ち合わせ等にあたっては、安全保障貿易管理に則り、事前確認等手

続きが必要です。詳しくは P.154「安全保障貿易管理について」を参照ください。 

 

【見本】請求書または領収書 

 

 

 

 

 

 

宛名は、 
（学）名城大学と

してください。 
金額の後に押印

してください。 
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別表１ 

費 目 詳     細 注  意  事  項 

国

内

旅

費 

①学会または学会に準ずる

研究会、討論会および講

演会等への参加 

 

②調査研究 

■■出発の 2週間前までに Web 旅費システムにて申請してくださ

い（学術研究支援センターへの申請日です。所属事務室にて

承認手続きが必要なため、余裕をもってご提出ください）。 

■■鉄道賃は普通、船賃は下級の運賃とし、特別急行料金等は旅

費規程第 16 条の基準により支給します。 

■■宿泊料および日当は、学会等の開催されている期日を基準と

して、旅費規程第 15 条の別表第１の区分により支給します。 

■■学会等開催（参加）日の前日の宿泊料は、原則として在勤地

から 200 キロメートル以内および東京ならびに岡山の新幹線

区間内で、午後からの開催の場合は支給しません。 

ただし、開催（調査）時間および主要駅から目的（帰着）地

までの経路等、事情により前泊・後泊を必要とする場合は、

その理由を Web 旅費システム上の備考欄に必ず入力してくだ

さい。 

■■前日出発、翌日帰路のみについての日当は各半日分の日当の

額とします。 

※航空機利用については、（P.33～）「航空機利用に伴う出張の

取扱いについて」を参照 

※先方とのメール文を出張添付資料とする場合は、「日時・出

張地」の記載のあるものとしてください。 

支 給 対 象 

交通費、宿泊料、日当 

添 付 書 類 

①学会等の開催通知書 

 

②調査計画書 

 

③アクセスマップ等 

※最寄り駅が分かるもの 

（必要に応じてバス停も可能です） 

費 目 詳     細 注  意  事  項 

国

外

旅

費 

①学会または学会に準ずる

研究会、討論会および講

演会等への参加 

②調査研究 

■出発の 1カ月前までに Web 旅費システムにて申請してくださ

い（学術研究支援センターへの申請日です。所属事務室にて

承認手続きが必要なため、余裕をもってご提出ください）。 

■■国外旅費の支給基準は、次の各号のとおりとするものの、 

3355 万万円円をを限限度度とします。 

(１) 国内における出発地から帰着地までの旅費は、国内旅

費に準じ支給します。 

(２) 本邦から目的地までの航空賃は、エコノミーの正規割

引往復航空賃（PEX 運賃）を限度に実費支給します。 

(３) 国外における宿泊料および日当は、旅費規程第18条 

により支給します。 

※ 国外における前泊・後泊を必要とする場合は原則１泊

ずつとします。  

■■調調査査研研究究はは年年度度内内一一回回限限りり  

■在外研究費との併併用用ははででききまませせんん。。  

※航空機利用については、（P.33～）「航空機利用に伴う出張の

取扱いについて」を参照 

支 給 対 象 

【国内】交通費、宿泊料、

日当 

【国外】航空賃、宿泊料、 

現地国内交通費、

日当 

添 付 書 類 

◎航空旅客運賃請求書また

は領収書、フライトスケ

ジュール、運賃の内訳が

わかるもの 

①学会等の開催通知書 

②調査計画書 
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別表２ 

費  目 詳       細 添 付 書 類 注  意  事  項 

備  品 

準 備 品 

①備品…１基、１個、１組または１台の

取得価額が２０万円以上のもの

で、耐用年数が１年以上のもの 

②準備品…１０万円以上２０万円未満の

もので耐用年数が１年以上の

もの 

・カタログまたは仕

様書 

・設置場所を「教員研究

費支払依頼書」通信欄

に必ず明記してくださ

い。 

図  書 書籍、逐次刊行物(雑誌類)、視聴覚資料、

その他の資料(図画・地図等) 

・立替払いの場合は、

全ての書籍名・金額

が明記されている

明細書 

・・各各所所属属学学部部等等のの事事務務室室

でで検検印印をを受受けけててくくだだささ

いい。。  

・同一図書を複数購入す

ることは原則できませ

ん。 

・左記文書がない場合は、

明記してください。 

消 耗 品 １組等が１０万円未満のものまたは消

耗し易く壊れやすい器具類等 

・立替払いの場合は、

物品名・金額が明

記されている明細

書 

（請求書・領収書等） 

・請求書または領収書等

で個々の品名と金額が

確認できない場合は、

全部の品名と金額を記

入してください。 

印 刷 費 コピー料金、論文掲載料、論文等別刷代、

文献複写料 

 

 

・文献複写料（図書

館）の領収証等が

複数ある場合は文文

献献複複写写料料等等明明細細書書

（複写料・送料・

手数料を明記） 

・論文掲載料は、論文掲

載料等補助との併用が

可能です。 

学会会費等 専門分野に直接関係のある学会につい

て、次の範囲で使用することができる 

①年会費(前年度・当該年度・次年度) 

※ただし、支払日は当該年度内に限る 

②入会費 

③登録費 

④参加費（当該年度開催分のみ） 

⑤論文等購入費込みの学会費 

・会費の金額の根拠

および対象年度が

明記されている文

書 

・立立替替払払いいののみみ。。 

・外外国国語語のの明明細細ににはは、、項項

目目ににつついいてて必必ずず和和訳訳をを

記記入入してください。 

通 信 費 

 

    

 

 

①研究資料を取り寄せたり、こちらから

送付するための郵送料 

②外国から資料(図書等)を取り寄せる

ための送金手数料等など研究のため

の郵送に必要な経費 

 

・日付、使途、送付

先が明記された送

り状等 

 

 

 

・送り状等がない場合は、

使途・送付先を明記し

てください。 
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依頼番号        
記入日 令和  年  月  日 

教教員員研研究究費費支支払払依依頼頼書書    

申請者 
所   属 職 名 氏     名 

学部        学科  ㊞  

下記によりお支払いくださるようお願いします。 個 人 コ ー ド       
  

支払先区分 
  業者 ・ 個人（立替） 

（○を付けてください） 

業者名  
※立替払の場合は、記入不要 

摘 要 内内        容容        等等  財務科目 金金    額額 （円） 

備品・準備品  備品・準備品  

図   書 単行本・和洋雑誌等        冊  
 

消 耗 印 刷 費 
 
 

 

消 耗 品  

印 刷 費 
（コピー等） 

論文掲載料等補助との併用の（有・無） 
有の場合 補助額     円 

学 会 会 費

等 

論文等購入費 

年会費 
（   年度，    年度，   年度） 

 
諸    費 

 

 

 

入会費・登録費・参加費 

通 信 費  通信運搬費その他  

リース料金  保 守 賃 借 料  

そ の 他 □ 国外学会旅費補助との併用旅費   

 合     計  

＊契約と支払依頼書との内容一致チェック、全ての納品確認がされていることのチェック  チェック責任者 ㊞ 
                                        （担当事務長または課長が押印） 

※ この支払依頼書は、支払先 1 件につき 1 枚使用してください。 
※ 領収書の場合は、内訳明細がわかるもの（納品書・請求書等）を添付してください。 

宛名は、（学）名城大学です。 
※ 学会参加費や学会年会費の場合は、原則的に「個人立替払い」（学会からの振込用紙等にて）での支払いをお願

いします。 
支払者名は（学）名城大学＋個人名としてください。内訳明細（会則等）の写しを添付してください。 

※ 学会年会費は、前年度・当該年度・次年度払いが可能です。（ただし、支払日は当該年度内に限ります） 
年度がわかるようにしてください。 

※ クレジットカード払いで領収書が発行されない場合は、クレジット会社の明細書を添付してください。（クレジ

ット会社の明細書がコピーの場合は原本照合が必要） 
通信欄 

 

    決裁日      ： 

編成目的（予算科目） ：〔 教員研究費  〕 

執行額チェック ：  
 

 

予算部門責任者 予算執行決裁 ㊞ 

研研究究費費のの使使途途  

通信費 ③学会の年会費等を納入するための現

金（または小切手）郵送料、または振

込手数料 

④研究調査資料を取り寄せたり、研究の

打ち合わせのために外国へ通信する

際の電信電話料 

⑤在外研究で外国にいる教員と研究の

打ち合わせをするための電信電話料 

・④⑤の場合は使途

が明確である文書 

 

 

リース料金 研究に直接必要と認められる機器備品

等の賃借料・保守料 

 

そ の 他 ①業者支払いの校閲費（外国語）・翻訳料 

 

 

 

 

 

②国外学会旅費補助との併用旅費 

 

 

①金額の根拠が記載

された請求書 

 

 

 

 

①原則業者支払い 

ただし、やむを得ず業

者以外へ支払う場合

は、事前にご相談くだ

さい。 

 

②併用旅費の項目にチェ

ックを入れ、国外学会

旅費補助の申請書に添

付してご提出くださ

い。 

  

認認めめらられれなないいもものののの例例  

備 品 
机・椅子・棚・電話機等の研究機関で通常備えるべき設備備品（ただし、研究目的上

で必要となる机、椅子等を購入する場合は通信欄等に用途をご記入ください） 

図 書 献本用の図書、教材として使用する図書 

消 耗 品 私用・教材に使われるもの（ただし、研究目的上必要な名刺等は認められます） 

学会会費等 懇親会費・食事代・レセプション代・バンケット代等の会食代、観光に係る費用 

通 信 費 国内の電信電話料 

旅 費 タクシー代（ただし、交通機関の関係上やむを得ない場合の使用を除く） 

そ の 他 工事代、謝金、出版及び出版のための旅費 

※認められないものは、これらに限られるわけではありません。 

 

○○図図書書のの抹抹消消手手続続ききににつついいてて  

検印を受けた図書で研究上必要としなくなったものについては、各学部事務室等で検印の上に抹消

印を受けてください。当該図書は個人所有とすることができます。 

また、平成 14年度以前の教員研究費図書には、附属図書館の受付印が押されています。同様に受

付印の上に抹消印を受けてください。 
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依頼番号        
記入日 令和  年  月  日 

教教員員研研究究費費支支払払依依頼頼書書    

申請者 
所   属 職 名 氏     名 

学部        学科  ㊞  

下記によりお支払いくださるようお願いします。 個 人 コ ー ド       
  

支払先区分 
  業者 ・ 個人（立替） 

（○を付けてください） 

業者名  
※立替払の場合は、記入不要 

摘 要 内内        容容        等等  財務科目 金金    額額 （円） 

備品・準備品  備品・準備品  

図   書 単行本・和洋雑誌等        冊  
 

消 耗 印 刷 費 
 
 

 

消 耗 品  

印 刷 費 
（コピー等） 

論文掲載料等補助との併用の（有・無） 
有の場合 補助額     円 

学 会 会 費

等 

論文等購入費 

年会費 
（   年度，    年度，   年度） 

 
諸    費 

 

 

 

入会費・登録費・参加費 

通 信 費  通信運搬費その他  

リース料金  保 守 賃 借 料  

そ の 他 □ 国外学会旅費補助との併用旅費   

 合     計  

＊契約と支払依頼書との内容一致チェック、全ての納品確認がされていることのチェック  チェック責任者 ㊞ 
                                        （担当事務長または課長が押印） 

※ この支払依頼書は、支払先 1 件につき 1 枚使用してください。 
※ 領収書の場合は、内訳明細がわかるもの（納品書・請求書等）を添付してください。 

宛名は、（学）名城大学です。 
※ 学会参加費や学会年会費の場合は、原則的に「個人立替払い」（学会からの振込用紙等にて）での支払いをお願

いします。 
支払者名は（学）名城大学＋個人名としてください。内訳明細（会則等）の写しを添付してください。 

※ 学会年会費は、前年度・当該年度・次年度払いが可能です。（ただし、支払日は当該年度内に限ります） 
年度がわかるようにしてください。 

※ クレジットカード払いで領収書が発行されない場合は、クレジット会社の明細書を添付してください。（クレジ

ット会社の明細書がコピーの場合は原本照合が必要） 
通信欄 

 

    決裁日      ： 

編成目的（予算科目） ：〔 教員研究費  〕 

執行額チェック ：  
 

 

予算部門責任者 予算執行決裁 ㊞ 

研研究究費費のの使使途途  
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※毎月 10 日、20 日、月末の支払いとなります。ただし、支払日が銀行営業日でない場合は、前倒し

となります。 

※教員の出張の変更・取消があった場合は、複写の「「出出張張（（変変更更・・取取消消））願願」」を記入し、出張の変更・

取消を申請してください。 

 

（３）打ち切り精算  

立替払いの場合、または旅費の場合に可能です。 

たただだしし、、備備品品・・準準備備品品、、図図書書、、謝謝金金のの場場合合ははででききまませせんん。。  

  

 （４）残高照会 

執行状況・残高は、所属事務室の事務用パソコンから会計システム上にてご確認いただけます。 

  

３３．．提提出出書書類類  ※(1)～（10）は使途範囲番号  業者払い：請求書 ／ 個人払い（立替）：領収書 

（（１１））～～（（８８））のの提提出出書書類類はは、、教教員員研研究究費費にに準準じじてていいまますす。。  

費     目 提 出 書 類 

旅     費 
① Web 旅費システム「出張申請」 

② 教員研究費 別表１ の書類を PDF にて取込みアップロードして提出 

旅 費 以 外 

①「院高度化費支払依頼書」 

② 請求書または領収書 

③ その他書類（各費目については教員研究費 別表２ 参照） 

  

（（９９））謝謝金金  （研究補助業務に限る） 

  １．「院高度化費（研究費）支払依頼書」 

  ２．「謝金支払申請書」 

３．「出勤簿」 

４．本人名義の通帳のコピー（都度提出） 

（金融機関、支店名、口座名義、口座番号が確認できるページ） 

５．留学生の方は資格外活動許可書（写） 

■■所所得得税税がが発発生生すするる可可能能性性ががあありりまますすののでで立立替替払払いいははででききまませせんん。。  

■■打打ちち切切りり支支給給ははででききまませせんん。。  

■■院院生生・・学学生生のの場場合合はは夏夏季季休休業業日日ななどどをを除除きき、、原原則則ととししてて一一人人１１カカ月月５５２２時時間間をを限限度度ととししまますす。。  

 

（（１１００））大大学学院院生生のの学学会会・・調調査査研研究究ののたためめのの旅旅費費おおよよびび学学会会参参加加費費  

大大学学院院生生のの旅旅費費計計算算ににつついいててはは、、従従来来通通りり学学術術研研究究支支援援セセンンタターーににてて行行いいまますすがが、、旅旅費費計計算算後後のの伝伝票票

作作成成はは、、教教員員研研究究費費同同様様にに事事務務室室ににてて行行いいまますす。。（（WWeebb 旅旅費費シシスステテムムはは利利用用ででききまませせんん））  

  １．「院高度化費（研究費）支払依頼書」 

２．「大学院生の国内旅費および学会参加費申請書」または「大学院生の国外旅費および学会参加費申

請書」 

３．  表１ の書類 

（参加費も併せて申請する場合は、申請書の参加費欄に記載いただき、領収書とプログラム等の金額

の記載されたものを添付） 

４．本人名義の通帳のコピー（都度提出） 

（金融機関、支店名、口座名義、口座番号が確認できるページ） 

院院高高度度化化費費  

１１．．使使途途範範囲囲おおよよびび対対象象  

使 途 範 囲 対 象 

（１）研究用図書（資料を含む）購入費 

（２）研究用備品（標本を含む）購入費  

（３）研究用消耗品購入費 

（４）研究発表のための印刷費 

（５）研究に使用する機器等のレンタルに要する経費 

（６）学会旅費および調査出張旅費 

（７）学会会費 

（年会費・入会費・登録費・参加費・論文等購入費） 

（８）研究用通信費 

本学専任教員（大学院担当） 

（９）謝金（研究補助業務に限る） 本学学部生、大学院生、その他 

（10）大学院生の旅費および学会参加費 

※大学院生の資料代・予稿集代等は原則としてお支払いできません 

本学大学院生 

※休学者は除く 

※修了年度の 3月 31 日まで 

  ※予算執行開始は、当該年度の４月１日からとなります。 

  また、研究費は当該年度限りです。次年度に繰り越すことはできません。 

 ※大学院生の使用は（10）の旅費及び学会参加費のみです。それ以外の経費は使用できません。 

 

２２．．経経費費執執行行のの流流れれ、、精精算算方方法法おおよよびび残残高高照照会会    

 （１）物品購入後の流れ 

「院高度化費（研究費）支払依頼書」の内容を所属する事務室にて書類精査、所属長決裁および伝票

作成の上、財務部にて支出手続きを行います。 

 

 

 

 （２）教員の出張旅費の流れ 

出張旅費については、Web 旅費システムより申請してください。所属する事務室にて内容精査の上、

学術研究支援センターにて承認を行います。その後、委託業務先にて旅費計算を行い、所属する事務

室が伝票作成し、財務部にて支出手続きを行います。 

後日、申請内容の不備等についてお尋ねする場合もございますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web 旅費 

システム入力 

（教員） 

内容精査・所属長承認 

（所属事務室） 

承認 

（学術研究支援センター） 

旅費計算 

（委託業務先） 

支出伝票作成・チェック 

（所属事務室） 

支払処理 

（財務部） 

購入・書類作成 

（教員） 

支払処理 

(財務部） 

書類精査・所属長決裁・伝票作成 

（所属事務室） 
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※毎月 10 日、20 日、月末の支払いとなります。ただし、支払日が銀行営業日でない場合は、前倒し

となります。 

※教員の出張の変更・取消があった場合は、複写の「「出出張張（（変変更更・・取取消消））願願」」を記入し、出張の変更・

取消を申請してください。 

 

（３）打ち切り精算  

立替払いの場合、または旅費の場合に可能です。 

たただだしし、、備備品品・・準準備備品品、、図図書書、、謝謝金金のの場場合合ははででききまませせんん。。  

  

 （４）残高照会 

執行状況・残高は、所属事務室の事務用パソコンから会計システム上にてご確認いただけます。 

  

３３．．提提出出書書類類  ※(1)～（10）は使途範囲番号  業者払い：請求書 ／ 個人払い（立替）：領収書 

（（１１））～～（（８８））のの提提出出書書類類はは、、教教員員研研究究費費にに準準じじてていいまますす。。  

費     目 提 出 書 類 

旅     費 
① Web 旅費システム「出張申請」 

② 教員研究費 別表１ の書類を PDF にて取込みアップロードして提出 

旅 費 以 外 

①「院高度化費支払依頼書」 

② 請求書または領収書 

③ その他書類（各費目については教員研究費 別表２ 参照） 

  

（（９９））謝謝金金  （研究補助業務に限る） 

  １．「院高度化費（研究費）支払依頼書」 

  ２．「謝金支払申請書」 

３．「出勤簿」 

４．本人名義の通帳のコピー（都度提出） 

（金融機関、支店名、口座名義、口座番号が確認できるページ） 

５．留学生の方は資格外活動許可書（写） 

■■所所得得税税がが発発生生すするる可可能能性性ががあありりまますすののでで立立替替払払いいははででききまませせんん。。  

■■打打ちち切切りり支支給給ははででききまませせんん。。  

■■院院生生・・学学生生のの場場合合はは夏夏季季休休業業日日ななどどをを除除きき、、原原則則ととししてて一一人人１１カカ月月５５２２時時間間をを限限度度ととししまますす。。  

 

（（１１００））大大学学院院生生のの学学会会・・調調査査研研究究ののたためめのの旅旅費費おおよよびび学学会会参参加加費費  

大大学学院院生生のの旅旅費費計計算算ににつついいててはは、、従従来来通通りり学学術術研研究究支支援援セセンンタターーににてて行行いいまますすがが、、旅旅費費計計算算後後のの伝伝票票

作作成成はは、、教教員員研研究究費費同同様様にに事事務務室室ににてて行行いいまますす。。（（WWeebb 旅旅費費シシスステテムムはは利利用用ででききまませせんん））  

  １．「院高度化費（研究費）支払依頼書」 

２．「大学院生の国内旅費および学会参加費申請書」または「大学院生の国外旅費および学会参加費申

請書」 

３．  表１ の書類 

（参加費も併せて申請する場合は、申請書の参加費欄に記載いただき、領収書とプログラム等の金額

の記載されたものを添付） 

４．本人名義の通帳のコピー（都度提出） 

（金融機関、支店名、口座名義、口座番号が確認できるページ） 
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※大学院生の出張の変更・取消があった場合は、「「大大学学院院生生のの国国内内・・国国外外旅旅費費変変更更・・取取消消願願」」を記入し、

出張の変更・取消を申請してください。 

※「院高度化費（研究費）支払依頼書」「大学院生の国内旅費および学会参加費申請書」「大学院生の国

外旅費および学会参加費申請書」「謝金支払申請書」「出勤簿」「調査計画書」「大学院生の国内・国外

旅費変更・取消願」の様式は、 

名城大学ウェブサイト＞＋MORE＞研究・産官学連携＞教職員専用ページ＞経費執行マニュアル・様式の

「学内研究費」からダウンロードできます。 

   URL：https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/manual.html 

 

【【注注意意事事項項】】  

 

■原原則則ととししてて、、院院生生旅旅費費等等のの教教員員にによよるる立立替替払払いいははででききまませせんん。。 

 

■出張申請書類は研究科長を経由の上、国外旅費は１カ月前、国内旅費は２週間前までに提出してください。 

ただし、旅費と参加費（立替済）を同時に申請する場合で、参加後に書類を提出する場合についても、研

究科長へ事前に参加する旨の承認を得てください。 

 

■学会または調査・研究のために渡航する大学院生は、原則として海外旅行傷害保険に加入してください。 

（保険料は自己負担） 

 

■学会または調査・研究のために渡航する大学院生は、国際化推進センターへの届け出が必要です。 

  

■■予算の都合等により減額が可能です。  

※※旅旅費費のの上上限限金金額額ががああるる場場合合はは、、申申請請書書のの旅旅費費（（上上限限））欄欄へへ記記入入ししててくくだだささいい。。  

また、特記事項がある場合は、通信欄等に記入してください。 

 

■クレジットカード払いで領収書が発行されない場合は、クレジット会社の明細書を添付してください。 

（クレジット会社の明細書がコピーの場合は原本照合が必要） 

 

■外国における研究発表・研究打ち合わせ等にあたっては、安全保障貿易管理に則り、事前確認等手続きが

必要です。詳しくは P.154「安全保障貿易管理について」を参照ください。 
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 表１  

費目 詳     細 注  意  事  項 

国

内

旅

費 

①学会等への参加 

②実務研修への参加 

③調査研究 

■■出発の 2週間前までに書類をご提出ください。 

（学術研究支援センターへの提出日です。所属事務室にて決

裁手続きが必要なため、余裕をもってご提出ください。） 

■■鉄道賃は普通、船賃は下級の運賃とし、特別急行料金等は

旅費規程第 16条の基準により支給します。 

■■宿泊料および日当は、学会等の開催されている期日を基準

として、旅費規程第 15条の別表第１の区分により支給しま

す。 

■■学会等開催（参加）日の前日の宿泊料は、原則として在勤

地から 200 キロメートル以内および東京ならびに岡山の新

幹線区間内で、午後からの開催の場合は支給しません。 

ただし、開催（調査）時間および主要駅から目的（帰着）

地までの経路等、事情により前泊・後泊を必要とする場合

は、通信欄等に理由を必ず記入してください。 

■■前日出発、翌日帰路のみについての日当は各半日分の日当

の額とします。 

※航空機利用については、（P.33～）「航空機利用に伴う出張

の取扱いについて」を参照 

※先方とのメール文を出張添付資料とする場合は、「日時・出

張地」の記載のあるものとしてください。 

支 給 対 象 

交通費、宿泊料、日当 

宿泊料：１３,０００円（東京 23区内） 

１２,０００円（その他の地域） 

日 当：距離および出張時間により 

１,２００円～２,８００円 

添 付 書 類 

①学会等の開催通知書 

②研修計画書（様式任意） 

③調査計画書 

④アクセスマップ等 

※最寄り駅が分かるもの 
（必要に応じてバス停も可能です） 

 詳     細 注  意  事  項 

国

外

旅

費 

①学会等への参加 

②調査研究 

■■出発の 1カ月前までに書類をご提出ください。 

（学術研究支援センターへの提出日です。所属事務室にて決

裁手続きが必要なため、余裕をもってご提出ください。） 

■■国外旅費の支給基準は、次の各号のとおりとするものの、

3355 万万円円をを限限度度とします。 

(１) 国内における出発地から帰着地までの旅費は、国内旅

費に準じ支給します。 

(２) 本邦から目的地までの航空賃は、エコノミーの正規割

引往復航空賃（PEX 運賃）を限度に実費支給します。 

(３) 国外における宿泊料および日当は、旅費規程第18条に

より支給します。 

※ 国外における前泊・後泊を必要とする場合は原則 

１泊ずつとします。  

■■調調査査研研究究はは年年度度内内一一回回限限りり  

■■国外学会旅費補助、在外研究費との併併用用ははででききまませせんん。。  

※航空機利用については、（P.33～）「航空機利用に伴う出張

の取扱いについて」を参照 

支 給 対 象 

【国内】交通費、宿泊料、日当 

【国外】航空賃、宿泊料、 

現地国内交通費、日当、 

国外宿泊料：地域により 

１２,３００円～２１,５００円 

国 外 日 当：地域により 

３,４００円～ ４,９００円 

添 付 書 類 

◎航空旅客運賃請求書または領収

書、フライトスケジュール、運賃

の内訳がわかるもの 

①学会等の開催通知書 

②調査計画書 
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依頼番号        
記入日 令和   年   月   日 

院院高高度度化化費費（（研研究究費費））支支払払依依頼頼書書  

申請者 
所   属 職 名 氏     名 

研究科        学専攻         ㊞ 

下記によりお支払いくださるようお願いします。 個 人 コ ー ド        
 研究課題名又は番号  

＊所属事務室にてご記入ください 

    
支払先区分 業者・個人（立替） 

（○をつけてください） 

業者名・個人名  
摘 要 内内        容容        等等  財務科目 金金    額額  （円） 

備 品・準備品  備品・準備品  

図 書 単行本・和洋雑誌等           冊  
 

消 耗 印 刷 費 
 

     

 
消 耗 品  

印 刷 費 
（ コ ピ ー 等 ） 

論文掲載料等補助との併用の（有・無） 
有の場合 補助額      円 

学会会費等 

論文等購入費 

年会費（   年度，   年度，  年度） 

諸    費 
 

 

入会費・登録費・参加費 

学生参加費  

謝   金 
支払者氏名 

  名分 

通 信 費  通信運搬費その他  

リース料金  保 守 賃 借 料  

学 生 旅 費  旅 費 交 通 費 
その他の旅費  

そ の 他    

 合     計  
 ＊契約と支払依頼書との内容一致チェック、全ての納品確認がされていることのチェック  チェック責任者 ㊞ 
※ この支払依頼書は、支払先 1 件につき 1 枚使用してください。              （担当事務長または課長が押印） 
※ 領収書の場合は、内訳明細がわかるようにしてください。宛名は、（学）名城大学です。 
※ 学会参加費や教員の学会年会費の場合は、原則的に「個人立替払い」（学会からの振込用紙等にて）での支払いをお願

いします。支払者名は、（学）名城大学＋個人名としてください。内訳明細（会則等）の写しを添付してください。 
※ 学会年会費は、前年度・当該年度・次年度払いが可能です。（ただし、支払日は当該年度に限ります） 

年度がわかるようにしてください。 
※ クレジットカード払いで領収書が発行されない場合は、クレジット会社の明細書を添付してください。（明細書がコ

ピーの場合は原本照合が必要） 
※ 謝金の場合は、謝金支払申請書および出勤簿を添付してください。 
※ 学生旅費・学会参加費については、大学院生の旅費および学会参加費申請書（別様式）を添付してください。 

通信欄 

 

    決裁日       ： 

編成目的（予算科目） ：〔 院高度化費（研究費）〕 

執行額チェック ：  
 

 

予算部門責任者 予算執行決裁 ㊞ 

研研究究費費のの使使途途  

28

Ⅰ 

学
内
研
究
費



【院高度化費（研究費）・国内】 

              

 

令和  年  月  日 

大学院生の国内旅費及び学会参加費申請書 

          指導教員（申請者） 

            研究科    専攻         ○印 

（ ）参加費（立替済）のみ 

下記の参加者について （ ）旅費と参加費（立替済）を申請いたします。 

（ ）旅費のみ 

氏 名 

所      属 学籍番号 氏           名 

 研究科 M・D   年
 

㊞

学会名・調査目的等 

開催地・調査地 都道府県     市町村郡 

旅費申請期間 

＊時間は 24 時間表示 
令和   年   月   日   時  ～  令和   年   月   日   時 

年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地（連絡先） 備考  

          

           

旅 費 （上 限 ） 円円（（※※上上限限ががああるる場場合合はは、、ごご記記入入くくだだささいい。。））  

参 加 費 円（申請には、領収書等の添付が必要です。） 

※ 旅費計算は、学術研究支援センター等にて行ないます。 
旅費を減額する場合は、上限金額を旅費欄に記入してください。 

※ 参加費の申請には、領収書を添付してください。 
※ 旅費申請の場合には、事前に研究科長へ承認を得てください。 
※ 旅費申請時には、学会開催要項等または、調査計画書を添付してください。 

振 込 先（本人名義口座のみ） 

※当年度、学校法人名城大学と雇用契約をしている方は、雇用契約時の口座をご記入下さい。 

金融機関名 預金種類 

  銀  行 

信 用 金 庫 

支店 

出張所 

□普 通      □当 座 

金融機関コード 支店番号（※１） 口座番号 

              

フ リ ガ ナ               

口 座 名 義 

（ 本 人 ） 
 

（※１）ゆうちょ銀行の場合、【店番】を必ずご記入ください。 
◎ 通帳のコピー（金融機関・支店名、口座名義・番号が確認できる頁）を添付してください。 

研究科長印 

受付番号 
(ｾﾝﾀｰ記入) 
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【院高度化費（研究費）・国外】 

 

     令和  年  月  日 

 大学院生の国外旅費及び学会参加費申請書 

           指導教員（申請者） 

             研究科    専攻         ○印 

（ ）参加費（立替済）のみ 
下記の参加者について（ ）旅費と参加費（立替済）を申請いたします。 

（ ）旅費のみ 

氏 名 

所      属 学籍番号 氏           名 

 研究科 M・D   年
  

㊞

学会名・調査目的等 

開催地・調査地 

旅費申請期間 

＊時間は 24 時間表示 

令和   年   月   日   時 ～ 令和    年   月   日   時 

               （日数   日：国外滞在日数   日：機内泊数   日）

年月日 出発地 経路 到着地 宿泊地（連絡先） 備考  

          

           

           

           

旅 費 （上 限 ） 円円（（※※上上限限ががああるる場場合合はは、、ごご記記入入くくだだささいい。。））  

参 加 費 円（申請には、領収書等の添付が必要です。） 

※ 旅費計算は、学術研究支援センター等にて行ないます。 
旅費を減額する場合は、上限金額を旅費欄に記入してください。 

※ 参加費の申請には、領収書を添付してください。 
※ 旅費申請の場合は、事前に研究科長へ承認を得てください。 
※ 旅費申請時には、学会開催要項等または、調査計画書を添付してください。 

振 込 先（本人名義口座のみ） 

※当年度、学校法人名城大学と雇用契約をしている方は、雇用契約時の口座をご記入下さい。 

金融機関名 預金種類 

  銀  行 

信 用 金 庫 

支店 

出張所 

□普 通      □当 座 

金融機関コード 支店番号（※１） 口座番号 

              

フ リ ガ ナ               

口 座 名 義 

（ 本 人 ） 
 

（※１）ゆうちょ銀行の場合、【店番】を必ずご記入ください。 

◎ 通帳のコピー（金融機関・支店名、口座名義・番号が確認できる頁）を添付してください。 

研究科長印 
受付番号 
(ｾﾝﾀｰ記入) 
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職
　
　
名

①
月

日
経
路

滞
在
日
数

連
絡
先

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

経
路
及
び
調
査
研
究
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
詳
細
に
）

②
　
出
張
中
の
本
務
の
処
置
　
（
具
体
的
に
）

行 　 　 程 　 　 計 　 　 画

※
行
程
計
画
の
う
ち
、
本
書
類
提
出
時
に
連
絡
先
が
未
定
の
場
合
は
、
出
発
前
に
確
定
次
第
、
関
係
部
局
へ
通
知
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

〔
　
様

式
３
－

④
　
〕

　
　
令
和
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
　
　
　
～
　
　
　
令
和
　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
時
　
　
　
　

出
　
　
張
　
　
先

　
　
　
　
　
　
　
　

記
入
上
の
注
意

　　
調調

　　
査査

　　
計計

　　
画画

　　
書書

所
　
　
属

氏
　
　
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

調
　
査
　
期
　
間

＊＊
時時

間間
はは
22
44
時時

間間
表表

示示

出
　
　
張
　
　
者
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【院高度化費（研究費）】 

     令和  年  月  日 

大学院生の国内・国外旅費変更・取消願 

 

            指導教員（申請者） 

             研究科    専攻         ○印 

 

下記の参加者について （ 国内 ・ 国外 ）旅費の（ 変更 ・ 取消 ）  

を申請いたします。 

 

  ※経路が変更した場合は、備考欄に出発地・到着地・連絡先を記入してください。 

 

 

所 属 
       研究科    専攻      課程   年 

学籍番号 

氏 名                  ㊞ 

決 

裁 

済 

学会名・調査目的等  

開催地・調査地             

旅費申請期間 

＊＊時時間間はは 2244 時時間間表表示示 
令和  年   月   日    時 ～ 令和   年   月   日    時 

変 

更 

・ 

取 

消 

旅費申請期間（変更）

＊＊時時間間はは 2244 時時間間表表示示 
 令和   年   月   日    時 ～ 令和  年   月   日    時 

理    由           

備    考           

研究科長印 
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航空機利用に伴う出張の取扱いについて 
（総務部・財務部・学術研究支援センター） 

 
１．航空機利用可能地域（国内）について 

 航空機利用可能地域を別表のとおりです。ただし、時間的かつ経済的に合理的と認められた場合は

この限りではありません。 
 

   
 

 
 

 

 
２．提出書類（国内・国外）について 

提出時期 提出書類 

申
請
時 

出発前 
（（国国内内はは 22 週週間間前前ままででにに、、国国外外はは

１１ヶヶ月月前前ままででにに総総務務部部ままたたはは学学

術術研研究究支支援援セセンンタターーへへWWeebb旅旅費費シシ

スステテムム等等ににてて申申請請））  

【教員】 
①Web 旅費システム「出張申請」および添付書類 
②請求書または領収書 
【学生・PD・研究員・学外者】 
①旅費及び学会参加費申請書および添付書類 
②請求書または領収書 

帰
任
後 

帰任後（1 週間以内） 

【教員】 
③出張報告書（Web 旅費システムより提出） 

④④旅旅費費報報告告書書（差額がない場合でも要提出。 
       Web 旅費システムトップページ

よりダウンロード） 
⑤⑤搭搭乗乗券券のの半半券券（（旅旅費費報報告告書書へへ貼貼付付））  
⑥領収書（原本） 
【学生・PD・研究員・学外者】 
③出張報告書 

④④旅旅費費報報告告書書（差額がない場合でも要提出） 
⑤⑤搭搭乗乗券券のの半半券券（（旅旅費費報報告告書書へへ貼貼付付））  
⑥領収書（申請時に提出した場合は必要なし）  

◎留意点 
①出張内申書および添付書類・・・添付書類は学会プログラム・学生名簿等 
②請求書または領収書・・・出張者氏名の記載があり、内訳明細（金額・便名等）が判別できる 

請求書または領収書 
（内訳明細が判別できない場合は、内訳明細がわかるものを添付） 

③出張報告書・・・教員については、Web 旅費システムより提出 

         学生・PD・研究員・学外者については従来どおり 
④旅費報告書・・・教員については、Web 旅費システムトップページよりダウンロードし提出 

学生・PD・研究員・学外者については、従来どおり 
⑤搭乗券の半券・・・紛失した場合は、それに代わるものまたは当該航空会社等の搭乗証明書 

◎◎航航空空機機利利用用可可能能地地域域  

北海道 
東北地方（青森・岩手・秋田・

山形・宮城・福島） 
信越地方 
（新潟・長野） 

山陰地方 
（鳥取・島根・山口） 

四国地方 
九州地方 
（沖縄県を含む） 
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３．クレジットカードでの航空券の購入について 

①領収書を発行してもらってください。 

②領収書を発行してもらえない場合の取り扱い。 

 利利用用明明細細書書ととカカーードド会会社社かかららのの請請求求書書をもって代替します。銀銀行行口口座座（（通通帳帳））かかららのの引引きき落落ししののココピピ  
ーーはは不不要要ととななりりまますす。。また、カード利用に係る請求は通常１カ月程度後の時期になりますので、年度末 
のカード利用は１月末日迄（年度内支払いが原則のため）とします。   
           
 
 
※支支払払いい可可能能なな航航空空賃賃ははエエココノノミミーーククララスス（（ププレレミミアアムムエエココノノミミーーククララススははエエココノノミミーーククララススととみみななしし

まませせんん））をを上上限限にに実実費費支支給給ししまますす。ただし、学内研究費の国外出張の場合は、エコノミーの正規割引往

復航空賃（PEX 運賃）が上限です。体調等の事情でやむを得ずエコノミークラス以外のクラスに搭乗

を希望する場合、その理由が妥当と判断された場合に限り、差額を自己負担することで搭乗可能です。

理由書に必ず運賃見積、又は発券する同便のエコノミークラスの料金を参考に添付して事前の承認を得

てください。 
   競争的研究資金、文部科学省で選定された補助金および外部からの研究費（受託研究・共同研究・奨

学寄附金）で出張する場合は、ビジネスクラスの航空賃を実費支給することができます。 
  ただし、各省庁の基準に基づくものおよび「私立大学等経常費補助金（学術研究奨励助成費）」は除

きます。 
※出出張張者者本本人人のの押押印印をを領領収収書書のの金金額額のの後後にしてください。押印については、金額にかからないように 

してください。 
 

注意事項 
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国国外外学学会会旅旅費費補補助助 
１１．．趣趣旨旨  

「国外の学会旅費補助内規」により、国国外外のの学学会会、、国国際際会会議議ままたたはは国国際際シシンンポポジジウウムムでで研研究究発発

表表ををすするる場場合合、予算の範囲内で旅旅費費の一部をを補補助助すするるここととを趣旨とします。  

（※研究発表については、原則本学の専任教員が主体的に行うものを対象とする） 

 

２２．．資資格格・・制制限限ににつついいてて  

（（１１））資資格格･･制制限限  

・本大学の専任教員（教務技術員・特任助手を除く）であること。 

・国外学会旅費の補助は、一一人人、、年年１１回回をを限限度度とします。 

※ただし招招待待発発表表（主催者側から旅費・宿泊費等の一部が負担されるもの）をする場合は、 

更に年１回を限度として補助が受けられます。 

※在外・国内研究期間中の方は、本補助制度の利用対象外です。 

 

（（２２））補補助助のの範範囲囲 

 ・補助の範囲は下表のとおりとする  

＜＜国国外外学学会会旅旅費費かかららのの補補助助対対象象項項目目＞＞  

航 空 運 賃 

本邦から目的地（学会の開催地が複数の場合、目的地間の移動は含みません） 

までの、エコノミークラスの正規割引往復航空費（PEX 料金）を上限とする運

賃（実費） 

宿   泊   費 

学会開催期間内、学会開催地での 4泊（前泊を含む）を上限とし、下表に基づ

き（名城大学旅費規程別表 3備考 7に従う）補助する。 

※前泊は学会開催地での宿泊のみ対象とする 

【宿泊料（1 泊） 単位：円】 

    職種 

地方 
教授 

准教授・助教 

講師 

助手 

（7 号俸以上） 

助手 

（左記以外） 

A 地方 23,800 23,000 22,300 21,500 

B 地方 13,800 13,300 12,800 12,300 

国内空港使用料 

航空会社もしくは政府登録国際旅行業者作成の内訳明細金額が判別できるもの 

現地空港使用料 

現地空港保険料・ 

出入国税 

燃油サーチャージ 

発券手数料 

ビザ取得費用 
原則、同時に申請するものとする 

※やむを得ず別途申請する場合には、限限度度額額のの範範囲囲内内でで支支給給するものとする 

飛行機の乗り継ぎに

代わる国内移動費 

中部国際空港以外の空港から出国する場合は、「中部国際空港」または「名古

屋駅」～「他空港」間の運賃を支給することができる 
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５５．．申申請請かからら出出張張終終了了ままででのの提提出出書書類類ににつついいてて  

提提出出時時期期  提提出出書書類類  詳詳細細  

申申  
  
  
  

請請  
  
  
  

時時  

申申請請時時  

(学会開催 

１カ月前まで) 

① 国外学会出張申請書 

・1課題複複数数名名でで発発表表のの場場合合には、代表者が申請書

を作成し、人数分の【出張行程表－②】を他の必

要書類と合わせて提出のこと 

② 学会等要領（訳文共） 学会等名、開催期間、開催地等が分かるもの 

③ 学会発表が証明できるもの 

招招待待発発表表のの場場合合はは、主催者側から旅費・宿泊費等の

一部が負担されることが証明できるものを提出す

ること 

④ 航空運賃がわかるもの 

（下記いずれか一点） 

  請求書 

運賃明細（インターネット予約の場合） 

・航空会社もしくは政府登録国際旅行業者が作成 

したものであること 

・空港税、手数料などの内訳明細が記載されている 

こと 

⑤ 便名・旅程がわかるもの ④④にに記記載載さされれてていいなないい場場合合ののみみ必要 

⑥ 領収書 すでに支支払払いい済済みみのの場場合合ののみみ 

⑦ ビザ取得費用(領収書) 
申申請請すするる場場合合ののみみ  

（④および⑥に含まれる場合は不要） 

⑧ 教員研究費【支払依頼書】 

差差額額分分のの併併用用をを希希望望すするる場場合合ののみみ 

※研究費の使途記載欄には、「その他」欄の 

「国外学会補助との併用旅費」の項目にチェックを

記入 

決決  

定定  

後後  

出出発発前前  

(1週間前まで) 
国外学会出張 出発届 

 

帰帰国国後後  

(1 週間以内) 

① 国外学会出張 帰国届 
 

② 領収証 申請時に提出されていない場合のみ 

③ 搭乗券の半券 
 

帰帰国国後後  

(2 カ月以内) 
国外学会出張 報告書  

・８００字以上 

・任意様式 

様式は下記からダウンロードできます。 

名城大学ウェブサイト＞＋MORE＞研究・産官学連携＞教職員専用ページ＞経費執行マニュアル・様式＞学内研究費 

https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/manual.html   

   

  

（（３３））補補助助のの限限度度額額･･人人数数  

①前項の範囲内で、20万円を限度として国外の学会旅費補助より補助し、20 万円を超える分は、 

総額 35 万円を限度として教員研究費から差額を支払えるものとする。（補助対象項目外の補

填はできません。） 

②研究発表一題目につき複数の教員が発表する場合（注）は、国外の学会旅費補助からの補助は、

合わせて 20 万円を限度とし、20万円を超える分は、それぞれ総額 35 万円を限度として、教員 

研究費から差額を支払えるものとする。（注：教員それぞれの補助額をお知らせください。） 

③主催者側から旅費・宿泊費の一部が負担される招待発表の場合は、国外の学会補助からは 

20 万円を限度として差額を補助し、20万円を超える分は、総額 35 万円を限度として教員研究

費から差額を支払えるものとする。 

 

※なお、教教員員研研究究費費にによよるる差差額額のの支支給給をを希希望望すするる場場合合には、国外の学会補助の申請書にその旨 

 ○を印し、教員研究費の「支払依頼書」も合合わわせせてて添添付付すること。 

 

 

３３．．国国外外のの学学会会補補助助のの決決定定ににつついいてて  

  申請された補助の決定については学術研究支援センター長が行い、決裁後、学部等を通じて 

本人宛に通知します。 

  

  

４４．．取取扱扱開開始始時時期期  

  前年度の１０月１日から、翌年度申請分を随時受け付けます。なお、申請された順に補助を決

定いたします。  
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５５．．申申請請かからら出出張張終終了了ままででのの提提出出書書類類ににつついいてて  

提提出出時時期期  提提出出書書類類  詳詳細細  

申申  
  
  
  

請請  
  
  
  

時時  

申申請請時時  

(学会開催 

１カ月前まで) 

① 国外学会出張申請書 

・1課題複複数数名名でで発発表表のの場場合合には、代表者が申請書

を作成し、人数分の【出張行程表－②】を他の必

要書類と合わせて提出のこと 

② 学会等要領（訳文共） 学会等名、開催期間、開催地等が分かるもの 

③ 学会発表が証明できるもの 

招招待待発発表表のの場場合合はは、主催者側から旅費・宿泊費等の

一部が負担されることが証明できるものを提出す

ること 

④ 航空運賃がわかるもの 

（下記いずれか一点） 

  請求書 

運賃明細（インターネット予約の場合） 

・航空会社もしくは政府登録国際旅行業者が作成 

したものであること 

・空港税、手数料などの内訳明細が記載されている 

こと 

⑤ 便名・旅程がわかるもの ④④にに記記載載さされれてていいなないい場場合合ののみみ必要 

⑥ 領収書 すでに支支払払いい済済みみのの場場合合ののみみ 

⑦ ビザ取得費用(領収書) 
申申請請すするる場場合合ののみみ  

（④および⑥に含まれる場合は不要） 

⑧ 教員研究費【支払依頼書】 

差差額額分分のの併併用用をを希希望望すするる場場合合ののみみ 

※研究費の使途記載欄には、「その他」欄の 

「国外学会補助との併用旅費」の項目にチェックを

記入 

決決  

定定  

後後  
出出発発前前  

(1週間前まで) 
国外学会出張 出発届 

 

帰帰国国後後  

(1 週間以内) 

① 国外学会出張 帰国届 
 

② 領収証 申請時に提出されていない場合のみ 

③ 搭乗券の半券 
 

帰帰国国後後  

(2 カ月以内) 
国外学会出張 報告書  

・８００字以上 

・任意様式 

様式は下記からダウンロードできます。 

名城大学ウェブサイト＞＋MORE＞研究・産官学連携＞教職員専用ページ＞経費執行マニュアル・様式＞学内研究費 

https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/manual.html   
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【【出出張張行行程程表表－－①①】】

（（11課課題題発発表表ににつつきき複複数数名名でで発発表表すするる場場合合には【出張行程表－②】を使用してください）

発・着地
滞在
日数

発発　　　　表表　　　　概概　　　　要要　　　　等等

発表日時

発表内容など

/　　　　　/

出出張張期期間間中中のの本本務務
（講義および学内職務）

　　①　　休暇中等の為、本務に差支えなし　　　　　　　　　　　　　　　②　　下記の通り調整

　＜調整内容＞

行行程程計計画画

※現地発着の日にち
を

ご記入ください

年　　　月　　　日 経路および開催学会等スケジュール 連　絡　先

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

出出　　張張　　期期　　間間

令和　　  　　　年 　　　 月 　　　　日　　～　　　令和　 　　 　 　年  　 　　　月  　　　 　日

　　　　　　　　　　　　　（出張日数　　　　　　　日　；　国外滞在日数　　　　　　　　日）

宿宿泊泊補補助助申申請請日日
((11泊泊目目))　　　月　　　日　　　（（22泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（33泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（44泊泊目目））　　　月　　　日

※※開開催催期期間間内内・・学学会会開開催催地地ででのの44泊泊（（前前泊泊をを含含むむ））をを上上限限ととすするる

【補助内規　第４条①】

学学術術研研究究支支援援セセンンタターー長長　　殿殿

下下記記ののととおおりり、、国国外外のの学学会会旅旅費費補補助助にに伴伴うう出出張張をを申申請請いいたたししまますす。。

※原則、出発の１カ月前までに提出のこと（事前に教授会等にて海外渡航に関する許可を得ること）

※※太太枠枠内内ののみみごご記記入入くくだだささいい

個人コード

学  会  等

開催地名

学会名称

（邦    訳）

学会開催期間

  出 張 目 的

打　　   切　　   金　　   額 円 円 円

教教  員員  研研  究究  費費  併併  用用  額額 円 円 円

小　　　　　　　　　　　   計 円 円 円

補補        助助        決決        定定        額額 円 円 円

航　空　運　賃　(見積額) 円 円 円

宿　　　 　  泊　　　 　  料
Ａ ・ B　(単価   　　　　　　円)×(　　　泊) Ａ ・ B　(単価   　　　　　　円)×(　　　泊) Ａ ・ B (単価   　　　　円)×(　　　泊)

　　　 　　　　　円 　　　 　　　　　円 　　　 　　　　　円

教　授　会　承　認　日 令和　　  　 　　　　年  　　　　 　月   　　　　　日

【学術研究支援センター記入欄】

出出　　　　  　　　　    張張　　　　  　　　　    者者 ① ② ③

　令和　  　 　　　　年  　　　　 　月   　　　　　日　　～　　　令和　 　　 　 　　年  　 　　　　月  　　　　 　日

　　１．招待発表　       　　　　　　　　　    　　　       　 ２．一般発表　　　　３．ポスター発表

発 表 題 目
（邦      題）

（20万円を超える場合の）教員研究費との併用希望
※希望の場合は支払依頼書を合わせて提出の事

発表者 ①　有　・　無 ②　有　・　無 ③　有　・　無

安全保障輸出管理に係る「「事事前前確確認認シシーートト（（様様式式第第11--11））」」を提出しましたか？
※※国国外外学学会会出出張張申申請請よよりり前前にに学学術術研研究究支支援援セセンンタターーへへ提提出出必必須須

はい

(国名)
開　催　規　模 　　　　　　　　か国　約　　　　      名

(都市名)

(共同発表者③) 　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科
職　　　名

計計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名名

助助手手のの方方ののみみ俸給の号俸をご記入下さい（宿泊料計算のため） (　    　　号俸)

１１発発表表課課題題ににつつきき複複数数名名でで発発表表すするる場場合合（※個別に【出張行程表－②】の提出が必要です。）

(共同発表者②) 　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科

職　　　名

令和　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

令令和和　　　　        年年度度　　　　国国外外学学会会出出張張申申請請書書

出　張　者①
（申請代表者）

所　　　　　　　属 職　　　名 氏　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科 　㊞

センター長印 学部長等印

（※学会からの一部補助がある場合に限る）

センター長印 学部長等印

（※学会からの一部補助がある場合に限る）
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【【出出張張行行程程表表－－①①】】

（（11課課題題発発表表ににつつきき複複数数名名でで発発表表すするる場場合合には【出張行程表－②】を使用してください）

発・着地
滞在
日数

発発　　　　表表　　　　概概　　　　要要　　　　等等

発表日時

発表内容など

/　　　　　/

出出張張期期間間中中のの本本務務
（講義および学内職務）

　　①　　休暇中等の為、本務に差支えなし　　　　　　　　　　　　　　　②　　下記の通り調整

　＜調整内容＞

行行程程計計画画

※現地発着の日にち
を

ご記入ください

年　　　月　　　日 経路および開催学会等スケジュール 連　絡　先

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

出出　　張張　　期期　　間間

令和　　  　　　年 　　　 月 　　　　日　　～　　　令和　 　　 　 　年  　 　　　月  　　　 　日

　　　　　　　　　　　　　（出張日数　　　　　　　日　；　国外滞在日数　　　　　　　　日）

宿宿泊泊補補助助申申請請日日
((11泊泊目目))　　　月　　　日　　　（（22泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（33泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（44泊泊目目））　　　月　　　日

※※開開催催期期間間内内・・学学会会開開催催地地ででのの44泊泊（（前前泊泊をを含含むむ））をを上上限限ととすするる

【補助内規　第４条①】

学学術術研研究究支支援援セセンンタターー長長　　殿殿

下下記記ののととおおりり、、国国外外のの学学会会旅旅費費補補助助にに伴伴うう出出張張をを申申請請いいたたししまますす。。

※原則、出発の１カ月前までに提出のこと（事前に教授会等にて海外渡航に関する許可を得ること）

※※太太枠枠内内ののみみごご記記入入くくだだささいい

個人コード

学  会  等

開催地名

学会名称

（邦    訳）

学会開催期間

  出 張 目 的

打　　   切　　   金　　   額 円 円 円

教教  員員  研研  究究  費費  併併  用用  額額 円 円 円

小　　　　　　　　　　　   計 円 円 円

補補        助助        決決        定定        額額 円 円 円

航　空　運　賃　(見積額) 円 円 円

宿　　　 　  泊　　　 　  料
Ａ ・ B　(単価   　　　　　　円)×(　　　泊) Ａ ・ B　(単価   　　　　　　円)×(　　　泊) Ａ ・ B (単価   　　　　円)×(　　　泊)

　　　 　　　　　円 　　　 　　　　　円 　　　 　　　　　円

教　授　会　承　認　日 令和　　  　 　　　　年  　　　　 　月   　　　　　日

【学術研究支援センター記入欄】

出出　　　　  　　　　    張張　　　　  　　　　    者者 ① ② ③

　令和　  　 　　　　年  　　　　 　月   　　　　　日　　～　　　令和　 　　 　 　　年  　 　　　　月  　　　　 　日

　　１．招待発表　       　　　　　　　　　    　　　       　 ２．一般発表　　　　３．ポスター発表

発 表 題 目
（邦      題）

（20万円を超える場合の）教員研究費との併用希望
※希望の場合は支払依頼書を合わせて提出の事

発表者 ①　有　・　無 ②　有　・　無 ③　有　・　無

安全保障輸出管理に係る「「事事前前確確認認シシーートト（（様様式式第第11--11））」」を提出しましたか？
※※国国外外学学会会出出張張申申請請よよりり前前にに学学術術研研究究支支援援セセンンタターーへへ提提出出必必須須

はい

(国名)
開　催　規　模 　　　　　　　　か国　約　　　　      名

(都市名)

(共同発表者③) 　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科
職　　　名

計計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名名

助助手手のの方方ののみみ俸給の号俸をご記入下さい（宿泊料計算のため） (　    　　号俸)

１１発発表表課課題題ににつつきき複複数数名名でで発発表表すするる場場合合（※個別に【出張行程表－②】の提出が必要です。）

(共同発表者②) 　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科

職　　　名

令和　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

令令和和　　　　        年年度度　　　　国国外外学学会会出出張張申申請請書書

出　張　者①
（申請代表者）

所　　　　　　　属 職　　　名 氏　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科 　㊞

センター長印 学部長等印

（※学会からの一部補助がある場合に限る）

センター長印 学部長等印

（※学会からの一部補助がある場合に限る）
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【【出出張張行行程程表表－－②②】】

（（11課課題題発発表表ににつつきき複複数数名名でで発発表表すするる場場合合にはこちらを使用してください）

個人コード

発・着地
滞在
日数

/　　　　　/

出出張張期期間間中中のの本本務務
（講義および学内職務）

　　①　　休暇中等の為、本務に差支えなし　　　　　　　　　　　　　　　②　　下記の通り調整

　＜調整内容＞

発発　　　　表表　　　　概概　　　　要要　　　　等等

発表日時

発表内容など

/　　　　　/

/　　　　　/

宿宿泊泊補補助助申申請請日日
((11泊泊目目))　　　月　　　日　　　（（22泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（33泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（44泊泊目目））　　　月　　　日

※※開開催催期期間間内内・・学学会会開開催催地地ででのの44泊泊（（前前泊泊をを含含むむ））をを上上限限ととすするる

行行程程計計画画

※現地発着の日にち
を

ご記入ください

年　　　月　　　日 経路および開催学会等スケジュール 連　絡　先

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

　㊞

助助手手のの方方ののみみ俸給の号俸をご記入下さい（宿泊料計算のため） (　    　　号俸)

出出　　張張　　期期　　間間

令和　　  　　　年 　　　 月 　　　　日　　～　　令和　　 　　 　 　年  　 　　　月  　　　 　日

　　　　　　　　　　　　　（出張日数　　　　　　　日　；　国外滞在日数　　　　　　　　日）

出　張　者
所　　　　　　　属 職　　　名 氏　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科
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【補助内規 第６条】                             令和      年   月   日 
 

  

令令和和        年年度度  

  

国国外外学学会会出出発発届届  
 

 

 

 
 

学術研究支援センター長 殿 

 

所  属       部       学 科 

職  名                 

氏  名               ㊞ 

 

 

 

 

国外学会出張（学会等名：                          ）に 

申請のとおり、令和   年   月   日に出発（出発地：      ）しますので 

報告いたします。 

 帰国予定日は、令和   年   月   日です。 

 また、緊急連絡先は次のとおりです。 

 

（連 絡先     ） 

                                                     

                                                     

                                                     

 

 

 

※ 出出発発１１週週間間前前ままででに、所属学部長等を経て学術研究支援センターに提出してください。

学部長等印

【【出出張張行行程程表表－－②②】】

（（11課課題題発発表表ににつつきき複複数数名名でで発発表表すするる場場合合にはこちらを使用してください）

個人コード

発・着地
滞在
日数

/　　　　　/

出出張張期期間間中中のの本本務務
（講義および学内職務）

　　①　　休暇中等の為、本務に差支えなし　　　　　　　　　　　　　　　②　　下記の通り調整

　＜調整内容＞

発発　　　　表表　　　　概概　　　　要要　　　　等等

発表日時

発表内容など

/　　　　　/

/　　　　　/

宿宿泊泊補補助助申申請請日日
((11泊泊目目))　　　月　　　日　　　（（22泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（33泊泊目目））　　　月　　　日　　　（（44泊泊目目））　　　月　　　日

※※開開催催期期間間内内・・学学会会開開催催地地ででのの44泊泊（（前前泊泊をを含含むむ））をを上上限限ととすするる

行行程程計計画画

※現地発着の日にち
を

ご記入ください

年　　　月　　　日 経路および開催学会等スケジュール 連　絡　先

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

/　　　　　/

　㊞

助助手手のの方方ののみみ俸給の号俸をご記入下さい（宿泊料計算のため） (　    　　号俸)

出出　　張張　　期期　　間間

令和　　  　　　年 　　　 月 　　　　日　　～　　令和　　 　　 　 　年  　 　　　月  　　　 　日

　　　　　　　　　　　　　（出張日数　　　　　　　日　；　国外滞在日数　　　　　　　　日）

出　張　者
所　　　　　　　属 職　　　名 氏　　　　　　　　　名

　　　　　　　　　学部　　　　　　　　学科
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【補助内規 第６条】                            令和       年   月   日 
 

  

  

  

令令和和        年年度度  

  

国国外外学学会会帰帰国国届届  
 

 

 

 
 

学術研究支援センター長 殿 

 

所  属       部       学 科 

職  名                 

氏  名               ㊞ 

 

 

  

 

国外学会出張（学会等名：                        ）を終え、 

申請のとおり、令和   年   月   日に帰国しましたので報告いたします。 

 

 

 

注注））①①必必ずず領領収収書書、、航航空空券券のの半半券券ととととももにに、、所属学部長等を経て、帰帰国国後後１１週週間間以以内内に学術研究

支援センターに提出してください。  

    ②②「「国国外外学学会会旅旅費費補補助助出出張張報報告告書書」」（８００字以上）は、所属学部長等を経て、帰帰国国後後２２ヶヶ月月以以内内

に提出してください。 

 

 

 

 

学部長等印
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【補助内規 第６条】                             令和      年   月   日 

令令和和        年年度度  

  

国国外外学学会会出出張張  期期間間変変更更･･延延長長･･取取消消  申申請請書書  

 

 

学術研究支援センター長 殿 

 

変  更 

下記のとおり、出張期間      延  長    がございましたので申請します。 

取  消 

 

 

       部        学科 職 名  氏 名  

出 張 目 的        出 張 先      

１．招待発表 

２．一般発表 

３．ポスター発表 

（国 名） 

（都市名） 

発 表 の 題 目  

学 会 開 催 期 間 令和    年   月   日 ～  令和    年   月   日 

当 初 の 出 張 期 間 令和    年   月   日 ～  令和    年   月   日 

変 更 後 の 出 張 期 間 令和    年   月   日 ～  令和    年   月   日 

※ 当 初 の 宿 泊 料 補 助 申 請 令和    年   月   日 ～  令和    年   月   日 

※ 変更後の宿泊料補助申請 令和    年   月   日 ～  令和    年   月   日 

変 更 ･ 延 長 及 び 

取 消 の 理 由 
 

※『当初の宿泊料補助申請』および『変更後の宿泊料補助申請』の欄には、変更のある場合のみ記入してください。 

◆◆必必ずず教教授授会会等等ににてて変変更更・・取取消消等等のの承承認認をを得得るるこことと 

学部長等印
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【補助内規 第６条】                             令和      年   月   日 

 

令令和和        年年度度  

国国外外学学会会  出出張張報報告告書書  

      

学術研究支援センター長 殿 

 

  

  
  報告書は、800 字以上（任意様式）でお願いします。 

手書きの方は楷書で、鉛筆以外のものでご記入願います。 

複複数数名名でで一一課課題題をを発発表表ししたた場場合合、、連連名名ででのの報報告告書書でで可可ととししまますす。。  

本本報報告告書書はは、、所所属属学学部部長長等等をを経経てて、、帰帰国国後後２２ヶヶ月月以以内内にに提提出出ししててくくだだささいい。。  

 

      学部         学科 

職   名 氏      名 

 

共同発表者（※複数名で一課題の発表を申請した場合は連名で可とする） 

      学部         学科 

 職   名 氏       名 

 

      学部         学科 

 職   名 氏       名 

 

学 会 等 名 称 

（括弧内に邦題） 
 

出 張 目 的        １．  招待発表    ２． 一般発表   ３． ポスター発表 

発 表 の題 目 

（括弧内に邦題）  

出 張 期 間 令和  年  月  日 ～  令和   年  月  日 

補 助 金 額                             円 (複数名で発表の場合は合計金額) 

学部長等印
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論論文文掲掲載載料料等等補補助助  
 

１１．．目目的的  

 論文掲載料等補助に関する要項により、研究業績として学術雑誌への発表に係る論論文文掲掲載載料料

等等をを補補助助すするるここととをを目目的的とします。 

 

２２．．補補助助対対象象  

（１）資格・対象 

・本学の専任教員（教務技術員・特任助手を除く）の原著のもので、学術的評価が高く、審査

を経て採択されたものとします。ただし、本学および附属機関が発行する紀要等は除きます。 

・教教員員研研究究費費ままたたはは院院高高度度化化費費ととのの併併用用はは可可能能でですす。。 

（２）補助額等 

・補助額は、１件につき５万円を限度とします。 

・補助は、次の２項目のうち、１項目のみとします。なお、別刷代は補助対象外となりますが、

購入することが掲載の条件となっている場合は認められます。 

① 学術雑誌掲載に要する所定の掲載料 

  掲載料、図版代、欧文校正料、写植、トレース代、支払手数料（外国送金手数料を含む） 

 ② 学術雑誌に掲載された場合の所定の審査料 

   審査料、支払手数料（外国送金手数料を含む） 

 

３３．．提提出出書書類類ににつついいてて  

   下記の書類を、所属する学部等の事務室へ提出してください。 

① 「論文掲載料等補助申請書」（学部教授会または学部長会の承認が必要） 

様式は下記からダウンロードできます。 

名城大学ウェブサイト＞＋MORE＞研究・産官学連携＞教職員専用ページ＞経費執行マニュアル・様式＞学内研究費 

https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/manual.html  

   ② 請求書または領収書 

③ 投稿規程（掲載料等分かるもの、審査の実施が証明できるもの） 

④ 別刷または原稿の写し 

⑤ 和文以外の論文を申請の場合、承認済の安全保障輸出管理に係る事前確認シート 

（様式第 1-1）の写し 

 ※②～④の書類のうち欧文の場合は関係個所の訳訳文文を添えること 

 

４４．．締締めめ切切りりとと支支払払ににつついいてて  

   学術研究支援センターでは、毎月の末日を締め切りとします。（ただし、支払いは提出書類な

どが整い次第、順次処理します。） 

教授会・学部長会の開催日程の関係上、および教員研究費との併用使用等の処理により時間

を要する場合があります。 

 

５５．．採採否否のの通通知知  

   採否の可否は、文書にて当該学部長等に通知します。 

45

Ⅱ 

学
内
募
集
研
究
費



センター長印 学 部 長 等 印 
          令令和和    年年度度  論論文文掲掲載載料料等等補補助助申申請請書書  

 

                      

学 術 研 究 支 援 センター長  殿  

下 記 のとおり、論 文 掲 載 料 等 補 助 を申 請 します。 

申  

請  

者  

学   部  学   科  職   名  氏        名  

 

 

 

 

 

 

○印  

個 人 コード       

論  

文  

題  

目  

 

 

 

 

 

 

 

出  
 

版  
 

事  
 

項  

 

 

 

 

著  

 

 

者  

 

 

掲 載 誌 名   
 

 発  行  者   

 発  行  日  年        月  

 掲 載 箇 所  
Vol .      No.      PP.      ～ 

DOI：  

 

 

＊  補 助 対 象 の欄 のうち、希 望 補 助 対 象 ①②のいずれかを〇で囲 んでください。 

＊  申 請 には下 記 の書 類 をご提 出 下 さい。 

①請 求 書 または領 収 書  

②投 稿 規 程 （掲 載 料 等 分 かるもの、審 査 の実 施 が証 明 できるもの） 

③別 刷 （論 文 ）または原 稿 の写 し 

④和 文 以 外 の論 文 を申 請 の場 合 、承 認 済 の安 全 保 障 輸 出 管 理 に係 る 

事 前 確 認 シート（様 式 第 １‐１）の写 し 

欧 文 の場 合 は関 係 個 所 の訳訳 文文 を添 えること 

＊  ※の欄 は記 入 しないでください。 

補補     助助     対対     象象  ①掲 載 料     ・     ②審 査 料  

請請求求（（支支払払））総総額額             円  立立 替替 払払   有        ・        無  

申申   請請   額額   内内   訳訳   教教 員員 研研 究究 費費 ・・院院 高高 度度 化化 費費 をを併併 用用 すするる場場 合合   

①掲 載 料             円  教員研究費による支払額                 円  

欧 文 校 正 料             円  院高度化費による支払額                 円  

手 数 料 等             円  補補 助助 申申 請請 額額 （（上上 限限 ５５万万 円円 ））                               

                                                              

  円円     

②審 査 料             円  ※※論論 文文 掲掲 載載 料料 等等 補補 助助 額額   

  円円   手 数 料             円  

  

教 授 会 等 承 認 日 令 和    年       月       日  
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外外国国語語論論文文作作成成補補助助  
 

１１．．目目的的  

 本補助制度は、本学の研究の国際化を推進することを目的とする制度の１つであり、国

際的に活躍する若手人材の育成および研究成果の国際的な発信を促進するため、外外国国語語にに

よよるる論論文文をを作作成成し、「助成対象経費」項目に記載の論論文文投投稿稿をを行行うう場場合合に、当該論文の外外

国国語語校校正正料料をを補補助助します。 

 

２２．．対対象象者者  

・助教及び助手の資格を有する本学教員 

・特任助手 

・契約研究員（PD）（※1） 

・博士課程（博士後期課程）在学中の学生（※2） 

（※1）契約研究員（PD）が投稿者（申請者）となる場合においては、申請者が第一著者であ 

り、かつ、研究代表者との共著であることとします。 

（※2）博士課程（博士後期課程）在学中の学生が投稿者（申請者）となる場合においては、

申請者が第一著者であり、原則、指導教員との共著であることとします。ただし、指

導教員との共著ではない場合であっても、指導教員の許可を受けて論文投稿を行う場

合は、補助対象とします。 

 

３３．．助助成成対対象象経経費費  

 以下の条件を全て満たす学術的評価が高い論文投稿を予定する場合、当該論文の外外国国語語校校正正料料

をを補補助助します。翻翻訳訳料料はは対対象象とといいたたししまませせんんので、ご注意ください。なお、本学および附属機関

が発行する紀要等は除きます。 

 ① 対象者の原著による論文であること 

 ② 外国語による論文投稿であること 

 ③ 審査を経て採択される学術雑誌等に対して、原則として、当制度の助成対象年度に論文投稿を

すること（採択可否は問わない） 

 

４４．．助助成成額額  

 ３３００千千円円をを限限度度／／１１件件ににつつきき  助助成成件件数数はは、、予予算算のの範範囲囲内内（（応応募募順順））とします。 

 申請回数は、１申請者につき、同一年度中に１回とします。ただし、同一の論文に対して複数回

の校正を実施する場合であれば、限度額の範囲内で複数回分の申請を行うことが可能です。その場

合は、領収書により複数回分の校正料をまとめて申請してください。まとめて申請できる経費は、

同一年度内のものに限ります。 

 ◎◎予予算算のの併併用用ににつついいてて  

  ３０千円を超える額については、以下の場合に、予予算算のの併併用用を認めます。 

  ① 対象者が本学教員（助教及び助手）の場合：「「教教員員研研究究費費」」にによよるる併併用用がが可可能能。 

  注 1）「論文掲載料等補助」においても「欧文校正料」の補助を認めておりますが、当当助助成成制制度度

ととのの併併用用ははででききまませせんん。 

  注 2）当当助助成成制制度度にに採採択択さされれたた論論文文はは、、「「論論文文掲掲載載料料等等補補助助」」にに申申請請ががででききまませせんん。 

47

Ⅱ 

学
内
募
集
研
究
費



  ② 対象者が博士課程（博士後期課程）在学中の学生の場合： 

   「院高度化費」による併用が可能（指導教員が申請する場合に限る）。 

  注）大学教育開発センターが実施する「大学院生研究助成」との併用はできません。 

 

５５..助助成成採採択択後後のの義義務務  

 当助成制度に採択後は、① 外国語論文作成補助に伴う論文投稿報告届、② 申請時に投稿予定と

していた学術雑誌等へ投稿を行ったことが確認できる資料 を所定様式と合わせて、ご提出ください。 

 

６６..提提出出書書類類  

〈申請時〉 

 ① 外国語論文作成補助申請書（所定様式） 

 ② 外国語校正料の請求書又は領収書 

 ③ 投稿規定（投稿する学術雑誌等のタイトル、審査の実施が確認できる内容） 

 ④ 校正を受けた外国語による原稿の写し（※1） 

  （※1）校正を受けたことが確認できる原稿（赤字修正等がされた原稿等）をご提出ください。 

 ⑤ 振込依頼書及び振込先金融機関の通帳等の写し（※2） 

  （※2）契約研究員及び博士課程に在籍する学生が申請する場合であって、領収書によって申請

をする場合に必要となります。 

 注）②、③の書類のうち、外国語の場合は、関係箇所の訳文を添えてください。 

〈論文投稿後〉 

 ① 外国語論文作成補助に伴う論文投稿報告届（所定様式） 

 ② 投稿した学術雑誌等への投稿が確認できる資料 

  例）投稿が受領されたことがわかるメール等の写し など 

 注）②の書類が外国語の場合は、関係箇所の訳文を添えてください。 

 

７７..申申請請方方法法  

〈申請時〉 

「提出書類（申請時）」に記載の①～⑤の書類を学部等の事務室へご提出ください。契約研究員（PD）

及び博士課程（博士後期課程）在学中の学生が申請する場合にあっては、研究代表者又は指導教員

を通じて、学部等の事務室へ申請に必要な書類一式を提出してください。 

申請は、学部等教授会で承認の後、所属学部等から学術研究支援センターへ提出されます。 

〈論文投稿後〉 

「提出書類（論文投稿後）」に記載の①、②の書類を学部等の事務室へご提出ください。当該書類は

学部等で確認の後、学術研究支援センターへ提出されます。 

 

８８..そそのの他他  

 ・当助成制度に採択された場合は、当制度の対象となった論文投稿について、「論文掲載料等補助」

を申請することはできません。1編の論文につき、「外国語論文作成補助」「論文掲載料等補助」

何れかの助成のみに申請が可能であることにご留意ください。 

 ・投稿前に安全保障輸出管理制度に伴う事前確認が必要となることにご留意ください。 
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      年年 度度   外外 国国 語語 論論 文文 作作 成成 補補 助助 申申 請請 書書   
 

記 入 日 ：    年   月   日  学 部 長 等 印  

学 術 研 究 支 援 センター長  殿  

下 記 のとおり外 国 語 論 文 作 成 補 助 を申 請 します。 

 

 

 

申
請
者 

（ 

著 

者 

） 

所   属  職 名 ・学 年  氏        名  

 

学部      学科  

研究科    専攻  

 

 
○印  

個 人 コー ド 又 は 

学 籍 番 号  

 

指
導
教
員
・ 

研
究
代
表
者 

※申請者がPD、学生の場合に記入 

学部     学科  

研究科    専攻  

 

○印  

論
文 

題
目 

 

 

投  

稿  

予  

定  

情  

報  

共 著 者      

共著者所属     

投稿誌名  

投稿 (予定 )日  
 

 

               補  助  申  請  情  報  ※※ 選選 択択 肢肢 のの ああ るる 項項 目目 はは 、、 〇〇 をを 付付 ししたた 上上 ででごご 記記 入入 くくだだ ささいい 。。 

補 助 申 請 額                    円  ※※ 上上 限限 33 万万 円円  

支 払 情 報  ①請求書（支払先：             ）  ②申請者による立替  

予 算 の併 用  ①  なし  ②あり（教員研究費 ・  院高度化費：金額      円）  

安全保障輸出管理 
※□のいずれかにチェックを記入 

□論文が未投稿の場合、投稿する前に「安全保障輸出管理に係る事前確認シー
ト」による事前確認を受けることを誓約します。  

□論文が投稿済みであり、投稿する前に「安全保障輸出管理に係る事前確認シ
ート」による事前確認を受けました。  

 

教 授 会 等 承 認 日       年    月    日  

※以 下 、学 術 研 究 支 援 センター記 入 欄  

外外 国国 語語 論論 文文 作作 成成 補補 助助   決決 定定 額額                            円  センター長 印  

補補 助助 決決 定定 日日        年    月    日   

支支 払払 合合 計計 額額   

※※ 補補 助助 決決 定定 額額 とと 併併 用用 予予 算算 額額 のの 合合 計計   

                         円  

事 務 記 入 欄  
 学 部 等 宛  

通 知 返 却 日  
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記 入 日 ：    年   月   日  

  

  

  

        年年 度度   外外 国国 語語 論論 文文 作作 成成 補補 助助 にに 伴伴 うう 論論 文文 投投 稿稿 報報 告告 届届   
 

                      

学 術 研 究 支 援 センター長  殿  

 

【申 請 者 情 報 】 

所属： 

氏名：           ㊞  

 

〈PD/学 生 の場 合 、以 下 も記 入 〉 

研 究 代 表 者 又 は指 導 教 員  

所属： 

氏名：           ㊞  

 

 

外 国 語 論 文 作 成 補 助 を受 けた論 文 について、下 記 のとおり、投 稿 状 況 を報 告 いたします。 

 

記  

１．投稿雑誌等情報  

 

 

２．添付資料  

 ①  投稿した学術雑誌等への投稿が確認できる資料  ※※必必須須  

  （資料名称：                              ） 

  

 

以 上  

学 部 長 等 印  
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在在外外・・国国内内研研究究員員  
 

【【  共共通通事事項項  】】 

１１．．趣趣旨旨  

国外・国内の研究機関において、専攻する分野の学術研究を行うこと及び諸外国で学術研

究または学術調査を行い、本大学における教育及び研究の資質向上を図ることを目的とする

制度です。 

  

２２．．資資格格  

 研研究究期期間間開開始始年年度度のの４４月月１１日日現現在在、、本本大大学学ににおおいいてて２２年年以以上上勤勤務務ししたた専専任任教教員員。。ただし、短期

補助研究員の場合は、この限りではありません。 

 加えて、以前に在外研究員（短期補助研究員を除く）または国内研究員となった方が、再度長

期支給研究員、短期支給研究員、長期補助研究員の申請をする場合は、研究期間開始年度の４月

１日現在において、下記の＜表１＞に掲げる年数を経過していなければなりません。 

＜表１＞ 

  

３３．．推推薦薦順順位位ににつついいてて  

    推薦順位については、過去の実績に基づき決定いたします。併せて、調書は学術研究審議委員

会で精査いたします。 

  

  

【【  留留意意事事項項  】】 

１１．．研研究究期期間間中中のの職職務務等等のの措措置置ににつついいてて  

① 学部・研究科における授業や各種委員会等、本務への措置をお願いいたします。 

② 研究期間中に非常勤講師を担当することはできません。 

③ 各種研究事業（大型プロジェクト、受託研究、共同研究等）に参画されている方は、応募に

あたり、学部等における会議以前に所属学部事務室及び学術研究支援センターの担当者へご相

談いただきますようお願いいたします（契約先の許可がおりない場合は、申請を行うことがで

きません。）。 

 

２２．．帰帰国国（（学学））後後にに退退職職ししたた場場合合のの研研究究費費のの返返還還等等ににつついいてて  

  〈〈在在外外研研究究員員のの場場合合〉〉  

帰国した日から起算して、３年以内に退職した場合は、本大学から支給された研究費を以下

の基準により返還することとなります。ただし、本人の死亡、定年退職その他やむを得ない事

情がある場合は、免除又は減額することがあります。 

 研究員の種類 経過年数 研究期間 支給限度額 研究員の人数 

在
外
研
究
員 

長期支給研究員 帰国した日から５年以上 ６ヶ月以上１年以内 ２５０万円 全学で５名以内 

短期支給研究員 帰国した日から３年以上 ３ヶ月以上６ヶ月未満 １５０万円 全学で３名以内 

長期補助研究員 帰国した日から２年以上 ６ヶ月以上１年以内 ５０万円 全学であわせて 

１０名以内 短期補助研究員 年１回を限度 ６ヶ月未満 ３０万円 

国内研究員 帰学した日から２年以上 ６ヶ月以上１年以内 別記 

当該部局の専任教

員数が２０名まで

は１名、２０名以

上在籍する部局は

以後２０名毎に１

名推薦可 
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① １年未満 支給された研究費の３分の２ 

② １年以上２年未満 支給された研究費の２分の１ 

③ ２年以上３年未満 支給された研究費の３分の１ 

④ 補助在外研究員は、前項の規定を適用しない。 

上記にかかわらず、研究期間（原則１年以内）を延長又は変更し１年半以上となる場合は、

以下の基準により返還することとなります。ただし、本人の死亡、定年退職その他やむを得な

い事情がある場合は、免除又は減額することがあります。 

① １年未満 支給された研究費の３分の２ 

② １年以上３年未満 支給された研究費の２分の１ 

③ ３年以上４年未満 支給された研究費の３分の１ 

 

〈〈国国内内研研究究員員のの場場合合〉〉  

帰学した日から起算して、２年以内に退職した場合は、本大学から支給された研究費を以下

の基準により返還することとなります。ただし、本人の死亡その他やむを得ない事情がある場

合は、免除又は減額することがあります。 

① １年未満 支給された研究費の３分の２ 

② １年以上２年以内 支給された研究費の２分の１ 

  

３３．．教教員員研研究究費費等等のの措措置置ににつついいてて  

研究期間中は、教員研究費、院高度化費（対象者のみ）をご使用いただけます。経費執行につ

いては、予め、代理執行（事務代行者）を申請し、手続きを行っていただくか、ご自身で郵送等

にて手続きを行っていただくことが可能です。その場合は、研究期間中の教員研究費等の執行に

ついて、あらかじめ事務処理方法を決定し、明確に示してください（例：在外研究期間中は、学

部長を執行の代理者とする 等）。 

そそのの他他研研究究費費ににつついいててはは、、１１．．③③のの事事項項とと併併せせてて、、各各担担当当者者へへごご相相談談くくだだささいい。。  

 

４４．．報報告告書書のの提提出出ににつついいてて 

  報告書の提出は、速やかにお願いいたします（提出期限：帰国(学)後２ヶ月以内）。 

  

  

【【  個個別別事事項項  】】  

１１．．在在外外研研究究員員  

（１）研究費の支給等 

交通費と滞在費を補助経費として、下記補助対象経費の単価により算出し、支給します。 

なお、１年を超えた研究期間延長があった場合、滞在費の追加支給はありません。 

 

補補助助対対象象経経費費のの単単価価 

（１）旅費 

期間内における本邦から目的地まで、及び目的地から本邦までの移動（目的地が２以上ある場

合は、目的地間の移動を含む。）に係る船賃及び航空賃とします。 

① 船賃 

   運賃の等級を２以上に区分されている場合は、「最下位の運賃」となります。運賃の等級を設

けていない場合は、その乗船に要する運賃となります。 

② 航空賃 

原則として、普通（ノーマル）運賃における制限付エコノミークラス（Y2）を上限とします。 

運賃の等級を設けていない場合は、航空機の利用に要する運賃となります。 
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（２）滞在費 

  最初の目的地に到着した日から帰国のための最後の目的地を出発する日の前日までの日数に 

別表 1の額を乗じた額とします。 

 

別表 1 

3 ヶ月以内 
3 ヶ月超～ 

6 ヶ月未満 

6 ヶ月以上～ 

1 年以内 

 
１０，３２０円 

 

 
９，４６０円 

 

 
８，７６０円 

 
※ 交通費及び滞在費の実支出額が、支給限度額より低い場合は、実支出額を補助経費として支

給いたしますが、交通費はエコノミークラスの実支出額となります。 

 

 

（２）業務フロー及び提出書類 

①在在外外研研究究員員候候補補者者推推薦薦書書（（様様式式１１  NNoo..11,,22））  

②在在外外研研究究員員候候補補者者調調書書（（様様式式２２  NNoo..１１～～６６））  

③国国外外のの研研究究機機関関かかららのの招招待待状状、、ままたたはは承承諾諾書書  

＊様式は任意、受入れ研究者または研究機関からの受入れ承諾がわかる

メール・ＦＡＸでも可。たただだしし、、決決定定者者はは後後日日正正式式書書類類をを提提出出ししててくく

だだささいい。。（様式２－６に訳文を記入してください） 

④【【参参考考資資料料ととししててごご提提出出くくだだささいい】】  

出出国国地地・・帰帰国国地地((成成田田・・中中部部等等))がが明明記記さされれたた航航空空運運賃賃見見積積書書  

 

 

 

在外研究員を決定（短期補助研究員は除く） 

                        在外研究員決定者を当該学部に通知（短期補助研究員は随時） 

                 １１ヶヶ月月以以内内にに正正式式なな招招聘聘状状ままたたはは承承諾諾書書のの原原本本をを学学術術研研究究支支

援援セセンンタターー長長へへ提提出出ししててくくだだささいい。。 

【【研研究究機機関関変変更更ににつついいてて】】  

大学協議会決定後の研究機関変更は、原則認められません。 

ただし、やむを得ない事情で、在外研究員予定者から研究機

関変更の申し出があった場合は、大学協議会の議を経て、許

可することがあります。 

※やむを得ない事情とは 

受入研究者の病気、受入研究者の所属機関変更等、 

受入研究機関の事情 

 

              ⑤在在外外研研究究計計画画書書（（様様式式３３）） 

                 夏から出発する場合は、一斉休業等で支払日が変則にな      

るため、余裕を持って提出してください。 

 航航空空運運賃賃等等のの領領収収書書  

                  往路のみの領収書をご提出の場合は、帰国後に必ず復路の

領収書をご提出ください。 

申申  請請  時時  

（（９９月月末末〆〆切切））  

（ただし短期補助研究員は随時） 

出発１ヶ月前 

大学協議会 

（前年度 11 月上旬） 

学術研究審議委員会 
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 ⑥在在外外研研究究員員出出発発届届（（様様式式４４）） 

 

 

                ⑦旅旅券券（（パパススポポーートト））のの写写しし 

                 （出発にかかる出国・入国印の鮮明なもの） 

                 ※短期間（ひと月以内）の短期補助研究員以外は、全員提出 

 

⑧在在外外研研究究員員帰帰国国届届（（様様式式５５）） 

                ⑦-2 旅旅券券（（パパススポポーートト））のの写写しし 

                 （出発及び帰国にかかる出国・入国印の鮮明なもの） 

                ⑨航航空空機機搭搭乗乗券券〔〔往往復復〕〕 

                 ※研究経費申請執行マニュアル（P.33～）｢航空機利用に伴う

出張の取扱いについて｣を参照してください。 

                 

⑩在在外外研研究究員員報報告告書書（所定用紙により、学部長を経て提出） 

  

  

  

２２．．国国内内研研究究員員  

（１）研究費算定基準 

交 通 費 

居住地を離れて研究する場合に支給。本大学から研究地までの往復鉄道運賃

の普通運賃（片道５０㎞を越える場合には普通急行料金、７５㎞を越える場

合には特別急行料金を支給。ただし、新幹線の場合は、新幹線の料金） 

支 度 料 ３，０００円以内（ただし、居住地を離れて研究する場合のみ） 

修 学 費 
居住地を離れて研究をする場合：９７,８００円以内／１ヶ月 

居住地から通って研究する場合：１８,６００円以内／１ヶ月 

研 修 委 託 費 研究機関に対する納付金。本学から直接、研究機関に納付します。 

 

（２）業務フロー及び提出書類  

①国国内内研研究究員員候候補補者者推推薦薦書書（（様様式式１１  №№11,,22）） 

②国国内内研研究究員員候候補補者者申申請請書書（（様様式式２２  №№11～～44）） 

 

              学術研究審議委員会 

              大 学 協 議 会の議を経て研究員を決定 

               決定者を当該学部に通知 

               

③国国内内研研究究員員誓誓約約書書（（様様式式３３）） 

               

 

④国国内内研研究究員員出出発発届届（（様様式式４４）） 

 

 

出発１週間前 

帰国後２ヶ月以内 

帰国後１週間以内 

出発後１ヶ月以内 

出発１週間前 

前年度 11 月上旬 

申申  請請  時時  

（（９９月月末末〆〆切切））  

決定通知後１ヶ月以内 
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⑤国国内内研研究究員員帰帰学学届届（（様様式式５５））  

⑥航航空空機機搭搭乗乗券券〔〔往往復復〕〕（（航航空空機機利利用用のの場場合合ののみみ）） 

※研究経費申請執行マニュアル（P.33～）｢航空機利用に伴

う出張の取扱いについて｣を参照してください。 

 

⑦研研究究成成果果報報告告書書（様式任意） 

 

 

【【  採採択択後後のの手手続続きき  】】  

１．研究のお振込みについて 

 経費振込口座へ支払いを予定しております。なお、海外送金は行っておりませんので、ご了承

ください。 

 

〈〈以以下下、、在在外外研研究究員員のの場場合合〉〉 

２．ビザの申請に伴う書類について 

  該当する大使館または領事館ホームページにてご確認ください。 

  ビザの申請に伴う書類につきましては、以下の部署で発行しておりますので、各々ご連絡くだ

さい。 

（１）在職証明、所得証明・・・総務部人事課 

（２）在外研究員の証明・・・・学術研究支援センター   

 

３．ビザ申請等に関する経費について 

  以下の経費は教員研究費での執行が可能です。 

 （１）ビザの申請代 

 （２）国内での大使館または領事館までの交通費（申請手続きのみ） 

 

４．安全保障貿易管理について 

  軍事的に利用できる物品または技術を輸出する場合は、事前に経済産業大臣の許可が必要とな

ることがあります。詳しくは(P.154)「安全保障貿易管理について」を参照してください。 

 

【申請にあって】 

 申請にあたっては、毎年６月下旬から７月上旬頃に各学部・研究科へ配布される「在外・国内研

究員候補者募集要項」を改めて、ご確認の上、手続きを進めてください。 

帰学後２ヶ月以内 

帰学後１週間以内 
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研研究究復復帰帰支支援援助助成成費費  
 

１１．．目目的的  

妊娠、出産、育児、介護のライフイベントにより、研究活動を中断した専任教員に対し、

円滑な研究復帰を促すための研究助成を行います。 

 

２２．．対対象象者者  

本大学の専任の教授、准教授、助教、講師及び助手（以下、「教員」という。）であって、次の

①および②に該当する者。 

① 次の（１）又は（２）に該当する教員 

（１）本学に在職中の教員（過去 1年以内に②から復帰した者） 

 （２）申請時点で②に該当する休業を行う教員であって、当助成制度採択後、採択年度に

復帰を予定している教員 

② 次の（１）、（２）、（３）に該当する休業を 3 ヶ月以上、過去 1 年以内に行った又は現在

行っている教員 

  （１）労働基準法第 65 条第 1項に規定する休業（産前産後休業） 

 （２）「育児休業に関する規程」に規定する休業 

 （３）「介護休業に関する規程」に規定する休業 

注１）同一のライフイベントに対して、助成を申請できる回数は１回です。 

注２）同一の子の妊娠、出産、育児による研究の中断は、同一のライフイベントとみなします。

そのため、第一子の妊娠、出産、育児による研究の中断で既に助成を受けた者は、第一

子を事由としたライフイベントで、助成を申請することはできません（第二子以降は、

別のライフイベントとして申請可能です。）。 

注３）対象となる研究中断期間は、本学に所属している期間に行った②に該当する休業になり

ます。 

 

３３．．助助成成額額  

 予算の範囲内で以下のとおり、助成を行います。 
① 助成件数：若干名 
② 助 成 額：20 万円以内／1 件あたり 
注）助成金の執行は、毎年 2 月末までとし、繰り越しは認めません。 

 

４４..公公募募期期間間  

毎年 4 月 1 日～10 月末日までの随時  
※ 選考は随時実施予定です。 

※ 予算の状況によっては途中で募集を終了する可能性があります。 

 

５５..執執行行対対象象経経費費  

① 消耗品費 

② 旅費（当該研究に係る学会発表又は当該研究に係る打合せ、調査出張等） 

③ その他研究にあたり特に必要と認める経費（学会発表時の参加費、論文校正経費、論文投稿
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費、通信運搬費、印刷製本費など） 注）人件費の利用はできません。 

※当予算に関しては、教教員員研研究究費費とと併併用用可可能能です。 

 

６６..申申請請方方法法  

 「研究復帰支援助成費 申請書」に記入の上、学術研究支援センターへ申請を行ってください。 

 

７７..選選考考とと決決定定  

制度の所管：学術研究支援センター 

決定の方法：採択の可否は、申請条件に基づいて確認を行い、学術研究支援センター長が決定し

ます。 

通 知 方 法：採択の可否は、申請者へメール又は文書によって行います。 

 

８８..助助成成採採択択後後のの義義務務  

執行終了後は、毎年 3 月末日までに「研究復帰支援助成費 成果報告書」を学内便、またはメ

ールにて学術研究支援センターまで提出してください。 

 

９９..そそのの他他  

  当該助成制度の申請の受付にあたっては、申請書に記載された休業情報について、総務部へ照会

を行います。必ず同意欄に署名、捺印の上、ご提出ください。 
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年 月 日

所　属

職　名

フリガナ

氏　名

職員番号

〒 －

E-mail

－ －

－ －

研究中断事由

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日 ～ 年 月 日

年 月 日

現住所
（休職中の方のみ

記入）

研究中断期間
▼選択してください

▼選択してください

記載情報の

確認欄

※総務部記入欄

研究中断期間について、申請者の記載内容に相違ありません。

情報照会に

関する同意

※自署・押印

研究中断期間について、学術研究支援センターから総務部へ照会することに同意します。

署名欄

申
請
資
格
の
確
認

㊞

㊞署名欄確認日

現在、妊娠・出産・育児・介護のライフイベントにより、3ヶ月以上離職している研究者で、交付決定後
に、復職を予定している者

過去の利用実績

 過去に「研究復帰支援助成費」を利用したことはありますか？

はい　（利用実績回数　：

いいえ

申請資格

 該当する資格にチェック（☑）をして下さい。

妊娠・出産・育児・介護のライフイベントにより、3ヶ月以上研究活動を中断（過去1年以内に研究活動
の中断から復帰した者）した本学に在職中の研究者

　妊　娠　　・　　出　産　　・　　育　児　　・　　介　護

研研究究復復帰帰支支援援助助成成費費　　申申請請書書

番 号
（事務局記入）

研究者番号

申請日：

学術研究支援センター長　殿

　下記の通り、研究復帰支援助成費を申請しますので、よろしくお取り計らい願います。

申
請
者

（研究科・学科・専攻　等記入）

電話番号
（休職中の方のみ

記入）

職　場

回／利用年度（直近）　：　令和 年度　）

携　帯
内線番号

内線：

（研究室の場所：　　　　　　　　　　　）
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番 号
（事務局記入）

 研究目的・方法
(具体的に

400字以内）

円

円

円

円

円

円

円

　Tel：052-838-2034

　　　　【【提提出出・・問問合合せせ先先】】

名城大学　学術研究支援センター

項　目 金　額

項　目 金　額

項　目 金　額

助成金利用内訳（予定）

（上限：200,000円）

内訳

項　目 金　額

項　目 金　額

項　目 金　額

研究場所
 予定している研究場所を記述して下さい。

研
究
内
容
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 Ⅲ．公的（競争的）研究資金および補助金  
 
 
 

１．公的（競争的）研究資金執行の取扱い･･･････････････････61 

 １）物品等の購入･･･････････････････････････････････････62 

 ２）旅費･･･････････････････････････････････････････････71 

 ３）雇用経費・謝金･････････････････････････････････････75 

 ４）競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に 

係る経費･･･････････････････････････････････････････81 

 ５）会食費･････････････････････････････････････････････83 

２．科研費（科学研究費助成事業）･････････････････････････85 

３．国および国立研究開発法人等からの委託事業･････････････91 

４．学術研究奨励助成制度（総合研究所経費）･･･････････････96 

５．学外研究助成････････････････････････････････････････108 

６．日本学術振興会募集事業 ･････････････････････････････110 

７．競争的資金の間接経費の取扱い････････････････････････112 

８．競争的研究資金および学外資金での特別な取扱い････････114 

Ⅳ 

学
外
か
ら
の

研
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公公的的（（競競争争的的））研研究究資資金金執執行行のの取取扱扱いい  
 

      
「公的（競争的）研究資金」の執行については、「研究機関における公的研究費の管理・監査ガイ

ドライン（実施基準）（平成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定）令和 3 年 2 月 1 日改正」に基づき、
各研究機関における研究費の適正使用・適正管理に関する具体的な施策が示され、本学におきまし
ても、下記の関連施策を実施しております。 
これらのことは、公的（競争的）研究資金を執行する上での不適切な経理処理（架空取引による預

け金・カラ出張・カラ謝金等）において、研究者自身の責に加えて研究組織の社会的信頼をも失墜さ
せ、今後の大学経営に多大な損失を招く恐れを未然に防止することであり、文部科学省等による指
導に基づくものです。 

 
①購入物品の検収窓口の設置  
②研究支援者等の雇用手続き 
③旅費の事実確認（出張証明書）  
④相談窓口の設置  
⑤告発窓口の設置等 
⑥内部監査・リスクアプローチ監査の実施 
⑦物品等購入の発注権限の明確化 
⑧物品等購入の発注段階での支出財源の特定 
⑨換金性の高い物品の管理 
⑩特殊な役務に関する検収 
 

 
 １）公的（競争的）研究資金とは 

公的（競争的）研究資金（以下、「競争的研究資金」という。）とは、文部科学省および他府省
等が直接的に公募・運用する競争的研究資金、または、所管の独立行政法人等が公募・運用する
競争的研究資金を指します。 

２）コンプライアンス教育の受講および誓約書提出の義務付け 
競争的研究資金の運営・管理に関わる全ての構成員に不正防止の取り組みおよびルール等の

コンプライアンス教育を受講し、受講内容等を理解した上で誓約書を提出していただきます。 
  （誓約書の未提出者には競争的研究資金の運営・管理を行えないものとします。） 
 ３）競争的研究資金の運営・管理にかかわる全ての構成員とは 
   研究代表者をはじめとする研究分担者等の研究者はもとより、事務処理を行う者およびリサ

ーチアシスタント等を指します。 
 
 

【内部監査・リスクアプローチ監査（不正防止）の実施】 
 １）内部監査（監査室、監事、監査法人が実施） 

内部監査の対象は、内部監査を実施する年度の前年度に交付を受けていた補助事業から監査
室等により抽出されます。科研費およびＪＳＴ関連の補助金については、本学の研究者が研究代
表者として交付を受けている研究課題数の概ね１割以上を対象として通常監査を行います。ま
た、その１割以上を特別監査（事実関係の厳密な確認などを含めた特別な監査）として行うこと
が義務付けられています。 

それ以外の補助金（戦略的研究基盤形成支援事業、厚生労働科学研究費補助金等）はサンプル
を抽出して通常監査またはリスクアプローチ監査を行います。 

 ２）リスクアプローチ監査（監査室が実施） 
   全ての競争的研究資金については、不正が発生するリスクに対して重点的にサンプルを抽出

し、抜き打ちなどを含めたリスクアプローチ監査として以下の調査を行います。 
  ・出張先への問い合わせ及び出張者とのヒアリングを含めた実態調査 
  ・研究補助員とのヒアリングを含めた実態調査 
  ・物品等の現物確認 
  ・書面調査および取引業者への納入実態調査 
  ・その他不正防止関する必要な調査 
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【発注段階での支出財源の特定】 
   競争的研究資金での物品購入等の執行については、「発注段階で支出財源の特定を行い、予算

執行の状況を遅滞なく把握する。」ことが必要です。教員発注を認めている 30 万円未満の経費
執行については、研究者だけでも発注段階で支出財源を特定するために、研究者から業者に「「見見
積積書書のの欄欄外外にに財財源源」」をを明明記記すするるよようう指指示示をしてください。業者への指示を忘れた場合は、研究
者が見積書へ支出財源を記入してください。（立替払いも同様に領収書等の欄外に支出財源を記
入してください。） 

【公的研究費の直接経費で購入した準備品の本学での管理について】※令和 3年度より運用変更※ 
文部科学省より競争的研究費における制度改善が示され、直接経費で購入した物品について、

耐用年数１年以上かつ取得価格 10万円以上の物品は備品として管理することが令和 3年度から
求められることとなりました。そのため、これまで本学において準備品として管理されていた物
品は備品と同等の管理を行うこととなりました。 

つきましては、支払依頼時には備品購入時と同様、カタログ（商品概要のわかるもの）を添付
してください。また、備品システムに登録後、管理番号等を記載した管理シールを購入者に配布
しますので、各自で該当物品への貼付をお願いいたします。 
※廃棄あるいは異動に伴う移管の際には所定の手続きを行う必要があります。事前に学術研究

支援センターの各予算担当者へご連絡ください。 
【換金性の高い物品の管理】 
   換金性の高い物品については、競争的研究資金等での購入を明示する他に、物品の所在を記

録、管理します。学術研究支援センターが管理を行う物品、管理方法は以下のとおりです。 
 ① 備品管理を行わない20万円未満のパソコン類（金額にかかわらず20万円未満のものすべて） 
   パソコン、ノートパソコン、タブレット、ディスプレイ等については、物品等購入（支払）依

頼書の処理時に学術研究支援センターで管理台帳へ記録し、管理番号等を記載した管理シール
を購入研究者に配布します。（各自で該当物品への貼付をお願いします。） 
購入年度の翌年度に管理台帳に基づき現物確認を行います。 

② 図書カード  
研究者自身で「図書カード受取者リスト」（様式あり）により、購入数と使用数、使用目的お 

よび受領者の記録を行い、学術研究支援センターに提出をお願いします。また図書カードを渡す

際には受取者の受領を証明するもの（押印またはサイン）が必要です。（任意様式） 
③ 切手類 

用途の必要金額分を随時購入し、送付先、使用用件等を請求書または領収書等に記載したもの

を添付して支払依頼書の提出をお願いします。やむを得ずまとめて購入する場合は、研究者自身

で購入数、使用数、送付先、送付用件等を明らかに記録した一覧（任意様式）を使用後速やかに

学術研究支援センターに提出してください。 
＊ 科研費補助金、私立大学経常費補助金等、年年度度決決算算がが必必要要なな経経費費ににつついいててはは当当年年度度中中のの使使用用と 
なります。まとめ買いした切手を次年度に使用することはできませんのでご注意ください。 

【特殊な役務に関する検収】 
   特殊な役務（データベース・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作成、機器の保守点検 
  など）の検収については、提出された成果物および完了報告書等と検収を行うとともに必要に 
  応じ、データ、仕様書等を専門の知識を有する者がチェックを行います。 
 
１.物品等の購入（修理営繕、製造請負および印刷製本を含む）  
 

(１)物品等購入に係る注意点 
   ・物品等購入については原則、見積書・発注データ・納品書・請求書等での処理となります。 

ただし、やむを得ない理由の場合、経費によっては立替払いが可能な場合があります。 
   注注））大大型型ププロロジジェェククトト経経費費ででのの立立替替払払いいはは認認めめらられれまませせんん。。  
  ・見積書、納品書、請求書等に日日付付ののなないい書書類類はは受受けけ付付けけででききまませせんん。。（（後後日日、、業業者者にに対対しし

てて納納入入実実態態調調査査をを行行うう場場合合ももあありりまますす。。））社印の押印、支払先振込口座等の記入についても
確認してください。また、請求書等の日付が古いものにつきましては、受理できないことも
あります。 

・金額（納入金額）は、消費税を含んだ額です。 
・金額欄の訂正はできません。 
・発注段階で支出財源の特定を行ってください。 
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【【１１．．購購入入金金額額３３００万万円円未未満満のの物物品品等等購購入入ににつついいてて】】  

  

① 研究者が１業者の見積書を徴収して見積金額の妥当性を確認した後、研究者が発注 
 ・業者に経費の財源を伝え、見積書の欄外に記入していただくようご指示ください。 
   記入のない場合は、研究者ご自身で財源をご記入ください。 
  （財源：科研費・戦略・学研奨励・ＪＳＴ等） 
② 納品（納品書、請求書を受領） 
③ 物品検収 
④ 書類の作成・提出 

「物品等購入（支払）依頼書様式 1」の““１１．．物物品品等等購購入入（（支支払払））依依頼頼書書””とと““３３．．支支払払依依頼頼

書書””欄欄にに記記入入、、押押印印ししてて《関係書類》に記入漏れ等がないことを確認後、添付の上、学術研究

支援センターに提出してください。 
 

《関係書類》 
３０万円未満の場合・・・見積書・発注データ・納品書・請求書 

（全ての物品等の購入に関して必要） 
各経費出金連絡票 

・１０万円以上の「備品」を購入する場合はカタログ（商品概要のわかるもの） 
(消耗品の場合は不要) 

・発注データ：発注書、契約書、インターネットの通販サイトの発注確定情報の
写し、業者への発注時のメールの写しなど、納品物品等の数量や発注日が明確
にわかること。 

 
注意：３０万円以下の書類をまとめて総額が３０万円を超えた場合も【２】の事前購入決裁（見積合

わせ）の対象になります。また、複数回に分けて短期間で同種・同一業者から調達すること
は、一連の取引とみなされ、その結果が総額３０万円以上になれば見積合わせの対象になりま
すのでご留意ください。 

◎発注権限が研究者となり、物品購入についての研究上の妥当性については研究者自身が問われ

ることになります。購入後であっても、場合によっては提出書類を返却することもあります。 

 
【１．購入金額３０万円未満の物品等購入フロー】 
 

研究代表者／研究分担者 

 ①見積もりを徴収、金額の妥当性を確認後、発注 

 《見積書欄外に支出財源の記入を業者に依頼・または記入》 

        ②納品（納品書、請求書を発行） 
            

業者 

      ③物品検収       

物品検収窓口 

      ④書類作成・提出                                   ⑤支払処理 

学術研究支援センター 
【学部事務室（学科事務室）経由で可】 

 

③物品検収（業者が検収を受けることも可） 
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【【２２．．購購入入金金額額３３００万万円円以以上上のの物物品品等等購購入入ににつついいてて】】※※要要  事事前前購購入入決決裁裁※※  
（（見見積積りり～～発発注注））  

① 研究者が最低２業者以上の納納期期記記載載のの見見積積書書を徴収、特殊なもの等で２業者の見積書が提出で

きない場合、その業者でしか取扱いのないものについては専売業者であることを証明する直販証

明書・代理店証明書等を徴収してください。それ以外の理由の場合は「業者選定参考意見書」（任

意様式）による理由書を添付してください。 
＊見積書には必ず納入期日の記載が必要です。業者より徴収の際、明記されているかご確認くだ

さい。 
② 書類の作成・提出 
「物品等購入（支払）依頼書様式 1」の““１１．．物物品品等等購購入入（（支支払払））依依頼頼書書””欄欄にに記記入入、、押押印印ししてて
徴収した見積書等を添付のうえ学術研究支援センターに提出してください。  
なお、「備品」を購入する場合はカタログ（商品概要のわかるもの）が必要です(消耗品の場合は
不要)。 

特殊な物品等の購入で特に業者を選定希望する場合は「「業業者者選選定定参参考考意意見見書書」」（（任任意意様様式式））を添付

することができますが必ずしも希望する業者が選定されるものではありません。 
③ 施設部で見積合わせを行い、施設部事務部長または事務局長等の決裁処理を行います。 
④ 購入決裁がおりましたら、購購入入決決裁裁をを通通知知しし、、書書類類をを返返却却ししまますす。。  
⑤  通通知知後後、、研研究究者者よよりり発発注注ししててくくだだささいい。。  
※事前購入決裁：１～２週間必要です。見積書の有効期限にご留意ください。 

（（納納品品後後））  
 ⑥ 納品（納品書、請求書等を受領） 
⑦ 物品検収 
⑧ 書類提出 
「物品等購入（支払）依頼書様式 1」の““３３．．支支払払依依頼頼書書””欄欄にに記記入入、、押押印印ししてて《関係書類》に記

入漏れ等がないことを確認後、添付の上、学術研究支援センターに提出してください。 
《関係書類》 

３０万円以上の場合・・・見積書（２業者または理由書等）・発注データ・納品書・請求書 
（全ての物品等の購入に関して必要）・各経費出金連絡票 

・５００万円以上には契約書 
  

【２．購入金額３０万円以上の物品等購入フロー】 
①２社以上の見積もりを徴収 

研究代表者／研究分担者 
   ⑤発注 

    ⑥納品（納品書、請求書を発行） 

       

業者 

 ④事前購入決裁連絡  ②書類作成                ⑦物品検収（業者が検収を受けることも可） 

  書類返却       提出     ⑦物品検収                        ⑨支払処理 

物品検収窓口 
     ⑧書類提出 

学術研究支援センター 
【学部事務室（学科事務室）経由で可】 

          ③見積合わせ【事前購入決裁】 

施設部 
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 ※学術研究支援センター・総合研究所使用欄 
所属長決裁 事務部長 課 長 受付日 

    
  

 

                                                

            物物品品等等購購入入（（支支払払））依依頼頼書書 
購入依頼書番号（※センター記入欄）         
       令和   年  月  日 

学術研究支援センター御中 

（（いいずずれれかかににチチェェッックク☑☑））  

□□研究代表者 学部・研究科：     学科・専攻：        氏名           印 

  

□□研究分担者 学部・研究科：     学科・専攻：        氏名           印 

内線番号                          個人コード：           

経費の種類（研究種目）いいずずれれかかにに☑☑ 経費内訳  

□□大型プロジェクト（       ） 

□□学術研究奨励助成（         ) 

□□受託・共同研究（          ) 

□□その他（                 ） 

□□科研費（                     ） 

□□厚労科研費(                       ) 

□□二国間事業（             ） 

【他機関からの研究分担】＊＊研研究究分分担担者者ののみみ記記入入  

機関名[       ]代表者名[            ] 

□□直接経費 

  

□□間接経費 

＊＊経経費費内内訳訳ががああるる

場場合合ののみみ☑☑ 

◆◆留留意意事事項項：：①①研研究究課課題題・・事事業業にに則則すすこことと  ②②予予算算残残額額ががああるるこことと  ③③納納期期がが適適切切ででああるるこことと  等等をを

確確認認ししててくくだだささいい。。相相応応ししくくなないい場場合合はは、、受受理理ででききなないいここととががあありりまますす。。  

１１．．物物品品等等購購入入（（支支払払））依依頼頼書書  

下記物品等を購入（支払）したいので、申請します。 

品名、メーカー名、数量等    

（複数の場合は、～他と記入） 

＊＊3300 万万円円未未満満（（税税込込みみ））の場合に記入（複数件の場合を含む） 

金額（円）税込み 支払先業者名 

   

＊＊必必ずず記記入入（（換換金金性性のの高高いい物物

品品・・準準備備品品・・備備品品のの登登録録場場所所、、

消消耗耗品品のの場場合合はは納納入入場場所所））  

保 管 場 所（※消耗品の場合は、納入場所） 管理者 

キャンパス（（いいずずれれかかにに☑☑）） 建物名・階・室名（部屋番号等） 氏名 

□□天白   □□八事  □□ドーム前    号館  階    

＊10 万円以上の物品で、耐用年数が 1年以上のものはチェックを入れてください→  □□ 

２．購入決裁通知（※センター記入欄） 令和   年  月  日   

 購入金額が 30 万円（税込み）以上の場合について通知します。   

   

 

 購入（支払）依頼のありました、上記物品等に関しましては、             の決裁を

得ましたので、通知します。 

 なお、購入業者等は下記のとおり決定しました。 

 

 業者名：                       購入金額：            円 

注文手続 □研究代表者・研究分担者で注文してください □その他（                ） 

３３．．支支    払払    依依    頼頼    書書               令和   年  月  日 

                        氏名：          印 
 購入物品が納品されましたので、必要書類を添付し提出いたします。支払手続きをお願いします。 

 提出書類（（提提出出書書類類ににチチェェッックク☑☑をを付付けけててくくだだささいい）） 

□□見積書 □□納品書 □□請求書 □□カタログ・定価証明他関係書類 

  □□その他（              ） 

□施設部事務部長 

□事務局長 

□（               ） 

 
課 長（※センター使用欄 
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※30 万円以上の支払については、必ず物品等購入（支払）依頼書により購入決裁を得て頂き 

支払後に、この様式とともに関係書類を提出してください。 

 

 
  

  

  

  

支支  払払  依依  頼頼  書書  
購入依頼書番号（※センター記入欄）         

      令和   年  月  日 

学術研究支援センター御中 

（（いいずずれれかかににチチェェッックク☑☑））  

□□研究代表者 学部・研究科：     学科・専攻：        氏名           印 

  

□□研究分担者 学部・研究科：     学科・専攻：        氏名           印 

内線番号                          個人コード：           

                                     

経費の種類（研究種目）いいずずれれかかにに☑☑ 経費内訳  

□□大型プロジェクト（       ） 

□□学術研究奨励助成（         ) 

□□受託・共同研究（          )  

□□その他（                ） 

□□科研費（                     ） 

□□厚労科研費(                       ) 

□□二国間事業（             ） 

【他機関からの研究分担】＊＊研研究究分分担担者者ののみみ記記入入  

機関名[       ]代表者名[            ]  

□□直接経費 

  

□□間接経費 

＊＊経経費費内内訳訳ががああるる

場場合合ののみみ☑☑ 

◆◆留留意意事事項項：：①①研研究究課課題題・・事事業業にに則則すすこことと  ②②予予算算残残額額ががああるるこことと  ③③納納期期がが適適切切ででああるるこことと  等等をを

確確認認ししててくくだだささいい。。相相応応ししくくなないい場場合合はは、、受受理理ででききなないいここととががあありりまますす。。  

         

（（いいずずれれかかににチチェェッックク☑☑）） 
 

      謝謝金金  ・・      そそのの他他  
 

          

金               円也（税込み） 

 
 

 

※謝金とは、（講演等）講師謝礼等を指します。 

【添付資料】講師謝礼の場合・・・講師派遣依頼書、講師派遣承諾書、振込依頼書等を添付 

注注意意支支払払額額かからら税税金金がが天天引引ききさされれ、、支支給給さされれまますす。。（（税税金金計計算算はは、、総総務務部部でで行行いいまますす。。）） 

※その他とは、業務委託料等を指します。 

  ※※ここのの様様式式はは、、１１件件のの支支払払先先にに対対しし、、１１枚枚必必要要でですす。。  

※学術研究支援センター・総合研究所使用欄 
所属長決裁 事務部長 課 長 受付日 

    

支 払 先 

 

内 容 等 
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＊物品等購入については原則、見積書・納品書・請求書等での処理となりますが、やむを得ない理由の
場合に限り立替払いが可能です。ただし、大大型型ププロロジジェェククトトのの経経費費にによよっっててはは認認めめらられれなないい場場合合がが
あありりまますすののでで、、担担当当者者ににごご確確認認くくだだささいい。。 

 
【【33..立立替替払払いいででのの物物品品等等購購入入のの処処理理ににつついいてて】】  

 

    ① 物品を購入 
  ② 納品（領収書等の受領） 
    ・・領領収収書書等等にに支支出出すするる財財源源をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

③ 物品検収 
④ 書類の作成・提出    
「物品等立替に伴う支払依頼書様式３」に記記入入、、押押印印ししてて《関係書類》を添付の上、学術研究支

援センターに提出してください。 
 
《関係書類》 

1. 代金をその場で立替払いした場合・・領収書（原本） 
2. 業者等に直接入金を行った場合・・「振込金受領書」「利用明細書」等の原本 

    3. クレジット払いの場合・・領収書（原本）（※領収書の原本がない場合はクレジット会社が

発行する請求明細書、又は購入業者発行の納品書） 
 いずれの場合も「品名、内容が明記された書類」が必要。 
４．各経費出金連絡票（提出が必要な場合） 

特特ににイインンタターーネネッットトをを利利用用しての発注、支払いにおいては証証拠拠書書類類にに必必ずず原原本本がが一一通通はは必必要要でですす。。  

インターネットで何度でもダウンロードできる領収書のみでは証拠書類とみなすことができま

せんので、物品送付時の納品書等（原本）を必ず添付してください。 

 なお、３０万円以上の立替払いについては、「物品等購入（支払）依頼書様式 1」により事前

購入決裁を得てください。 

 
【３．立替払いでの物品等購入の処理フロー】 
 

研究代表者／研究分担者 
 ①物品を購入 

②納品（領収書等発行） 《領収書等に支出財源を記入》 
  

業者 

           ③物品検収      

物品検収窓口 

          ④書類作成・提出              

学術研究支援センター 
【学部事務室（学科事務室）経由で可】 

         
⑤支払処理 
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物物品品等等立立替替にに伴伴うう支支払払依依頼頼書書  
購入依頼書番号（※センター記入欄）         

      令和   年  月  日 

学術研究支援センター御中 

（（いいずずれれかかににチチェェッックク☑☑））  

□□研究代表者 学部・研究科：     学科・専攻：        氏名           印 

  

□□研究分担者 学部・研究科：     学科・専攻：        氏名           印 

内線番号                          個人コード：           

経費の種類（研究種目）いいずずれれかかにに☑☑ 経費内訳  

□□大型プロジェクト（       ） 

□□学術研究奨励助成（         ) 

□□受託・共同研究（          ) 

□□その他（                ） 

□□科研費（                     ） 

□□厚労科研費(                       ) 

□□二国間事業（             ） 

【他機関からの研究分担】＊＊研研究究分分担担者者ののみみ記記入入  

機関名[       ]代表者名[            ]  

□□直接経費 

  

□□間接経費 

＊＊経経費費内内訳訳ががああるる

場場合合ののみみ☑☑ 

◆◆留留意意事事項項：：①①研研究究課課題題・・事事業業にに則則すすこことと  ②②予予算算残残額額ががああるるこことと  ③③納納期期がが適適切切ででああるるこことと  等等をを

確確認認ししててくくだだささいい。。相相応応ししくくなないい場場合合はは、、受受理理ででききなないいここととががあありりまますす。。  

１１．．物物品品等等立立替替にに伴伴うう支支払払依依頼頼書書    

下記物品等を購入（立替）したので、支払を依頼します。 

品名、メーカー名、数量等 

（複数の場合は、～他と記入） 
金額（円）税込み 立替者氏名 

   

 

＊＊必必ずず記記入入（（換換金金性性のの高高いい物物

品品・・準準備備品品・・備備品品のの登登録録場場所所、、

消消耗耗品品のの場場合合はは納納入入場場所所））  

保 管 場 所 管理者 

キャンパス（（いいずずれれかかにに☑☑）） 建物名・階・室名（部屋番号等） 氏名 

□□天白 □□八事 □□ドーム前   号館  階    

＊10 万円以上の物品で、耐用年数が 1年以上のものはチェックを入れてください→  □□ 

２２．．立立替替購購入入理理由由（（該該当当ににチチェェッックク☑☑、、複複数数選選択択可可））  

  □□ 現金取引業者のため 

  □□ 支払い期限が迫っていたため 

  □□ 外国通貨額での支払等、支払時でないと金額が確定しないため 

  □□ その他（理由記入） 

 

 

 

 

 

３３．．提提出出書書類類（（提提出出書書類類ににチチェェッックク☑☑をを付付けけててくくだだささいい））  

□□領収書 □□見積書 □□納品書 □□請求書 □□カタログ・定価証明他関係書類 

  □□その他（              ） 

※30 万円以上の物品等の立替払については、必ず物品等購入（支払）依頼書により購入決裁を得て頂き 

支払後に、この様式とともに関係書類を提出してください。 

※学術研究支援センター・総合研究所使用欄 
所属長決裁 事務部長 課 長 受付日 
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(２) 購入物品等の検収について 

１）検収作業 

研究活動に必要な物品等の購入は、「金額の多少にかかわらず」物品検収窓口で「検収作業」

を実施します。また、物品の購入以外についても下記 3）⑦の要領で検収を行います。 

２）物品検収窓口 

学術研究支援センターに「検収本部」を設置し、次の学部事務室に分室を設けております。

研究者は当該学部の「検収分室」において物品の検収を受けてください。 
【物品検収窓口の設置場所】 【受付時間】９９：：００００～～１１７７：：００００（（土土日日祝祝日日をを除除くく）） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
    

 
 

     
 
 
 

 
※学部以外に所属されている先生方は、「学術研究支援センター」にて検収いたします。 
※薬品については、施設部（薬品管理部会事務局）・薬学部にて検収いたします。 

３）検収の方法 

検収のフローは原則的に（P.70）「公的研究資金に係る物品検収フロー」によります。 
①購入した物品と発注データ、納品書をもって「物品検収窓口」で検収を受けてください。 
 図書の場合は同時に本（冊子）に検印を受けてください。 
②業者が検収を受ける場合は、一部の業者には検収作業の必要性と協力依頼を通知し 
てありますが、発注時等に、その旨、業者へ的確に指示してください。 

③「物品検収窓口」では検収員が物品と発注データ及び納品書を照合し「「物物品品おおよよびび
納納品品書書にに検検収収印印」」をを押押印印ししまますす。（図書の購入の場合は本（冊子）にも検印します。） 
研研究究者者はは納納品品書書にに「「受受領領印印（（私私印印））」」をを押押印印ししててくくだだささいい。 

④検収窓口へ持ち込みが困難な物品は最寄りの「物品検収窓口」へご連絡ください。 
検収員が指定の場所へ出向きます。 
（都合により速やかな対応ができない場合がありますのでご了承ください） 

⑤立替払いの場合は購入した「物品と領収書」をもって検収を受けてください。 

⑥検収が困難な実験動物・試薬・菌・細胞等も原則検収を受けてください。 
なお、どうしても検収が困難な場合は「理由書」を添付してください。 

  ⑦物品の購入以外のものについて 
・保守・修理営繕については動作確認で検収を受け、検収印横に(例)「（確認場所）○

号館○室にて動作確認をした」旨を検収担当者に記入してもらってください。 
・パソコンへデータをダウンロードして使用権を取得するもの等については使用画面 
確認または画面印刷で検収を受けてください。 

・データ作成依頼、翻訳等については成果物で検収を受け、成果物の一部を支払依頼書
に添付してください。 

⑧特殊な役務（データベース、プログラム、デジタルコンテンツ開発・作成などについて 
 は必要に応じてデータ仕様書等を専門の知識を有する者がチェックを行います。 

※※検検収収はは原原則則納納入入時時でですすがが、、ややむむをを得得ずず後後日日ととななるる場場合合はは、、速速ややかかにに検検収収をを受受けけててくくだだささいい。。  

区 分 学   部   等 連 絡 先 （内 線） 場    所 

天白Ｃ 

 

統括 学術研究支援センター 
（２２５２） 

（２２５3） 
・タワー７５ １１Ｆ 

検 

収 

窓 

口 

学術研究支援センター （２２６５） ・タワー７５ １１Ｆ 

施設部（薬品検収） （２１６５） ・本部棟 ３Ｆ 

理 工 学 部 （５０１４） ・１１号館 ２Ｆ 

情 報 工 学 部 ※学部の指定する場所で検収対応をお願いします。 

法 学 部 

経 営 学 部 

経 済 学 部 

農 学 部 

（５７１２） 

（５７２２） 

（５７３２） 

（５７４２） 

・共通講義棟北 ２Ｆ 

（合同事務室） 

ドーム前 C 

外 国 語 学 部 

人 間 学 部 

都 市 情 報 学 部 

（２２４９） ・西館 １Ｆ 

八事Ｃ 薬 学 部 （２１０３） ・新１号館 １Ｆ 

春日井Ｃ 農   学   部 0568-81-2169 ・附属農場 

※学部設置の検収分室は、検収統括（学術研究支援センター）の検収作業に係る出先窓口であり、物品検

収作業以外のお問い合わせに対して的確にお応えすることができかねる場合があるため、公的研究資金に

関する執行・運営等のお問い合わせは学術研究支援センター（統括）にお願いいたします。 
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、、

検
収

（
照

合
・

確
認

）
を

受
け

る
。

 
・

大
型

物
品

等
は

検
収

場
所

を
指

定
す

る
。

 
・
「

薬
品

」
は

施
設

部
・

薬
学

部
に

て
検

収
を

受
け

る
。

 

④④
納納

品品
渡渡

しし
  

 
・

納
品

検
収

係
に

て
検

収
後

、
研

究
者

へ
「

物
品

」
及

び
「

納
品

書
」

を
渡

す
。

 

③③
検検

収収
確確

認認
  

・
「

物
品

（
薬

品
を

除
く

）」
と

「
発

注
デ

ー
タ

・
納

品
書

」
を

照
合

・
確

認
後

、
物

品
お

よ
び

納
品

書
に

「
検

印
」

を
押

印
。

 
・

大
型

物
品

等
は

指
定

さ
れ

た
場

所
に

出
向

し
照

合
・

確
認

。
 

⑤⑤
受受

けけ
取取

りり
  

 
・

業
者

よ
り

「
物

品
」

及
び

「
納

品
書

」
を

受
領

。 
 

・
納

品
書

の
「

検
収

印
」

横
に

研
究

者
「

受
領

印
」

を
押

印
。

 

⑦⑦
受受

付付
／／

起起
票票

  
 

・
研

究
者

よ
り

回
付

さ
れ

た
証

憑
等

に
よ

り
起

票
・

支
払

手
続

き
。

 
 

・
検

収
行

為
（

検
印

）
な

き
場

合
は

原
則

と
し

て
受

付
し

な
い

。
 

⑥⑥
書書

類類
回回

付付
  

・
各

公
的

研
究

資
金

に
定

め
ら

れ
た

手
続

き
に

よ
り

証
憑

等
を

学
術

研
究

支
援

セ
ン

タ
ー

へ
回

付
。（

見
積

書
・

発
注

デ
ー

タ
・

納
品

書
・

請
求

書
等

）
 

 ※
検

収
困

難
（

試
薬

・
ガ

ス
・

動
物

・
菌

・
細

胞
 
等

）
な

も
の

も
検

収
を

受
け

る
。

 

※
研

究
者

が
直

接
購

入
す

る
場

合
（

立
替

払
い

）
は

、
領

収
書

を
も

っ
て

検
収

を
受

け
る

。
 

①①
発発

注注
  

・
見

積
書

に
よ

り
、

業
者

へ
物

品
の

購
入

発
注

。 

①①
発発

注注
  

・
見

積
書

に
よ

り
、

業
者

へ
物

品
の

購
入

発
注

。 
②②

受受
注注

  

・・
研

究
者

か
ら

物
品

の
購

入
受

注
。

  

③③
納納

品品
  

・
「

物
品

」
に

「
納

品
書

」
を

添
え

て
研

究
者

へ
直

接
納

品
。

 

⑤⑤
検検

収収
確確

認認
  

・「
物

品
（

薬
品

を
除

く
）
」

と
「

発
注

デ
ー

タ
・

納
品

書
」

を
照

合
・

確
認

後
、

物
品

お
よ

び
納

品
書

に
「

検
印

」
を

押
印

。
 

・
大

型
物

品
等

は
指

定
さ

れ
た

場
所

に
出

向
し

照
合

・
確

認
。

 

⑤⑤
検検

収収
実実

施施
  

・
「

物
品

（
薬

品
除

く
）
」

に
「

納
品

書
」

を
添

え
「

検
収

窓
口

」
へ

持
参

し
発 発

注注
デデ

ーー
タタ

とと
照照

合合
のの

上上
検

収
（

照
合

・
確

認
）

を
受

け
る

。 
・

大
型

物
品

等
は

検
収

場
所

を
指

定
す

る
。

 
 

・「
薬

品
」

は
施

設
部

・
薬

学
部

に
て

検
収

を
受

け
る

。
 

⑥⑥
書書

類類
回回

付付
  

・
各

公
的

研
究

資
金

に
定

め
ら

れ
た

手
続

き
に

よ
り

証
憑

等
を

学
術

研
究

支
援

セ
ン

タ
ー

へ
回

付
。

 
（

見
積

書
・

発
注

デ
ー

タ
・

納
品

書
・

請
求

書
等

）
 

⑦⑦
受受

付付
／／

起起
票票

  
 

・
研

究
者

よ
り

回
付

さ
れ

た
証

憑
等

に
よ

り
起

票
・

支
払

手
続

き
。

 
 

・
検

収
行

為
（

検
印

）
な

き
場

合
は

原
則

と
し

て
受

付
し

な
い

。
 

検
収

本
部

 

 
学

術
研

究
支

援
セ

ン
タ

ー
 

検
収

分
室

 

 
天

白
C

：
理

工
学

部
関

連
 

 
（

事
務

室
 

１
１

号
館

１
階

）
 

 
 

 
 

 
そ

の
他

学
部

関
連

 
（

合
同

事
務

室
 

共
通

講
義

棟
北

 
２

階
）

 

 
八

事
C

：
薬

学
部

関
連

 
 

 
（

事
務

室
 

新
１

号
館

 
１

階
）

 

 
ド

ー
ム

前
C

 :
 人

間
学

部
関

連
・

都
市

情
報

学
部

関
連

・
外

国
語

学
部

関
連

  

（
事

務
室

 
西

館
 

1
階

）
 

春
日

井
Ｃ

：
農

学
部

関
連

 
 

（
事

務
室

）
 

 ※
検

収
困

難
（

試
薬

・
ガ

ス
・

動
物

・
菌

・
細

胞
 
等

）
な

も
の

も
検

収
を

受
け

る
。

 

※
研

究
者

が
直

接
購

入
す

る
場

合
（

立
替

払
い

）
は

、
領

収
書

を
も

っ
て

検
収

を
受

け
る

。
 

⑤⑤
薬薬

品品
検検

収収
  

・「
薬

品
」

と
「

発
注

デ
ー

タ
・

納
品

書
」

を
照

合
・

確
認

後
、

納
品

書
に

「
検

印
」

を
押

印
 

薬
品

検
収

窓
口

 

・
施

設
部

（
薬

品
管

理
部

会
事

務
局

） 

（
八

事
C

事
務

室
で

も
可

）
 

※
ド

ー
ム

前
C

納
品

分
も

施
設

部

（
天

白
C

）
に

て
検

収
を

受
け

る
 

④④
受受

けけ
取取

りり
  

 
・

業
者

よ
り

「
物

品
」

及
び

「
納

品
書

」
を

受
領

。
 

 
・

納
品

書
に

研
究

者
「

受
領

印
」

を
押

印
。

 

２．旅  費  

【【11..  国国内内出出張張】】  
■出張前 Web 旅費システム上から出張申請を行う  
①Web旅費システムにアクセスし、必要事項を入力 
 《《アアッッププロローードドがが必必要要なな書書類類》》  

   ・学会出張の場合は学会要項の写し《発表者の場合は自身の名前が載った箇所を含む》 
   ・調査出張の場合は調査内容、スケジュール等がわかるもの（先方とのメールのコピー等）必要 

に応じ「調査計画書」 
   ・航空機（エコノミークラス）を利用する場合は、運賃内容のわかる請求書または領収書 
    なお、請求書で処理をした場合は後日必ず領収書を提出してください。 

※航空機利用についての詳細は（P.33～）「航空機利用に伴う出張の取扱いについて」を参照してください。 
   ・アクセスマップ 
    ・各経費出金連絡票 

②事事後後のの提提出出ににつついいててはは受受けけ付付けけらられれまませせんん。。できる限り早い提出をお願いします。 
③出張旅費については、本学旅費規程を準用するものとし（上限内であれば金額の指定可）、 
予算部門長の決裁後、研究代表者（研究分担者等）の口座振込で支給します。 

■出張後 Web旅費システム上から出張報告を行うとともに、紙媒体で旅費報告書を提出 
④ 出張終了後は速やかにWeb旅費システムにアクセスし、出出張張のの日日程程をを含含めめたた内内容容をを詳詳細細にに記記

入入ししたた出張報告書を提出してください。（内容が不明確な場合は再提出していただきます。） 
また、Web旅費システム上からダウンロードした旅費報告書に《《出出張張証証明明資資料料》》（（出出張張場場所所・・
日日ににちちがが証証明明ででききるるもものの））を添付して提出してください。  
＊＊複複数数日日にに渡渡るる出出張張のの場場合合はは期期間間すすべべててをを証証明明ででききるるもものの。。  
ただし、航空機搭乗券または半券【往復】、公共交通機関の乗車券（切符に無効印）【往復】
を証明資料として提出する場合は、当面他の証明資料は不要です。 

              
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
⑤ 添付書類とともに、所所属属長長（（出出張張命命令令権権者者））のの確確認認をを得得てて学術研究支援センターへ提出し 

てください。 
【注意事項】・・自自家家用用車車おおよよびび公公用用車車をを利利用用ししたた出出張張はは認認めめらられれまませせんん。。  
            ・・原原則則タタククシシーー・・レレンンタタカカーー料料金金はは支支給給ででききまませせんん。。たただだしし、、調調査査出出張張等等でで荷荷物物

のの運運搬搬等等、、ややむむをを得得ずずレレンンタタカカーーのの使使用用がが不不可可欠欠なな場場合合はは、、WWeebb旅旅費費シシスステテムム
のの出出張張申申請請にに理理由由書書をを添添付付((備備考考欄欄へへのの記記載載ででもも可可))しし、、出出張張命命令令権権者者のの決決裁裁がが
得得らられれたた場場合合にに限限りり支支給給ししまますす。。ななおお、、そそのの場場合合はは実実費費精精算算ととししまますす。。  

            ・・前前泊泊、、後後泊泊ををすするる場場合合はは、、備備考考欄欄へへ理理由由をを記記載載ししててくくだだささいい。。  

【1.国内出張フロー】 
研究代表者／研究分担者  国内出張  研究代表者／研究分担者 

  ①出張申請作成・提出（Web）                  ④出張報告作成・提出（Web） 

   《添付書類》アップロード   ③業務所管（センター長）決裁   《出張証明資料》提出 
学部事務室（学科事務室）     学部事務室（学科事務室） 

  ②所属長（出張命令権者）決裁                  ⑤所属長（出張命令権者）確認 

学術研究支援センター  学術研究支援センター 

航空機を利用 航空券の半券【往復】 

宿泊証明書（全日程分）★ 

公共交通機関の乗車を証明するもの【往復】★ 

※ⒶⒷⒸがない場合、出張先での購入物の領収書（全日程分） 

※航空券の半券を紛失の場合は、搭乗証明書 

学会等の参加証明書、出張地あるいは出張目的

が判明できる日付の入った写真（全日程分） 

宿泊有で宿泊証明がとれる 

YES 

NO   

い
ず
れ
か
１
点 

★の提出のうち、領収書およびＥＸ切符等の割引金額が入った

ものの提出により、本学が定めている宿泊費、交通費を下回っ

ている場合は、その差額を減額（返還）することになります。

出出張張内内申申書書提提出出時時ににＥＥＸＸ切切符符等等をを出出張張証証明明資資料料ととししてて提提出出すす

るるここととをを想想定定ししてていいるる場場合合はは、、そそのの旨旨をを備備考考欄欄等等にに記記載載ししてて

くくだだささいい。。前前泊泊やや後後泊泊のの日日もも出出張張証証明明資資料料はは必必要要でですす。。  

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

70

Ⅲ 

公
的（
競
争
的
）

研
究
資
金
及
び
補
助
金



２．旅  費  
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■出張前 Web 旅費システム上から出張申請を行う  
①Web旅費システムにアクセスし、必要事項を入力 
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に応じ「調査計画書」 
   ・航空機（エコノミークラス）を利用する場合は、運賃内容のわかる請求書または領収書 
    なお、請求書で処理をした場合は後日必ず領収書を提出してください。 

※航空機利用についての詳細は（P.33～）「航空機利用に伴う出張の取扱いについて」を参照してください。 
   ・アクセスマップ 
    ・各経費出金連絡票 

②事事後後のの提提出出ににつついいててはは受受けけ付付けけらられれまませせんん。。できる限り早い提出をお願いします。 
③出張旅費については、本学旅費規程を準用するものとし（上限内であれば金額の指定可）、 
予算部門長の決裁後、研究代表者（研究分担者等）の口座振込で支給します。 

■出張後 Web旅費システム上から出張報告を行うとともに、紙媒体で旅費報告書を提出 
④ 出張終了後は速やかにWeb旅費システムにアクセスし、出出張張のの日日程程をを含含めめたた内内容容をを詳詳細細にに記記

入入ししたた出張報告書を提出してください。（内容が不明確な場合は再提出していただきます。） 
また、Web旅費システム上からダウンロードした旅費報告書に《《出出張張証証明明資資料料》》（（出出張張場場所所・・
日日ににちちがが証証明明ででききるるもものの））を添付して提出してください。  
＊＊複複数数日日にに渡渡るる出出張張のの場場合合はは期期間間すすべべててをを証証明明ででききるるもものの。。  
ただし、航空機搭乗券または半券【往復】、公共交通機関の乗車券（切符に無効印）【往復】
を証明資料として提出する場合は、当面他の証明資料は不要です。 

              
  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
⑤ 添付書類とともに、所所属属長長（（出出張張命命令令権権者者））のの確確認認をを得得てて学術研究支援センターへ提出し 

てください。 
【注意事項】・・自自家家用用車車おおよよびび公公用用車車をを利利用用ししたた出出張張はは認認めめらられれまませせんん。。  
            ・・原原則則タタククシシーー・・レレンンタタカカーー料料金金はは支支給給ででききまませせんん。。たただだしし、、調調査査出出張張等等でで荷荷物物

のの運運搬搬等等、、ややむむをを得得ずずレレンンタタカカーーのの使使用用がが不不可可欠欠なな場場合合はは、、WWeebb旅旅費費シシスステテムム
のの出出張張申申請請にに理理由由書書をを添添付付((備備考考欄欄へへのの記記載載ででもも可可))しし、、出出張張命命令令権権者者のの決決裁裁がが
得得らられれたた場場合合にに限限りり支支給給ししまますす。。ななおお、、そそのの場場合合はは実実費費精精算算ととししまますす。。  

            ・・前前泊泊、、後後泊泊ををすするる場場合合はは、、備備考考欄欄へへ理理由由をを記記載載ししててくくだだささいい。。  

【1.国内出張フロー】 
研究代表者／研究分担者  国内出張  研究代表者／研究分担者 

  ①出張申請作成・提出（Web）                  ④出張報告作成・提出（Web） 

   《添付書類》アップロード   ③業務所管（センター長）決裁   《出張証明資料》提出 
学部事務室（学科事務室）     学部事務室（学科事務室） 

  ②所属長（出張命令権者）決裁                  ⑤所属長（出張命令権者）確認 

学術研究支援センター  学術研究支援センター 

航空機を利用 航空券の半券【往復】 

宿泊証明書（全日程分）★ 

公共交通機関の乗車を証明するもの【往復】★ 

※ⒶⒷⒸがない場合、出張先での購入物の領収書（全日程分） 

※航空券の半券を紛失の場合は、搭乗証明書 

学会等の参加証明書、出張地あるいは出張目的

が判明できる日付の入った写真（全日程分） 

宿泊有で宿泊証明がとれる 

YES 

NO   

い
ず
れ
か
１
点 

★の提出のうち、領収書およびＥＸ切符等の割引金額が入った

ものの提出により、本学が定めている宿泊費、交通費を下回っ

ている場合は、その差額を減額（返還）することになります。

出出張張内内申申書書提提出出時時ににＥＥＸＸ切切符符等等をを出出張張証証明明資資料料ととししてて提提出出すす

るるここととをを想想定定ししてていいるる場場合合はは、、そそのの旨旨をを備備考考欄欄等等にに記記載載ししてて

くくだだささいい。。前前泊泊やや後後泊泊のの日日もも出出張張証証明明資資料料はは必必要要でですす。。  

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 
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【【22..  外外国国出出張張】】  
■出張前 Web旅費システム上から出張申請を行う 

①Web旅費システムにアクセスし、必要事項を入力 

   《《アアッッププロローードドがが必必要要なな書書類類》》  

・研究成果を発表するスケジュールの記載されたプログラムの写し等 

    ・調査出張の場合は調査内容、スケジュール等がわかるもの（先方とのメールのコピー等（主 

要部分の和訳を記入））必要に応じ「調査計画書」 

   ・航空運賃等の請求書または領収書およびフライトスケジュール、運賃の内訳がわかるもの 

※航空機利用についての詳細は（P.33～）「航空機利用に伴う出張の取扱いについて」を参照してください。 

    ・アクセスマップ 

・各経費出金連絡票 

② アップロードが必要な書類とともに、システム上で所所属属長長（（出出張張命命令令権権者者））のの決決裁裁をを得得てて  

学術研究支援センターへ提出してください。事事後後のの提提出出ににつついいててはは受受けけ付付けけらられれまませせんん。。          

できる限り早い提出をお願いします。 
③ 出張旅費については、本学旅費規程を準用するものとし（上限内であれば金額の指定可）、 

予算部門長の決裁後、研究代表者（研究分担者等）の口座振込で支給します。 

＊＊外外国国でで経経費費をを使使用用すするる予予定定ががああるる場場合合はは、、必必ずず事事前前ににごご相相談談くくだだささいい。。  

＊＊学学生生とと同同行行のの場場合合はは  海海外外旅旅行行保保険険  企企業業包包括括契契約約（（保保険険料料本本学学負負担担））のの手手続続ききがが必必要要でですす。。  

国国際際化化推推進進セセンンタターーにに届届出出ををししててくくだだささいい。。  

  

■出張後 Web旅費システム上から出張報告を行うとともに、紙媒体で旅費報告書を提出 
④ 出張終了後、速やかにWeb旅費システムにアクセスし、出出張張のの日日程程をを含含めめたた内内容容をを詳詳細細にに記記

入入ししたた出張報告書を提出してください。（内容が不明確な場合は再提出していただきます。）
また、Web旅費システム上からダウンロードした旅費報告書に、航空運賃等領収書および搭
乗券または半券を添付し、提出してください（半券を紛失した場合はそれに代わるもの、ま
たは当該航空会社等の搭乗証明書を提出）。 

⑤ 添付書類とともに、所所属属長長（（出出張張命命令令権権者者））のの確確認認をを得得てて学術研究支援センターへ提出し

てください。 

 

【2.外国出張フロー】 
 

研究代表者／研究分担者  外国出張  研究代表者／研究分担者 
  ①出張申請作成・提出（Web）※                   ④出張報告作成・提出（Web） 

   《添付書類》アップロード    ③業務所管（センター長）決裁  《出張証明資料》提出 
学部事務室（学科事務室）     学部事務室（学科事務室） 

  ②所属長（出張命令権者）決裁                    ⑤所属長（出張命令権者）確認 

学術研究支援センター  学術研究支援センター 
 
 
 
 
 
 
 
  

※令和 2 年 4 月に施行された安全保障輸出管理規程により、外国における研究発表・研究打ち合わ

せ等にあたっては、出張申請に先立って法令に則った事前確認の手続き等が必要です。詳しくは

P.154「安全保障貿易管理について」を参照ください。 
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【【33..学学部部生生・・院院生生・・PPDD・・研研究究員員のの国国内内・・国国外外出出張張】】（Web 旅費システムは利用できません）  
 ■出張前  

① 出張依頼 

  振込依頼書の提出依頼 

② 学部生・院生・PD・研究員用出張願作成・提出 

  「（国内・国外）出張願」に必要事項を記入 

指導教員の認印 

《《添添付付書書類類》》  

・研究成果を発表するスケジュールの記載されたプログラムの写し等 

・調査出張の場合、調査内容、スケジュール等がわかるもの。必要に応じ「調査計画書」 

・航空機を利用する場合は運賃等の請求書または領収書およびフライトスケジュール、運賃 

の内訳がわかるもの 

※航空機利用についての詳細は（P.33～）「航空機利用に伴う出張の取扱いについて」を

参照してください。 

    ・振込依頼書 

    ・アクセスマップ 

    ・各経費出金連絡票 

③ 添付書類とともに、学部生、院生の場合は学学部部長長ままたたはは研研究究科科長長のの認認印印をを得得てて学術研究支

援センターへ提出してください。 

     出張旅費については、本学旅費規程を準用するものとし（上限内であれば金額の指定可）

処理後、学部生、院生、ポストドクターおよび研究員本人の口座振込で支給します。 

 

 

■出張後 

④ 出張終了後、速やかに「出張報告書・旅費報告書」により出出張張のの日日程程をを含含めめたた内内容容をを詳詳細細にに

記記入入ししたた出出張張のの報報告告および《《出出張張証証明明資資料料》》の提出依頼。 

    《《出出張張証証明明資資料料》》は研究代表者同様。 

⑤ 提出された「出張報告書・旅費報告書」を研研究究代代表表者者・・研研究究分分担担者者がが確確認認ををししてて添付書類と

ともに学術研究支援センターへ提出してください。 

 
 
 
【3.学部生・院生・PD・研究員の国内・国外出張フロー】 
 
 
 
 
《学部生・院生》      《PD・研究員》 
                    

  

 
 
 

  
  

  
  

 学 術 研 究 支 援 セ ン タ ー 

③学部長または研究科長の認印 

 学 部 事 務 室 

研究代表者／研究分担者 

④出張報告書・旅費報告書提出 

 

 

 

 

 

 

 

⑤提出された報告書の確認・提出 

振込依頼書提出 

学部生・院生 
PD・研究員 

②出張願作成・提出  

指導教員の認印   

①出張依頼 
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【【44..学学外外者者（（学学生生含含むむ））のの国国内内・・国国外外出出張張】】（Web 旅費システムは利用できません）  
他大学の研究協力者等に出張を依頼する場合、所属機関長に対する「出張依頼書」による依頼等

の手続きが必要です。なお、科研費については状況により研究代表者より研究協力者等宛てに提

出することが可能です。ただし、研究協力者等は各所属機関の承諾を得ておいていただく必要が

あります。  
経費振込のための「謝金支払申請書」を必ず送付して提出依頼してください。 

 

 ■出張前  

① 出張依頼・承諾手続き 

  謝金支払申請書の提出依頼 

② 学外者用出張計画書作成・提出 

  「（国内・国外）出張計画書」に必要事項を記入 

《《添添付付書書類類》》  

・出張承諾書等、出張の承諾を証明するもの（メールのコピー等、主要部分の和訳を記入） 

・研究成果を発表するスケジュールの記載されたプログラムの写し等 

・調査出張の場合、調査内容、スケジュール等がわかるもの（メールのコピー等（主要部分 

の和訳を記入）必要に応じ「調査計画書」 

・航空機を利用する場合は運賃等の請求書または領収書およびフライトスケジュール、運賃 

の内訳がわかるもの 

※航空機利用についての詳細は（P.33～）「航空機利用に伴う出張の取扱いについて」を

参照してください。 

    ・謝金支払申請書 

    ・各経費出金連絡票 

出張旅費については、本学旅費規程を準用するものとし、処理後、学外者本人の口座振込

で支給します。 

注）外外国国にに居居住住すするる研研究究者者のの招招聘聘をを行行うう場場合合には、研究代表者が、招招聘聘のの必必要要性性・・招招聘聘研研究究者者

のの当当該該研研究究計計画画のの遂遂行行にに果果たたすす役役割割をを記記ししたた書書類類（（様様式式任任意意））を作成、提出が必要です。

「出張計画書」に添付してください。外国への送金はしませんので現金扱いとなり、招招聘聘旅旅

費費にに対対ししてて２２００％％がが課課税税さされれまますす。。（経費により入国を証明する個所のパスポートの写し

の提出が必要な場合があります。） 

 

■出張後（招聘の場合は不要） 

③ 出張終了後、速やかに「出張報告書・旅費報告書」により出出張張のの日日程程をを含含めめたた内内容容をを詳詳細細にに

記記入入ししたた出出張張のの報報告告および《《出出張張証証明明資資料料》》の提出。 

    《《出出張張証証明明資資料料》》は研究代表者同様。 

④学外者より提出された「出張報告書・旅費報告書」を研研究究代代表表者者・・研研究究分分担担者者がが確確認認ををししてて添

付書類とともに学術研究支援センターへ提出してください。 
 
【4.学外者（学生含む）の国内・国外出張フロー】 
  

②出張計画書作成・提出 

  学 術 研 究 支 援 セ ン タ ー 

研究代表者／研究分担者 

③出張報告書・旅費報告書提出 

（招聘の場合は除く） 

 

④提出された報告書の確認・提出 

①出張依頼・承諾 
出張依頼書 

謝金支払申請書 送付 

謝金支払申請書提出 
学外者 

（学生含む） 
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３.雇用経費・謝金  

（１）雇用について 

当該研究を遂行するための資料整理、実験補助等の労働を1日以上させる場合、研研究究支支援援者者（（契契約約研研

究究員員・・研研究究補補助助員員））ととししてて雇雇用用（（名名城城大大学学とと研研究究支支援援者者ととのの雇雇用用契契約約））する必要があります。 
１） 研究支援者の種類（雇用条件等詳細はP.80の「研究支援者等取扱一覧」参照） 

《契約研究員》ポストドクター（PD）、研究支援員等 
《研究補助員》リサーチアシスタント（RA）、補助員、特補アルバイト 

業 務 内 容 時 給 の 単 価 

資料整理・実験補助等 
（研究代表者・研究分担者の

管理下での研究補助） 

時間額：1,000円 
(修士課程：1,200円以下、博士課程：1,400円以下) 

専門業務・高度知識必要業務で上記金額を上回る時間額とする場合

は、その額が妥当である理由を申請書に記入し、承認が得られた場

合は1,600円を上限として支給することができます。 

２） 申請方法等 
「ポストドクター雇用申請書」または「研究補助員雇用（登録）申請書」（様式4・5）及び必

要書類を学術研究支援センターへ提出してください。 
注）手続きには少なくとも1100～～2200日日ほほどどかかかかりりまますすので、余裕を持ってご提出ください。 

 注）勤務管理の詳細についてはP.77の「研究補助員等雇用フロー」、P.79の「研究補助員の出勤

管理」をご確認ください。 
≪留意事項≫ 

・当該職種の定年は65歳です。 
・本法人との契約期間は通算で上限5年（研究開発分野は10年）です。 
・同一年度内において、本法人との複数職種の契約はできません。 
・当該職種の契約開始前に、他の職種で本法人と雇用契約を締結していた場合は、6か月間雇用契

約を締結することができません。 
・研究者自らが執行する研究費から、自らの配偶者等（生計を一つにする配偶者及び一親等の者（親

及び子））へ謝金・人件費を支出することは、原則禁止としています。 
 
（２）謝金について  

謝金とは、講演会の講師等専門的知識の提供を受ける場合や、翻訳・校閲を業者等本業でないものに

依頼した場合など、当該研究のために協力を得た人への謝礼に要する経費です。 
１）謝金の単価の基準は、概ね次のとおりです。  

業 務 内 容 謝 金 の 単 価 

公開講座等の講師等 
（専門的知識の提供を受ける 
場合） 

（教 授 相 当）34,000円 
（准教授相当）23,000円 
※消費税および所得税を含む。 
※大学非常勤講師要項第23条第２項（別表第３）を適用 

翻訳・校閲 
（業者等本業でない者に依頼した 
場合） 

①翻訳 
日本語400字当たり概ね 4,800円 

②校閲 
外国語300語当たり概ね 2,600円 

※資料整理・実験補助等：雇用を原則としますが、勤務地が遠隔地等で一時的な謝金である場

合は、事前にご相談ください。（時給単価は、３.（1）雇用の取り扱いに準じます。） 
２）旅費が発生する場合は、謝礼に加え「謝金」として取り扱います。また、謝金を支払わない

場合でも用務内容が所得税法204条の報酬・料金に該当する場合は旅費のみの支払いの場合

でも課税されます。 
注）謝金の支払いについては、総務部で課税処理し、手取り金額および税額を算定します。 

従って、立替払いを絶対にしないようご注意願います。 
    また、少なくとも謝謝礼礼支支払払いい日日のの22週週間間前前ままででにに申請手続きをしてください。 
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                        申請日 ：       年   月   日 

  
  

  

２２００２２２２年年度度  研研究究補補助助員員  雇雇用用（（登登録録））申申請請書書  
  

（（□ 特補アルバイト・補助員 ／ □ Ｒ・Ａ ））  
 

下記により、研究事業を推進するにあたり研究補助員の雇用（登録）を申請いたします。 

手続き方よろしくお願い申し上げます。 

なお、雇雇用用にに伴伴うう予予算算のの管管理理・・運運営営ににああたたりり、、適適正正ななるる経経費費執執行行にに務務めめるるここととをを誓誓約約いいたたししまますす。。 

                       

 

 

 
 
                      湖心 

■【【事事業業区区分分】】該当する研究事業に☑☑を記入し、括弧内へ【【研研究究種種目目】】を記入してください。（複数不可） 

    科研費（          ）     その他（          ） 

    厚生労働科研費（         ） ※【他機関からの研究分担】 ※※分分担担金金のの場場合合ははごご記記入入下下ささいい。。  

    大型プロジェクト（           ）    他 機 関 名 [                  ] 

    学術研究奨励助成費（                  ）     代 表 者 名 [                  ] 
 

■【【経経費費内内訳訳】】  ※間接経費のない予算区分については、記入不要。 

    直接経費          間接経費  ※※同同時時にに申申請請すするる際際はは下下記記のの【【雇雇用用のの目目的的・・理理由由】】ををそそれれぞぞれれごご記記入入下下ささいい。。 

 

 

 
 

■研研究究補補助助員員はは職職務務内内容容・・雇雇用用条条件件（（賃賃金金ななどど））をを承承諾諾ししてていいるる       

■■就就労労予予定定時時間間、、日日数数ををごご記記入入下下ささいい  ［    ］時時間間／／日日、、［    ］日日／／週週 
※※従従事事時時間間はは、、11 日日８８時時間間、、週週４４００時時間間（（留留学学生生はは２２８８時時間間））をを限限度度ととししててくくだだささいい。。 

■一一般般のの方方（（学学生生以以外外））をを雇雇用用すするる場場合合    

 １１週週間間のの予予定定実実労労働働時時間間がが２２００時時間間以以上上ででああるる      ※２２００時時間間//週週以以上上でで社社会会保保険険加加入入がが必必要要でですす。。 

※※【【注注意意】】学学生生をを雇雇用用すするる場場合合  ：：１１ヶヶ月月５５２２時時間間をを限限度度ととししててくくだだささいい。。 

■申申請請すするる研研究究補補助助員員 

雇雇    用用    期期    間間          年年        月月        日日  ～～              年年        月月        日日  

氏氏          名名  区区  分分  時時  間間  給給  身身          分分（（○○囲囲みみ））  

 
継続 

新規 
  円 

・学生（学籍番号：          所属：                      学年      ） 
・一般（                                                   ） 

 
継続 

新規 
  円 

・学生（学籍番号：          所属：                      学年      ） 
・一般（                                                   ） 

 
継続 

新規 
  円 

・学生（学籍番号：          所属：                      学年      ） 
・一般（                                                   ） 

 
継続 

新規 
  円 

・学生（学籍番号：          所属：                      学年      ） 
・一般（                                                   ） 

※専門業務・高度知識必要業務で時間給 1,000 円（修士課程：1,200 円、博士課程：1,400 円）を超える場合、 
理由・業務内容をご記入ください。 

 
 

注１）雇用期間：遡遡及及ししててのの雇雇用用ははででききまませせんん。。雇用開始日は、希望日（申申請請日日かからら営営業業日日 1100 日日後後以以降降）をご記入下さい。 

注２）区   分：事事業業のの推推進進期期間間ににおおいいててもも「「雇雇用用申申請請書書」」はは毎毎年年度度必必要要でですす。。前年度申請者は、継続となります。 

注３）時 間 給：11,,000000 円円（（修修士士課課程程：：11,,220000 円円以以下下、、博博士士課課程程：：11,,440000 円円以以下下））  

注４）決 裁 後：雇雇用用決決裁裁がが得得らられれままししたたらら、、研研究究代代表表者者及及びび業業務務管管理理者者へへごご連連絡絡いいたたししまますす。。  

研究補助員には、学術研究支援センターより「雇入通知書」の手交と注意事項等を説明いたします。  

■研研究究代代表表者者（（科科研研費費のの他他機機関関かかららのの研研究究分分担担者者をを含含むむ））  

所 属                                           

職 名                     (個人コード：           ) 

氏 名                                 

■業業務務管管理理者者（業務指示を行う教員） 

□研究代表者と同じ（☑の場合、下欄の記入・押印不要）

所 属                                   

職 名                         (個人コード：           ) 

氏 名                                 

■研研究究補補助助員員をを必必要要ととすするる目目的的・・理理由由、、及及びび業業務務内内容容をを具具体体的的ににごご記記入入くくだだささいい。。 

                           

 勤務場所：□天白 □八事 □ドーム前 □附属農場 □その他（               ）        

□ バイアウト（科研費・大型） ※該当する場合チェック 

※事務(雇用担当)記入欄 
他契約との合計就労予定時間,日数 
［  ］時間/日、［  ］日/週 

※事務(予算担当)記入欄 
研究課題番号（            ） 

○印  ○印  
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◆基本的な出勤管理方法 

・管理部⾨（学術研究⽀援センター・学部事務室）は、業務内容・勤務⽇・時間を管理・確認します。 
・業務管理者・研究代表者（以下「研究代表者等」）は、業務内容の指示、勤務日・時間の管理、指揮・ 
監督を⾏ってください。また、研究補助員に出勤⽇に管理部⾨へ出勤報告をさせてください。 

 
◆勤務における注意事項 

項⽬ 注意事項 

勤務⽇・ 
時間 

① ⼤学の休⽇（⽇曜等、⼤学が定める休⽇）は、原則、休暇を取らせてください。 
② 連続勤務させる場合は、１週間に 1 ⽇の休暇を必ず取らせてください。 
③ 勤務時間は、66 時時～～2222 時時ままででのの間間とし、１⽇の合計勤務時間は、１１時時間間単単位位としてく

ださい。 
④ 勤務時間は、１１日日 88 時時間間、、週週 4400 時時間間（※1）までとし、１１日日 66 時時間間をを超超ええてて勤勤務務ささせせ

るる場場合合、中間頃に必必ずず１１時時間間以以上上のの休休憩憩を取らせてください。 
((外外国国⼈⼈留留学学⽣⽣等等ににつついいててはは、、資資格格外外活活動動許許可可のの制制限限（（週週２２８８時時間間以以内内等等））ににごご留留意意くくだだささいい。。)) 

（※１）週 40 時間等については、⽇曜を休⽇と定めており、⽉曜を起点とする。 
⑤学学生生のの場場合合はは、、原原則則 11かか月月 5522 時時間間(学内の他のアルバイト含む)を限度としてください。 

業務内容 当当該該ププロロジジェェククトトにに対対すするる業業務務を⾏わせてください。 
※業務内容の報告は、具体的な作業内容等を記⼊させてください。(例:〇〇の実験・測定) 

年次有給休
暇（有休） 

① 継続勤務⽇数等により、有休が発⽣する場合があります。有休の取得は、労働基準法で
定められているため、申し出があった場合は取得させるようにしてください。（有休が
発⽣した場合、学術研究⽀援センターから研究代表者等にお知らせします。） 

② 有有休休はは、、当当該該契契約約期期間間中中にに取取得得すするるよよううににおお願願いいいいたたししまますす。。 
③ 年 10 ⽇以上の有休が付与される労働者に対しては、年 5 ⽇の取得が義務付けられてい

ます。計画的に取得できるよう、研究代表者等と研究補助員の双⽅で話し合うようお願
いいたします。 

雇⽤資格 
① 留学⽣の場合、資格外活動許可の期限が切れていないことを確認してください。 
② 学⽣で休学や退学・除籍、退職等が⽣じましたら、⼿続きが必要となりますので、⾄急

ご連絡下さい。 
 
◆日々の出勤報告（流れ） 

① 研究補助員が出勤する際、本⼈に管理部⾨へ⽴ち寄り、「「出出勤勤簿簿」」の当該⽇へ押印させてください。
また、「「勤勤務務報報告告書書」」に勤務時間（予定）等を申告させてください。（窓⼝閉鎖時間から出勤をさせ
る場合や、⼟曜⽇等の窓⼝閉鎖⽇に勤務させる場合は、平⽇の窓⼝対応時間内に事前の申請をさせ
てください。） 

※※必必ずず、、研研究究代代表表者者等等のの指指示示ののももとと、、勤勤務務ささせせるるよよううににししててくくだだささいい。。（（業業務務内内容容・・勤勤務務時時間間等等はは研研究究  
  代代表表者者等等がが指指示示ししててくくだだささいい。。））  
② 勤務終了後、「「勤勤務務報報告告書書」」へ実労働時間等を記⼊させて、「「勤勤務務報報告告書書（（研研究究代代表表者者控控））」」を受理

してください。 
③ 当⽇中に「「勤勤務務報報告告書書（（提提出出⽤⽤））」」を管理部⾨へ提出させてください。 

  ◆管管理理部部⾨⾨のの対対応応時時間間：：８８：：５５００〜〜１１７７：：２２００（（⼤⼤学学のの休休⽇⽇等等をを除除くく））  
   ※窓⼝閉鎖時は、勤務当⽇中に投函ポストへ投函させてください。 
 
◆当該月の勤務状況・内容の確認 

研究補助員と研究代表者等に当該⽉の状況・内容の確認・承認をしていただきます。 
① 毎⽉末〆後、翌⽉ 10 ⽇前後に、研究代表者等へ、⽇々提出された「「勤勤務務報報告告書書（（提提出出⽤⽤））」」に基づ

き作成した「「出出勤勤表表」」を学術研究⽀援センターから送付します。 
② 研究代表者等は、「「出出勤勤表表」」の内容を「「勤勤務務報報告告書書（（研研究究代代表表者者控控））」」に基づき確認し、捺印した「「出出

勤勤表表」」の原本を学術研究⽀援センターへ学内便でご提出ください。 
※研究補助員には別途確認してもらいます。 

研究補助員の出勤管理 

研究補助員 ⽒名：                

≪提出書類≫

No 提出書類 研究代表者
チェック

予算担当者
チェック

1 研究補助員 雇⽤（登録）申請書 □ □
2 振込先登録票 □ □
3 扶養控除等申請書 ※本学⼜は他所で提出した場合は不要 □ □

4 履歴書 ※雇⽤継続の場合は前年度の履歴書 可 □ □
5 採⽤前チェックシート（有期労働契約者⽤） □ □
6 通勤届 ※対象者のみ □ □

7 学⽣証コピー ※扶養控除等申請書を提出する場合はその裏⾯に添付 □ □

8 外国⼈登録証明書（写）⼜は在留カード（写） □ □

9
バイアウト制度の申請書『競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代⾏にか
かる経費執⾏申請書』(写）

□ □

≪注意事項≫

No. 内容 研究代表者
チェック

予算担当者
チェック

1 申請書の記⼊漏れ、押印漏れはありませんか？ □ □

2
雇⽤開始⽇は申請⽇から営業⽇10⽇後以降、終了⽇は3⽉31⽇以前（学⽣は3⽉20
⽇以前）になっていますか？

□ □

3

補助員・特補アルバイトの場合：時給1,000円（修⼠課程は1,200円以下、博⼠課程
は1,400円以下）になっていますか？
 （上記⾦額を超える場合は、理由を記⼊していますか？）
※RA（リサーチ・アシスタント）の場合：時給1,600円になっていますか？

□ □

【全員】

【研究代表者】
           確認⽇：     年  ⽉  ⽇

                    ⽒名：                  印

雇⽤申請時チェックシート【研究補助員（特補アルバイト・補助員）】

【全員】

【⼀般のみ】 ※他⼤学の学⽣は⼀般に含めます

【学⽣】 ※他⼤学の学⽣もご提出ください

【外国籍の⽅のみ】

【その他対象者のみ】

様式5
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◆基本的な出勤管理方法 

・管理部⾨（学術研究⽀援センター・学部事務室）は、業務内容・勤務⽇・時間を管理・確認します。 
・業務管理者・研究代表者（以下「研究代表者等」）は、業務内容の指示、勤務日・時間の管理、指揮・ 
監督を⾏ってください。また、研究補助員に出勤⽇に管理部⾨へ出勤報告をさせてください。 

 
◆勤務における注意事項 

項⽬ 注意事項 

勤務⽇・ 
時間 

① ⼤学の休⽇（⽇曜等、⼤学が定める休⽇）は、原則、休暇を取らせてください。 
② 連続勤務させる場合は、１週間に 1 ⽇の休暇を必ず取らせてください。 
③ 勤務時間は、66 時時～～2222 時時ままででのの間間とし、１⽇の合計勤務時間は、１１時時間間単単位位としてく

ださい。 
④ 勤務時間は、１１日日 88 時時間間、、週週 4400 時時間間（※1）までとし、１１日日 66 時時間間をを超超ええてて勤勤務務ささせせ

るる場場合合、中間頃に必必ずず１１時時間間以以上上のの休休憩憩を取らせてください。 
((外外国国⼈⼈留留学学⽣⽣等等ににつついいててはは、、資資格格外外活活動動許許可可のの制制限限（（週週２２８８時時間間以以内内等等））ににごご留留意意くくだだささいい。。)) 

（※１）週 40 時間等については、⽇曜を休⽇と定めており、⽉曜を起点とする。 
⑤学学生生のの場場合合はは、、原原則則 11かか月月 5522 時時間間(学内の他のアルバイト含む)を限度としてください。 

業務内容 当当該該ププロロジジェェククトトにに対対すするる業業務務を⾏わせてください。 
※業務内容の報告は、具体的な作業内容等を記⼊させてください。(例:〇〇の実験・測定) 

年次有給休
暇（有休） 

① 継続勤務⽇数等により、有休が発⽣する場合があります。有休の取得は、労働基準法で
定められているため、申し出があった場合は取得させるようにしてください。（有休が
発⽣した場合、学術研究⽀援センターから研究代表者等にお知らせします。） 

② 有有休休はは、、当当該該契契約約期期間間中中にに取取得得すするるよよううににおお願願いいいいたたししまますす。。 
③ 年 10 ⽇以上の有休が付与される労働者に対しては、年 5 ⽇の取得が義務付けられてい

ます。計画的に取得できるよう、研究代表者等と研究補助員の双⽅で話し合うようお願
いいたします。 

雇⽤資格 
① 留学⽣の場合、資格外活動許可の期限が切れていないことを確認してください。 
② 学⽣で休学や退学・除籍、退職等が⽣じましたら、⼿続きが必要となりますので、⾄急

ご連絡下さい。 
 
◆日々の出勤報告（流れ） 

① 研究補助員が出勤する際、本⼈に管理部⾨へ⽴ち寄り、「「出出勤勤簿簿」」の当該⽇へ押印させてください。
また、「「勤勤務務報報告告書書」」に勤務時間（予定）等を申告させてください。（窓⼝閉鎖時間から出勤をさせ
る場合や、⼟曜⽇等の窓⼝閉鎖⽇に勤務させる場合は、平⽇の窓⼝対応時間内に事前の申請をさせ
てください。） 

※※必必ずず、、研研究究代代表表者者等等のの指指示示ののももとと、、勤勤務務ささせせるるよよううににししててくくだだささいい。。（（業業務務内内容容・・勤勤務務時時間間等等はは研研究究  
  代代表表者者等等がが指指示示ししててくくだだささいい。。））  
② 勤務終了後、「「勤勤務務報報告告書書」」へ実労働時間等を記⼊させて、「「勤勤務務報報告告書書（（研研究究代代表表者者控控））」」を受理

してください。 
③ 当⽇中に「「勤勤務務報報告告書書（（提提出出⽤⽤））」」を管理部⾨へ提出させてください。 

  ◆管管理理部部⾨⾨のの対対応応時時間間：：８８：：５５００〜〜１１７７：：２２００（（⼤⼤学学のの休休⽇⽇等等をを除除くく））  
   ※窓⼝閉鎖時は、勤務当⽇中に投函ポストへ投函させてください。 
 
◆当該月の勤務状況・内容の確認 

研究補助員と研究代表者等に当該⽉の状況・内容の確認・承認をしていただきます。 
① 毎⽉末〆後、翌⽉ 10 ⽇前後に、研究代表者等へ、⽇々提出された「「勤勤務務報報告告書書（（提提出出⽤⽤））」」に基づ

き作成した「「出出勤勤表表」」を学術研究⽀援センターから送付します。 
② 研究代表者等は、「「出出勤勤表表」」の内容を「「勤勤務務報報告告書書（（研研究究代代表表者者控控））」」に基づき確認し、捺印した「「出出

勤勤表表」」の原本を学術研究⽀援センターへ学内便でご提出ください。 
※研究補助員には別途確認してもらいます。 

研究補助員の出勤管理 
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研
究
支
援
者
等
取
扱
一
覧

令
和

４
年

４
月

　
改

訂

職
　
　
　
　
名

形
態

雇
　
用
　
条
　
件

出
張
の
可
否

手
続
き
（
研
究
代
表
者
等
の
理
由
書
を
要
す
る
）

リ
サ
ー
チ
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト

（
Ｒ
Ａ
）

時
給

「
ア
ル
バ
イ
ト
取
扱
内
規
　
別
表
　
【
ﾘ
ｻ
ｰ
ﾁ
･
ｱ
ｼ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ﾄ
】
」
に

定
め
る
時
間
給
（
1
,
6
0
0
円
）
と
し
、
交
通
費
は
支
給
し
な

い
。

国
内
外
を
問
わ
ず
認
め
る

(
※
1
･
2
)

P
.
7
3
【
３
．
学
部
生
・
院
生
・
Ｐ
Ｄ
の
国
内
・
国
外
出
張
】
の
と
お
り

と
す
る

補
助
員

時
給

「
ア
ル
バ
イ
ト
取
扱
内
規
　
別
表
　
【
補
助
員
】
」
に
定
め
る

時
給
額
1
,
0
0
0
円
（
修
士
課
程
1
,
2
0
0
円
以
下
、
博
士
課
程

1
,
4
0
0
円
以
下
）
と
す
る
。
専
門
業
務
・
高
度
知
識
必
要
業
務

の
場
合
に
限
り
、
1
,
6
0
0
円
以
下
と
す
る
。

交
通
費
は
本
学
に
お
い
て
認
め
た
交
通
機
関
に
よ
る
実
費
相
当

額
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

原
則
と
し
て
認
め
な
い

(
※
1
･
2
)

注
）
た
だ
し
、
経
常
費
補

助
金
特
別
補
助
対
象
の
場

合
は
、
原
則
と
し
て
国
内

出
張
に
限
り
認
め
る

※
1
 
本

取
扱

に
よ

り
基
本
事
項
を
定
め
る
が
、
研
究
事
業

等
に
定
め
が
あ
る
場
合
は
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

※
2
 
学

生
を

出
張

さ
せ
る
場
合
は
、
必
ず
指
導
教
授
・
研

究
科
長
等
の
承
諾
を
要
す
る
。

＊
　

本
表

に
よ

る
研
究
機
関
雇
用
の
他
、
労
働
者
派
遣
業

者
と
の
契
約
に
よ
る
受
け
入
れ
が
、
事
業
（
間
接
経
費
を
含
む
）
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
。

実
年
齢
・
能
力
等
を
勘
案
し
、
俸
給
表
の
額
と
す
る
。

ま
た
、
通
勤
手
当
を
支
給
す
る
。

（
※
1
）

国
内
外
を
問
わ
ず
認
め
る

(
※
1
)

P
.
7
3
【
３
．
学
部
生
・
院
生
・
Ｐ
Ｄ
の
国
内
・
国
外
出
張
】
の
と
お
り

と
す
る

研 究 支 援 員 要 項

研
究
支
援
員

研
究
奨
励
費

毎
月
支
給

外
部
資
金
を
資
源
と
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
運
営
す
る
研
究

科
・
専
攻
の
博
士
後
期
課
程
及
び
博
士
課
程
に
在
学
す
る
学
生

で
、
研
究
拠
点
リ
ー
ダ
ー
の
推
薦
を
得
た
者
。
大
学
協
議
会
の

議
を
経
て
学
長
が
決
定
す
る
。

「
研
究
奨
励
費
」
は
研
究
拠
点
リ
ー
ダ
ー
が
決
す
る
。

た
だ
し
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
の
研
究
奨
励
金
及
び

研
究
費
の
合
計
額
を
上
限
と
す
る
。

交
通
費
は
支
給
し
な
い
。

国
内
外
を
問
わ
ず
認
め
る

(※
1
･2
)

P
.
7
3
【
３
．
学
部
生
・
院
生
・
Ｐ
Ｄ
の
国
内
・
国
外
出
張
】
の
と
お
り

と
す
る

区
分

研 　 　 究 　 　 支 　 　 援 　 　 者

契 約 研 究 員

契 約 研 究 員 取 扱 内 規

ポ
ス
ト
・
ド
ク
タ
ー

（
Ｐ
Ｄ
）

基
本
月
給

研 究 補 助 員

ア ル バ イ ト 取 扱 内 規
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」
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３
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４．競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費（バイアウト制度） 

「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能とする見直し（バイ

アウト制度の導入）について」（令和2年10月9日競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わ

せ）を受けて、競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費の支出について本

学独自に定めた制度です（令和3年4月より運用開始）。 

（１）適用範囲について 

１）対象となる事業：競争的研究費のうち、各配分機関が認めた事業 

２）対象者：本学に所属する競争的研究費の研究代表者。もしくは研究分担者となっている者。 

３）支出可能経費（＝代行できる業務の範囲）： 

教員が行う業務として位置付けられた研究活動、組織の管理運営業務を除く、教員が本来行

う必要がある教育活動等及び、それに付随する事務等の業務を対象とします。 

具体的には授業等の準備、学習相談等に限定し、授業の代行は対象としません。 

４）年間に代行できる上限等について： 

① バイアウト制度の活用にあたっては、原則、直接経費の30％未満、もしくは当該年度に配布

の直接経費の50万円未満のいずれか低額を上限とします。ただし、競争的資金配分機関の取

り扱いがある場合は、この限りではありません。 

② ①に拘らず、学術研究支援センター長が研究の遂行に支障をきたすと判断した場合は、認め

ないこともあります。 

（２）代行にかかる経費および算定基準等 

代行にかかる経費や算定基準は以下の通りとします。 

１）雇用形態は、アルバイト雇用、あるいは人材派遣対応（※本学と既に契約のある派遣会社に

限ります）のいずれかとします。 

２）バイアウト制度を活用したアルバイト雇用は学生に限定し、その場合は、本学アルバイト 

要項、アルバイト取扱内規の定めを準用します。 

３）その他、謝金等に関しては、本学の運用ルール等に則ることとします。 

４）雇用に際しては、本学のルールに基づいて対応します。 

（３）申請の流れについて 

本制度を活用するにあたっては、本学の所定の手続きに沿って事前に承認を得てください。 

１）申請者は、所定の様式（様式６）に必要事項を記入の上、所属学部等を経て学術研究支援セ

ンターに提出してください。 

２）学術研究支援センター長は申請内容（業務内容・期間等）を判断し、申請可否を当該申請者

に対し通知します。 

３）通知の受理後、申請者は雇用に必要な手続きを行ってください。 

（４）その他 

 バイアウト制度利用終了後（あるいは当該年度終了後）には「バイアウト制度の利用報告書」

の提出をお願いいたします。 

◎参考（代行できる業務の範囲について） ＜前提＞バイアウトにより研研究究時時間間のの確確保保につながること 
No 大項目 小項目 可否 No 大項目 小項目 可否 

１ 

教育活動 

授業用資料の準備 〇 ６ 

教育活動 

学生相談の代行 × 

２ 授業内提出物の管理 

（主にデータ入力等）※ 

△ 

（大学院生のみ）

７ 
学習相談の代行 〇 

３ 
レポート等の整理※ 

△ 

（大学院生のみ） 

８ 
組織の管理

運営業務 

学内委員会の代行 × 

４ 正規授業科目の実験補助 × ９ 学部行事の代行 × 

５ 授業代行 × ※成績認定に直接かかわる内容は認められません。 
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競競争争的的研研究究費費のの直直接接経経費費かからら研研究究以以外外のの業業務務のの代代行行にに係係るる経経費費執執行行申申請請書書  
     令和   年  月  日 

学術研究支援センター 御中 

 

 

 

（（いいずずれれかかににチチェェッックク☑☑））  

□□研究代表者 学部・研究科：    学科・専攻：        氏名          印 

  

□□研究分担者 学部・研究科：    学科・専攻：        氏名          印 

内線番号                          個人コード：           

経費の種類（研究種目）いいずずれれかかにに☑☑ 経費内訳  

□□大型プロジェクト（       ） 

□□JSPS 二国間事業（       ） 

□□その他（                ） 

□□科研費（                     ） 

□□厚労科研費(                       ) 

【他機関からの研究分担】＊＊研研究究分分担担者者ののみみ記記入入  

機関名[       ]代表者名[            ] 

□□直接経費 

１１．．代代行行業業務務（（教教育育活活動動））ににつついいてて  ◎◎該該当当にに☑☑をを入入れれててくくだだささいい。。  

  

  

 

 

  

  

  

２２．．代代行行業業務務のの受受託託者者ににつついいてて  ◎該当に☑☑をを入入れれててくくだだささいい。。  

  

  

  

  

  

  

  

〇上記申請について、認めます。                        決裁日： 令和   年   月   日 

 

学術研究支援センター使用欄※原本は、学術研究支援センターで保管。写は本人に返却する。 

学術研究支援センター長 事務部長 課 長 受付日 執行可能上限 

  
 

  □直接経費の 30%（      円） 

□50 万円未満 

様式６ 

□授業の準備【授業の代行は不可、学部学生は授業用資料の準備のみ】  

□授業内提出物の管理【大学院生のみ／成績認定に直接かかわる内容は不可】 

□レポート等の整理【大学院生のみ／成績認定に直接かかわる内容は不可】 

□学習相談【成績認定に直接かかわる内容は不可】 

□その他【代行予定の業務について具体的に記載】 

  

□ 学生の雇用によるアルバイト【点線以下に具体的に記載のこと】 
【留意事項】学生を雇用する場合、本申請決裁後、本学の雇用のルールに則り雇用申請をお願いします。 

□ 人材派遣【点線以下に具体的に記載のこと】 

依頼予定人数（        名）         使用予定金額（         円） 

代行予定期間（    年   月～   月）    代行予定合計時間（      時間） 

学学部部長長等等印印  
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会食費の支出が認められる場合がある研究費は「国・省庁等が公募する競争的研究資金および外

部からの研究費（受託研究・共同研究・奨学寄附金）」です。ただし、各省庁等の基準で対象外と

している場合や「私立大学等経常費補助金（学術研究奨励助成費・私立大学戦略的研究基盤形成支

援事業）」は除きます。 

注注））・・本本学学のの構構成成員員やや研研究究参参画画者者ののみみでで行行うう会会議議・・打打ちち合合わわせせ等等ににつついいててはは支支出出ででききまませせんん。。  

・・レレセセププシショョンン等等、、懇懇親親会会経経費費はは支支出出ででききまませせんん（（たただだしし、、情情報報交交換換会会のの場場合合にに限限りり、、奨奨学学

寄寄附附金金でで支支出出ででききるる場場合合ががあありりまますす））。。  

          ・・いいかかななるる場場合合ももアアルルココーールル飲飲料料類類のの経経費費はは支支出出ででききまませせんん。。  

 １） 会食費の支出は当該支出の目的、内容、出席者および使用する場所が社会通念上妥当と認め

られる範囲内であり、かつ、支出される金額が必要最小限の金額でなければなりません。 

２） 食事代等一人当たりの基準金額は次のとおりです。 

  (1)  食事 （税込）1,500 円   (2)  茶菓 （税込）1,000 円 

    ただし、会議等の日時、場所等やむを得ない場合に限り上限額を次のとおりとすることができ

ます。 

(1)  昼食 （税込）2,000 円  (2)  夕食 （税込）5,000 円 

３） 食事、飲物（酒類は不可）を提供できる会議等 

(1) 本学の職員が主催するコンファレンス、ワークショップ、シンポジウム、研究会等のうち 

 会食費の支出が研究遂行上やむを得ないと認められるもの。 

(2) 学外の有識者を招聘した場合の打ち合わせ等における会食費。 

(3) 研究を実施するうえで特に重要な会議であり、会議等を円滑に遂行するためにやむを得な

いと認められるもの。 

 ４） 会食費として支出できる経費  

    (1) 会議等において提供する茶菓、コーヒー、お茶等の飲物 

(2) 会議等を円滑に遂行するため提供することがやむを得ないと認められる食事（昼食または

夕食に限る） 

５） 会食費を支出できる会議等への出席者については、できる限り人数を制限し、必要最小限の 

人数としてください。本学大学院生または学部生の経費を支出する場合は、経費支出する研究

費の研究課題の構成員に限ります。 

６） 会食費の支出が必要となる場合は、次に掲げる事項を記載した支出伺様式 7 を作成し、事事前前

にに学学術術研研究究支支援援セセンンタターー長長のの承承認認をを得得ててくくだだささいい。。 

（1）会議等の名称・目的 

（2）会議等の開催日時 

（3）会議等の開催場所 

（4）会食費の支出が必要な理由 

（5）会食費の支出財源 

（6）会食費の支出予定金額および支出相手方の名称 

（7）会議等への出席者の所属・職名・氏名 

（8）本学大学院生および学部生の経費を支出する場合は，必要であるその理由 

７）領収書または請求書には業者に支出内訳を記入してもらうか、レシート等内容のわかるもの

の添付をお願いします。また、領収書裏面又は別紙に会食者すべての自署(ｻｲﾝ)が必要です。 

５．会食費 
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 ※学術研究支援センター使用欄 
所属長決裁 事務部長 課 長 受付日 

     

  

            会会食食費費（（支支出出伺伺））支支払払依依頼頼書書 
受付番号（※センター記入欄）         

     令和  年  月  日 

学術研究支援センター御中 

（（いいずずれれかかににチチェェッックク☑☑））  

□□研究代表者 学部・研究科：    学科・専攻：        氏名          印 

□□研究分担者 学部・研究科：    学科・専攻：        氏名          印 

内線番号                          個人コード：           

経費の種類（研究種目）いいずずれれかかにに☑☑ 経費内訳        

□□大型プロジェクト（          ）  

□□受託研究（           ） 

□□共同研究（             ） 

□□奨学寄附金（               ） 

□□科研費（                     ） 

□□厚労科研費(                       ) 

□□二国間事業（             ） 

【他機関からの研究分担】＊＊研研究究分分担担者者ののみみ記記入入  

機関名[       ]代表者名[            ] 

□□直接経費 

  

□□間接経費 

＊＊経経費費内内訳訳ががああるる

場場合合ののみみ☑☑ 

◆◆留留意意事事項項：：①①レレセセププシショョンン・・懇懇親親会会経経費費（（奨奨学学寄寄付付金金はは除除くく））はは支支出出ででききなないいこことと  ②②アアルルココーールル飲飲料料類類のの経経費費はは支支出出ででききなないいこことと  ③③予予算算残残

額額ががああるるここととをを確確認認ししててくくだだささいい。。相相応応ししくくなないい場場合合はは、、受受理理ででききなないいここととががあありりまますす。。  

１１．．会会 食食 費費 支支 出出 伺伺  

下記会食費を申請してよろしいか伺います。 
会議内容（名称）  

会議開催日時 令和  年  月  日（  ）   時   分～   時   分 

実施場所  

支出先  

会食費が必要な理由  

会食費 

いいずずれれかかににチチェェッックク☑☑   

         円（単価    円×  名） 

※一人あたりの基準額は食事 1,500 円、茶菓 1,000 円とする。但しやむを得な

い場合に限り昼食 2,000 円、夕食 5,000 円を上限とする。（いずれも税込み金額） 
□□昼食 □□夕食 □□茶菓  

出席者 

（   ）名 

＜別紙可＞ 

 所属 職名 氏名 所属 職名 氏名 

学外者 
      

      

学内者 
      

      

本学大学院生・学部生の経費を支出する

場合はそれが必要である理由 
 

２．決裁通知（※センター記入欄）             令和  年  月  日 

 支出伺のありました会食費につきましては、決裁をえましたので通知します。 

研究代表者・研究分担者で注文してください。 

  

  

３３．．支支    払払    依依    頼頼    書書            
会会食食費費         円円（（    名名））   氏名：          印  
会議開催を終えましたので、必要書類を添付し提出いたします。 

支払手続きをお願いします。 

 提出書類（（提提出出書書類類ににチチェェッックク☑☑をを付付けけててくくだだささいい）） 

□□見積書 □□納品書 □□請求書 □□領収書 □□参加者署名  □□議事録 □□成果報告書（様式任意）  

□□その他（            ）  

課  長（※センター使用欄） 

 

所属長（※センター使用欄） 

 

様式 7 

令和  年  月  日 
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科科研研費費（（科科学学研研究究費費助助成成事事業業））  

  

  

11..  ははじじめめにに  
公的研究費の執行につきましては、文部科学省等関連府省の「研究費の不正な使用への対応について」

等の通達により、研究機関の管理・監査体制の更なる整備・充実が求められております。特に、「科研費」

に係わる予算執行につきましては、文部科学省及び日本学術振興会による直接監査や会計検査院の重点監

査の対象となっています。つきましては、次の各事項に留意いただき、適正、かつ、適切に運用されます

ようご理解とご協力をお願いします。 

 

２２．．誓誓約約書書等等のの提提出出ににつついいてて  

経費の適正使用、計画的使用のため以下の2点を執行に先立ち、対象者全員に提出いただきます。 

 

  提提出出書書類類  

対対象象者者（（本本学学教教員員））    

研研究究代代表表者者  
研研究究分分担担者者  

学学内内分分担担  学学外外かかららのの分分担担金金  

誓誓約約書書 ○ ○ ○ 

経経費費執執行行予予定定 ○  ○ 

 

上記様式は名城大学ウェブサイトにあります。ダウンロードしてご利用ください。 

名城大学トップページ＞＋MORE＞研究・産官学連携＞教職員専用ページ＞経費執行マニュアル・様式 科

研費関係  

hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjoo--uu..aacc..jjpp//rreesseeaarrcchh//ssttaaffff//mmaannuuaall..hhttmmll 

 

３３．．科科研研費費にによよるる経経費費執執行行のの定定義義  

科研費として交付された研究費は、貴重な税金が財源です。その研究課題を遂行するために必要不可欠

な経費のみの支出でなければなりません。したがって、執行した全経費について、交付元の文部科学省お

よび日本学術振興会に、明確な説明ができるよう経費を執行してください。具体的には、次のような経費

の執行に、特段の注意をお願いします。 

 

（１）文房具（ボールペン・ノート等）の大量購入 

（２）備品購入時期の遅れ 

（３）経費の年度末一括使用、集中使用 

（４）研究期間最終年度末における調査・資料収集出張 

（５）その他、交付申請時に記載した経費使用内訳の大幅な変更 

＊＊  補補助助金金ににおおいいててはは、、特特にに年年度度終終了了間間際際にに消消耗耗品品・・切切手手等等をを大大量量購購入入しし、、次次年年度度にに使使用用すするるこことと（（過過

年年度度使使用用））ににつついいてて厳厳ししくく問問題題視視さされれてていいまますす。。  

（（会会計計検検査査院院でではは、、業業者者のの売売上上伝伝票票とと大大学学のの支支払払伝伝票票ととのの整整合合調調査査がが行行わわれれてていいまますす。。））  

経経費費はは、、当当該該年年度度のの「「交交付付申申請請書書」」にに基基づづきき、、11年年をを通通ししてて計計画画的的にに使使用用ししててくくだだささいい。。  
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（３）科研費の繰り越し・前倒しについて 

対対象象者者 区区分分 経経費費区区分分 次次年年度度へへのの繰繰りり越越しし 繰繰越越手手続続 前前倒倒手手続続 

研究代表者 

補助金 
直接経費  不可※１ 必要（12・1 月） 必要 

（9月・12月） 間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）  

基金 
直接経費  可 ※2 不要 ※3 必要 

（9月・12月） 間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）  

分担者（学外 

か ら の 分 担

金） 

補助金 
直接経費 不可   

間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）   

基金 
直接経費  可 ※2   

間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）   

※1 限定的に定められた繰越事由をはじめとする、一定の要件に合致する場合のみ可 

※2 次年度も継続の場合のみ可 

※3 最終年度に補助事業期間を延長する場合は手続きが必要 

 

（４）経費の混同使用について 

内内容容 可可否否 備備考考 

直接経費＋間接経費 × 
直接経費で旅費を支出した場合は参加費も直接経費での支出と

なります。 

科研費＋他の経費（委託

事業費・私立大学等経常

費補助金・他の科研費等） 

× 

ただし旅費の場合で、科研費の用務と他の用務とを合わせて１

回の出張をする場合は、それぞれの経費の負担区分を明らかに

して支出することができます。 

共同利用設備購入に当たっては同一機関内での複数の科研費の合算使用による設備購入が可能です。負担 

額の割合及びその根拠等を書面で明らかにする等、いくつかの留意点がありますので必ず事前に相談し 

てください。 

 

（５）経費の執行状況の確認について 

科研費の執行状況についてポータルサイトの 

科研費システムから確認することができます。 

＜閲覧開始期間＞ 

対対象象者者  経経費費区区分分  閲閲覧覧開開始始  

研究代表者 
直接経費 6 月頃 

間接経費 8 月頃 

分担者（学外か

らの分担金） 

直接経費 
8 月頃 

間接経費 

 

 

 

(６）その他 

・物品の納品が完了し、業者より請求書を受領後すぐに支払手続きをしてください。請求日付が 

古いものにつきましては、受理できないこともありますのでご注意ください。 

・備品・旅費・謝金・その他については、それぞれの経費が期間全体の予算（補助金は単年度） 

 の90％を超えることがないよう、経費執行の偏りにご注意ください。 

  

※回覧中の支払依頼書の情報

が反映されないこともありま

すので、ご注意ください。 

  

４４．．経経費費執執行行ににつついいててのの注注意意事事項項  

（１）使途の制限 

直直接接研研究究（（科科研研費費のの研研究究課課題題））にに必必要要ななももののはは直直接接経経費費でで、、研研究究環環境境のの整整備備、、直直接接経経費費にによよるる研研究究遂遂

行行にに関関連連ししてて間間接接的的にに必必要要ででああるるももののにに使使用用さされれるる場場合合はは間間接接経経費費でで支出してください。 

  

支支出出範範囲囲（（直直接接経経費費・・間間接接経経費費共共通通））  支支出出ででききなないいもものの  
 

費目 主な支出内容 

物品費 備品・消耗品・図書等 物品を購入する経費 

旅費 

研究代表者、研究分担者、および研究協力者

の国内・国外出張（資料収集、各種調査、研

究打合せ、研究成果発表）のための経費（交

通費、宿泊費、日当） 

謝金・ 

人件費 

資料整理、実験補助のアルバイト代、研究協

力者（PD・RA）の給与、翻訳・校閲（業者等

本業でない者）、専門的知識の提供に対する

謝金、報酬、被験者への謝礼 

その他 

上記の他、当該研究を遂行するための経費 

印刷費、複写費、現像・焼付費、通信費（切

手、電話等）、運搬費、会場借料、会食費（ア

ルコール類は除く）、自動車等レンタル費用、

機器修理費用、研究成果発表費用（学会誌投

稿料、ホームページ作成費用等）、実験廃棄

物処理費等 

・建物等施設に関する経費（科研費で購入し

た物品を導入することにより必要となる軽

微な据付等のための経費を除く。） 

・間接経費を使用することが適切な経費※1 

・補助事業遂行中に発生した事故・災害の処

理のための経費 

・研究代表者、研究分担者の人件費、謝金※2 

・個人が支払うべき経費（学会年会費・懇親

会費・保険料・手土産代）、 研究に関係のな

い経費 

 

 

 

 

※1 については直接経費では支出不可（間接

経費であれば可） 

※2 については直接経費では支出不可、本学

の（有給）職員以外であれば間接経費で可 

 

※切手等送料については、送付先、送付用件等を明らかにした一覧を必ず提出してください。 

返信用についても同様です。補補助助金金のの場場合合はは当年度中の使用となります。まとめ買いした切手を次年度

に利用することはできません。 

備備品品・・消消耗耗品品・・図図書書等等物物品品購購入入、、出出張張旅旅費費、、謝謝金金支支払払いい等等にに関関すするる手手順順、、おおよよびび購購入入物物品品のの検検収収ににつつ

いいててはは（（PP..6611～～））「「公公的的（（競競争争的的））研研究究資資金金執執行行のの取取扱扱いい」」にに準準じじまますす。。  

 

（２）科研費の執行期間について 

課課題題区区分分  経経費費執執行行開開始始 最最終終執執行行 

新規採択課題 

4 月 1 日から 

（ただし、期中に採択の課題

は内定通知後すぐ） 

3 月中旬（基金で次年度も継続の課題については年度また

ぎが可能） 

継続課題 4 月 1 日から 

分担金 
分担金の配分通知が確認でき

次第 

2 月下旬  

※配分元機関への精算報告が必要となるため 
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（３）科研費の繰り越し・前倒しについて 

対対象象者者 区区分分 経経費費区区分分 次次年年度度へへのの繰繰りり越越しし 繰繰越越手手続続 前前倒倒手手続続 

研究代表者 

補助金 
直接経費  不可※１ 必要（12・1 月） 必要 

（9月・12月） 間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）  

基金 
直接経費  可 ※2 不要 ※3 必要 

（9月・12月） 間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）  

分担者（学外 

か ら の 分 担

金） 

補助金 
直接経費 不可   

間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）   

基金 
直接経費  可 ※2   

間接経費  不可（残額は機関の経費に振替）   

※1 限定的に定められた繰越事由をはじめとする、一定の要件に合致する場合のみ可 

※2 次年度も継続の場合のみ可 

※3 最終年度に補助事業期間を延長する場合は手続きが必要 

 

（４）経費の混同使用について 

内内容容 可可否否 備備考考 

直接経費＋間接経費 × 
直接経費で旅費を支出した場合は参加費も直接経費での支出と

なります。 

科研費＋他の経費（委託

事業費・私立大学等経常

費補助金・他の科研費等） 

× 

ただし旅費の場合で、科研費の用務と他の用務とを合わせて１

回の出張をする場合は、それぞれの経費の負担区分を明らかに

して支出することができます。 

共同利用設備購入に当たっては同一機関内での複数の科研費の合算使用による設備購入が可能です。負担 

額の割合及びその根拠等を書面で明らかにする等、いくつかの留意点がありますので必ず事前に相談し 

てください。 

 

（５）経費の執行状況の確認について 

科研費の執行状況についてポータルサイトの 

科研費システムから確認することができます。 

＜閲覧開始期間＞ 

対対象象者者  経経費費区区分分  閲閲覧覧開開始始  

研究代表者 
直接経費 6 月頃 

間接経費 8 月頃 

分担者（学外か

らの分担金） 

直接経費 
8 月頃 

間接経費 

 

 

 

(６）その他 

・物品の納品が完了し、業者より請求書を受領後すぐに支払手続きをしてください。請求日付が 

古いものにつきましては、受理できないこともありますのでご注意ください。 

・備品・旅費・謝金・その他については、それぞれの経費が期間全体の予算（補助金は単年度） 

 の90％を超えることがないよう、経費執行の偏りにご注意ください。 

  

※回覧中の支払依頼書の情報

が反映されないこともありま

すので、ご注意ください。 
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１１００．．そそのの他他  

（１）生命倫理に関する委員会への届出 

研究計画を遂行するにあたり、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要

とする研究、生命倫理・安全対策に対する取り組みを必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な

研究が含まれている場合、また組換えDNA実験、動物実験など承認が必要となる研究、実験を行う場合は

必ず各委員会への届け出をし、承認を得てください。（下表参照） 

 

研研究究区区分分  内内容容  

「「人人をを対対象象ととすするる研研究究にに関関すするる倫倫理理審審査査委委員員会会」」

の承認を必要とする研究 

人を対象とし、個人からその人の行動・環境・心

身等に関する情報・データ等を収集・採取して行

う研究等 

「「組組換換ええDDNNAA実実験験安安全全委委員員会会」」の承認を必要とす

る研究 

組換えDNA実験の計画および適正な実施に関し、関

係法令等への適合が必要な研究 

「「動動物物実実験験委委員員会会」」の承認を必要とする研究 
動物実験等の計画および適正な実施に関し、関係法

令等への適合が必要な研究 

詳細については、すべてウェブサイトに記載されていますので、ご活用ください。 

   hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjoo--uu..aacc..jjpp//rreesseeaarrcchh//ssttaaffff//nnoottiiffiiccaattiioonn..hhttmmll  

※特許権または実用新案件を取得しようとするときは定められた取扱いにより、名城大学学長への届け

出が必要となります。 

 

（２）研究成果の公開・成果発表する場合の謝辞  

・研究成果報告書は国立情報学研究所のデータベース（KAKEN）を通じて広く国民に公開されます。 

  ・論文発表などの際、科研費により得た研究成果であることを表示（謝辞の中で述べる等）する。 

・新聞等で研究成果が報道された際、文部科学省やJSPSに記事等を送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※Acknowledgment(謝辞)に科研費により助成を受けた旨を記載する場合に、補助金分と基金分の科研費

を区別する必要はありません。 

  

（３）内部監査の実施  

科研費につきましては、毎年「内部監査」を実施することが義務付けられております。  

監監査査区区分分  対対象象等等  内内容容  

通常監査 

内部監査を実施する年度において、当

該研究機関に所属する研究者が研究代

表者として科研費の交付を受けている

研究課題数の概ね10％以上を対象とし

た通常の監査 

書面監査、謝金受給者へのヒアリング、購 

入備品の現物確認等を実施しております。 

実施した通常監査・特別監査の状況につい 

ては、毎年11月初旬の科研費応募の際、 

「研究機関の公的研究費の管理・監査のガ 

イドライン（実施基準）に基づく体制整備 

等の実施状況報告書」で報告しております。 
特別監査 

通常監査を行う補助事業のうち概ね

10％以上を対象とした特別の監査 

監査室によるリ

スクアプローチ

監査 

不正リスクに対して重点的にサンプル

を抽出し、抜き打ちを含めた監査 

研究者との面談、研究支援者・研究補助員 
との面談等による謝金の調査、業者への調 
査等を実施して、適正な管理運営がなされ 
ているかを監査します。 

  ※構成員各位におかれては、従前の取扱いに加えて、きめ細かな自己管理が求められますが、過去の学
内事例の反省を踏まえて、ご理解とご協力をお願いするものであります。  

  

○Acknowledgment(謝辞)に、科研費により助成を受けた旨を記載する場合には「MEXT/JSPS KAKENHI Grant 

Number JP8桁の課題番号」を必ず含めてください。 

・論文に関する科研費が一つの場合（課題番号｢12345678｣） 

【英文】：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP12345678.  

【和文】：本研究はJSPS科研費 JP12345678の助成を受けたものです。 

・論文に関する科研費が複数（三つ）の場合（課題番号｢xxxxxxxx｣,「yyyyyyyy」,「zzzzzzzz」）  

【英文】 ：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JPxxxxxxxx,JPyyyyyyyy,JPzzzzzzzz. 

【和文】：本研究は JSPS 科研費 JPxxxxxxxx,JPyyyyyyyy,JPzzzzzzzz の助成を受けたものです。 

５５．．間間接接経経費費のの使使用用ににつついいてて 

直接経費額の 30％が間接経費として配分されます。本学ではそのうちの 1/2 を上限として研究者に配分

しています。複数の科研費の間接経費がある場合、間接経費は合算して使用することが可能です。 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

６６．．費費目目間間流流用用等等ににつついいてて  

交付申請時に提出した費目の金額を流用して別の費目に使用することが可能です。ただし、直接経費の

総額の50％（直接経費の総額の50％が300万円以下の場合は300万円）を超える変更を行う場合は、事前に

直接経費の使用内訳の変更手続きをする必要があります。 

  

７７．．支支払払方方法法等等  

（１）経費の支払いについては、すべて銀行振込で行いますので、特に業者への支払いは振込先口座番号 

および口座名義等を請求書等証憑に記載されているか必ず確認してください。ただし、特別の理由が

ある場合は、現金による支払いを行いますので、事前にご連絡ください。 

（２）書類受領後、銀行振込（支払）までには各処理上多少時間がかかりますので、ご承知おき願います。 

  

８８..備備品品のの寄寄附附ににつついいてて  

（１）科研費の直接経費により購入した備品( 10万円以上 )は、「科学研究費取扱規程」により、研究機関

( 本学または研究分担者の所属研究機関 )に寄附することになります。 

（２）学術研究支援センターにて寄附採納の申請書類を作成し、研究者の方へお渡ししますので、確認をお

願いします。その後、本学へ寄附の手続きをいたします。備品を購入する計画がある場合は、早目に

経費の執行をしてください。 

 

９９..研研究究終終了了時時等等のの手手続続ききににつついいてて 

研究年度終了後に提出が必要な書類があります。 

研研究究費費区区分分  提提出出書書類類  提提出出時時期期  提提出出先先  

科研費（補助金） 
実績報告書 翌年度 5月末 

日本学術振興会 

研究成果報告書 研究終了年度翌年度 6月末 

科研費（基金） 

実施状況報告書 翌年度 5月末 

実績報告書 研究終了年度翌年度 5月末 

研究成果報告書 研究終了年度翌年度 6月末 

科研費の研究成果報告書を提出しない研究者には科研費は交付されませんので、必ずご提出願います。 

  

  

  

例：A先生が研究代表者と研究分担者（学外からの分担金）になっている場合 

①基盤研究（C）代表 （直接経費 1,700 千円） 

    代表者 A先生 1,400 千円 

    分担者（学外）B先生 200 千円 

    分担者（学内）C先生 100 千円 

      A 先生が使える間接経費 

→（1,700 千円-200 千円）*0.3/2＝225 千円…① 

  ②挑戦的研究（萌芽）分担（学外からの分担金） （直接経費 1,000 千円） 

      A 先生が使える間接経費 

      →1,000 千円*0.3/2＝150 千円…② 

A 先生の間接経費使用可能額 

→225 千円（①）+150 千円（②）＝337755 千千円円 
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１１００．．そそのの他他  

（１）生命倫理に関する委員会への届出 

研究計画を遂行するにあたり、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要

とする研究、生命倫理・安全対策に対する取り組みを必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な

研究が含まれている場合、また組換えDNA実験、動物実験など承認が必要となる研究、実験を行う場合は

必ず各委員会への届け出をし、承認を得てください。（下表参照） 

 

研研究究区区分分  内内容容  

「「人人をを対対象象ととすするる研研究究にに関関すするる倫倫理理審審査査委委員員会会」」

の承認を必要とする研究 

人を対象とし、個人からその人の行動・環境・心

身等に関する情報・データ等を収集・採取して行

う研究等 

「「組組換換ええDDNNAA実実験験安安全全委委員員会会」」の承認を必要とす

る研究 

組換えDNA実験の計画および適正な実施に関し、関

係法令等への適合が必要な研究 

「「動動物物実実験験委委員員会会」」の承認を必要とする研究 
動物実験等の計画および適正な実施に関し、関係法

令等への適合が必要な研究 

詳細については、すべてウェブサイトに記載されていますので、ご活用ください。 

   hhttttppss::////wwwwww..mmeeiijjoo--uu..aacc..jjpp//rreesseeaarrcchh//ssttaaffff//nnoottiiffiiccaattiioonn..hhttmmll  

※特許権または実用新案件を取得しようとするときは定められた取扱いにより、名城大学学長への届け

出が必要となります。 

 

（２）研究成果の公開・成果発表する場合の謝辞  

・研究成果報告書は国立情報学研究所のデータベース（KAKEN）を通じて広く国民に公開されます。 

  ・論文発表などの際、科研費により得た研究成果であることを表示（謝辞の中で述べる等）する。 

・新聞等で研究成果が報道された際、文部科学省やJSPSに記事等を送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※Acknowledgment(謝辞)に科研費により助成を受けた旨を記載する場合に、補助金分と基金分の科研費

を区別する必要はありません。 

  

（３）内部監査の実施  

科研費につきましては、毎年「内部監査」を実施することが義務付けられております。  

監監査査区区分分  対対象象等等  内内容容  

通常監査 

内部監査を実施する年度において、当

該研究機関に所属する研究者が研究代

表者として科研費の交付を受けている

研究課題数の概ね10％以上を対象とし

た通常の監査 

書面監査、謝金受給者へのヒアリング、購 

入備品の現物確認等を実施しております。 

実施した通常監査・特別監査の状況につい 

ては、毎年11月初旬の科研費応募の際、 

「研究機関の公的研究費の管理・監査のガ 

イドライン（実施基準）に基づく体制整備 

等の実施状況報告書」で報告しております。 
特別監査 

通常監査を行う補助事業のうち概ね

10％以上を対象とした特別の監査 

監査室によるリ

スクアプローチ

監査 

不正リスクに対して重点的にサンプル

を抽出し、抜き打ちを含めた監査 

研究者との面談、研究支援者・研究補助員 
との面談等による謝金の調査、業者への調 
査等を実施して、適正な管理運営がなされ 
ているかを監査します。 

  ※構成員各位におかれては、従前の取扱いに加えて、きめ細かな自己管理が求められますが、過去の学
内事例の反省を踏まえて、ご理解とご協力をお願いするものであります。  

  

○Acknowledgment(謝辞)に、科研費により助成を受けた旨を記載する場合には「MEXT/JSPS KAKENHI Grant 

Number JP8桁の課題番号」を必ず含めてください。 

・論文に関する科研費が一つの場合（課題番号｢12345678｣） 

【英文】：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP12345678.  

【和文】：本研究はJSPS科研費 JP12345678の助成を受けたものです。 

・論文に関する科研費が複数（三つ）の場合（課題番号｢xxxxxxxx｣,「yyyyyyyy」,「zzzzzzzz」）  

【英文】 ：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JPxxxxxxxx,JPyyyyyyyy,JPzzzzzzzz. 

【和文】：本研究は JSPS 科研費 JPxxxxxxxx,JPyyyyyyyy,JPzzzzzzzz の助成を受けたものです。 
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（４）不正使用・不正行為の禁止  

科研費の交付を受けた者が不正使用・不正行為を行った場合、補助金の返還、応募制限のペナルティ等 

が課せられます。また、この処分は研究代表者・研究分担者に関係なく行われます。 

これら不正使用・不正行為については、研究代表者・本学の名誉を著しく傷つけるばかりでなく、学術

研究全体の信頼を損ねることにもつながりかねません。公的研究費を使用している者として、研究者倫理

の自覚の元に研究活動に従事していただきますようお願いします。 

 

＜不正使用・受給の定義＞ 

預け金、プール金、書類の書き換え等、故意もしくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使

用や競争的資金等の交付決定の内容やこれに付した条件に違反した使用 

 

不不正正使使用用・・不不正正受受給給をを行行っったた者者にに対対ししてて科科研研費費をを交交付付ししなないい期期間間  

措措置置のの対対象象者者  不不正正使使用用のの程程度度  交交付付ししなないい期期間間  

不正使用を行った研究者およ

びそれに共謀した研究者 

個人の利益を得るための私的流用 10年 

私的流用 

以外 

① 社会への影響が大きく行為の悪

質性も高いと判断されるもの 
5年 

② ①および③以外の場合 2～4年 

③ 社会への影響が小さく行為の悪

質性も低いと判断されるもの 
1年 

偽りその他不正な手段により

科研費を受給した研究者およ

びそれに共謀した研究者 

― 5年 

不正使用に直接関与していな

いが善管注意義務違反を行っ

た研究者 

― 

善管注意義務を有す

る研究者の義務違反

の程度に応じ、上限2

年、下限1年 

 

＜特定不正行為の定義＞ 

故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表

された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用 

 

不不正正行行為為をを行行っったた者者にに対対ししてて科科研研費費をを交交付付ししなないい期期間間 

 

措措置置のの対対象象者者  特特定定不不正正行行為為のの程程度度  交交付付ししなないい期期間間  

特

定

不

正

行

為

に

関

与

し

た

者 

研究当初から特定不正行為を行うことを

意図するなど特に悪質な者 
 10年 

特定不正行為が

あった研究に係

る論文等の著者 

当該論文等の責任著

者（監修責任者、代表

執筆者又はこれらの

者と同等の責任を負

うと認定された者） 

当該分野の研究の進展への影響や

社会的影響が大きく、又は行為の悪

質度が高いと判断されるもの 

5～7年 

当該分野の研究の進展への影響や

社会的影響が小さく、又は行為の悪

質性が低いと判断されるもの 

3～5年 

上記以外の著者  2～3年 

上記以外の者  2～3年 

特定不正行為に関与していないものの、特定

不正行為のあった研究に係る論文等の責任を

負う著者（監修責任者、代表執筆者又はこれ

らの者と同等の責任を負うと認定された者） 

当該分野の研究の進展への影響や

社会的影響が大きく、又は行為の悪

質性が高いと判断されるもの 

2～3年 

当該分野の研究の進展への影響や

社会的影響が小さく、又は行為の悪

質性が低いと判断されるもの 

1～2年 

国国おおよよびび国国立立研研究究開開発発法法人人等等かかららのの委委託託事事業業  

 

競争的研究費とは、統合イノベーション戦略 2018（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）において定義

されているとおり「大学、研発等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研

究に係るもの（「第 3期科学技術基本計画」（平成 18 年 3月 28 日閣議決定）に規定する「競争的資金」

を含む）」のことを指し、これに含まれる競争的資金とは、「資源配分主体が広く研究開発課題等を募

り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価

に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金」のことを指します。同戦略

において、研究生産性の向上として、「競争的研究費の一体的な見直し、独創性や分野横断的な俯瞰

力を備えた人材の育成等を行うことで、若手研究者による研究や新興・融合領域の開拓に資する挑戦

的な研究を奨励するとともに、多様な外部資金を活用して研究者を雑務から解放し、研究に専念でき

る環境を整備する」としており、政府として競争的研究費の一体的な見直しを進めています。 

また、科学技術イノベーション総合戦略 2017（平成 29年 6月 2日閣議決定）において、公募型研

究資金の改革として、競争的資金や競争的資金以外の研究資金のうち大学等の研究者による提案型の

公募型研究資金については、我が国における研究開発の多様性を確保し競争的な研究開発環境の形成

に資する重要な資金であることから、国は、研究力及び研究成果の最大化、一層効果的・効率的な活

用に向けて取り組むことが必要であるとしており、競争的資金以外の公募型研究資金についても、政

府としてその取り組みを進めています。 

本学においては、一般の受託研究が事業開始時に研究資金が提供されるのとは異なり、採択に伴う

委託契約・研究請負契約等をもって研究がスタートし、研究成果報告、実績報告等を経て確定検査で

経費が確定することにより研究費の支払いがなされるものとなります。従って、研究推進中は、大学

予算で経費執行を賄うことになり、一般の受託研究とは明確に区分した管理が求められます。 

 

＜参考＞令和3年度競争的研究費制度一覧（○は競争的資金、◇は提案公募型研究資金） 

所管府省庁 担当機関 制度名 

内閣府 
食品安全委員会事務局 ○食品健康影響評価技術研究 

日本医療研究開発機構（AMED） 健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業 

総務省 

総務省 
○戦略的情報通信研究開発推進事業 

○デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 

消防庁 ○消防防災科学技術研究推進制度 

総務省 

◇ICT重点技術の研究開発プロジェクト 

◇電波資源拡大のための研究開発 

◇電波の安全性に関する調査及び評価技術 

◇異システム間の周波数共用技術の高度化 

情報通信研究機構 ◇Beyond 5G研究開発促進事業 

文部科学省 

文部科学省／日本医療研究開発機構（AMED） ○国家課題対応型研究開発推進事業 

文部科学省／日本学術振興会（JSPS） 
○科学研究費助成事業 

（科学研究費補助金、学術研究助成基金助成金） 

科学技術振興機構（JST） 
○創発的研究支援事業 

○未来社会創造事業 

科学技術振興機構（JST）／日本医療研究 

開発機構（AMED） 

○戦略的創造研究推進事業 

○研究成果展開事業 

○国際科学技術共同研究推進事業 

日本医療研究開発機構（AMED） 

◇次世代がん医療創生研究事業 

◇新興・再興感染症研究基盤創生事業 

（BSL4拠点形成研究を除く） 
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国国おおよよびび国国立立研研究究開開発発法法人人等等かかららのの委委託託事事業業  

 

競争的研究費とは、統合イノベーション戦略 2018（平成 30 年 6 月 15 日閣議決定）において定義

されているとおり「大学、研発等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研

究に係るもの（「第 3期科学技術基本計画」（平成 18 年 3月 28 日閣議決定）に規定する「競争的資金」

を含む）」のことを指し、これに含まれる競争的資金とは、「資源配分主体が広く研究開発課題等を募

り、提案された課題の中から、専門家を含む複数の者による科学的・技術的な観点を中心とした評価

に基づいて実施すべき課題を採択し、研究者等に配分する研究開発資金」のことを指します。同戦略

において、研究生産性の向上として、「競争的研究費の一体的な見直し、独創性や分野横断的な俯瞰

力を備えた人材の育成等を行うことで、若手研究者による研究や新興・融合領域の開拓に資する挑戦

的な研究を奨励するとともに、多様な外部資金を活用して研究者を雑務から解放し、研究に専念でき

る環境を整備する」としており、政府として競争的研究費の一体的な見直しを進めています。 

また、科学技術イノベーション総合戦略 2017（平成 29年 6月 2日閣議決定）において、公募型研

究資金の改革として、競争的資金や競争的資金以外の研究資金のうち大学等の研究者による提案型の

公募型研究資金については、我が国における研究開発の多様性を確保し競争的な研究開発環境の形成

に資する重要な資金であることから、国は、研究力及び研究成果の最大化、一層効果的・効率的な活

用に向けて取り組むことが必要であるとしており、競争的資金以外の公募型研究資金についても、政

府としてその取り組みを進めています。 

本学においては、一般の受託研究が事業開始時に研究資金が提供されるのとは異なり、採択に伴う

委託契約・研究請負契約等をもって研究がスタートし、研究成果報告、実績報告等を経て確定検査で

経費が確定することにより研究費の支払いがなされるものとなります。従って、研究推進中は、大学

予算で経費執行を賄うことになり、一般の受託研究とは明確に区分した管理が求められます。 

 

＜参考＞令和3年度競争的研究費制度一覧（○は競争的資金、◇は提案公募型研究資金） 

所管府省庁 担当機関 制度名 

内閣府 
食品安全委員会事務局 ○食品健康影響評価技術研究 

日本医療研究開発機構（AMED） 健康・医療分野におけるムーンショット型研究開発等事業 

総務省 

総務省 
○戦略的情報通信研究開発推進事業 

○デジタル・ディバイド解消に向けた技術等研究開発 

消防庁 ○消防防災科学技術研究推進制度 

総務省 

◇ICT重点技術の研究開発プロジェクト 

◇電波資源拡大のための研究開発 

◇電波の安全性に関する調査及び評価技術 

◇異システム間の周波数共用技術の高度化 

情報通信研究機構 ◇Beyond 5G研究開発促進事業 

文部科学省 

文部科学省／日本医療研究開発機構（AMED） ○国家課題対応型研究開発推進事業 

文部科学省／日本学術振興会（JSPS） 
○科学研究費助成事業 

（科学研究費補助金、学術研究助成基金助成金） 

科学技術振興機構（JST） 
○創発的研究支援事業 

○未来社会創造事業 

科学技術振興機構（JST）／日本医療研究 

開発機構（AMED） 

○戦略的創造研究推進事業 

○研究成果展開事業 

○国際科学技術共同研究推進事業 

日本医療研究開発機構（AMED） 

◇次世代がん医療創生研究事業 

◇新興・再興感染症研究基盤創生事業 

（BSL4拠点形成研究を除く） 
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所管府省庁 担当機関 制度名 

文部科学省 日本医療研究開発機構（AMED） 
◇ゲノム医療実現バイオバンク利活用プログラム 

◇先端的バイオ創薬等基盤技術開発事業 

文部科学省 

科学技術振興機構（JST） ◇ムーンショット型研究開発事業 

日本学術振興会（JSPS） ◇課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業 

文部科学省 

◇海洋情報把握技術開発 

◇海洋生物ビッグデータ活用技術高度化 

◇気候変動適応戦略イニシアチブ 

◇防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト 

◇次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト 

（次世代火山研究推進事業） 

◇情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト 

◇スーパーコンピュータ「富岳」成果創出加速プログラム 

（次世代超高速電子計算機システム利用の成果促進） 

◇次世代領域開発 

（高機能演算研究基盤の高度利用事業） 

厚生労働省 

厚生労働省 ○厚生労働科学研究費補助金 

日本医療研究開発機構（AMED） 
○医療研究開発推進事業費補助金 

○保健衛生医療調査等推進事業費補助金 

農林水産省 

農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター 
○イノベーション創出強化研究推進事業 

農林水産省 

農林水産政策科学研究委託事業 

連携研究スキームによる研究 

（農林水産政策研究調査委託費） 

国益に直結した国際連携の推進に要する経費 

（戦略的国際共同研究推進事業） 

農林水産研究推進事業委託プロジェクト研究 

農林水産分野の先端技術展開事業 

安全な農畜水産物安定供給のための包括的レギュラトリー

サイエンス研究推進事業 

農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター 
ムーンショット型農林水産研究開発事業 

経済産業省 

経済産業省 
○戦略的基盤技術高度化・連携支援事業 

（戦略的基盤技術高度化支援事業） 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 

（NEDO） 

◇官民による若手研究者発掘支援事業 

◇エネルギー・環境分野の官民による若手研究者発掘支援 

事業 

日本医療研究開発機構（AMED） 

◇医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化

事業 

（旧名称：先進的医療機器・システム等技術開発事業） 

◇次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業 

◇再生医療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業 

◇ウイルス等感染症対策技術の開発 

◇官民による若手研究者発掘支援事業 

経済産業省 

省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業 

宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業 

（SERVISプロジェクト） 

石油資源を遠隔探知するためのハイパースペクトルセンサ

の研究開発事業費 

宇宙太陽光発電における無線送受電技術の高効率化に 

向けた研究開発事業委託費 

製油所のグリーン化研究開発事業 

高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発 

委託費 

低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発委託費 

放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究

委託費 

社会的要請に応える革新的な原子力技術開発支援事業 

廃炉・汚染水対策事業 
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所管府省庁 担当機関 制度名 

経済産業省 

経済産業省 

革新的ロボット研究開発等基盤構築事業 

地域分散クラウド技術開発事業 

サプライチェーン強靭化に資する技術開発・実証 

（サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を

活用した状況把握システムの開発・実証） 

新エネルギー・産業技術総合開発機構 

（NEDO） 

研究開発型スタートアップ支援事業 

医療機器等における先進的研究開発・開発体制強靭化事業 

IoT社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技

術開発 

（旧名称：次世代人工知能・ロボット中核技術開発） 

新産業創出・マテリアル革新に向けた新技術先導研究プロ

グラム 

（旧名称：新産業創出に向けた新技術先導研究プログラム） 

革新的ロボット研究開発等基盤構築事業 

自動走行ロボットを活用した新たな配送サービス実現に向

けた技術開発 

積層造形部品開発の効率化のための基盤技術開発事業 

宇宙産業技術情報基盤整備研究開発事業 

（SERVISプロジェクト） 

AIチップ開発加速のためのイノベーション推進事業 

Connected Industries推進のための協調領域データ共有・

AIシステム開発促進事業 

エネルギー・環境分野の中長期的課題解決に資する新技術

先導研究プログラム 

水素エネルギー製造・貯蔵・利用等に関する先進的技術 

開発事業  

輸送機器の抜本的な軽量化に資する新構造材料等の技術 

開発事業 

次世代人工知能・ロボットの中核となるインテグレート 

技術開発事業 

資源循環システム高度化促進事業 

プラスチック有効利用高度化事業 

5G等の活用による製造業のダイナミック・ケイパビリティ

強化に向けた研究開発事業 

環境調和型プロセス技術の開発事業 

アルミニウム素材高度資源循環システム構築事業 

サプライチェーン強靭化に資する技術開発・実証 

省エネ化・低温室効果を達成できる次世代冷媒・冷凍空調

技術及び評価手法の開発事業 

省エネ型化学品製造プロセス技術の開発事業 

省エネ型電子デバイス材料の評価技術の開発事業 

計算科学等による先端的な機能性材料の技術開発事業 

炭素循環社会に貢献するセルロースナノファイバー関連 

技術開発事業 

ロボット・ドローンが活躍する省エネルギー社会の実現 

プロジェクト 

電気自動車用革新型蓄電池技術開発 

次世代電動航空機に関する技術開発事業 

次世代複合材創製技術開発事業 

航空機エンジン向け材料開発・評価システム基盤整備事業 

超低消費電力型光エレクトロニクスの実装に向けた技術 

開発事業 

高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピュー

ティングの技術開発事業 

省エネエレクトロニクスの製造基盤強化に向けた技術開発

事業 

カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技

術の開発事業 

CCUS研究開発・実証関連事業 
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所管府省庁 担当機関 制度名 

未利用エネルギーを活用した水素サプライチェーン構築 

実証事業 

超高圧水素技術等を活用した低コスト水素供給インフラ 

構築に向けた研究開発事業 

水素社会実現に向けた革新的燃料電池技術等の活用のため

の技術開発事業 

産業活動等の抜本的な脱炭素化に向けた水素社会モデル構

築実証事業 

脱炭素社会実現に向けた省エネルギー技術の研究開発・社

会実装促進事業 

（旧名称：革新的な省エネルギー技術の開発促進事業） 

地熱･地中熱等導入拡大技術開発事業 

（旧名称：地熱発電や地中熱等の導入拡大に向けた技術 

開発事業） 

経済産業省 
新エネルギー・産業技術総合開発機構 

（NEDO） 

洋上風力発電等の導入拡大に向けた研究開発事業 

再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代型の電力 

制御技術開発事業 

太陽光発電の導入可能量拡大等に向けた技術開発事業 

化石燃料のゼロ・エミッション化に向たバイオジェット燃

料・燃料アンモニア生産・利用技術開発事業 

（旧名称：カーボンリサイクル技術等を活用したバイオ 

ジェット燃料生産技術開発事業） 

洋上風力発電の地域一体的開発に向けた調査研究事業 

木質バイオマス燃料等の安定的・効率的な供給・利用シス

テム構築支援事業 

カーボンリサイクル・次世代火力発電の技術開発事業 

クリーンエネルギー分野における革新的技術の国際共同 

研究開発事業 

ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業 

グリーンイノベーション基金事業 

国土交通省 国土交通省 

新エネルギー等のシーズ発掘・事業化に向けた技術研究 

開発事業（うちフェーズAB) 

○建設技術研究開発助成制度 

環境省 
環境再生保全機構 ○交通運輸技術開発推進制度 

原子力規制庁 ○環境研究総合推進費 

防衛省 防衛装備庁 ○放射線安全規制研究戦略的推進事業費 

  ○安全保障技術研究推進制度 

※なお、上記以外にも国立研究開発法人等の所管研究事業で、一般の受託研究では御しきれない研究

プロジェクトがありますが、個別に相談させていただきます。 

これらの事業の公募につきましては、随時情報を提供いたしますが、府省共通研究開発管理システ

ム（e-Rad）にて検索も可能ですので、事前に学術研究支援センターにご相談のうえ、積極的にご

応募ください。なお、応募および採択後の経費執行は事業ごとに取扱方法が異なるため、それぞれ

の公募要領・取扱要領に基づき申請・執行していただくことになります。特に、採択後につきまし

ては、契約および経費の執行に係る詳細な打ち合わせを要しますので、学術研究支援センターまで

お問い合わせください。 

  

○○「「科科学学技技術術基基本本計計画画」」がが「「科科学学技技術術・・イイノノベベーーシショョンン基基本本計計画画」」ととししてて新新たたににににススタターートトししまましし

たた（（令令和和 33～～77 年年度度））。。  

平成 7年に制定された「科学技術基本法」により、政府は「科学技術基本計画」（以下基本計画と

いう）を策定し、長期的視野に立って体系的かつ一貫した科学技術政策を実行することとなり、第 1

期から第 5期まで 5年ごとに基本計画を策定し、これらに沿って科学技術政策を推進してきました。 
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令和 2年第 201 回国会において、近年の科学技術・イノベーションの急速な進展により、人間や社

会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分となっていることを踏まえ、「人文科

学のみに係る科学技術」及び「イノベーションの創出」を「科学技術基本法」の振興の対象に加える

とともに、基本計画の策定事項として研究者等や新たな事業の創出を行う人材の確保・養成等につい

ての施策を明示する科学技術基本法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律により、「科

学技術基本法」は「科学技術・イノベーション基本法」に変更されるとともに、令和 3年度からの 5

年間を対象とする次期基本計画は、新たに「科学技術・イノベーション基本計画」として策定されま

す。「科学技術・イノベーション基本計画」は、「人文科学のみに係る科学技術」をその振興対象に

加えるなど、「科学技術・イノベーション基本法」の内容を踏まえたものとなります。 

 （計画紹介ウェブサイト）https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html  
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学学術術研研究究奨奨励励助助成成制制度度（（総総合合研研究究所所経経費費））  

 
執行手続き等について 
１１．．ははじじめめにに  

本研究助成は本学独自の制度ですが、総総合合研研究究所所経経費費ととししてて私私立立大大学学等等経経常常費費補補助助金金((特特別別補補助助))

のの対対象象経経費費ととすするるたためめ、、教教員員研研究究費費とと異異ななりりいいくくつつかかのの制制約約がが生生じじまますす。。ご理解・ご協力のほどをお

願いします。 

２２．．交交付付申申請請書書のの提提出出ににつついいてて 

経費の適正使用、計画的使用のため、対象者全員に提出いただきます。 

当初提出された「研究計画書」に基づきご作成いただき、予定を大きく変更される場合はご相談く

ださい。（機器、外国旅費等） 

交付申請書の様式は、名城大学ウェブサイトの学術研究支援センター（教職員専用ページ）にあり

ますのでご利用ください。 
（研究・産官学連携 ⇒ 学術研究支援センター（教職員専用ページ） ⇒ 研究費・研究員 

案内（様式） ⇒ 学術研究奨励助成制度（採択後）） 

https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/science/ 

３３．．経経費費執執行行注注意意事事項項  
 ■研研究究費費のの使使途途のの制制限限 

他他のの研研究究費費等等のの全全部部ままたたはは一一部部をを合合算算ししてて、、使使用用すするるここととははででききまませせんん。。  

種  目  支 出 範 囲  支出できないもの  

研究基盤支援事業費 ・設備備品費（9 月末までに執行

※） 

・消耗品費 

・学会旅費・参加費・調査旅費 

・図書費（資料図書を含む） 

・印刷費・製本費 

・機器等レンタル料 

・通信運搬費 

・謝金（講師等謝礼であり、人件

費的アルバイト経費は原則と

して不可。ただし、研究センタ

ー推進事業費においては認め

られる場合があります。） 

・その他 

（購入、契約等の前に問合せを

した上で所長が認めるもの） 

・建物等施設に関する経費 

・研究に直接関係ない者の学会出

席や調査等のための旅費 

・机、イス、複写機等設備備品 

・研究に関係ない一般事務用品 

・調査研究実施中に発生した 

 事故や災害の処理にかかる 

 経費 

・学会年会費、懇親会費、保険料、

手土産代等 

・その他、飲食代等  

研究促進事業費 

研究成果展開事業費 

スタートアップ支援事業費 

研究センター推進事業費 

領域指定研究基盤形成支援

事業費 

領域指定研究支援事業費 

領域指定研究センター 

支援事業費 

※研究センター推進事業費の場合は、最終年度のみ９月末までに執行すること。 
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（１）備品・消耗品・図書等物品購入、出張旅費および物品確認（検収） 

    手順および購入物品の検収については（P.61～）「公的（競争的）研究資金執行の取扱い」

に準じます。 

〔注意事項〕・2月、3月の出張（研究センターは最終年度）につきましては、原則研究成果発

表の場合のみ経費執行いただけます。 

      ・航空機利用を伴う出張の場合、本助成費ではビジネスクラスを利用した出張は、

認められません。 

（２）謝金 

手順等については（P.75）「公的（競争的）研究資金執行の取扱い（３.雇用経費・謝金）」

に準じます。 

≪研究センター以外≫ 

本本助助成成費費ででのの謝謝金金はは｢｢講講師師謝謝礼礼｣｣等等のの謝謝礼礼金金をを対対象象ととししまますす。。そのため雇用契約が生じる人

件費的アルバイトは原則として認められません。しかしながら研究遂行上やむなく必要となる

実験補助等につきましては、事前に必ずご相談ください。 

    ＊研究支援者（補助員）の雇用については学術研究支援センター等の管理部門にて、日々、補

助員の出勤日、出勤時間を管理いたします。 

≪研究センター≫ 

アアルルババイイトト等等をを雇雇いい入入れれるる場場合合はは、、事事前前にに学学術術研研究究支支援援セセンンタターーままででごご相相談談くくだだささいい。。  

雇雇用用者者とと大大学学ととのの雇雇用用契契約約をを交交わわすす関関係係上上、、事事後後処処理理ははいいたたししまませせんん。。  

アアルルババイイトトのの場場合合、、原原則則時時間間給給１１,,００００００円円ででのの雇雇いい入入れれとなります。 

学学生生をを雇雇用用すするる場場合合、、原原則則的的にに１１カカ月月５５２２時時間間をを上上限限とします。 

     日日々々のの業業務務申申請請・・報報告告にに基基づづきき、、毎毎月月末末日日ににはは、、出出勤勤簿簿・・出出勤勤報報告告書書ををごご確確認認・・  

ごご提提出出いただき、これに基づき給与の支払いがなされます。 

研究補助員等の方が業務申請書にご記入いただく日々の研究業務内容欄には、単に「ソフト

作成」、「データ収集」、「調査」、「データ解析」等のあいまいな表記でなく、例えば「電子回

路データ収集整理」、「回路基盤解析ソフト作成」等かつ本事業に係る具体的研究業務内容を

明記するよう求められておりますのでご注意ください。 

    〔〔注注意意事事項項〕〕研研究究代代表表者者がが自自身身やや当当該該研研究究課課題題のの研研究究分分担担者者にに謝謝金金をを支支給給すするるここととははででききまませせ

んん。。  

（３）通信費 

    切手等送料については、送付先、送付用件等を明らかにした一覧を必ず提出してください。

返信用についても同様です。なお、可能な限り料金別納扱いをお勧めします。 

〔注意事項〕当年度中の使用となります。まとめ買いしたものを次年度に利用することはでき

ません。 

（４）出版・刊行助成事業費の執行方法等 
①研究者と出版社で採択された年度の４月 1日以降に契約を交わしていただき、契約書（写）

を本センターにご提出ください。 

②出版完了報告書とともに、採択額分の納品書および請求書を本センターにご提出 

ください。 
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〔注意事項〕外部で採択された場合は本助成の対象外となります。 

その際、辞退届（任意）をご提出ください。 

 
■出金連絡票 

研究代表者が研究費を使用するときは、所定の「出金連絡票」（本センターとの連携・整合を保

つため番号順にご使用ください。）に件名・金額（旅費は空白で可）を記入し、前述したそれぞれ

の費目に係る必要書類（見積書等）を添付し、本センターにご提出ください。出金連絡票は遺漏な

く経理処理を進めるために必要です。ご協力をお願いします。 

経費の執行手続き完了後、「出金連絡票」を返却いたしますので、保管いただくとともに残額を

ご確認ください。 

 
■経費執行の期限 
助成金は、研究計画に基づいて執行しなければなりません。年年度度末末にに駆駆けけ込込みみでで経経費費執執行行ををすするる等等

ががなないいよようう、、年年間間をを通通じじてて計計画画的的なな経経費費執執行行をを行行っってていいたただだききまますすよよううおお願願いいししまますす。。（「出版・刊行

助成事業費」は、刊行報告書を採択年度の１月末日までに提出。それ以外は、執行通知日から採択年

度の１月末日までに執行。） 

設備備品費の執行は、９月末までに（研究センターは最終年度のみ９月末までに）お願いします。 

 

■支払方法等 
経費の支払いについては、銀行振込で行います。業者への支払いは振込先口座番号および口座名義

等を請求書等証憑に記載されているか必ず確認してください。 

また、特別の理由がある場合は、現金による支払いを行いますので、事前にご連絡ください。書類

受領後、銀行振込(支払)までには各手続処理上多少時間がかかりますので、ご承知おき願います。 

 

■研究計画の変更 
  被交付者は、研究計画について重要な変更をしようとする場合は、「研究計画変更願書」により、研

究計画の変更の承認を得る必要がありますので、事前にご相談ください。 

 重要な変更の例…備品が予定より安価に購入できた結果生じた余剰分を、当初計画に計上していな

かった「外国旅費」に充当する場合 

 

■適正な経費執行・管理 

私立大学等経常費補助金特別補助（研究所）に申請する関係上、会計検査院の検査を受けることに

なります。 近年、国の補助金の不適切・不正使用が問題となっておりますので、経費執行につきま

しては十分注意をしてください。 
＊特に年度終了間際に消耗品・切手等を大量購入し、次年度に使用する過年度使用についての防止を

厳しく問題視されています。 
＊会計検査院では、業者の売上伝票と大学の支払伝票との整合調査が行われています。 
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■不正使用の例 
 ①「預け金」：架空の取引により大学に代金を払わせ、業者に預け金として管理させる。 
 ②「カラ出張」：実体を伴わない出張の旅費を大学に支払わせる。 

  ③「カラ謝金」：実体を伴わない作業の謝金を大学に支払わせる。口座借り。 
※補助金の不正な使用が行われた場合には、その内容に応じ、補補助助金金のの返返還還命命令令、一一定定期期間間のの応応募募資資

格格停停止止措措置置（（個個人人））、刑刑事事罰罰などが課せられます。また、この処分は、研究代表者・研究分担者に

関係なく行われます。（研究分担者本人が知らないうちに、分担者になっていても同様に処罰され

ます） 
 ※大学の信用がなくなり、会計検査院で不当事項になると、国会報告・次年度の補助金カットとな

ります。  
 

４４．．研研究究推推進進ににああたたっっててのの遵遵守守事事項項  
   助成の被交付者は研究に関する概要報告書を提出する等、次の義務を守らなければなりません。 

これらが遵守されなかった場合は、研究費の全部又は一部の返還を命ずることがあります。また、

研究代表者は今後５年間、本制度への申請資格がなくなります。 
   各研究助成事業で提出する報告書等は、次のとおりです。 

種目 遵守義務事項 
研究基盤支援事業費 ① 研究報告書の提出（研究期間終了後２ヶ月以内） 

② 「総合研究所紀要」又は「総合研究所総合学術研究論文集」への投稿（研

究終了年度又は翌年度） 
③ 科研費又はその他の研究助成に対して３年間申請することを義務とす

る。ただし、採択された場合はこの限りでない。 
④ 学術研究論文発表時における学術研究奨励助成制度による助成を受け

た記述 

研究促進事業費 
研究成果展開事業費 
領域指定研究基盤 
形成支援事業費 

研究センター推進 
事業費 

① 研究報告書の提出（研究期間終了後２ヶ月以内） 
② 年次報告書の提出（研究終了年度を除く研究年度毎の２月末まで）及び

提出された年次報告書をもとに行われる書面審査による評価 
③ 研究報告書概要の提出（研究終了年度の１月末まで）及び提出された研

究概要報告書をもとに行われる書面審査による評価並びにヒアリング

審査による評価 
④ 「総合研究所紀要」又は「総合研究所総合学術研究論文集」への投稿（研

究終了年度又は翌年度） 
⑤ 学術研究論文発表時における学術研究奨励助成制度による助成を受け

た記述 
出版・刊行助成事業費 ① 刊行物２部（刊行物に名城大学学術研究奨励助成制度による出版物であ

る旨を明記すること。） 
スタートアップ支援 

事業費 
① 研究報告書の提出（研究期間終了後２ヶ月以内） 
② 「総合研究所紀要」又は「総合研究所総合学術研究論文集」への投稿（研

究終了年度又は翌年度） 
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③ 起業に関する他の研究助成に対して３年間申請すること若しくは起業

を行うことを義務とする。ただし、起業に関する他の研究助成に採択さ

れた場合はこの限りでない。 
④ 学術研究論文発表時における学術研究奨励助成制度による助成を受け

た記述 
領域指定研究支援 

事業費 
① 研究報告書の提出（研究期間終了後２ヶ月以内） 
② 年次報告書の提出（研究初年度の２月末まで） 
③ 「総合研究所紀要」又は「総合研究所総合学術研究論文集」への投稿（研

究終了年度又は翌年度） 
④ 科研費又はその他の研究助成に対して３年間申請することを義務とす

る。ただし、採択された場合はこの限りでない。 
⑤ 学術研究論文発表時における学術研究奨励助成制度による助成を受け

た記述 
領域指定研究センター 

推進事業費 
① 研究報告書の提出（研究期間終了後２ヶ月以内） 
② 年次報告書の提出（研究終了年度を除く研究年度毎の２月末まで）及び

提出された年次報告書をもとに行われる書面審査による評価 
③ 研究報告書概要の提出（研究終了年度１月末まで）及び提出された研究

概要報告書をもとに行われる書面審査による評価並びにヒアリング審

査による評価 
④ 「総合研究所紀要」又は「総合研究所総合学術研究論文集」への投稿（研

究終了年度又は翌年度） 
⑤ 科研費又はその他の研究助成に対して３年間申請することを義務とす

る。ただし、採択された場合はこの限りでない。 
⑥ 学術研究論文発表時における学術研究奨励助成制度による助成を受け

た記述 
 

５５．．研研究究活活動動ににおおいいてて必必要要ととさされれるる届届けけ出出  

研究活動を遂行するにあたって、研究の成果が生まれた場合は、必ず発明届出書を事前（公表

前・出願前）に各学部事務室へ提出してください。 
また、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生

命倫理・安全対策に対する取り組みを必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が

ありますので、事前に各委員会へ届け出が必要となります。 
 

 ○組換えＤＮＡ実験の実施・・・・・・・・・・・組換えＤＮＡ実験安全委員会 

 ○動物実験等の実施・・・・・・・・・・・・・・動物実験委員会 

○利益相反の自己申請（厚生労働科学研究）・・・利益相反マネジメント委員会  

○本学教職員の職務発明【知的財産(特許)】・・・発明評価小委員会  

○人を対象とする研究の実施・・・・・・・・・・人を対象とする研究に関する倫理審査委員会 

○安全保障輸出管理に基づいた対応・・・・・・安全保障輸出管理委員会  
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※ 詳細は、（P.10～）をご覧ください。 

 

６６．．研研究究のの取取りり消消ししおおよよびび研研究究費費のの返返還還命命令令  
   被交付者が次の一つに該当する場合は、学長の承認を経て、助成の交付決定を取り消すものと

し、既に研究費が交付されているときは、その全部または一部の返還を命ずるものとします。 
（１）採択された研究を中止した場合。 
（２）採択された研究を遂行する見込みがなくなった場合。 
（３）承認を得ず、採択された研究に基づく成果により、利益を得た場合。 
（４）募集要項に定める研究報告等の義務を怠った場合。 
（５）その他、募集要項に著しく違反した場合または疑義が生じた場合は、学術研究審議委員会の

議により決定します。 
 

７７..研研究究期期間間途途中中のの終終了了  

  各研究助成事業において、研究期間途中で終了することはできません。 
 
 

前年度募集要領（抜粋） 

１１．．趣趣旨旨  

 本助成制度は総総合合研研究究所所所所員員にに対対ししててのの研研究究助助成成で学術研究活動を独創的・先駆的に発展させること

を目的としています。助成は、プロジェクト部門（５つの研究種目）及び研究センター部門並びに大学

領域指定研究支援部門（３つの研究種目）から形成されており、外部研究資金獲得のための準備研究や

既に高い評価を受けた研究の発展に資する助成、社会的要請の高いテーマに資する研究に対する助成等、

多数の方のご要望に応えられるものです。 
※なお、本助成制度は毎年見直しを行っており、ここの記載したものは令和 4 年度募集要領からの抜粋

です。（一部を除き、令和 4 年度の募集は終了しています。） 

 

２２．．助助成成対対象象者者  

１．助成の対象となる研究は、その研究代表者が本学専任教員（教授、准教授、助教、講師および助手）

で、総合研究所の「所員」であることが条件となります。所員の発令を受けていない場合は、ご相談

ください。また、特任教授、特任講師、特任助手が研究代表者となることは認められませんが、研究

分担者となることはできます。 

２．プロジェクト部門及び大学領域指定研究支援部門（研究センターの除く）においては、原則として

学外の研究者や学生が参加することは認められません。（研究センター部門及び大学領域指定研究支

援部門の領域指定研究センター推進事業費においては、参加する理由が妥当であり、最少の人数・期

間であれば許可されることがありますが、事前にご相談ください。） 

３．同一の研究種目に研究代表者として、複数件の申請はできません。研究種目間の重複申請は、 

  下表のとおりとします。 
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学術研究奨励助成費研究種目間重複申請制限一覧表※1 
「甲欄→乙欄」型 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
領域指定研究
センター推進

事業費

領域指定研究
⽀援

領域指定研究
基盤形成⽀援

スタートアッ
プ⽀援 研究センター 研究基盤⽀援 研究促進 研究成果展開

出版・刊⾏
助成

1 領域指定研究センター推進事業費 × × △ × × × 過年度のため
令和4年のみ△

△

2 領域指定研究⽀援事業費 × × × 〇 △ × × △
3 領域指定研究基盤形成⽀援事業費 × × × 〇 × × × △
4 スタートアップ⽀援事業費 × × × 〇 × × × △
5 研究センター推進事業費 × △ △ △ △ △ △ △
6 研究基盤⽀援事業費 × 〇（次点） × × 〇（最優先） × × □
7 研究促進事業費 × × × × 〇 × × □

8 研究成果展開事業費 過年度のため
令和4年のみ〇

× × × 〇 × × □

9 出版・刊⾏助成事業費 〇 〇 〇 〇 〇 □ □ □

甲欄             ⼄欄

 
記号の説明 「○」「△」「□」の種目に重複申請が可能です。 

ただし、「〇」乙欄の申請を優先して採択。「△」甲欄の申請を優先して採択。「□」双方採択

時にはどちらか選択。「×」乙欄の研究課題には応募不可。「／」同一の研究種目 

※１：対象者は、研究代表者とし、共同研究者は、含まない。 

その他注意事項：①複数年度の研究期間の事業費助成中は、他の事業に申請することはできません。 

        ②助成されるのは、1事業のみです。 

４．本研究助成に採択された研究代表者は、次年度に同一の種目に申請することはできません。 

５．在外研究員および国内研究員をはじめ、研究活動のために、『当該年度に６ヶ月以上』大学を離れて

研究活動に従事する場合、プロジェクト部門及び大学領域指定研究支援部門の研究代表者および研究

分担者として申請することはできません。ただし、研究センター部門及び大学領域指定研究支援部門

の領域指定研究センター推進事業費においては、研究代表者となることは認められませんが、研究分

担者となることはできます。 

６．プロジェクト部門（出版刊行助成除く）及び大学領域指定研究支援部門にあっては、研究終了の翌

年度から 3 年間は、科研費等の学外競争的資金へ応募する必要があります。ただし、科研費等に 3 年

未満で採択された場合はこの限りではありません。退職を予定する研究者にあっては、学外競争的資

金の遂行期間を踏まえてご応募いただくよう十分にご留意ください（退職年度の前々年度以降は、原

則当制度に応募できません）。また、研究センター部門及び領域指定研究センター推進事業費にあっ

ては、助成期間中に、研究センターの代表者を変更することはできません。 

７．研究促進事業費については、選考にあたり、募集対象年度に申請した科研費の採択に至らなかった

研究課題の評価結果を考慮します。よって、科研費の評価結果（開示通知写し）の添付を必要としま

すので、必ず開示を希望してください。 

［開示期間：令和 4(2022)年 2 月下旬～（令和 4(2022)年度分）］ 

【開示内容の閲覧方法】 

独立行政法人日本学術振興会のＷｅｂページ「電子申請のご案内」に掲載の「研究 

者向け操作手引（審査結果開示用）」を御参照ください。 

URL：http://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html#tebiki 

※研究促進事業費以外でも、選考にあたり科研費等への申請・採択状況を考慮することがあります。 

８．原則として、令和元 (2019)年度以前に研究代表者として採択され、研究成果（研究成果概要報告書、

紀要等）を提出されていない方は、申請できません。 
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９．本研究助成は公的（競争的）研究資金に準じた取扱いをしています。したがって、本研究助成採択

後は「公的研究費の管理・監視のガイドラインに基づくコンプライアンス教育」および経費執行説

明会を受講いただき、研究活動に係る誓約書を提出していただきます。 

 

３３．．種種別別区区分分  

  ≪≪ⅠⅠ．．ププロロジジェェククトト部部門門≫≫  

（（１１））研研究究基基盤盤支支援援事事業業費費  

【内   容】本学専任教員が、科研費をはじめ学外の研究助成（学外競争的資金）獲得のための 
準備段階の研究で、個人の研究を対象に助成します。 

【件数／助 成 額】500 千円以内／件（10 件以内／5,000 千円を限度） 
※※研究代表者は、研究終了の翌年度から 3 年間は科研費等の学外競争的資金へ応募する必要がありま

す。ただし、科研費等に 3 年未満で採択された場合はこの限りではありません。 
〇科研費等の学外の研究助成（学外競争的資金）に採択済みで本事業の採択年度に重複している場合

は、応募できません。 
 
（（２２））研研究究促促進進事事業業費費  

【内   容】本学専任教員が、募集対象の年度（令和 3(2020)年度）に、科研費に研究代表者として、よ

り発展をめざす研究計画で申請を行ったが、採択に至らなかったものの審査結果が「Ａ（上

位 20％）」又は「Ｂ（上位 20％～50％）」を対象に助成します。（研究分担者を伴うグルー

プ研究を含む 
【件数／助 成 額】700 千円以内／件（15 件以内／10,500 千円を限度） 
＊今年度より、科研費の評価結果が判明する前に申請していただきます。 
２月末予定の科研費の評価結果の発表次第、開示通知の写しを提出してください。科研費に採択さ

れた場合もしくは、評価結果が「Ｂ」未満の場合は、申請を取り止めとさせていただきます。 
※※研究代表者は、研究終了の翌年度から 3 年間は科研費等の学外競争的資金へ応募する必要がありま

す。ただし、科研費等に 3 年未満で採択された場合はこの限りではありません。 
  

（（３３））研研究究成成果果展展開開事事業業費費  

【内   容】本学専任教員が、科研費（継続を含む、延長を含まない）又は学外競争的資金に研究代表者

として採択された評価の高い研究であって、当事業の採択期間中かつ今後いっそう飛躍が期待

できるものを対象に助成します。申請は、当事業の採択期間中かつ本事業の募集期間中であれ

ば、応募することが出来き、採択は、申請年度の翌年度 1年間となります。ただし、科研費等

の採択課題毎に１回の助成とします。 
【件数／助 成 額】 1,000 千円以内／件（10,000 千円を限度） 
＊科研費以外の競争的資金をもって申請する場合、受けた助成金額が 2,000 千円以下のときは、その 1
／2 を本助成の助成額の上限とします。 

＊外国人特別研究員制度（日本学術振興会）等、研究員本人への補助制度に採択された研究代表者の場

合は、本助成の対象外となります。 
＊申請件数が多い場合は、助成額を減額する場合があります。 
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※研究代表者は、研究終了の翌年度から 3年間は科研費等の学外競争的資金へ応募する必要があります。

ただし、科研費等に 3 年未満で採択された場合はこの限りではありません。 
  

（（４４））出出版版・・刊刊行行助助成成事事業業費費  

【内   容】学術的に価値が高い研究成果で、通常の出版が困難である本学専任教員の単著又は共著（本

学専任教員のみ）で刊行予定のものであり、本大学に蓄積された、豊かな学術活動の成果を

社会に公開するための学術書・教科書・啓蒙書等の出版・刊行を対象に助成します。 
募集対象の前年度（令和 3(2021)年度）に、科研費研究成果公開促進費（学術図書）に研究代

表者として申請を行ったが、採択に至らなかったものの審査結果が優れている事業を優先し

て助成します。 
【件数／助 成 額】 1,500 千円以内／件（2 件以内／3,000 千円を限度） 
○下記に該当するものは助成対象にはなりませんので、申請はできません。 

・大学又は研究所等がその事業として刊行するべきもの 

・出版社の企画によって、出版が現に予定されているもの 

・原稿が申請時に完成していないもの（完成原稿写し等を提出するようお願いいたします） 

・既に学術誌等に発表された論文・資料等を単に集成、羅列したにすぎないもの 

・年度内に刊行を完了する見込みが確実でないもの 

・交付決定までに出版されたもの 

・雑誌、定期刊行物およびそれに類するもの 

＊科研費に申請しているものは審査時に配慮されます（申請書を添付してください）。 

なお、外部で採択された場合は本助成の対象外となります。 

 

≪助成金の使途・執行≫ 

○本助成金の支出範囲は、直接出版経費（組版代・製版代・刷版代・印刷代・用紙代・製本代）の 60％
以内で、1,500 千円を上限とします。 

   ※支出できないもの：編集、校正、製本等の諸費その他、研究に関連性のない経費 
  ○本助成金を執行する場合、他の助成金等の全部又は一部を合算して使用することはできません。 
 ○当助成を受ける場合は、刊行する出版物の印税収入を受けることはできません。 
○経費執行開始は、4 月 1 日からです。出版計画に基づいて執行してください。 
○出版完了後、「出版完了報告書」とともに、採択額分の納品書および請求書を１月末までに提出して

ください。また、刊行物を２部提出してください。（刊行物に『「名城大学学術研究奨励助成制度」

による出版物』である旨を記すこと） 
  

（（５５））ススタターートトアアッッププ支支援援事事業業費費 

【内   容】研究シーズによる起業に向けた開発研究や起業に関する学外の研究助成（学外競争的資金）

獲得を目指す研究を対象に助成 
【件数／助 成 額】1,000 千円以内／件（2 件以内／2,000 千円を限度） 
※※研究代表者は、研究終了の翌年度から 3 年間、名古屋大学の「JST SCORE 大学推進型（拠点都市

環境整備型）ギャップファンド」等の起業に関する学外競争的資金への応募をするか起業の実施す
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る必要があります。ただし、起業に関する学外競争的資金に 3 年未満で採択された場合はこの限り

ではありません。 

 
≪≪ⅡⅡ．．研研究究セセンンタターー部部門門≫≫  

研究センターの設置 
目 的：総合研究所の使命である「学内外の学際的共同研究を推進し、個々の専門領域を超えた多様

な人材交流に基づく研究成果を社会に還元すること」を推進するため、その研究活動を活発

化させるための研究センター（研究拠点）を設置するとともに、重点的な支援を行うことを

目的としています。  
対 象：研究センターは、その研究代表者（研究センター長）が本学専任教員（教授、准教授、助教、

講師および助手）であり、専任教員の複数名からなる研究グループの行う共同研究を推進す

るための研究拠点であり、以下の要件を満たすものとしています。 
①最先端レベルの研究プロジェクト 
②学際的な共同研究事業 
③研究分野に優れた業績のある教員との共同研究事業 

※研究施設：学部等の既存施設を利用すること 
※研究経費：「令和 44(2022 年度 学術研究奨励助成制度」から助成されます 
（平成 29 (2017)年度より、研究経費を伴わない研究センターの募集は廃止） 

 種 類： ①助成額 6,000 千円以内／1 件以内 助成期間 3 年 
（ただし、2 年目以降は前年度の 8 割を助成の限度額） 
②助成額 3,000 千円以内／1 件以内 助成期間 3 年 
（助成額は助成期間中均等） 

継 続：助成期間を 3 年とする研究センターについては、審査を経て、最長 2 年まで継続することが

できます。継続期間中は、1,000 千円／年度を限度として助成します。 
審 査：副学長（研究担当）を委員長とする「総合研究所審査・評価委員会」において、「書面審査」

「ヒアリング審査」を行います。審査基準は別に定めます。 
申 請：「令和 4(2022)年度 名城大学学術研究奨励助成制度／研究センター推進事業費」に申請する

こと（採択と同時に研究センターが設置されます）。 
その他：採択された場合、総合研究所の下に研究センターとして位置づけされます。採択後、遵守義

務事項に記載されている審査を受けていただきます。なお、研究期間終了後、総合研究所紀要

又は論文集への投稿義務があります。 
概  要 

■■研研究究セセンンタターー推推進進事事業業費費  

内 容：学内審査により承認された総合研究所所属の研究センター（上記）を対象に、3 年間の助成を

行います。 
助成額：（上記「種類」欄を参照してください）  
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≪≪ⅢⅢ．．大大学学領領域域指指定定研研究究支支援援部部門門≫≫  

研究領域について  

令和 4年度は、「領域指定研究基盤形成支援事業費」及び「領域指定研究支援事業費」の両事業にて

カーボンニュートラルに資する研究を公募いたしました。また、「領域指定研究センター推進事業費」

では、ライフサイエンスに資する研究を公募いたしました。公募した研究に関しては、学術審議委員

会の議を経て採択する研究を選定いたしました。 
（（１１））領領域域指指定定研研究究基基盤盤形形成成支支援援事事業業費費  

【内   容】社会的要請の高いテーマに資する研究に準備状況を問わず、重要性、発展性が期待できる研

究で、個人の研究を対象に助成します。 
     ◎令和 4 年度は、カーボンニュートラルをテーマといたしました。 
【件数／助 成 額】1,000 千円以内／件（3 件以内／3,000 千円を限度） 

  

（（２２）領領域域指指定定研研究究支支援援事事業業費費  

【内   容】社会的要請の高いテーマに資する研究で、原則個人研究、共同研究者を含め 2 名程度で、一

定期間内に成果が期待できる研究を対象に助成します。 
     ◎令和 4 年度は、カーボンニュートラルをテーマといたしました。 
【件数／助 成 額】2,000 千円以内／件（2 件以内／4,000 千円を限度） 助成期間 2 年間 

  

（（３３））領領域域指指定定研研究究セセンンタターー推推進進事事業業費費  

研究センターの設置 
目 的： 地球規模の気候変動など、社会全体で取り組むべき事案が発生する中、これら社会情勢や国の

施策を踏まえ、総合大学としての特徴を活かし、社会要請の高い研究テーマを設定し、その研

究テーマにおける課題解決に繋がる研究成果を導き出す先端的研究拠点グループの強化を図り、

社会貢献に結びつけることを目的とする。 
     ◎令和 4 年度は、ライフサイエンスをテーマといたしました。 
対 象：研究センターは、その研究代表者（研究センター長）が本学専任教員（教授、准教授、助教、

講師および助手）であり、専任教員の複数名からなる研究グループの行う共同研究を推進する

ための研究拠点であり、以下の要件を満たすものとしています。 
① ライフサイエンスをテーマとした社会要請の高い研究プロジェクト 
② 個々の研究活動を補完することで成果が期待できる共同研究事業 
③ 研究分野に優れた業績のある教員との共同研究事業 

※研究施設：学部等の既存施設を利用すること 
※研究経費：「令和 44  (2022) 年度 学術研究奨励助成制度」から助成されます 

 助成額： 10,000 千円以内／1 件以内 助成期間 3 年 
（助成額は助成期間中均等） 

審 査：副学長（研究担当）を委員長とする「総合研究所審査・評価委員会」において、「書面審査」

「ヒアリング審査」を行います。審査基準は別に定めます。 
申 請：採択後には「令和 4(2022)年度 名城大学学術研究奨励助成制度／領域指定研究センター推進

事業費」に申請すること（採択と同時に研究センターが設置されます）。 
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継 続：継続は、認めません。ただし、終了時の翌年度の指定テーマが一致すれば応募することがで

きます。 
その他：採択された場合、総合研究所の下に研究センターとして位置づけされます。採択後、遵守義

務事項に記載されている審査を受けていただきます。なお、研究期間終了後、総合研究所紀要

又は論文集への投稿義務があります。 
また、研究代表者は、研究終了の翌年度から 3 年間は科研費等の学外競争的資金へ応募する

必要があります。ただし、科研費等に 3年未満で採択された場合はこの限りではありません。 

〇領域指定研究センター推進事業費による領域指定研究センターには、国の補助事業等に

則り、大学主導で設置された研究センター（3年毎の継続審査あり）もあります。 

  

４４．．申申請請  

 各学部事務室等に応募通知を発信します。募集要項・申請様式を、名城大学のウェブサイトからダウ

ンロードしていただき、所属学部等事務室をとおして総合研究所（学術研究支援センター内）まで申請

書類を提出してください。 

参考：令和 4(2022)年度 募集要領 

（https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/science/support.html） 

  

５５．．選選考考とと決決定定  

〈プロジェクト部門〉 

 募集は毎年１１月頃行われ、学術研究審議委員によって１～２月頃に書面審査が行われます。 

 採択結果は、学長の承認を得て決定した事業費の被交付者名および交付する額を、所属長を経て、申

請者に通知します。 

〈研究センター部門〉 

 募集は毎年１１月頃に行われ、総合研究所審査・評価委員によって１２～１月頃に書面審査、２月頃

にヒアリング審査が行われます。 

 採択結果は、学長の承認を得て決定した事業費の被交付者名および交付する額を、所属長を経て、申

請者に通知します。 

〈大学領域指定研究支援部門〉 

（領域指定研究基盤形成支援事業費・領域指定研究支援事業費） 

募集は、毎年 11 月頃行われ、学術研究審議委員によって 1～2月頃に書面審査が行われます。 

採択結果は、学長の承認を得て決定した事業費の被交付者名および交付する額を、所属長を経て、申

請者に通知いたします。 

（領域指定研究センター支援事業費） 

公募による募集は、3年に 1回、11 月頃行われ、総合研究所審査・評価委員会によって 12 月～１月頃

に書面審査、2月頃にヒアリング審査が行われます。 

採択結果は、学長の承認を得て決定した事業費の被交付者名および交付する額を、所属長を経て、申

請者に通知いたします。 

また、国の補助事業等に則り大学主導で設置された研究センターについては、3年毎に継続審査があり、

総合研究所審査・評価委員会によって 12月～１月頃に書面審査、2月頃にヒアリング審査が行われます。 
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学学外外研研究究助助成成  

 

１１．．情情報報発発信信  

各種助成財団等から本学に届いた募集事業は、名城大学のウェブサイトにて情報発信をしています。

学外助成事業に関心をお持ちの方は、下記のサイトまでアクセスしてご覧ください。外部資金獲得の

積極的なチャレンジをお待ちしています。 

 
【【名名城城大大学学ウウェェブブササイイトト】】 

 
 
 

 
  

  

  

① 「研究・産官学連携」

をクリック 

②News&Event 一覧から

学外助成募集をクリック 
随時更新 
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【【助助成成財財団団かかららのの研研究究助助成成等等一一覧覧】】  

 
 または下記 URL からもアクセスいただけます。 

 （https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/science/#content02） 

 

２２．．申申請請  

助成財団等のウェブサイトから申請様式等をダウンロードして書類を作成し、申請書類と「学外助

成連絡票」を学内締切日までに、学術研究支援センターまで提出してください（ダウンロードできな

い場合はご連絡ください）。推薦者として学長印、理事長印が必要な場合は、学内決裁に時間がかか

りますので、締め切り間際のご連絡はお控えください。 

また、助成財団等へ直接申請をされた場合にも「学学外外助助成成連連絡絡票票」と「申申請請書書類類のの写写しし」を１部

学術研究支援センターまで提出してください。 

 

 

３３．．助助成成金金のの取取扱扱いいににつついいてて  

税務調査における指導では、「採択者は各研究者ですが、個別に研究費を受けることはありえない。」

とされており、学外助成金であっても、大学での管理を求められています。このような観点から、  

原則的には、学外助成財団からの研究助成金においても、大学で管理します。個人での管理の場合は、

所所得得とみなされ所得税が発生する場合があります。 

 
（（１１））助助成成金金のの取取扱扱いい方方法法  

奨学寄附金での受け取り 

近年、財団からの指定で「寄附金」の形態を取る場合が増えています。本学から奨学寄附申込

の手続きを取りますので、お知らせください。別途対応いたします。 

 

（（２２））手手続続きき方方法法  
大学に採択通知が来た場合は、学内手続きを進めます。先生方に採択通知が届いた場合は、必ず

学術研究支援センターに採択の報告をしてください。  
前述のとおり原則的に大学で経費管理を行いますので、個人の銀行口座を報告しないようにご注

意ください。  

学術研究支援 

センターへの連絡票 

学外助成等一覧は 

ここをクリック 
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日日本本学学術術振振興興会会募募集集事事業業  

 

日本学術振興会では科研費以外にも多くの助成事業の募集があります。助成事業に関心をお持ちの方は、日

本学術振興会 HPにアクセスして募集情報についてご確認ください。外部資金獲得の積極的なチャレンジを

お待ちしています。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
＜主な募集事業＞ 
①①特特別別研研究究員員  
特別研究員制度は、トップクラスの優れた若手研究者に対して、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を

選びながら研究に専念する機会を与え、研究者の養成・確保を図る制度です。 

区

分 
応募資格 研究奨励金 

採用 

予定数 

採用 

期間 

DC1 
採用年度の 4月 1日現在大学院博士後期課程 1年次に在学して

いること、国籍は問わない 
200,000 円／月 700 名 3 年間 

DC2 
採用年度の 4月 1日現在大学院博士後期課程 2年次以上に在学

していること、国籍は問わない 
200,000 円／月 1100 名 2 年間 

PD 

採用年度の 4月 1日現在博士の学位を取得後 5年未満の者 

日本国籍を有すること又は日本に永住許可が許されている外国

人 

受け入れ研究機関については大学院博士課程在学当時の所属機

関以外の研究機関を選定すること 

362,000 円／月 350 名 3 年間 

RPD 

大学院博士課程修了者等で採用年度の 4月 1日から遡って過去

5年以内に出産又は子の養育のため概ね 3ヶ月以上やむを得ず

研究活動を中断した者、日本国籍を有すること又は日本に永住

許可が許されている外国人。年齢・性別は問わない 

362,000 円／月 75 名 3 年間 

 
募集の案内については３月上旬頃に文書にて通知させていただきます。 
応募資格の詳細については募集要項をご確認ください。 
 
 
 
 
 

＜＜応応募募ににつついいてて＞＞  

 日本学術振興会の HPから申請様式等をダウンロードして書類を作成し、申請書類を学内締切日までに、

提出してください。（ダウンロードできない場合はご連絡ください。） 

現現在在、、日日本本学学術術振振興興会会募募集集事事業業ののほほととんんどどのの事事業業がが電電子子申申請請になっています。募集事業は研究機関の承認

が必要です。また、申請にあたり専専用用のの IIDD・・パパススワワ－－ドドが必要になります。学術研究支援センターまで

お申し出ください。科科研研費費申申請請にに使使用用すするる IIDD・・パパススワワーードドはは使使用用ででききまませせんんののででごご注注意意くくだだささいい。。  
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②②国国際際交交流流事事業業  
＊この一覧は「どのような国際的な研究活動を行いたいか」という観点から、日本学術振興会の新規募集が

ある事業について便宜的に示したものです。日本学術振興会の全ての事業を網羅するものではありません。 
＊応募・申請の際には、必ず各事業の最新の募集要項・公募要領をご確認ください。 

国際的な共同研究を行い
たい 
（海外の研究者との共同
研究支援） 

学術国際交流事業 
（日本側研究者に
係る旅費等の支援） 

日本学術振興会と相手国学術振興機関
等が共同で募集を行い、各国の研究グル
ープが同時に経費支援を得る 

【二国間】（100〜300万円／年） 二国間交流事業（A 枠）（共同研究） 

【二国間（大型）】（1,000〜2,000
万円／年） 

国 際 共 同 研 究 事 業 （ PIRE, JRPs, 
JRPs-LEADwithDFG, 
JRPs-LEADwithUKRI） 

【多国間】（1,000〜5,000 万円
／年） 

国際共同研究事業（ORA） 
日中韓フォーサイト 

日本学術振興会が単独で募集を行い、日
本側研究グループに経費を支援する。相
手国側の研究グループはマッチングフ
ァンドを要する 

【多国間】（1,000〜5,000 万円
／年） 

研究拠点形成事業（A.先端拠点形成型） 

日本学術振興会が単独で募集を行い、日
本側研究グループのみ経費支援を得る 

【二国間】（200 万円／年） 二国間交流事業（B 枠）（共同研究） 

【多国間】（800 万円／年） 
研究拠点形成事業（B.アジア・アフリカ
学術基盤形成型） 

科学研究費助成事業 国際共同研究加速基金 
（日本側研究者の研究費支援（旅費を含む）） 

国際共同研究強化（A）、（B） 

国際的なシンポジウム・セ
ミナーを開催・参加したい
（シンポジウムやセミナ
ーの開催、参加） 

シンポジウムやセ
ミナーを開催する 

日本学術振興会と相手国学術振興機関
等が共同で募集を行い、両国の研究グル
ープが同時に経費支援を得る 

【二国間】(120〜250 万円/年） 二国間交流事業（A 枠）（セミナー） 

日本学術振興会が単独で募集を行い、日
本側研究グループのみ経費支援を得る 

【二国間】(200 万円/年） 二国間交流事業（B 枠）（セミナー） 

シンポジウムやセ
ミナーに参加する 

各国・地域から選抜された優秀な大学院
生等とノーベル賞受賞者等が一堂に会
して議論・交流を行う合宿形式の会議 

HOPE ミーティング 

ノーベル賞受賞者を含む有識者が社会
的問題を議論する公開シンポジウム 

ノーベル・プライズ・ダイアログ 

日本と海外の若手研究者（博士号取得後
15 年以内）を対象とした分野横断型の
国際シンポジウム 

先端科学（FoS）シンポジウム 

若手研究者のリンダウ・ノーベル賞受賞
者会議評議会等への参加支援 

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 

日本学術振興会海外研究連絡センター
が主催するシンポジウム・セミナー 

海外研究連絡センターによるセミナー 

海外で研究したい（海外で
の個人の研究活動支援） 

派遣先指定なし 
海外特別研究員事業（ポスドク／派遣先指定無し） 
若手研究者海外挑戦プログラム（博士後期課程学生／派遣先指定無し） 

派遣先指定あり 
スイス・インド・欧州（ERC） 若手研究者交流事業（JSPS 特別研究員） 
ノルウェー・フィンランド 特定国派遣事業（ポスドク） 

外国人研究者を日本に招
へいしたい（外国人研究者
の招へい） 

博士の学位取得前後からポスドク研究者の招へい 外国人研究者招へい事業（外国人特別研究員） 
中堅から教授級の研究者の招へい 外国人研究者招へい事業（外国人招へい研究者） 
過去に日本学術振興会事業に採択された研究者の招へい（同窓
会員のみ） 

外国人研究者再招へい事業 

若手研究者に国際的な経
験を積ませたい（若手研究
者による国際的な研究者
のネットワーク構築） 

各国・地域から選抜された優秀な大学院生等とノーベル賞受賞
者等が一堂に会して議論・交流を行う合宿形式の会議 

HOPE ミーティング 

日本と海外の若手研究者（博士号取得後 15 年以内）を対象と
した分野横断型の国際シンポジウム 

先端科学（FoS）シンポジウム 

若手研究者のリンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会等への参
加支援 

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 

大学等を国際化したい（大
学等の国際化支援）＊大学
等の研究拠点形成・人材育
成等に関する文部科学省
事業の審査・評価等を実施 

世界トップレベルの研究拠点形成支援 世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI） 

我が国の大学の世界展開力の強化を目的とする事業を重点的
に支援 

大学の世界展開力強化事業 

学内提出締切は、基本的には日本学術振興会の締切りの１０日前（営業日ベース／実質 2 週間前）迄としま

す。 
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競競争争的的資資金金のの間間接接経経費費のの取取扱扱いい  

申申しし合合わわせせ（（平平成成１１５５年年１１１１月月１１日日施施行行））【【抜抜粋粋】】  

１１．．申申しし合合わわせせのの目目的的  

「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（１３文科振第３６１号）の主旨を踏まえ、

競争的資金の間接経費（以下間接経費という）を適正に執行し、効率的かつ効果的に使用するこ

とを目的とする。 

 

２２．．「「間間接接経経費費」」のの定定義義  

「間接経費」とは、直接経費に上積みして措置されたものであり、直接経費に対して一定比率

（30％）で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、

被配分機関（名城大学）が使用する経費をいう。  

 

３３．．間間接接経経費費のの使使途途  

間接経費は、研研究究遂遂行行にに間間接接的的にに必必要要ととななるる経経費費（別紙１「間接経費の主な使途の例示」参照）

にに使使用用すするるももののととしし、、直直接接経経費費（研究計画の遂行に必要な経費および研究成果の取りまとめ等に

必要な経費）ととししてて充充当当すすべべききももののににつついいててはは使使用用すするるここととががででききなないい。。 

また、直接経費に間接経費を合わせて科学研究費等の研究遂行に必要となる設備備品等を購入す

ることはできない。 

 

４４．．間間接接経経費費のの配配分分方方法法  

間接経費は、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に

活用するものであることを踏まえ、次のとおり配分する。 

（１）間間接接経経費費がが措措置置さされれたた研研究究課課題題のの研研究究代代表表者者にに対対しし、、そそのの研研究究開開発発環環境境をを改改善善すするる経経費費ととしし

てて、、当当該該年年度度のの間間接接経経費費のの１１／／２２をを限限度度にに配配分分する。 

（２）上記研究代表者への配分金額を差し引いた残額（間接経費の１／２以上）を、大学全体の研究

機能向上のための経費として支出する。 

（３）本大学以外の研究機関（前任校等）で申請・採択され、本大学着任後も継続交付された間接経

費の配分方法については、前任校等での取扱いを考慮する。 

 

５５．．間間接接経経費費のの支支出出基基準準  

間接経費の支出基準は、原則として名城大学の経費支出基準による。 

 

６６．．申申しし合合わわせせのの適適用用対対象象ととななるる競競争争的的資資金金  

内閣府、文部科学省、総務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、

環境省および前記各官庁の外郭団体の競争的資金を対象とする。 
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間接経費の主な使途の例示 
 
 被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対象

とする。 
 
○管理部門に係る経費 

（ア）管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 
（イ）管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会

議費、印刷費 
など 

 
○研究部門に係る経費 

（ウ）共通的に使用される物品等に係る経費 
備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印

刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 
（エ）当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 
   研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、

謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 
（オ）特許関連経費 
（カ）研究棟の整備、維持及び運営経費 
（キ）実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 
（ク）研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 
（ケ）設備の整備、維持及び運営経費 
（コ）ネットワークの整備、維持及び運営経費 
（サ）大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 
（シ）大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 
（ス）図書館の整備、維持及び運営経費 
（セ）ほ場の整備、維持及び運営経費 

など 
 

○その他の関連する事業部門に係る経費 
－研究成果展開事業に係る経費 
－広報事業に係る経費 
など 
 

※上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活

用するために必要となる経費などで、研究機関の長が必要な経費と判断した場合､執行することは可

能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。 

（別紙１） 
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競競争争的的研研究究資資金金おおよよびび学学外外資資金金ででのの特特別別なな取取扱扱いい  

  

１１．．会会食食費費のの支支出出ににつついいてて  

会食費の支出が認められる場合がある研究費は「国・省庁等が公募する競争的研究資金お

よび外部からの研究費（受託研究・共同研究・奨学寄附金）」です。ただし、各省庁等の基

準で対象外としている場合や「私立大学等経常費補助金（学術研究奨励助成費・研究ブラン

ディング事業）」は除きます。 

注）・本学の構成員や研究参画者のみで行う会議・打ち合わせ等については支出できません。 

・レセプション等、懇親会経費は支出できません（ただし、情報交換会の場合に限り、

奨学寄付金で支出できる場合もあります）。 

     ・いかなる場合もアルコール飲料類の経費は支出できません。 

＊経費の執行（支出）方法等については（P.83、84）を参照してください。 

 

２２．．国国外外出出張張ののビビジジネネススククララスス使使用用ににつついいてて  

ビジネスクラスの使用が認められる研究費は「国・省庁等が公募する競争的研究資金およ

び外部からの研究費（受託研究・共同研究・奨学寄附金）」等のうちで認められるもののみ

です。ただし、各省庁の基準に基づくものおよび「私立大学等経常費補助金（学術研究奨励

助成費・研究ブランディング事業）」は除きます。 

   
  ＊経費の執行（支出）方法等については、各経費の国外出張の手続きに準じます。 
 
３３．．国国内内出出張張にに伴伴うう出出張張証証明明資資料料のの提提出出ににつついいてて  

すべての公的資金「国・省庁等が公募する競争的研究資金」について提出が必要です。 

外部からの研究費（受託研究・共同研究・奨学寄附金）は当面、提出の必要はありません。 

  
《《出出張張証証明明資資料料》》：：出出張張場場所所・・日日ににちちがが証証明明ででききるるもものの  
＊＊複複数数日日にに渡渡るる出出張張のの場場合合はは期期間間すすべべててをを証証明明ででききるるもものの。。  
ただし、航空機搭乗券または半券【往復】、公共交通機関の乗車券（切符に無効印）
【往復】を証明資料として提出する場合は、当面他の証明資料は不要です。 
 
・《航空機を利用した場合》⇒ 航空機搭乗券または半券【往復】 
・《航空機を利用しない場合》 

↓次のいずれかを提出してください。 
     ・《宿泊が伴う場合》⇒ ★宿泊証明書  
     ・《宿泊証明が取れない場合または日帰り出張の場合》 

・★公共交通機関の乗車を証明するもの（切符に無効印）【往復】 
・学会の参加証明書 
・出張先での購入物の領収書（レシート可：【例】飲食等） 

    注）★の提出のうち、領収書および EX切符等の割引金額が入ったものの提出により、
本本学学がが定定めめてていいるる宿宿泊泊費費・・交交通通費費をを下下回回っってていいるることが判明した場場合合はは、、そそのの
差差額額をを減減額額（（返返還還））すするることとなります。 

  ＊提出方法等については（P.71）を参照してください。 
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      受受託託・・共共同同研研究究  

  

１１．．申申請請かからら契契約約締締結結、、研研究究費費配配付付ままででのの流流れれ  

  

 

※※大大学学にに届届出出ををせせずず、、無無許許可可でで受受託託・・共共同同研研究究をを行行わわなないいよよううににししててくくだだささいい。。  

  

２２．．申申請請時時のの必必要要書書類類  

申請にあたっては、委託者または相手先研究機関（以降、「委託者等」という）と事前に交渉し、研

究期間や研究費等の研究に関する諸条件を固めたうえで、必ず研研究究開開始始ままででにに申請してください。 

  

（（１１））受受託託研研究究申申請請書書（（様様式式１１））、、共共同同研研究究申申請請書書（（様様式式１１－－２２）） 

委託者等から学長宛に１１部部ををごご提提出出いただきます。この際、研究題目名・研究担当者・研究期

間・研究経費の額・連絡先を明記してください。  

記入上の注意 

①申請書上の「申請者」と受託・共同研究契約書上の「代表者」は同一としてください。 

※本学学長との契約となりますので、契約相手も研究担当者ではなく、契約権限のある代表者 

 である必要があります。 

②印は社印等の公印を押印してください。役職者等の個人の印では契約できません。 

③受託・共同研究費の契約額には、消費税、一般管理費等を含みますので、ご留意ください。

（原則、契約額の１０％が一般管理費として大学に差し引かれます） 
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      受受託託・・共共同同研研究究  

  

１１．．申申請請かからら契契約約締締結結、、研研究究費費配配付付ままででのの流流れれ  

  

 

※※大大学学にに届届出出ををせせずず、、無無許許可可でで受受託託・・共共同同研研究究をを行行わわなないいよよううににししててくくだだささいい。。  

  

２２．．申申請請時時のの必必要要書書類類  

申請にあたっては、委託者または相手先研究機関（以降、「委託者等」という）と事前に交渉し、研

究期間や研究費等の研究に関する諸条件を固めたうえで、必ず研研究究開開始始ままででにに申請してください。 

  

（（１１））受受託託研研究究申申請請書書（（様様式式１１））、、共共同同研研究究申申請請書書（（様様式式１１－－２２）） 

委託者等から学長宛に１１部部ををごご提提出出いただきます。この際、研究題目名・研究担当者・研究期

間・研究経費の額・連絡先を明記してください。  

記入上の注意 

①申請書上の「申請者」と受託・共同研究契約書上の「代表者」は同一としてください。 

※本学学長との契約となりますので、契約相手も研究担当者ではなく、契約権限のある代表者 

 である必要があります。 

②印は社印等の公印を押印してください。役職者等の個人の印では契約できません。 

③受託・共同研究費の契約額には、消費税、一般管理費等を含みますので、ご留意ください。

（原則、契約額の１０％が一般管理費として大学に差し引かれます） 
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（（２２））受受託託研研究究契契約約書書（（様様式式２２））、、共共同同研研究究契契約約書書（（様様式式２２－－２２）） 

委託者等にて契約書を２２部部作作成成しし、、申申請請書書とと共共ににごご提提出出ください。決裁後に押印し、１部を

委託者等に送付します。 

委託者等の指定がなければ本学の基本フォーマットをご利用ください。 

記入上の注意 

①契約条件の摺合せ等は、学術研究支援センターで代行できます。代行希望の場合は、研究課

題、研究期間と研究経費等が固まった段階でご連絡ください。 

②契約締結日は、本学決裁後に記入しますので、原則未記入とするようお願いします。 

③契約者印は、申請書と同一の印を押印してください。 

 
 

（（３３））受受託託研研究究計計画画書書おおよよびび受受託託研研究究経経費費使使用用計計画画書書（（様様式式３３））、、  

共共同同研研究究計計画画書書おおよよびび共共同同研研究究経経費費使使用用計計画画書書（（様様式式３３－－２２））  

様式の内容に従って、必要事項を記入し、１１部部ををごご提提出出ください。 

記入上の注意 

①「研究担当者」の欄には、研究代表者のみを記入してください。 

②「研究分担者」の欄には、本学専任の共同研究者、学外研究者を記入してください。 

なお、学外研究者を加える場合は、所属機関・住所等を明記した履歴書（様式は任意）を 

添付してください。 

③「研究協力者」の欄については、すでに協力者が判明している場合は、可能な限り記入して

ください。（未定の場合は未記入で構いません） 

④「研究費の額」は一般管理費等１０％を除外した金額（消費税込み額）を記入してください。 

〔研究費＝契約額×0.9〕 

⑤研究費の使用内訳について、委託者等からの条件がなければ各費目に限度枠はありません。

全額を一費目に充当することも可能です。（当初の計画を申告いただくもので、実際の研究

開始後の支出については、ここで記入した計画と相違があっても問題ありません） 

 
 

３３．．研研究究費費のの執執行行  

（（１１））予予算算配配付付ににつついいてて  

委託者等から研究経費の入金があったことを確認できた時点で、学術研究支援センターから、電

子メールにて各教員に予算配付が完了した旨を通知いたします。 

 

（（２２））予予算算執執行行ににつついいてて 

    予予算算執執行行期期間間はは受受託託・・共共同同研研究究契契約約書書にに定定めめらられれたた研研究究期期間間内内でですす。。  

  支払依頼書に必要書類を添付のうえ、学術研究支援センターにご提出ください。 

支払依頼書の様式は令和３年度より、公的研究費等と統一様式にします。（参照先 P.65～68） 

・「物品等購入（支払）依頼書」 

 ・「支払依頼書」（謝金等の場合） 

 ・「物品等立替に伴う支払依頼書」 
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以以下下のの諸諸点点ににごご留留意意くくだだささいい。。 

①支払いは口座振込で行います。 

②契約書上の研究開始日以降であれば、先行して物品購入等の手続きをしていただいて構いません。 

ただし、予算配付されるまで業者等への支払手続きは遅れます。なお、立替払い（謝金は除く） 

していただくことも可能です。 

③原則、契約終了日までに業者等への支払手続きを完了(研究期間内に研研究究費費のの残残額額をを００円円に)させ 

る必要があります。契約終了の１カ月前までに請求書等の必要書類をご提出ください。計画的な 

予算執行をお願いいたします。 

④研究期間終了時に残額が見込まれる場合、返金または期間延長の契約を締結する必要があります。 

そのような事態が想定される場合、必ず、早めにご相談ください。 

⑤１１業業者者ととのの１１回回のの取取引引でで総総額額税税込込３３００万万円円以以上上のの物物品品等等をを購購入入すするる際際はは事事前前決決裁裁がが必必要要でですす。。  

発注前に、２社以上の見積書を取得し、支払依頼書で事前に業者選定を依頼する必要があります。 

その後、購入決裁通知の返送を受けてから、業者に発注、支払を依頼します。 

（参照先） 

物物品品購購入入・・委委託託業業務務料料等等（（１１業業者者ととのの１１回回のの取取引引のの総総額額がが、、税税込込３３００万万円円以以上上のの場場合合））  

⇒⇒（P.64～）「２.購入金額３０万円以上の物品等購入について」 

  

（（３３））執執行行可可能能費費目目ににつついいてて  

①① 備備  品品・・消消耗耗品品費費  

購購 入入 物物 品品 のの 区区 分分  必必 要要 書書 類類  

消耗品 

一件１０万円未満のもの １）「支支払払依依頼頼書書」（様式１） 

２）見見積積書書・・納納品品書書・・請請求求書書（または領領収収書書） 

※教員本人の押印を「納納品品書書」（領収書）の 

金額の横に押してください。 

１０万円以上でも内蔵型や

耐久性に乏しいもの 

一件１０万円以上の消耗品 

準備品 
一件１０万円以上２０万円

未満 

備品・準備品については、上記書類に加えて 

⇒「支払依頼書」に使使用用場場所所をを記記載載すするる。。 

⇒ カカタタロロググののココピピーー等等をを添添付付する。 

 （仕様がわかる書類）  
備 品 一件２０万円以上 

なお、備品管理票については施設部で作成いたしますので、必要個所に押印をお願いします。 

 

②② 旅旅  費費  

旅費は、国内の調査研究や打ち合わせ、学会参加以外に外国への調査研究等にも使用が可能

です。申請は出発の２週間前までに Web 旅費システムにて行ってください。 

（参照先）    

航航空空機機利利用用ににつついいてて⇒（P.33～）「航空機利用に伴う出張の取扱いについて」 

学学生生・・学学外外者者のの出出張張ににつついいてて⇒（P.73～）「3.学部生・院生・PD・研究員の国内・国外出張」 

                     「4.学外者（学生含む）の国内・国外出張」 

（留意点） 

 出張報告は国内外を問わず、帰着後、必ず Web 旅費システムにて行ってください。 
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 旅費は、本学の旅費規程に準じて算出します。日当が不要な場合は、申請時に申し出てくだ

さい。 

 「旅費報告書」は航空機利用の場合のみ、提出してください。 

 

③③ 雇雇用用・・謝謝金金  

（参照先）  

        手手順順等等⇒（P.75～）「公的（競争的）研究資金執行の取り扱い（３.雇用経費・謝金）」 

 

④④ そそのの他他  

    当該研究の遂行に必要な場合、下記の用途にも使用が可能です。 

・「現像・焼付費」 
１）「支払依頼書」 

２）見積書・納品書・請求書

（または領収書） 

 

※教員本人の押印を納品書 

（領収書）の金額の横に押し

てください。 

・「通信費（電話・切手）」 

・「運搬費（実験用機器の運搬費等）」 

・「会議費（会場借用料）」 

・「機器修理代」 

・「実験使用料（他機関に実験を依頼した場合の使用料）」 

・「学会等の会費」 

・「学生の学会参加旅費」 

 

ただし、委託者等が使途を指定または制限を課している場合は、それに従います。 

※なお、どのような場合でも、当該の受託・共同研究遂行に関連性のない経費や酒類等には使 

用できませんので、ご注意ください。 

 

４４．．受受託託・・共共同同研研究究のの中中止止・・変変更更申申請請  

受託・共同研究の中止および研究期間の変更等が生じた場合は、委託者等と変更契約を締結する必

要がありますので、学術研究支援センターへ事前にご相談ください。 

 

５５．．研研究究終終了了時時  

契約期間終了後、下記の書類を所属長（学部長等）の決裁を経て、学術研究支援センターにご提出

ください。（この時点で、研究経費の残額が０円になっていることが必要です） 

 

受託研究 

（１）受託研究終了届（様式５） 

（２）受託研究報告書  ２部（１部は委託者等に提出、１部は学長に提出） 

共同研究 

（１）共同研究終了届（様式５－２） 

（２）共同研究報告書  ２部（１部は委託者等に提出、１部は学長に提出） 

 

※研研究究報報告告書書はは契契約約終終了了後後、、１１カカ月月以以内内をを目目途途ににごご提提出出くくだだささいい。 
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～～受受託託・・共共同同研研究究経経費費のの執執行行ににつついいてて～～（（他他のの研研究究費費にに準準ずずるるもものののの参参照照先先））  

  回  答 参照先 

旅 

 

費 

① タクシー料金を支払いたい 
 

・原則不可です。公共交通機関がない、研究

資材を運搬する必要がある等のやむを得

ない理由がある場合は認めます。 

・出張申請時に理由を付記してください。 

 P.71 

② レンタカー料金を支払いたい 

③ レンタカー利用に係る ETC 料

金・ガソリン代を支払いたい 
・原則不可です。 

④ 自家用車・公用車を利用して

出張したい 
・認められていません。 

⑤ 航空機を利用して出張したい

（国内・国外） 
・国内の場合、航空機利用可能地域に限る。 P.33 

⑥ ビジネスクラスの航空賃を 

支払いたい 

・当該研究費では支給が可能ですが、詳しく

は参照先をご確認ください。 
P.34 

⑦ 学生の旅費を支払いたい 
・出出張張前前に申請書類をご提出ください。 

・日当のお支払いも可能です。（謝金、給与

支給時は除く） 

申請時にお知らせください。 

（注）出張先、職種に応じて支払い可能な金

額に変動が生じる場合があります。 

P.73～74 

⑧ 学外者の旅費を支払いたい 

⑨ 外国に居住している研究者の

旅費を支払いたい 

・外国送金は原則不可です。 

・招聘者については旅費（日当含む）の現金

支給が可能です。（ただし、支支給給額額かからら 2200％％

のの所所得得税税がが差差しし引引かかれれまますす） 

・研究者の航空券・宿泊費を教員が立替払し

た場合は、所得税の徴収はありません。 

P.74 

  

雇 

用 ⑩ 雇用に係る費用を支払いたい 

・必ず雇用開始予定日の３週間前までに、雇

用申請を行ってください。期間を遡っての

雇用はできません。 

・時給には大学規程の上限があります。 

P.75～80 
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  回  答 参照先 

謝 

 

金 

⑪ 謝金を支払いたい 

・招聘者への講演等のお礼として 

⇒学外者用「（国内・国外）出張計画書」の

謝金○有に〇をつけ、「謝金支払申請書」に

必要な添付書類を併せてご提出ください。 

※謝金については、立替払はできません。  

P.75 

 

・単発（１日）の実験協力等のお礼として 

⇒「支払依頼書」と必要な添付書類を 

併せてご提出ください。 

・複数日（２日以上）の労働のお礼として 

⇒必ず雇雇用用申申請請をしてください。（⑩参照） 

そ

の

他 

⑫ 研究費はいつまでに使い切る

必要があるか？ 

・研研究究期期間間終終了了のの概概ねね１１カカ月月前前ままででにに  

残残額額００円円ととししててくくだだささいい。。  

・研究期間終了後、研究費を使用することは

出来ません。 

P.166 

⑬ 研究費の契約先からの入金は

まだだが、物品の購入（旅費

の支払い等）をしたい 

・契約書上の研究開始日以降なら、先行して

購入することは可能です。ただし、予算配

付されるまで支払手続きはできません。 

P.116 

～117 

⑭ クレジットカードで支払いた

い 

・請求書払いを原則としていますが、やむを

得ない場合は可能です。領収書を提出して

ください。 

・領収書がない場合は、カード会社から届く

明細の原本（コピーの場合は原本照合）を

提出してください。 

- 

⑮ Amazon で物品等を購入した 

場合、PC から印刷した web 領

収書を添付してもよいか？ 

・web 領収書は書面としての信頼性が低いた

め、追加の資料が必要です。「納品書」ま

たは、現金が引き落とされたことがわかる

「通帳のコピー」等を併せて提出してくだ

さい。 

- 

⑯ 外貨決済をした際の支払いを

申請したい 

・領収書、両替明細書、クレジットカードの

明細のいずれかを提出してください。 
- 

⑰ 別の予算と合算して支払いを

したい 

・用務の区別ができる旅費については、可能

です。物品の購入については原則、合算不

可ですが、事前にご相談ください。 

P.163 

⑱ 残額を確認したい 
・学部事務室設置の端末機にてご確認いただ

けます。（支払済ベースになります） 
- 

 この表は、受託・共同研究費の執行ルールに基づき作成しております。 

他の予算では支払いが不可の場合もございますので、事前に予算担当者にご確認ください。 
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（様式１） 
  

受受託託研研究究申申請請書書  

  

令和   年   月   日 

名 城 大 学 

学 長  小 原 章 裕 殿 

 

申請者 

 

                                                                         ㊞ 

 下下記記ののととおおりり受受託託研研究究をを申申請請ししまますす。。  

 

記 

 

研 究 題 目 名 

 

 

研 究 担 当 者 

（名城大学） 

所 属：  

職名・氏名：  

研 究 期 間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

受託研究費の額 

（消費税込） 
        円 

連 絡 先 

（事務ご担当者） 

住 所：〒 

      

部 署： 

担当者名： 

T E L： 

E - m a i l： 

広報物への掲載に関す

る確認 

 

※どちらかの  欄にレ点

チェックをお願いします。 

：受託研究内容の一部を、名城大学の広報物に掲載することを「承諾」いたします。 

 

：受託研究内容の一部を、名城大学の広報物に掲載することを「差し控え」ます。 

 

※「名城大学の広報物」とは、大学案内など学外に向けた広報物全般を指します。承諾をいただいた

際には本学研究担当者名、企業名、研究テーマ等を掲載、もしくは掲載のための情報提供を行う 

場合があります。 

 

※大学事務局記入                

令和  年  月  日 決裁   

学術研究支援センター稟議第    号 

学部長等 印 
 
 
 
 
 
年 月 日 
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（様式２） 

 受受託託研研究究契契約約書書  

 

受託者名城大学（以下「甲」という）と委託者             （以下「乙」という）は、次の各

条によって受託研究契約（以下「本契約」という）を締結するものとする。 

 

（受託研究の題目等） 

第１条 甲は、次の受託研究（以下「本研究」という）を乙の委託により実施するものとする。 

（１）研究題目                                        

及び内容                                        

（２）研究担当者                                       

及び研究分担者                                     

（３）研究に要する経費 金          円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

（４）研究期間     年  月  日から    年  月  日までとする。 

（５）提供物品                                        

 

 （経理） 

第２条 第１条第３号の研究に要する経費（以下「研究経費」という）の経理は甲が行う。ただし、乙はこの契

約に関する経理書類の閲覧を甲に申し出ることができる。甲は乙からの閲覧の申し出があった場合、これに応

じなければならない。 

 

 （研究経費の納付） 

第３条 乙は研究経費を、本契約の締結後かつ甲の発行する請求書を受け取った月の翌月末日までに甲に支払う

ものとする。 

 

 （研究経費により取得した設備等の帰属） 

第４条 研究経費により取得した設備等は甲に帰属するものとする。 

 

 （提供物品の搬入等） 

第５条 第１条の提供物品の搬入及び据付に要する経費は、乙の負担とする。 

２ 甲は第１条の規定により乙から受け入れた提供物品について、その据付完了の時から返還に係る作業が開始

される時まで善良なる管理者の注意義務をもってその保管にあたらなければならない。 

 

 （研究の遂行） 

第６条 甲は、本研究を自己の責任において行うこととし、その実施に当たり被った損害については乙に対して

賠償を請求しない。ただし、乙の責に帰すべき事由に起因して、又は乙の提供物品に不具合があったことに起

因して甲が損害を被ったときは、乙は甲の損害を賠償するものとする。 

 

 （研究の中止又は期間の延長） 

第７条 天災その他やむを得ない事由があるときは、甲乙協議の上、本研究を中止し、又は研究期間を延長する

ことができる。この場合において、甲又は乙はその責に負わないものとする。 

 

（提供物品の返還） 

第８条 甲は、本研究を完了し、又は中止したときは、第１条の提供物品を研究完了又は中止の時点の状態で乙

に返還するものとする。この場合において、撤去及び排出に要する費用は、乙が負担する。 

 

 （研究費用の返還） 

第９条 第７条の規定により本受託研究を中止し、若しくは延期する場合において、第３条の規定により納付さ

れた研究経費の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求することができる。甲は乙か
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（様式２） 

らの返還請求があった場合、これに応じなければならない。 

 

 （研究経費が不足した場合の処置） 

第１０条 甲は、納付された研究経費に不足を生じた場合には、直ちに理由等を付して乙に通知するものとする。

この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。 

 

 （知的所有権の帰属） 

第１１条 本研究の結果、知的所有権を得るときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 

 

 （研究成果の報告） 

第１２条 甲は、本研究が完了したときは、研究成果報告書を乙に提出するものとする。 

 

 （秘密保持） 

第１３条 甲及び乙は、情報並びに本研究を通じて相手方より提供され、若しくは知り得た相手方の技術上、営

業上又は企業上の秘密の資料、知識、及び本件成果（以下総称して「本秘密情報」という）を、相手方の書面

による事前の同意を得ることなく、第三者に開示及び漏洩してはならず、また本研究以外の目的に使用しない。 

 

 （研究成果の公表） 

第１４条 本研究によって得られた研究成果について、本研究完了の翌日から起算し３６か月以降、甲乙協議の

うえ発表若しくは公開する。ただし、研究成果の公表等という大学の社会的使命を踏まえ、乙の同意を得た場

合は、公表の時期を早めることができるものとする。 

２ 前項において、発表又は公開する場合は、特段の理由がある場合を除き、その内容が本研究の結果得られた

ものであることを明示しなければならない。 

 

（契約の解除） 

第１５条 甲は、乙が次の各号に該当するときは催告することなくこの契約を解除することができるものとする。 

（１）相手方が、暴力団等であると判明した場合 

（２）相手方の役員又は実質的に経営を支配するものが、暴力団等であると判明した場合 

（３）相手方から、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求又は法的な責任を越えた不当な要求を受けた場合 

（４）相手方から、偽計又は威力を用いて業務を妨害された場合 

 

 （協議） 

第１６条 この契約に定めのない事項について、これを定める必要があるときは、甲乙協議のうえ定めるものと

する。 

本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲、乙それぞれ１通を保管するものとする。 

令和  年  月  日 

  愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地 

   甲   名 城 大 学 

学 長  小原 章裕         ㊞ 

 

    

乙    

  ㊞ 
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（
様

式
３

）
 

受
託
研
究
計
画
書

お
よ
び

 
受
託
研
究
経
費
使

用
計
画
書

 
 

 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  受
託
研
究
計
画
及
び
受
託
研
究
経
費
使
用
計
画
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。
 

 

記
 

１
．
研
究
題
目
等
 

委
託
者
（
申
請
者
）
 

 
研

究
題

目
名

 
 

研
究

期
間

 
 

研
究

担
当

者
 

 
研

究
分

担
者

 
 

研
究

協
力

者
 

 
契

約
金

額
 

 
研

究
費

の
額

 
 

〔
研

究
費
の
額
は
、
経
費
等
負
担
額
（
消
費
税
を
含
む
）

10
％
を
除
く
〕
 

 
 
 
 
 
単
位
：
円

 
※
（
例
）

1,
00

0,
00

0
円
の
研
究
契
約
の
場
合
、

90
0,

00
0
円
と
記

入
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
２
．

研
究
目
的
 

 

 

３
．
研
究
内
容
・

方
法

 

 

 
４
．
研
究
費
の
使

用
内

訳
 

 
 
 
 
 

 
    

単
位

：
円

 
 

 
５
．
研
究
分
野

 
 

 
 

※
該

当
す

る
研

究
分

野
に

○
を

付
け
て

く
だ

さ
い

 
              

年
度

 
研

究
費

計
 

備
品

等
の

明
細

 
備

品
費

 
消
耗
品
費

 
印

刷
費

 
旅

費
 

謝
金

 
そ

の
他

 

 
 

 
 

 
 

 
 

研 究 の 分 野 別 内 訳  

ラ
イ
フ
サ
イ

エ
ン

ス
 

 

情
報
通
信
 

 

環
境
 

 

物
質
・
材
料

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ナ
ノ
テ
ク
ノ

ロ
ジ

ー
 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー

 
 

宇
宙
開
発
 

 

海
洋
開
発
 

 

そ
の
他
 

 

研
究
担

当
者
 

所
属
 

 
 
 
学
部
 
 
 
 
 
 
学
科
 

氏
名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
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(様式５) 

 

受受託託研研究究終終了了届届  
  

令令和和    年年    月月    日日  

名名城城大大学学  

学学  長長  小小原原  章章裕裕  殿殿  

学学部部長長  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    ㊞㊞  

研研究究担担当当者者  

                        〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    ㊞㊞  

  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  とと契契約約ししたた受受託託研研究究はは、、  

    年年    月月    日日ををももっってて終終了了ししままししたたののでで、、ごご報報告告ししまますす。。  

  

記記  

  

１１．．研研究究題題目目名名  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇      

  

２２．．研研 究究 期期 間間          年年    月月    日日～～        年年    月月    日日  

  

３３．．契契 約約 金金 額額  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  円円（（消消費費税税額額をを含含むむ））  
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（様式１－２） 
共共同同研研究究申申請請書書  

  

令和  年  月  日 

名 城 大 学 

学 長  小 原 章 裕 殿 

 

申請者 

 

                                                                         ㊞ 

 下下記記ののととおおりり共共同同研研究究をを申申請請ししまますす。。  

 

記 

 

研 究 題 目 名 

 

 

 

研 究 担 当 者 

（名城大学） 

所 属： 

職名・氏名： 

研 究 担 当 者 

（申請者） 

所 属： 

職名・氏名： 

研 究 期 間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

共同研究費の額 

（消費税込） 
 

連 絡 先 

（事務ご担当者） 

住 所：〒 

      

部 署： 

担当者名： 

T E L： 

E - m a i l： 

広報物への掲載に関す

る確認 

 

※どちらかの  欄にレ点

チェックをお願いします。 

：共同研究内容の一部を、名城大学の広報物に掲載することを「承諾」いたします。 

 

：共同研究内容の一部を、名城大学の広報物に掲載することを「差し控え」ます。 

 

※「名城大学の広報物」とは、大学案内など学外に向けた広報物全般を指します。承諾をいただいた

際には本学研究担当者名、企業名、研究テーマ等を掲載、もしくは掲載のための情報提供を行う

場合があります。 

 

 

※大学事務局記入               

           令和  年  月  日 決裁 

                学術研究支援センター稟議第    号 

学部長等 印 
 
 
 
 
 
年 月 日 
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（様式１－２） 
共共同同研研究究申申請請書書  

  

令和  年  月  日 

名 城 大 学 

学 長  小 原 章 裕 殿 

 

申請者 

 

                                                                         ㊞ 

 下下記記ののととおおりり共共同同研研究究をを申申請請ししまますす。。  

 

記 

 

研 究 題 目 名 

 

 

 

研 究 担 当 者 

（名城大学） 

所 属： 

職名・氏名： 

研 究 担 当 者 

（申請者） 

所 属： 

職名・氏名： 

研 究 期 間 令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

共同研究費の額 

（消費税込） 
 

連 絡 先 

（事務ご担当者） 

住 所：〒 

      

部 署： 

担当者名： 

T E L： 

E - m a i l： 

広報物への掲載に関す

る確認 

 

※どちらかの  欄にレ点

チェックをお願いします。 

：共同研究内容の一部を、名城大学の広報物に掲載することを「承諾」いたします。 

 

：共同研究内容の一部を、名城大学の広報物に掲載することを「差し控え」ます。 

 

※「名城大学の広報物」とは、大学案内など学外に向けた広報物全般を指します。承諾をいただいた

際には本学研究担当者名、企業名、研究テーマ等を掲載、もしくは掲載のための情報提供を行う

場合があります。 

 

 

※大学事務局記入               

           令和  年  月  日 決裁 

                学術研究支援センター稟議第    号 

学部長等 印 
 
 
 
 
 
年 月 日 

 

 

（様式２－２） 
共共同同研研究究契契約約書書  

 

名城大学（以下「甲」という）と             （以下「乙」という）とは、 

                   に関する共同研究を実施するにあたり、次のとおり

契約を締結する。 

 

 

第１条（研究の目的） 

甲及び乙は、甲の所有する                を利用して、        

            に関する共同研究（以下「本研究」という）を行う。 

 

第２条（本研究の分担） 

甲及び乙の本研究における分担は、次のとおりとする。 

甲 ：  

乙 ：  

 

第３条（研究期間） 

  本研究の研究期間は、本契約の締結日から        までとする。 

 

第４条（研究者） 

甲及び乙は、それぞれ別表１に掲げる者を本共同研究の研究担当者として参加させるものと

する。 

２ 本研究の実施にあたっては、甲の主たる研究担当者を甲の          とする。 

３ 乙の主たる研究担当者は、乙の従業員である          とする。 

４ 甲乙のいずれかが本研究の遂行上、研究担当者以外の者の参加ないし協力を得ることが必要

と認めた場合、相手方の書面による同意を得た上で、研究協力者として本研究に参加させるこ

とができる。本契約の締結時点の甲及び乙の研究協力者は別表１のとおりである。 

５ 甲及び乙は、別表１記載又は前項により相手方の同意を得た研究協力者に対し、本契約内容

を遵守させなければならない。 

 

第５条（研究経費） 

乙は、甲の発行する請求書を受け取った月の翌月末日までに     円（消費税額およ

び地方消費税額を含む）を研究経費として甲に支払う。なお、この研究経費により取得した

設備等は甲に帰属するものとする。 

２ 本研究のそれぞれの分担における諸経費は、前項により支払われるものを除き、甲乙各自が

負担する。 

３ 前項に拘らず、研究経費のうち、本契約時に想定され得なかった高額の経費については、甲

乙協議の上その負担を決定する。 
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（様式２－２） 
第６条（成果の定義および確認） 

本研究の成果とは、本研究により得られた製法、設備、生産技術、製品に係る発明、考案、

意匠、ノウハウ、その他本研究の過程で得られた一切の技術的情報（以下「本件成果」とい

う）をいう。 

２ 本件成果の内容は、遅滞なく相手方に開示の上、相互に確認するものとする。 

 

第７条（成果の帰属等） 

本件成果の帰属は、原則として次に定める各号のとおりとする。 

（１）甲乙の研究者が、相手方からの本秘密情報（第１１条で規定）に基づくことなく、それぞ

れ単独でなした成果は、その成果をなした研究者が所属する当事者の単独所有とする。 

（２）甲乙の研究者が共同でなした成果は甲乙の共有とする。 

 

第８条（産業財産権等） 

前条第１号に定める成果に関する特許権、実用新案権、意匠権等（以下「産業財産権」と

いう）は、その成果の帰属する当事者の単独所有とする。 

２ 前条第２号に定める成果に関する産業財産権は、その出願に際して当事者間で事前に協議し、

その持分、手続き、不実施補償及び費用負担等を定めた共同出願契約を締結するものとする。 

３ 前条第２号による共有となった産業財産権について実施する場合は、乙は甲に対して、甲の

持分に相当する実施料（不実施補償）を支払うものとする。 

 

第９条（成果の公表） 

甲及び乙は、本件成果を公表しようとするときには、その内容、方法、時期等について事

前に相手方と協議し書面による承認を得るものとする。ただし、相手方は正当な理由なく承

認を拒むことはできない。 

 

第１０条（情報・資料の開示） 

甲及び乙は、本研究の遂行に必要な情報および資料（以下「情報等」という）を必要に応

じ相互に開示するものとする。ただし、第三者に対し、既に秘密保持義務を負っているもの

については、この限りではない。 

２ 前項の規定により相手から提供される情報等は、提供者である甲又は乙に帰属し、開示を受

けた相手方は、本契約が終了したときには、直ちに相手から受領した資料を提供者に返還する

ものとする。 

 

第１１条（秘密保持） 

甲及び乙は、情報等ならびに本研究を通じて相手方より提供され、若しくは知り得た相手

方の技術上、営業上または企業上の機密の資料、知識、及び本件成果（以下総称して「本秘

密情報」という）を、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に開示及び漏

洩してはならず、また本研究以外の目的に使用しない。ただし、第９条に従い公表された情

報については、この限りではない。 
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（様式２－２） 
 

第１２条（有効期間） 

本契約の有効期間は、第３条に定める期間とし、期間の延長並びに契約内容の変更につい

ては、期間満了前に甲乙協議の上決定するものとする。なお、有効期間終了後といえども、

第７条乃至第９条及び第１１条の規定は、本件成果に係わる産業財産権が失効し、又は本件

成果及び本秘密情報が公知になるまで引き続き有効なものとする。 

 

第１３条（契約の解除） 

甲は、乙が次の各号に該当するときは催告することなくこの契約を解除することができる

ものとする。 

（１）相手方が、暴力団等であると判明した場合 

（２）相手方の役員又は実質的に経営を支配するものが、暴力団等であると判明した場合 

（３）相手方から、暴力、脅迫その他の犯罪を手段とする要求又は法的な責任を越えた不当な要

求を受けた場合 

（４）相手方から、偽計又は威力を用いて業務を妨害された場合 

 

第１４条（疑義の解決） 

本契約に定めのない事項について、甲乙間で取り決めの必要が生じた場合、又は本契約の

規定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙は、誠意をもって相互に協議し、友好的に解決を

図るものとする。 

 

本契約締結の証として、本契約書を２通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各１通を保有する。 

 

令和  年  月  日 

  

                              愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地 

                       甲      名 城 大 学 

                                学 長  小 原 章 裕 

                               

 

 

                       乙       
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（様式２－２） 
 

 

別表１：研究者及び研究分担（第４条関係） 

区分 氏 名 所属部局・職名 本研究における役割 

甲 

※ 

 

 

 

  

乙 

※ 

 

 

      

  

   （注）研究代表者には氏名に※印を付すこと。 
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（
様

式
３

－
２

）
 

共
同
研
究
計
画
書

お
よ
び

 
共
同
研
究
経
費
使
用
計
画
書

 
 

 
 
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  共
同
研
究
計
画
及
び
共
同
研
究
経
費
使
用
計
画
は
下
記
の
と
お
り
で
す
。
 

 

記
 

１
．
研
究
題
目
等
 

共
同

研
究

機
関

 
 

研
究

題
目

名
 

 
研

究
期

間
 

 
研

究
担

当
者

 
（
名
城
大
学
）

 
 

研
究

分
担

者
 

（
名
城
大
学
）

 
 

研
 究

 協
 力

 者
 

（
名
城
大
学
）

 
 

研
究

担
当

者
 

（
共

同
研
究
機
関
）

 
 

契
約

金
額

 
 

研
究

費
の

額
 

 
〔
研

究
費
の
額
は
、
経
費

等
負
担
額
（
消
費
税
を
含
む
）

10
％
を
除
く
〕
 

 
 
 
 
 
単
位
：
円

 
※
（
例
）

1,
00

0,
00

0
円
の
研
究
契
約
の
場
合
、

90
0,

00
0
円
と
記

入
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
２
．

研
究
目
的
 

 

 

３
．
研
究
内
容
・

方
法

 

 

 
４
．
研
究
費
の
使

用
内

訳
 

 
 
 
 
 

 
    

単
位

：
円

 
 

 
５
．
研
究
分
野

 
 

 
 

※
該

当
す

る
研

究
分

野
に

○
を

付
け
て

く
だ

さ
い

 
              

年
度

 
研
究

費
計

 
備

品
等

の
明

細
 

備
品

費
 

消
耗
品
費

 
印

刷
費

 
旅

費
 

謝
金

 
そ

の
他

 

 
 

 
 

 
 

 
 

研 究 の 分 野 別 内 訳  

ラ
イ
フ
サ

イ
エ

ン
ス

 
 

情
報
通
信

 
 

環
境
 

 

物
質
・
材

料
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ナ
ノ
テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

 
 

エ
ネ
ル
ギ

ー
 

 

宇
宙
開
発

 
 

海
洋
開
発

 
 

そ
の
他
 

 

研
究
担
当

者
 

所
属
 
 

 
 
学
部
 
 
 
 
 
 
学
科
 

氏
名
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
㊞
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(様式５－２) 

 

共共同同研研究究終終了了届届  
  

令令和和    年年    月月    日日  

名名城城大大学学  

学学  長長  小小原原  章章裕裕  殿殿  

学学部部長長  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    ㊞㊞  

研研究究担担当当者者  

                        〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇    ㊞㊞  

  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  とと契契約約ししたた共共同同研研究究はは、、  

    年年    月月    日日ををももっってて終終了了ししままししたたののでで、、ごご報報告告ししまますす。。  

  

記記  

  

１１．．研研究究題題目目名名  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇      

  

２２．．研研 究究 期期 間間          年年    月月    日日～～        年年    月月    日日  

  

３３．．契契 約約 金金 額額  〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  円円（（消消費費税税額額をを含含むむ））  

 

132

Ⅳ 

学
外
か
ら
の

研
究
費
及
び
研
究
員



奨奨学学寄寄附附金金  

  

１１．．概概  要要：：奨学寄附金とは、学術研究に要する経費等、教育研究の奨励を目的とする経費にあてる

べきものとして、企業や財団等から受け入れる寄附金です。 

          ※学外の研究助成団体の助成金の中には、教員個人ではなく、大学が研究費を管理するこ

とを交付の条件としているものがあります。このような場合、本学では奨学寄付金とし

て研究費を受け入れています。その際、経費執行については本学のルールではなく、助

成団体の規定が適用されることになりますのでご留意ください。 

 

２２..手手  順順（（受受けけ入入れれかからら執執行行ままでで））  

 

 

 

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

① 企業や財団等（以下、企業等）から寄付の申し出があった場合、企業等のご担当者様に 

「「奨奨学学寄寄附附金金申申込込書書」」（（様様式式１１））を作成いただき、学術研究支援センターに提出してください。 

※企業等から学術研究支援センターに直接郵送いただくかたちでも問題ありません 

※奨学寄附金申込書は『学校法人名城大学 理事長○○○○』宛としてください 

※「（様式１）」以外の書式でも記載事項が要件を満たしてれば問題ありません 

  以下②～⑤は事務側の内部手続きです 
⇒② 学術研究支援センターから渉外部へ寄附受納の依頼をします。 
⇒③ 渉外部は稟議回付等の所定の手続きを経て、振込依頼書等を企業等に送付します。 
⇒④ 財務部で企業等からの着金を確認し、渉外部に連絡します。 
⇒⑤ 渉外部から学術研究支援センターに入金の通知を行います。 
 ※ 渉外部による請求書の送付まで１週間程度かかります。お急ぎの場合ご連絡ください。 

 ※ 入金のタイミングは企業等寄付者様の経理処理の都合に左右されます。 

①申込 学学術術研研究究  

支支援援セセンンタターー  

受受付付とと予予算算執執行行 

⑥⼊⾦通知 

教教員員  企企業業・・財財団団等等  

  

  

渉渉外外部部  

請請求求とと受受納納手手続続きき 

②受⼊依頼 

⑤⼊⾦通知 

③振込依頼 

④寄付⾦受⼊ 

申込即⼊⾦ではなく 

渉外部で受⼊に係る 

稟議決裁を⾏います 

 【【⼊⼊⾦⾦通通知知後後のの⼿⼿続続きき】】  

〇⼊⾦通知とともに 

  使使⽤⽤計計画画書書をお送りします。 
⇒学部事務室にご提出ください 

〇個別の⽀払については 

 ⽀⽀払払依依頼頼書書を学術研究⽀援 
 センターにご提出ください 

〇請求書発⾏や寄付⾦の⼊⾦確認等は 渉外部が⾏います。
〇⼊⾦確認後、渉外部よりお礼状をお送りしています。 

※※請請求求書書のの発発⾏⾏ままででにに１１週週間間程程度度かかかかりりまますす。 

学
内
⼿
続
き 
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 ⑥ 学術研究支援センターの入金通知の後、寄付を受ける先生方は 

  「「奨奨学学寄寄附附金金使使用用計計画画書書及及びび使使用用計計画画変変更更願願書書」」（（様様式式２２））に必要事項を記入の上、学部事務 

      室等に提出してください。  

※学術研究支援センターで計画書に従って予算を配付します。 

※２月もしくは３月に寄附の申し込みがあった場合は、使用年度にご留意ください。 
 

⑦ 「「奨奨学学寄寄附附金金支支払払依依頼頼書書」」（（様様式式３３））を使用して予算執行を依頼してください。 

  ※財団からの助成金を奨学寄付金で受け入れた場合、財団の規定で執行期限が設定されている 

  場合があります。その場合、執行期限までに全額ご使用ください。 

 
 ３３．．奨奨学学寄寄附附金金（（研研究究費費））のの繰繰りり越越ししににつついいてて 

〇奨学寄附金を、当初の期間内に使用しきれない場合、次年度以降に繰り越すことができます。

（執行期限のある学外助成金は除く）。繰り越しを希望される場合は、「奨奨学学寄寄附附金金使使用用計計画画書書

及及びび使使用用計計画画変変更更願願書書」を３月末までに提出してください。 

 

４４．．使使途途  

費 目 対 象 備 考 

（１）研究用図書（資料を含む）購入費 

（２）研究用備品（標本を含む）購入費  

（３）研究用消耗品購入費 

（４）研究発表のための印刷費 

（５）研究に使用する機器等のレンタル費 

（６）学会旅費及び調査出張旅費 

（７）学会会費 

  （年会費・入会費・登録費・参加費・ 

   論文購入費） 

（８）研究用通信費 

（９）会食費 

－ 

※提出書類は、教員研究費に準じま

す。請請求求書書および領領収収書書の金額の

横に私印の押押印印が必要です。 

（（納納品品書書へへのの押押印印ででははあありりまませせんん））  

「奨学寄附金支払依頼書」（様式３）

と、教員研究費に準じた必要書類を添

付して提出してください。 

書類等⇒（P.17～22） 

航空機利用の場合⇒（P.33～34） 

会食費⇒（P.83～84） 

（１０）学会懇親会費（情報交換会に限る） 教員本人分 
 奨奨学学寄寄附附金金ののみみ支支払払いい可可能能です。 

（他の研究費は不可）参考⇒（P.83） 

（１１）研究分担者、協力者等の旅費 

本学専任教員 

他大学教員 

本学学部生 

大学院生等 

書類等⇒（P.73～74） 

（１２）謝金 
本学学部生 

大学院生等 
手順等⇒（P.75） 

（１３）寄附者の指定する使用項目   

支払不可な使途（例）⇒（P.22、83、163） 

５５．．経経費費支支払払いいおおよよびび残残高高照照会会    

〇「奨学寄附金支払依頼書」の内容を確認の上、学術研究支援センターにて支払手続きを行います。 

〇執行状況・残高は学学部部等等事事務務室室設設置置のの端端末末機機にてご確認いただけます。  
  

６６．．そそのの他他  

〇企業等から「「受受配配者者指指定定寄寄付付金金制制度度」」での受け入れについてお問い合わせいただくことがありま 

 すが、本学では同同制制度度ででのの寄寄付付金金のの受受けけ入入れれはは行行っってておおりりまませせんんのでご了承ください。   

134

Ⅳ 

学
外
か
ら
の

研
究
費
及
び
研
究
員



(様式１・例) 
 
 
 

令和  年  月  日 
学校法人 名城大学 
 理事長        殿 
 

                 寄附者 
○○○○株式会社 

代表取締役 ○○○○ 印 
  

奨学寄附金申込書 
 

    下記により奨学寄附金を申し込みます。 
     
   寄附金額    ○○○,○○○円 
   寄附の目的   名城大学○○学部○○学科 ○○○○教授の研究助成のため 
   寄附の条件   なし 
   寄附の名称   奨学寄附金 
   連絡先     〒○○○―○○○○  
           東京都○○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
           ○○○○株式会社 
           担当者名  ・・・・・・・・・ 
           TEL 
                      E-mail 
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(様式２) 

奨学寄附金使用計画書 
及び使用計画変更願書 

 
 
令和  年  月  日 

 
名城大学 
学長 小原 章裕 殿 

 
学部長等            ㊞ 
（所属長） 
研 究 者            ㊞ 

 
 

 
このたび、         から寄附された奨学寄附金は、下記のとおり

使用したいので、予算措置方お願いいたします。 
 
 

記 
 
１．使用計画            
①令和 年度使用額 万円 

 
②令和 年度使用額 万円 
③令和 年度以降使用額 万円 

計 万円 
 
 

２．使用計画変更            
①令和  年度使用額 （新）      万円 （旧）     万円 

 
②令和  年度使用額 （新）      万円 （旧）     万円 
③令和  年度以降使用額 （新）      万円 （旧）     万円 

計 万円 万円 
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（様式３） 

  

令令和和    年年    月月    日日  

  

奨奨学学寄寄附附金金（（                ））支支払払依依頼頼書書  

申請者 

学 部 学 科 職 名 氏     名 

   
                   ㊞ 
 

※この支払依頼書は、支払先 1 件につき 1 枚使用してください。 
下記によりお支払いくださるようお願いします。 

研研究究費費のの使使途途等等  
※ 領収書の場合は、内訳明細がわかるようにしてください。宛名は、（学）名城大学です。 
※ 学会会費の場合は、原則的に「個人立替払い」（学会からの振込用紙等にて）での支払いをお願いしま

す。内訳明細（会則等）の写しを添付してください。 
※ 学会年会費は、前年度・当該年度・次年度払いが可能です（ただし、支払日は当該年度内に限ります）。

年度がわかるようにしてください。 
※ クレジットカード払いで、領収書が発行されない場合は、クレジット会社の明細書を添付してくださ

い。（明細書がコピーの場合は原本照合が必要） 
通信欄 

 

※学術研究支援センター 
センター長決裁 事務部長 課 長 担当者 

    

支払先名 本人・業者名                   

費目 品     名     等 請求書枚数 領収書枚数 金  額 

備 品 
準備品 

 
設置場所： 建物名     号館 部屋番号        

各   枚   枚 
 

図 書 単行本・和洋雑誌等            冊 各   枚 枚  

消 耗 品  各   枚   枚  

印 刷 費 論文掲載料等補助との併用の（有・無） 
 有の場合 補助額        円 

各   枚   枚 
 

学 会 
会 費 等 

入会費・登録費・参加費・論文等購入費・ 
年会費（   年度，   年度，   年度） 各   枚 

 

枚 
 

通 信 費  各   枚 枚  
リース料金  各   枚   枚  

謝 金 支払者氏名 
  名分 

 

研 究 協 力

者 旅 費 等 
協力者氏名 

  名分 
 

その他  各   枚 枚  
合 計  各   枚 枚  
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研研究究員員  

１１．．申申請請かからら決決定定ままででのの流流れれ  

         
研究員希望者  研究者  各学部事務室等   学部長等   学術研究支援 
        承諾                     センター 
                                    
                            学学    長長 
研究員受け入れ依頼書                  許許    可可   
（本務先からのもの）                   
名城大学研究員申請書 
研究計画書             学 部 事 務 室 等  
研究業績 
履歴書 
                             学部長等 
           研究員希望者    依頼機関     受入通知書  
            受入許可書    受入通知書 
 
※ 海外からの研究員の受入れにあたっては、学部等における承認の前に、安全保障貿易管理に則

り、事前確認等手続きが必要です。詳しくは、P.154「安全保障貿易管理について」を参照。 

２２．．申申請請  

  申請用紙は、本学ウェブサイト（https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/science/）からダウン

ロード可能です。申請書類は、受け入れ学部等の事務室へ提出してください。 
研究員の資格：研究機関等に所属しており、本学の助手以上に相当するもの 
研究員の種類：①本大学の専任の教授、准教授、助教および講師（以下「教員」という）の指導

を受けて研究を行う者 
②本大学の教員と共同研究を行う者 

研 究 期 間：３カ月以上１年以内としますが、必要に応じ２年まで延長することができます。         
 （この場合は、別に定める様式による延長申請が必要です。） 

提 出 書 類：①「研究員受入依頼書」 
②「名城大学研究員申請書」（写真貼付） 
③「研究計画書」 
④「研究業績書」 
⑤「履歴書」 
※記入については日本語または英語（日本語訳をつける）にて、ご提出ください。 
※身分証明書の発行、及び施設利用を希望される場合は「名城大学 IC カード発行

申請書」に記入の上、証明写真を添付し、受入学部等の事務室へ提出願います。 
３３．．決決定定  

  決定は、申請から１０日から約２週間かかります。決定後、「受入通知書」および「受入許可書」

等を受け入れ学部等へ送付しますので、学部事務室等でお受け取りください。 
 

※ 
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総総合合研研究究所所  
 
１１．．総総合合研研究究所所ととはは  

   平成６年４月１日に、学内外の学際的共同研究を推進し、個々の専門領域を越えた多様な人

材交流に基づく研究成果を、社会に還元することを目的に発足しました。 

   総合大学の研究所としての特色を活かし、文系・理系の分野を問わず学際的共同研究や高度

な学術研究を推進しながら、高い研究力量を有し、国際的にも高い水準の研究拠点として、な

お一層の発展を遂げています。 

２２．．総総合合研研究究所所のの組組織織  

令和 4 年度から、総合研究所の組織見直しを行い、総合研究所の下に「研究センター部門」

と「プロジェクト部門」及び「大学領域指定研究支援部門」を設置しております。 
「研究センター部門」では、最先端レベルの研究プロジェクトや学際的な共同研究などで

複数名からなる研究グループで行う共同研究の研究拠点（研究センター）を推進します。 
「プロジェクト部門」では、個々の研究課題に基づいて個人または複数の教員の研究を推

進します。 
「大学領域指定研究支援部門」では、社会的要請の高い研究領域（研究テーマ）を設定し

て、これに資する研究を支援することを目的とし、個々の研究課題に基づいて個人又は 2名

の教員で行う研究及び研究グループで行う共同研究の研究拠点（研究センター）を推進しま

す。 
いずれも大学全体の研究活動を活性化し、学術研究活動を独創的・先駆的に発展させるこ

とを目的とし、外部資金獲得のための準備研究やすでに高い評価を受けた研究の発展を助成

し、名城大学の研究力の発展に寄与するものです。 

３３．．併併任任所所員員ににななるるににはは  

   併任所員になるには、研究課題を提出して採択される必要があります。 

  １）申請資格 

     専任の教育職員とします。 

  ２）申請時期 

     年度当初に募集案内を行いますが、その後随時受け付けます。 

  ３）申請書類 

     「名城大学総合研究所共同研究（所員）申請書」（総研様式３－１）（教授会の承認が必

要になります）を提出してください。 

     ※様式は、名城大学ウェブサイトの学術研究支援センター（教職員専用ページ）の「研

究費・研究員案内（様式）」ページよりダウンロード可能です。 

  ４）併任所員の期間 

     研究代表者からの申し出がない限り、退職時までとなります。 

     なお、研究を中止または終了する場合は、所定の「共同研究中止・終了届」（総研様式４

－１）を提出してください。 

  ５）共同研究者 

・学内の共同研究者（専任教育職員）は、併任所員となります。 

・学外の共同研究者は、研究員となります。 
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  ６）共同研究者の変更 

     採択された研究課題の共同研究者を変更する場合は、「共同研究者等変更申請書【変更】

（総研様式５－１）を提出してください。 

４４．．学学術術研研究究奨奨励励助助成成制制度度のの紹紹介介    

  ※ 本マニュアルの「学術研究奨励助成制度（総合研究所経費）」（P.96～）をご覧ください。 

５５．．「「紀紀要要」」「「総総合合学学術術研研究究論論文文集集」」へへのの投投稿稿  

   総合研究所では、所員の研究成果を発表するため、「紀要」「総合学術研究論文集」を発行し

ています。投稿資格・募集から発行までの流れ・報文の種類等は下記のとおりです。 

また、平成２４年度より、ウェブ（丸善ホームページ投稿サイト）から投稿するシステムを

採用しました。申込方法、提出方法等が大きく変更しておりますので、ご注意ください。 

１）投稿資格 

   総合研究所所員および研究員です。また、大学院生の発表は、所員または研究員が共同執

筆者であることが条件です。 

２）募集から発行までの流れ（募集時期、発行時期は変更される可能性があります） 

  《紀要》 

１１月頃に募集（事前申込の開始）を行います。１月中旬までに原稿をウェブに投稿して

いただき、初校、再校を経て４～５月頃に発行を予定しております。 

《総合学術研究論文集》 

毎年１１月頃に募集（事前申込の開始）を行います。１月上旬までに原稿をウェブに投稿

していただき、２月頃に学内外の査読者による審査を受け、初校、再校を経て６月頃に発

行を予定しております。 

３）報文の種類 

   「紀要」は(1)研究報告、(2)トピックス、(3)資料・その他（翻訳等）です。 

   「総合学術研究論文集」は(1)学術論文（原著に限る）、（2)招待論文、(3)特集論文、(4)総説

です。 

なお、「総合学術研究論文集」は、学内外の査読者の審査を受けなければなりません。 

 ４）ページ数 

    研 究 報 告 原則として 4ページ以内 

    トピックス 原則として 4 ページ以内 

    論   文 原則として 10 ページ以内 

    総   説 原則として 10 ページ以内 

６６．．イイベベンントト紹紹介介  

総合研究所では、研究成果を広く社会に還元するため、公開講演会等各種のイベントを行っ

ております。（詳細はその都度案内しますが、名城大学のウェブサイトにも掲載します。） 

７７．．ニニュューーススのの発発行行  

「総合研究所ニュース」を発行しています。内容は、研究センター・所員等の研究報告・公

開講演会およびシンポジウム等の紹介記事を掲載しています。 
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産産官官学学連連携携のの取取りり組組みみ  

名城大学では、産官学連携の取り組みに関する基本ルールとして、平成２６年７月より、 
「名城大学産学官連携ポリシー」を定めています。学術研究支援センターでは、このポリ

シーに基づき、「パテントポリシー」「利益相反マネジメントポリシー」等を定めるととも

に、研究シーズの発掘や社会への情報発信等を通じて、民間企業・国・地方自治体等から

の技術相談および受託・共同研究の実施や知的財産権の取得による技術移転など、産官学

連携に関するさまざまな取り組みを推進しています。 
 

名名城城大大学学産産学学官官連連携携ポポリリシシーー  

 
 名城大学は、社会貢献を教育と研究に並ぶ大学の使命の一つとして位置づけ、産学官連

携による社会貢献に積極的に取り組んでいきます。名城大学の教育・研究で得られた知の

成果を広く社会に還元し、我が国の産業の持続的発展及び文化の発展に寄与します。この

目的を実現するために以下のポリシーを掲げ、これを実践・遵守します。 
 
１．自由な発想による創造的な研究を重視しつつ、産学官連携を通じて社会に貢献できる

研究を推進します。 
２．教育と研究・開発の成果を積極的に広く社会に発信し、名城大学パテントポリシーに

基づき、産業界への技術移転・事業化を行い、社会の持続的な発展に寄与します。 
３．国際的な産学官連携を推進することにより、我が国の産業の国際競争力の強化に寄与

します。 
４．地域社会における知的活動拠点として、地域産業界や地方自治体等との連携・交流を

推進します。 
５．教育研究環境を整え、産学官連携活動を通じて、社会の発展に貢献できる人材を育成

します。 
６．透明性の高い産学官連携活動を行い、社会への説明責任を果たします。 
７．産学官連携活動を円滑かつ持続的に促進するため、学術研究支援センターがその活動

を推進します。 
 
 
産学官連携ポリシーの位置づけ 

 

 
 
 

 
 

産学官連携ポリシー 
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名名城城大大学学産産学学官官連連携携ポポリリシシーーにに基基づづくく各各種種取取組組ににつついいてて  

  

１１．．「「名名城城大大学学」」名名義義のの特特許許創創出出  
現在、大学には、教育・研究に並ぶ第三の柱として「研究成果を産業界に技術移転

することにより産業を振興し、国の経済の継続的な発展に寄与する」という社会的役

割が求められています。この「技術移転」の一つのあり方として、大学が保有する知

的財産権のライセンス契約があげられます。本学では、学術的な成果である論文に並

ぶものとして、産業界への技術移転のツールである知的財産権の重要性を啓発し、ま

た、その取得を積極的に推進・支援していきます。 

２２．．発発明明創創出出ににかかかかるる意意識識のの醸醸成成  
発明に関する理解を深めるためのセミナーを開催するとともに、発明者自身が、特

許出願に必要な先行技術調査を行えるように支援するなど、発明創出にかかる学内意

識の醸成と体制の整備を行います。 

３３．．産産官官学学連連携携組組織織のの強強化化  
連携先の確保のため、研究により創出される成果を社会に積極的に発信します。具

体的には、研究シーズ集の発行および配布や各種展示会への出展等によるアピールに

努めます。また、産官学連携のノウハウを有する人材を確保するとともに、既存スタ

ッフの育成を図り、関連諸機関との持続的な信頼関係を構築します。 

４４．．受受託託研研究究・・共共同同研研究究等等のの推推進進  
産官学連携においては、大学による研究成果の創出だけでなく、連携先による研究

成果の実用化や知的財産権の独占的実施が求められます。そのため、企業等との連携

研究においては、知的財産の創出を最終目的とするのではなく、その実用化に向けて、

企業等とさらなる連携を模索したり、新たに競争的研究資金に申請したりするなど、

その後の研究開発活動につなげていくことが重要な視点となります。学術研究支援セ

ンターでは、知的財産の活用および知的財産を核とした研究契約の締結を支援いたし

ます。 

５５．．外外部部へへのの情情報報発発信信  
産官学連携を推進するためには、「企業のニーズ」と「研究者の持つ研究シーズ」と

をいかにしてマッチングするかが重要となります。本学では、本学の研究者が持つ研

究情報や活動履歴等を外部に発信するための手段として、データベース（「教員情報」

システム）を公開しています。また、本学の研究シーズをシーズごと１ページでまと

めた冊子「名城大学研究シーズ集」を発行しています。こちらは、主に展示会や産官

学連携に関する各種イベントへの参加時に配布されるもので、本学ウェブサイトのデ

ータ公開と併せて名城大学の研究力を紹介しています。 
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知知的的財財産産((特特許許等等))にに関関すするる学学内内手手続続ききににつついいてて  

 
１１．．名名城城大大学学のの知知的的財財産産にに関関すするる考考ええ方方  

  

名城大学では、大学の保有する知的資源を社会に還元するため、研究成果の知的財産権

の取得推進および発明者の保護等について「名城大学パテントポリシー」および「知的財

産権管理規程」を定めております。 

名城大学は、総合大学として、社会的使命を果たすことが重要であり、その理念を「総合化」

「高度化」「国際化」の三つのキーワードに求めている。また、その理想を追求するため、さまざま

な改革に取り組んでいる。 

一方、国策として産官学連携の推進による経済の活性化の期待も大きなものとなっている。シ

ーズの宝庫である大学の知恵の価値が従来にも増して高く評価され、知恵に財産としての価値を

与える知的財産の役割は大きく広がっている。 

よって、大学の研究成果について、世界を見据えた知的財産権化を図ることが求められてい

る。特に、その普及においては、論文と知的財産権とを同じ位置付けで扱うという意識を確立し、

実践していくことが重要である。 

（名城大学パテントポリシーより抜粋） 

  

２２．．「「職職務務発発明明」」のの届届出出制制度度ににつついいてて  

◎◎研研究究活活動動にによよりり発発明明がが生生じじたた場場合合、、届届出出（（後後述述））がが必必要要でですす！！      

（（１１））職職務務発発明明ととはは  

 大学の設備・機材等を使用して、職務上、生み出された発明は「職務発明」となります。 

ここでいう「職務」とは、通常の研究活動に加えて、受託研究・共同研究等の外部資金に

より行われた研究も含まれます。 

1 発明、考案及び意匠であって、その性質上大学の業務範囲に属し、かつ、その発明、考案及び

意匠の創作をするに至った行為が、大学における教職員等の現在又は過去の職務に属するもの 

2 その他、教職員等が職務上創作又は作成した知的財産 

（知的財産権管理規程第２条より抜粋） 

  

（（２２））知知的的財財産産権権管管理理規規程程のの対対象象ととななるる研研究究者者  

１ 大学の専任の教育職員（有期契約職員を含む。） 

２ 大学の専任の事務職員（嘱託契約職員及びパートタイム職員を除く。） 

３ 非常勤教員等であって、知的財産に関する契約を締結している者 

４ その他、任用に当たり知的財産に関する契約を締結している者 

（知的財産権管理規程第２条より抜粋） 
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３３．．知知的的財財産産のの届届出出かからら審審査査･･回回答答ままででののフフロローーチチャャーートト  

 発明者は、まずは、学部事務室へ発明届をご提出ください。委員会で審議を行います。 
 

 

【手続きについて】 

①発明届出書の作成（本学発明者） 

・発明が生まれた場合、本学発明者は発明届出書を作成し、学学部部事事務務室室へへ提提出出します。 

（書式はこちらです）http://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/notification.html 
 

②発明評価小委員会における審議 

・発明等の届け出があった場合、「発明評価小委員会」を開催し、承継（及び出願）につ

いて審議されます。なお、当該委員会は、以下の事項について審議する委員会です。 

(１) 職務発明に関する事項 

(２) 知的財産権に関する出願または登録の可否等に関する事項 

(３) その他必要な事項 
 

③審議結果の通知（本学発明者へ） 

・承継および出願が承認された場合は、文書にて発明者に通知いたします。 

 この際、「「譲譲渡渡書書」」「「報報奨奨金金のの振振込込にに係係るる金金融融機機関関等等口口座座届届出出書書」」ををごご返返送送くくだだささいい。。  
 

・不承継または出願しない旨が決定した場合、特許等を受ける権利を発明者へ返還します。 
 

④特許出願 

・特許出願の手続等は、原原則則ととししてて、、学学術術研研究究支支援援セセンンタターーがが執執りり行行いいまますす。 

・承継された場合、出願にかかる費用は原則、大学（および共同出願人）が拠出します。 

・発明者と特許事務所の間で、出願書類に関する打合せを行う機会を設けます。 

・共同出願人（企業等）がいる場合は、特許出願および出願以降のすべての手続きは、

原則相手方に依頼します。本学は必要に応じて協力する体制をとります。 
 

⑤特許共同出願契約の締結（学校法人名城大学⇔共同出願人） 

・共同出願人（企業等）との合意内容に基づき、特許共同出願契約を締結いたします。 

 主に、出願・維持費用の負担、不実施補償、持分比率について定めます。この３点は

審議にも影響する重要な事項ですので、あらかじめ企業様等とご相談ください。 

（（３３））発発明明のの権権利利帰帰属属のの考考ええ方方とと対対価価ににつついいてて  

  職務発明により特許を受ける権利等は、審議を経て、発明者から名名城城大大学学にに承承継継され

ます（「予約承継」）。ただし、その場合、対価として発明者に報報奨奨金金が支給されます。 

教職員等の職務発明等に対する特許を受ける権利、並びに登録を受ける権利は、学校法人

名城大学に帰属する。 

（知的財産権管理規程第５条より抜粋） 

※当該発明の「承継」「不承継」については、発明届をもとに、後述のフローに従い審議

されます。審議の結果、「不承継」となった場合は、大学から発明者に発明に関する権

利を返還します。（その場合、発明や特許を受ける権利は個人の財産となり、個人で自

由に出願・譲渡等を行うことが可能です。ただし、大学は費用の負担等を行いません。） 

 

◎報奨金制度について 

本学が権利を承継した発明について、発明者に対して次の種類の報奨金を支給します。 
・出出願願報報奨奨金金（１万円：国内または外国出願案件１件ごと） 

※同一案件を複数国に外国出願した場合、国数に関係なくまとめて１件 
とみなして、報奨金を支給します） 

        ※発明者が複数の場合、発明貢献度に従って按分します。 
・実実施施報報奨奨金金（権利移転またはライセンス収入の金額から、諸経費として 20%を控除

の上、次表の比率の通り 30％～80％の額が発明者に配分されます） 
諸経費差引後の

残余額（万円） 
10 50 100 150 200 250 300 500 1,000 

発明者への配分 0.78 0.76 0.72 0.65 0.55 0.45 0.38 0.30 0.30 
（参考）発明者へのライセンス収入等の配分は、次の計算式に基づくものです（小数点第３位四捨五入） 

発明者（A）：0.3+0.5／｛（EXP（（収入×0.8－2,000,000）／10,000／60））+1｝ 
大 学（B）：1－A 

 

（（４４））届届出出ににつついいてて  

知的財産権管理規程により、次のように規定されています。具体的な手続き・書式につ

いては、次頁のフローチャートおよび付録の発明届サンプルをご確認ください。 

①教職員等は、 職務発明等を創作したときは、速やかに必要な特許又は登録のための発明届

出書（明細書・図面・要約等）により、所属の長を経由して学術研究支援センター長（以下、「支

援センター長」という。）に届出なければならない。 

② 教職員等は、職務外発明等に関する権利を譲渡するときは、所属の長を経由して支援

センター長に申出なければならない。 

③ 支援センター長は、前２項に定める届出及び申出を受けたときは、速やかに発明評価

小委員会（以下「小委員会」という。）に付議するものとする。 

（知的財産権管理規程施行細則第３条より抜粋） 

※※（（注注意意））学学術術研研究究支支援援セセンンタターーへへのの届届出出おおよよびび発発明明評評価価小小委委員員会会ででのの審審議議をを

経経ずずにに、、個個人人でで特特許許出出願願ししたたりり、、企企業業にに譲譲渡渡ししたたりりすするるここととははででききまませせんん。。    

（（共共同同・・受受託託研研究究のの中中でで創創出出さされれたた特特許許ににつついいててもも同同様様でですす。。））                
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３３．．知知的的財財産産のの届届出出かからら審審査査･･回回答答ままででののフフロローーチチャャーートト  

 発明者は、まずは、学部事務室へ発明届をご提出ください。委員会で審議を行います。 
 

 

【手続きについて】 

①発明届出書の作成（本学発明者） 

・発明が生まれた場合、本学発明者は発明届出書を作成し、学学部部事事務務室室へへ提提出出します。 

（書式はこちらです）http://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/notification.html 
 

②発明評価小委員会における審議 

・発明等の届け出があった場合、「発明評価小委員会」を開催し、承継（及び出願）につ

いて審議されます。なお、当該委員会は、以下の事項について審議する委員会です。 

(１) 職務発明に関する事項 

(２) 知的財産権に関する出願または登録の可否等に関する事項 

(３) その他必要な事項 
 

③審議結果の通知（本学発明者へ） 

・承継および出願が承認された場合は、文書にて発明者に通知いたします。 

 この際、「「譲譲渡渡書書」」「「報報奨奨金金のの振振込込にに係係るる金金融融機機関関等等口口座座届届出出書書」」ををごご返返送送くくだだささいい。。  
 

・不承継または出願しない旨が決定した場合、特許等を受ける権利を発明者へ返還します。 
 

④特許出願 

・特許出願の手続等は、原原則則ととししてて、、学学術術研研究究支支援援セセンンタターーがが執執りり行行いいまますす。 

・承継された場合、出願にかかる費用は原則、大学（および共同出願人）が拠出します。 

・発明者と特許事務所の間で、出願書類に関する打合せを行う機会を設けます。 

・共同出願人（企業等）がいる場合は、特許出願および出願以降のすべての手続きは、

原則相手方に依頼します。本学は必要に応じて協力する体制をとります。 
 

⑤特許共同出願契約の締結（学校法人名城大学⇔共同出願人） 

・共同出願人（企業等）との合意内容に基づき、特許共同出願契約を締結いたします。 

 主に、出願・維持費用の負担、不実施補償、持分比率について定めます。この３点は

審議にも影響する重要な事項ですので、あらかじめ企業様等とご相談ください。 
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様式第１号（第３条関係） 

代表発明者⇒所属学部長⇒支援センター長 

名城大   発 第   号 
令和  年  月  日 

発 明 届 出 書 

 
 学術研究支援センター長  殿 

○○学部長   ○○ ○○ 印 

所属 ○○学部  ○○学科 

職名 ○○  氏名 ○○ ○○   ㊞ 
 
名城大学知的財産権管理規程施行細則第３条に基づき、下記のとおり届け出いたします。 

記 

 １ 発明の名称   ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ２ 発明の概要   （例）本発明は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に  

おいて、○○○○○○○○○○○が得られる方式を提案する。 

 ３ 発明の経過  （別紙「発明の経過」に記入） 

４ 発明の状況   

  (1)  □ 未発表       □ 発表済み      □ 発表予定あり 

     ※いずれかをチェック☑してください。 

 (2) 発表済、または発表予定ありの場合 

   □ 刊行物・学会誌に発表             

        掲載誌名： 

            （令和  年  月  日発行） 

    □ 学会・研究集会で発表 

        学会名等： 

        発 表 日   令和  年  月  日 

        予稿集発行日 令和  年  月  日 
 

 ５ 共同研究など権利の帰属についての条件など（☑を入れてください） 

  （1）共同研究先との契約の有無            □ 有   □ 無 

  （2）権利の帰属についての取り決めの有無       □ 有   □ 無 

（3）国家プロジェクト等による申告の必要性の有無   □ 有   □ 無 

 ６ その他 

 ７ 添付書類  ①発明の経過 ②発明の概要説明書 ③実施例（具体化した図面） 

事事務務局局受受付付番番号号  

（付録①）「発明届出書」サンプル 

発明届出書・発明の経過・発明の概要説明書で１セットとなります。 

[書式集☛]http://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/notification.html 

※ページ中ごろの「本学教職員の職務発明」にデータがあります。 

学部長名で、学術研究支

援センター長へ依頼する

手続きをとります。 

※ご記入後、学学部部事事務務室室

にご提出ください。 

近日中に発表予定があ

る場合は、手続きを急

ぐ必要があります。至

急ご連絡ください。 

◎◎注注意意点点  
 

１．所要期間について 

公公表表・・出出願願予予定定日日のの２２かか月月以以上上前前ににははごご連連絡絡くくだだささいい。。                
発明の届出から承継の判定まで約１か月かかります。当該発明が大学の承継物となり、

出願に至った場合は、出願書類の作成を特許事務所に依頼する関係上、さらに１か月を

見込んでください。（外国出願の場合は翻訳作業のため、さらに時間を要します） 
 

２．発表前に出願・届出を！ 

  必必ずず、、発発明明届届出出書書をを事事前前（（公公表表前前・・出出願願前前））ににごご提提出出くくだだささいい。。  
 特許法第30条では、「発明の新規性の喪失の例外」規定があり、所定の手続きをとった

上で、１年以内に特許出願を行えば公表後の発明も保護されるとしています。 
しかし、実際の出願手続きの上では、下記のようにリスクが高く、特許化が不可能と

なるケースが多くみられるため、極力控えるようにお願いします。 
①外国の新規性喪失の例外の規定は日本と異なっています。日本での特許取得が可能な

場合でも、外国での特許取得が不可能なケースが多くあります。 

②日本において、30条適用を行うことを前提に先行して発明内容を発表すると、特許出

願までの間に、その発明と同一の発明を第三者に出願されてしまうリスクが生じます。

この場合、当該出願が第三者の出願の存在により、拒絶される可能性が強まります。 

③ 論文を見た第三者等が、改良発明や関連発明を完成させて出願した場合、第三者に発

明に関する特許を取得されてしまう恐れがあります。 

 
３．発明かどうかわからない、出願するかどうかわからない場合 

ごご不不明明点点ががああれればば、、届届出出前前ででもも随随時時ごご相相談談くくだだささいい。。              
発明等届出の提出前の段階でも、学術研究支援センターのURAが相談に応じます。発明

届の書き方、特許性調査などご相談ください。 
 当該発明が外部資金によるものか、学内研究費に基づくものかにかかわらず、ご相談

ください。また、当該発明が、職務発明にあたるものか個人による発明か不明確な場合

も、ご一報いただければ、その後の方針について検討いたします。 
 

４．出願後の特許取得手続きの各段階での判断、権利の維持・放棄等 

 出願後、特許化までの間、また特許化後の維持について、さまざまな対応が必要とな

ります。各国特許庁の審査段階における補正の方針や審判請求の要否、権利化後の権利

の維持・放棄・処分等については、それぞれのタイミングで「発明評価小委員会」で審

議しています。 
特に、出願から３年以内に特許庁へ「出願審査請求」を行う必要があります。（手続き

をしない場合は、取り下げとみなされます。）その要否についても、発明者の意向や企業

からの問い合わせ状況も踏まえながら、上記の委員会で審議することになっています。 
（付録）①「発明届出書」②「譲渡証書」③「報奨金の振込に係る金融機関等口座届出書」 
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様式第１号（第３条関係） 

代表発明者⇒所属学部長⇒支援センター長 

名城大   発 第   号 
令和  年  月  日 

発 明 届 出 書 

 
 学術研究支援センター長  殿 

○○学部長   ○○ ○○ 印 

所属 ○○学部  ○○学科 

職名 ○○  氏名 ○○ ○○   ㊞ 
 
名城大学知的財産権管理規程施行細則第３条に基づき、下記のとおり届け出いたします。 

記 

 １ 発明の名称   ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ２ 発明の概要   （例）本発明は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に  

おいて、○○○○○○○○○○○が得られる方式を提案する。 

 ３ 発明の経過  （別紙「発明の経過」に記入） 

４ 発明の状況   

  (1)  □ 未発表       □ 発表済み      □ 発表予定あり 

     ※いずれかをチェック☑してください。 

 (2) 発表済、または発表予定ありの場合 

   □ 刊行物・学会誌に発表             

        掲載誌名： 

            （令和  年  月  日発行） 

    □ 学会・研究集会で発表 

        学会名等： 

        発 表 日   令和  年  月  日 

        予稿集発行日 令和  年  月  日 
 

 ５ 共同研究など権利の帰属についての条件など（☑を入れてください） 

  （1）共同研究先との契約の有無            □ 有   □ 無 

  （2）権利の帰属についての取り決めの有無       □ 有   □ 無 

（3）国家プロジェクト等による申告の必要性の有無   □ 有   □ 無 

 ６ その他 

 ７ 添付書類  ①発明の経過 ②発明の概要説明書 ③実施例（具体化した図面） 

事事務務局局受受付付番番号号  

（付録①）「発明届出書」サンプル 

発明届出書・発明の経過・発明の概要説明書で１セットとなります。 

[書式集☛]http://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/notification.html 

※ページ中ごろの「本学教職員の職務発明」にデータがあります。 

学部長名で、学術研究支

援センター長へ依頼する

手続きをとります。 

※ご記入後、学学部部事事務務室室

にご提出ください。 

近日中に発表予定があ

る場合は、手続きを急

ぐ必要があります。至

急ご連絡ください。 

147

Ⅴ 

そ
の
他



 
 

発 明 の 概 要 説 明 書 

 
１  発明の名称 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
２ 先行調査状況（記載必須） 

調査範囲：  「特許情報プラットフォーム」 特許・実用新案検索 

        https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0100 

キーワード： 【○○○○○】 or 【○○○○○】 and 【○○○○○】 

          【○○○○○】and 【○○○○○】 

調査結果： ○○件該当(別添のとおり) 

これらの内、最も近い従来技術は○○○○○○○○○○である。 

 

３  特許要件 

①最も近い従来技術に対する新規性 

○○○○○○○○○○○○○○○で○○○○○○○○○○○○○○○○○○ある。 

②最も近い従来技術に対する進歩性 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○で○○○○○○○○○○○○○○○○ある。 

③産業上の利用可能性 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○実用化できる。 

 

４ 新規性・進歩性を具体的に示す実施例（記載必須） 

 

５  共同研究企業との持分の案とその理由（共同研究の場合） 

○○○○○○○○○○○○○○○○又はなし 

 

６ 外国への出願可能性・必要性（いずれか該当に☑） 

□ 外国出願は想定していない 

□ 外国出願を希望している 

希望国名: 

外国における実施計画： 

 

７ その他参考となる事項 

（参考となる事項があれば記載してください）   

※必要に応じてページは追加してください 

事事務務局局受受付付番番号号  

先行技術調査について

は、学術研究支援セン

ターでも執り行ってお

ります。調査方法がご

不明な場合は、ご一報

ください。 

 

発  明  の  経  過 

○○学部 ○○○ 学科  
職 名 ○○ 氏 名  ○○ ○○  ㊞ 

 
１ 発明の経過（発明に至った研究課題との関連、応用開発か否かを含めて記入してくだ

さい。） 

例） 申請者らはかねてから○○○○○○○○の研究を行ってきている。昨今の技術状況

を話し合っているなかで、研究中の内容が現状技術を解決する手段として利用でき

ることを確認した。 
    研究室にある◇◇◇◇◇◇を用いた動作シミュレーションを行なってみたところ、

予期通りの特性把握が出来た。動作シミュレーションは実用規模で、かつ、実際的

な数値を元に行った物であり、かつ、提案方式は△△△△△△として実績のある☆

☆☆☆をベースにしているので、その実用性も高いと判断している。 
 
 
 
 
 
 
＊＊発発明明者者ににつついいてて，，全全員員をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

区分 
発   明   者 

（所属機関・部局・職・氏名を記載すること） 
発明貢献率 持 分 

本 学 
○○  ○○ （○○学部・○○学科・○○） 
○○  ○○ （○○学部・○○学科・○○） 

％

％

本学 
  ％ 

民間等 ○○  ○○ （株式会社○○・○○・○○） ％
他機関 
  ％ 

 
 ※ 持分は予定のものを記入ください。 
 ※ 本学発明者が複数人いる場合、各人の発明貢献率を記入してください。 

事事務務局局受受付付番番号号  

本本学学発発明明者者が複数人いる場

合、各各人人のの発発明明貢貢献献率率を記入

してください。 
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発 明 の 概 要 説 明 書 

 
１  発明の名称 ○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 
２ 先行調査状況（記載必須） 

調査範囲：  「特許情報プラットフォーム」 特許・実用新案検索 

        https://www.j-platpat.inpit.go.jp/p0100 

キーワード： 【○○○○○】 or 【○○○○○】 and 【○○○○○】 

          【○○○○○】and 【○○○○○】 

調査結果： ○○件該当(別添のとおり) 

これらの内、最も近い従来技術は○○○○○○○○○○である。 

 

３  特許要件 

①最も近い従来技術に対する新規性 

○○○○○○○○○○○○○○○で○○○○○○○○○○○○○○○○○○ある。 

②最も近い従来技術に対する進歩性 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○で○○○○○○○○○○○○○○○○ある。 

③産業上の利用可能性 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○実用化できる。 

 

４ 新規性・進歩性を具体的に示す実施例（記載必須） 

 

５  共同研究企業との持分の案とその理由（共同研究の場合） 

○○○○○○○○○○○○○○○○又はなし 

 

６ 外国への出願可能性・必要性（いずれか該当に☑） 

□ 外国出願は想定していない 

□ 外国出願を希望している 

希望国名: 

外国における実施計画： 

 

７ その他参考となる事項 

（参考となる事項があれば記載してください）   

※必要に応じてページは追加してください 

事事務務局局受受付付番番号号  

先行技術調査について

は、学術研究支援セン

ターでも執り行ってお

ります。調査方法がご

不明な場合は、ご一報

ください。 
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学校法人名城大学 理事長 殿             令和○○年○月○日 

譲譲    渡渡    書書  

〈譲受人〉 
 住所   愛知県名古屋市天白区塩釜口一丁目５０１番地 
 名称   学校法人名城大学 
〈譲渡人〉 

      ［氏 名］       ［所属部署］       [役職]  [発明への寄与率] 

代表発明者 

１         印 

 
  

  

％ 

 

２          印 

  
 

  

％ 

 

３          印 

 
  

  

％ 

 

４          印 

 
  

  

％ 
 

共同出願先 

○○○○株式会社 

 

 ％ 

寄与率合計 100％ 

【譲渡書注意事項】 

・発明代表者は、審査請求、拒絶理由等についての問い合わせ先となります。 ・印鑑はシャチハタ印不可です。 

・日付は必ずご記入ください。 ・氏名の順番は願書記載順となります。 ・寄与率は、合計｢100％｣となるように 
ご記入ください。 

譲渡人は、下記の発明（以下「本発明」という。）に係る日本及び諸外国での特許・実用新

案登録を受ける権利、その他一切の知的財産権を名城大学に譲渡したことに相違ありませ

ん。 

記 

 
１．本発明の内容は、○○○○が令和○○年○月○○日付で提出した「発明届出書等」に

記載のとおりです。また、発明の詳細を特定させるために必要な書類、および特許出

願等にあたって必要なその他の書類等については、すべて提出します。 
２．譲渡する権利は、本発明について日本国および外国で特許等を受ける権利とし、日本

法を準拠法とすることを承諾します。 
３．本発明の取り扱いについて、「名城大学知的財産権管理規程」「名城大学知的財産権管

理規程施行細目」の適用を承諾します。 
 

発明の名称 
 「○○○○○○○○○○○○」（本学整理番号：○○○○○○○） 

以上 

（付録②）「譲渡書」サンプル 

発明届出書に基づく委員会審議の後、大学の「承継」が決定した場合、学術研究支援セン

ターで作成の上、通知文に添付いたします。必ず、署名・押印後、ご返送をお願いします。 

※発明者に学生がいる場合、学生と別途「譲渡契約書」を締結します。 

発明者が複数の場合、

寄与率の記載をお願い

します。 

報奨金按分の根拠とな

ります。 

共同出願先（企業等）

の持ち分をお知らせく

ださい。 
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報報奨奨金金のの振振込込にに係係るる金金融融機機関関等等口口座座届届出出書書  

令和  年  月  日 

学校法人名城大学理事長 殿 

住  所 〒   

                  

                     

氏  名           ○印   

電話番号               

 

 下記の知的財産に係る権利を学校法人名城大学に譲渡しました。 

 ついては、名城大学知的財産権管理規程及び名城大学知的財産権管理規

程施行細則等に基づき、学校法人名城大学から私に今後支払われる報奨金

（出願報奨金、実施報奨金）を下記の私名義の口座に振り込まれるよう願

います。 

記 

１ 対象となる知的財産権 

 「○○○○○○○○○○○○」（本学整理番号：○○○○○○○） 
 

２ 振込先（下記のいずれかを選択してください。） 

  □届出口座（出張旅費が振り込まれる口座） 

  □下記の口座 ※口座通帳の内表紙のコピーを貼付してください。 

振込先金融機関名 

          □銀 行        □本 店 

          □金 庫        □支 店 

          □組 合        □出張所 

店番号・口座番号 
店番号        口座番号（右づめで記入） 

   －         
 

預金種別     □普通預金   ・    □当座預金   

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

※ 記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに届出をします。 

※ 口座廃止、金融機関・支店等の統廃合その他の事情があったにも拘わらず本学への届出を怠

っているために振込不能となった場合には、報奨金の受領ができなくても異議ありません。 

※ 振込先の口座の変更の届出については、振込先口座変更の事務手続きが完了するまでは変更

前の口座に振込みがなされ、又は手続き完了まで振込みが遅延することがあっても、異議あ

りません。 

備考 
 

 

（付録③）「報奨金の振込に係る金融機関等口座届出書」サンプル 

譲渡書と同様に、大学の「承継」が決定した場合、学術研究支援センターで作成の上、 

通知文に添付いたします。出願報奨金だけでなく、実施報奨金についても適用されます。 

※必必ずずごご返返送送くくだだささいい。 
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研研究究成成果果有有体体物物提提供供契契約約（（MMTTAA））  

 

１．研究成果有体物 

 

研究成果有体物とは、研究教育活動にともなって創出または取得された，有形かつ，学術的価

値，またはその他の観点で付加価値があるものを言います。（以下定義となります） 

 ① 研究開発の際に創作又は取得されたものであって研究開発の目的を達成したことを示すもの 

 ② 研究開発の際に創作又は取得されたものであって①を得るのに利用されるもの 

 ③ ①又は②を創作又は取得するに際して派生して創作又は取得されたもの 

 なお、ここでいう有体物とは、「空間の一部を占めて有形的存在を有するもの」をいう。 

（文部科学省研究振興局「研究開発成果としての有体物の取扱いに関するガイドライン」（平成14年７月31日）より） 

 

◎具体的には，次のモノが「研究成果有体物」に該当します。 

材料、試料（微生物、新材料、土壌、岩石、植物新品種）、試作品、モデル、実験装置，   

実験動物，化学物質，菌株，研究成果情報を記録した光・磁気・電子・紙記録媒体など 

※ただし、論文，講演，プログラム，その他の著作物に関するものは対象外です。 

 

２．ＭＴＡ（Material Transfer Agreement：研究成果有体物提供契約） 
 

＜目的＞ ～受け入れる時も，渡す時も～ 

①研究者が創出した研究成果有体物に関する権利等を無断に使用されないように「保護」する 

②企業等から提供された研究成果有体物の使用に伴うトラブルから研究者を「防衛」する 

 

「企業等へ産業利用を目的として研究成果有体物を提供する場合」及び「企業等から研究成果有

体物を受入れる場合」に、当該企業等から契約の締結を求められた場合は、大学と当該企業等と

で契約書（ＭＴＡ契約）を交わしています。 

   

【【ＭＭＴＴＡＡのの主主なな条条項項】】  

① 基本情報（マテリアル名，使用目的，使用期間，提供者，使用者等） 

② 使用条件（目的外使用の禁止，第三者提供の禁止等） 

③ 秘密保持 

④ 公表条件 

⑤ 知的財産権の帰属 

⑥ 対価 

⑦ 免責事項 

⑧ 協議事項 

○契約内容の確認は学術研究支援センターで行っています。まずはご一報ください。 

○知的財産権や対価などの条件によっては、ＭＴＡではない別種の契約になる可能性があります。 

○ＭＴＡを結ぶのは、学術的、財産的あるいはその他の価値のある成果有体物に限定されます。 

○非営利目的の研究機関間の移転など、ＭＴＡを必ずしも締結する必要がない場合もあります。 
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３．（参考）契約までの手順 

  

①①   MMTTAA をを行行うう場場合合はは、、契契約約締締結結前前にに学学術術研研究究支支援援セセンンタターーへへごご相相談談くくだだささいい。。  

 
（②～⑥までの内部の決裁手続きは、学術研究支援センターで行います。決裁までにお

時間をいただきますので、即時の押印等はできません。研究成果有体物の受け渡しが発

生する際には、ＭＴＡ締結の要否もふまえて判断いたしますので、余裕をもってご一報

ください） 

 
② 学術研究支援センターで契約内容の確認をさせていただきます。 

※状況に応じて、学術研究支援センターから契約先に内容の確認を取る場合もあります。 
③ 各学部から学術研究支援センター宛に申請文書を発行します。 
④ 学術研究支援センターにて稟議を作成し、理事長決裁を取ります。 
⑤ 学術研究支援センターから各学部へ決裁通知を行います。 
⑥ 学術研究支援センターと契約先とで、契約締結の手続きを行います。 

このとき、契約書を１部、学術研究支援センターにて保管をします。 
⑦ 契約内容に基づき、契約先と担当教員とで、研究成果有体物（マテリアル）の受け渡しを

行っていただきます。 
 

 
 

教員 学術研究支援センター

学部

⑤決裁通知

⑥契約締結

③申請

②内容の確認

契約先

⑦受け渡し

④理事長決裁
①相談
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安安全全保保障障貿貿易易管管理理ににつついいてて  

  

１１．．安安全全保保障障貿貿易易管管理理ととはは 

武器そのものの他、高性能な機械や細菌など、軍事的に利用できる物品または技術を、核兵器等の

大量破壊兵器の開発を行っている国やテロリスト集団の手に渡さないようにすることが、安全保障貿

易管理の要点です。「外国為替及び外国貿易法」および「輸出貿易管理令」に基づき輸出規制が行わ

れており、規制に該当する輸出には事前に経済産業大臣の許可が必要となる場合があります。 
 

２２．．大大学学とと安安全全保保障障貿貿易易管管理理（（「「安安全全保保障障輸輸出出管管理理」」））  

大学においては、「海外へのサンプルの提供」「海外出張時の PC によるデータ持ち出し」など

の輸出が規制対象となる可能性があります。特に、兵器利用可能とされる物品・技術の提供時お

よび輸出例別表第３の地域（後述）以外へのサンプル提供等の場合、経済産業局等への申請が必

要となります。 
令和 2年 4 月 1日より安全保障輸出管理規程類（安全保障輸出管理規程施行細則、安全保障輸

出管理委員会要項を含む）が施行されましたので、これら規程類に従った対応をお願いします。 

物物のの輸輸出出だだけけででははななくく「「技技術術提提供供」」もも外外為為法法のの規規制制対対象象でですす。。海海外外出出張張やや留留学学生生のの受受入入れれ等等、、

共共同同研研究究等等のの活活動動のの中中ににもも、、外外為為法法のの規規制制対対象象ととななりり得得るる技技術術ののややりりととりりがが多多くく含含ままれれまますす。。 
 

   

３３．．規規制制のの概概要要  

個別の物品・技術を指定した（１）「リスト規制」と、提供物品・技術の使用用途と相手先による

（２）「キャッチオール規制」からなります。 
 

（１）リスト規制 

兵器そのものや兵器の開発に利用できる高い性能を持つ汎用品などの１５項目が、リストアップさ

れています。（詳細についてはお問い合わせください） 

①武器②原子力③-1化学兵器③-2生物兵器④ミサイル⑤先端材料⑥材料加工⑦ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ 

⑧ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ⑨通信関連⑩ｾﾝｻｰ･ﾚｰｻﾞｰ⑪航法関係⑫海洋関連⑬推進装置⑭その他⑮機微品目 

※リストの物品に該当した場合、経済産業局等への事前手続きが必要になります。（即、輸出禁止にな

るわけではありません）また、物品ごとに、スペックによる基準が定められておりますので、申請

の要否についてはご自身で判断せず、学術研究支援センターまでお問い合わせください。 

 

（２）キャッチオール規制 

（１）のリスト規制の指定項目に該当しない場合でも、用途と提供先によっては、輸出前に許可

が必要となる場合があります。特に輸出令別表第３の地域（※）以外の地域への輸出の際には注

意を要します。 

【用途要件】…日本から輸出された物が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発などに  

使用されるおそれがあるか。 

【需要者要件】 …日本から輸出された物を受け取る者や最終的に使用する者が、大量破壊兵器

の開発などを行っている（又は行った）か。 

※「輸出令別表第３の地域」：アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリ
ア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、
アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーラ
ンド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国(令和 4 年 1 月現在) 
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⇒これらの国を相手方とする場合，リスト規制で該当しない物品・技術については，キャッチオー

ル規制の申請手順を経ずに輸出することが可能です。 

（参考）経済産業省ホームページ http://www.meti.go.jp/policy/anpo/gaiyou.html 

４４．．罰罰則則ににつついいてて  

規制対象となる貨物・技術を、許可を取らずに輸出（提供）してしまうと、法律に基づき罰

せられる場合があります。 

 刑事罰   ・・・ 10年以下の懲役、 3,000万円以下の罰金（個人の場合） 

                  10億円以下の罰金（法人の場合） 

行政制裁  ・・・ 3 年以内の輸出・技術提供の禁止、別会社の担当役員への就任禁止 

（参考）リスト規制１５項目 

①武器 …鉄砲、軍用の細菌製剤、軍用探照灯等 

②原子力…核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、直流電源装置等 

③-1 化学兵器…毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、ポンプ、反応器、貯蔵容器等 

③-2 生物兵器…細菌製剤の原料生物、クロスフロー濾過器、凍結乾燥器、密封式発酵槽等 

④ミサイル…ロケット、無人航空機に使用できる集積回路、加速度計、風洞、振動試験装置等 

⑤先端材料…超電導材料、有機繊維、セラミック複合材料等 

⑥材料加工…数値制御工作機械、ロボット、測定装置等 

⑦ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ…高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体基板、大容量電池、周波数分析器等 

⑧ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ…高性能電子計算機 

⑨通信関連…暗号装置、特殊な通信装置等 

⑩ｾﾝｻｰ･ﾚｰｻﾞｰ…センサー用光ファイバー、光学機器、特殊カメラ等 

⑪航法関係…慣性航法装置、衛星航法システムからの電波受信装置等 

⑫海洋関連…潜水艇、水中用のカメラ・ロボット等 

⑬推進装置…ガスタービンエンジン、人工衛星、無人航空機等 

⑭その他 …粉末状の金属燃料、電気制動ｼｬｯﾀｰ等 

⑮機微品目…電波の吸収材、水中探知装置等 

 
※規制対象となる物品のスペックについては，下記ＨＰでご確認ください。 
経済産業省「貨物・技術のマトリクス表」http://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html 

（参考）キャッチオール規制における外国ユーザーリスト 

経済産業省では、大量破壊兵器関連貨物等に係るキャッチオール規制の実効性を向上させるため、

輸出者に対し、大量破壊兵器等の開発等の懸念が払拭されない外国所在団体の情報を提供する「外

国ユーザーリスト」を公表しています。 
 

具体的な組織名等が掲載されていますので，物品・技術の提供先がこれらの組織等に該当しない

かの確認をお願いいたします。また，こちらのリストは随時改定されますので，最新のものをチェ

ックくださいますようお願いいたします。 
 
経済産業省「申請、相談に関する通達」http://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html 
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５５．．学学内内手手続続ききににつついいてて（（概概略略）） 

令和２年４月１日の規程施行により、以下の場合は学術研究支援センターへの事事前前申申請請がが必必要要
になりました。

１１．． 技技術術のの提提供供・・貨貨物物をを輸輸出出すするる場場合合 

２２．． 外外国国人人をを受受けけ入入れれるる場場合合 
 

 

 

『『事事前前確確認認シシーートト』』をを作作成成しし、、学学術術研研究究支支援援セセンンタターーにに提提出出ししててくくだだささいい。。 

『『事事前前確確認認シシーートト』』作作成成上上のの注注意意点点 
 

（（１１））学学術術研研究究支支援援セセンンタターーのの担担当当範範囲囲でではは、、次次のの場場合合にに申申請請がが必必要要でですす。。 
①外国出張する場合

②国内出張する場合※１

③外国企業や海外研究機関（研究者） と共同研究する場合

④海外論文投稿する場合

⑤外国人研究者を受入れる場合

※１国内出張でも、外為法上の非居住者が参加する学会等に参加する場合は申請が必要です。

（（２２））技技術術のの提提供供のの定定義義はは広広くく、、以以下下もも該該当当ししまますす 
□指導・発表  □意見交換  □電話  □電子メールの送信

□インターネット経由のファイル交換

□共用データベースへの掲載  □書面の送付  □記録媒体の送付  

□マニュアル・図面・データ等の供与

□装置等の供与に伴う技術・プログラムの提供

（（３３））貨貨物物のの輸輸出出ににはは以以下下ののももののがが該該当当ししまますす 
□試料・サンプルの送付 □装置等の送付〔□自作品 □改造品 □購入品〕

『『事事前前確確認認シシーートト』』提提出出後後のの流流れれ（（概概略略）） 

※詳細な手続きや申請書のサンプルについては、以下の教職員専用ページをご覧ください

https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/security.html
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【安全保障貿易管理に関する参考資料】 

安全保障貿易管理に関連して、文部科学省より国際連合安全保障理事会決議第 2321 号の厳格な実施
の依頼が出されておりますので、先生方におかれましては安全保障貿易管理の徹底をお願いいたします。 
 
〔文部科学省からの文書（関連部分抜粋／28 受文科際第 98 号／平成 29 年 2 月 17 日付）〕 
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rreesseeaarrcchhmmaapp 

本学では、教員の皆様の業績を、researchmap（以下、ＲＭ）で管理・公開しています。 

 

◆◆rreesseeaarrcchhmmaapp((ＲＲＭＭ))ととはは？？ 

(1)国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）が運営する業績管理システムです。 

(2)論文、講演・口頭発表、書籍、産業財産権、Works（作品等）、社会貢献活動などの業績を管理し、 

発信することができます。 

(3)科研費の審査時に、ＲＭの掲載情報が必要に応じて参照されることがあります。 

 

 

１．RM へのアクセス 

Internet Explorer を起動して、Google 等で「researchmap」を検索してください。

（https://researchmap.jp/) 

 
 
 
２．公開 

 本学ＨＰの下記ページから、各教員のＲＭのページを公開しております。 
① 各学部のページ内の「教員一覧」       ②「研究・産官学連携」ページ 
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３．ＲＭで必ず行っていただきたいこと 

（１）「権限設定」を正しく設定する 
（２）「学位」を入力し、公開する 
（３）「所属」（名城大学）を入力し、公開する 
（４）「研究業績」を入力し、公開する 
※ＲＭ内が最新のデータになるよう、日ごろから情報更新をお願いいたします。 

 
４．操作マニュアル、お問い合わせ 

ＲＭのトップページの左側メニュー「利用者マニュアル・お問い合わせ」からマニュアルの確認、

及び、ＲＭ事務局への問い合わせが可能です。 

 

 

 

学内問い合わせ先： 

（E-mail）cckyoin@ccml.meijo-u.ac.jp 

研究業績に関すること：学術研究支援センター 

その他の業績・公開に関すること：総合企画部 
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研研究究経経費費執執行行ににおおけけるるＱＱ＆＆ＡＡ                        

 

◎ このＱ＆Ａは、学術研究支援センターにお問い合わせをいただいたもののうち、主なものを

取り上げています。 

◎ Ｑ＆Ａの内容等についてご不明な点は、学術研究支援センター担当者に照会ください。 

◎ Ｑ＆Ａの設問の後の括弧内の標記は、次のようになっております。 
  教員研究費・院高度化費・学術研究奨励助成制度 
  奨学寄附金・受託研究費・共同研究費 
  論文掲載：論文掲載料補助 
  科 研 費：科学研究費助成事業 
  学外助成：各種研究助成財団による助成金 
  大型プロ：大型プロジェクト（各省庁により委託をうけた研究プロジェクト） 
 
 
設問１（すべて） 支出できない経費は何ですか 

研究の遂行に必要な経費でも、原則として次の経費は支出できません。 

①建物施設に係る経費 

②机、椅子、複写機等研究機関で通常備えるべき設備備品購入経費 

③事故・災害の処理経費 

④その他、研究に関連しないもの 

 

設問２（すべて） 備品の定義は何ですか 

１組または１台の取得の価格が２０万円以上（消費税込）で、耐用年数が１年以上のもので

す。ただし、学外公的研究費のプロジェクトでは、２０万円未満でも備品として扱われることが

あります。 

 

設問３（すべて） 複数の経費と合わせて執行できますか 

物品購入に関しては、合算して購入することはできません。ただし、旅費で、明らかに他の

用務と区別できる場合は、支出可能です。事前にご相談ください。 

 

設問４（立替払いが認められる経費および認められた場合） クレジットカードでの支払いは

できますか 

クレジットカードの立替払いは、一括払いのみ認められます。 

申請の際は、領収書があれば、領収書を添付してください。領収書がない場合は、クレジッ

トカード会社の発行する支払金額確定後のカード明細（原本照合済のもの）を添付してください。 

※カード名義、引落日等の確認ができるものを添付してください。 

年度末にカードをご利用になる場合は、引き落とし月日にご注意ください。 
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設問５（立替払いが認められる経費および認められた場合） カード明細の原本照合とは、ど

のようなことをすれば良いのですか 

学部事務室等で、原本とコピー（写し）の内容に相違がないことを確認し、コピー（写し）

に原本照合済みであることを記入してもらい、捺印してください。 

 

設問６（すべて） 予定していた出張に行くことができなくなり、交通費・宿泊費等のキャン

セル料が発生したのですが、経費で支給できますか   

公共交通機関のトラブルや天災等、やむを得ない事情については可能です。担当者にご相談

ください。 

 

設問７（すべて） 国内で２日続けて同方向へ出張をするのですが、会議があり日帰り出張

にしたいです。可能ですか 

公務等のやむを得ない事情に関しては可能です。一度担当者にご相談ください。その場合、

公共交通機関の乗車を証明するもの（切符に無効印）が往復分（２日なら４枚）必要になります。

出張終了後、「旅費報告書（国内）」（本学所定様式）にて出張証明資料として提出してください。 

 

事情によっては可能な場合もありますので、出張前に担当者にご相談ください。 

 

設問９（すべて） 経費が残り少ないです。打ち切り支給はできますか 

立替払いや出張旅費においては可能です。請求書払いでの打ち切り支給はできません。 

ただし、備品・準備品および図書の場合はできませんのでご注意ください。 

 

設問１０（すべて） 航空機で出張へ行き、搭乗券の半券をなくしてしまいました。どうし

たらよいですか 

利用された航空会社の発行する搭乗証明書をご提出ください。航空会社にもよりますが、搭乗

証明書は約６カ月前のものまで発行してくれます。 

 

設問１１ （院高度化費） 学会の旅費と参加費の両方を申請したいのですが、まだ参加費の

領収書がありません。どのように申請すれば良いですか 

参加費の領収書が揃ってから、旅費と合わせて申請していただくか、旅費と参加費別々に申請

していただいても構いません。なお、参加後の申請となる場合は、参加についての承認（研究科

長）を事前に得てください。 

 

設問１２（論文掲載） 別刷代は申請できますか  

論文掲載料等補助での申請はできませんが、教員研究費での申請は可能です。ただし、別刷を

購入することが掲載の条件となっている場合は申請できます。 

 

設問８（すべて） 出張地において最寄り駅から目的地への交通機関が不十分のため、タクシ

ーを利用したいのですが、可能ですか 
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設問１３（論文掲載） 他の経費との併用使用はできますか  

教員研究費または、院高度化費との併用使用ができます。 

 

設問１４（科研費） 科研費はいつから使用できますか 

４月１日から使用できます。期中に採択された課題は交付内定通知日以降から使用できます。

学外からの分担金については分担金の配分通知が確認でき次第、執行が可能です。 

 

設問１５（科研費） 科研費の執行に係る判断は何に基づいて行われていますか 

科研費では、『科研費ハンドブック（研究機関用）』というものが事務用に配布されており、それに

基づいて処理を行っています。また、執行に関しては、原則各大学の定めに基づき行われます。なお、

判断のつきにくい事柄については、その都度文科省・学術振興会に問い合わせて判断を仰いでいます。 

 

設問１６（科研費） 交付申請書に記入した経費の内訳を変更して使用することができますか 

変更することは可能です。しかし、研究内容の変更はできません。交付決定された直接経費の

総額の５０％（直接経費の総額が３００万円以下の場合、３００万円）を超える場合は、直接経

費使用内訳変更承認申請が必要となります。また、理由書の提出を求めることもあります。変更

を希望される場合は、事前にご相談ください。 

 

設問１７（科研費） 研究分担者と研究協力者の違いを教えてください 

研究分担者は、研究代表者とともに補助事業の遂行に責任を負う者であり、研究代表者から分

担金の配分を受け、自らの裁量で研究費を使用することができます。一方で、研究協力者は分担

金の配分はなく、科研費を主体的に使用することはできません。また、研究分担者と違い、科研

費の応募資格がない者であっても研究協力者になることができます。 

 

設問１８（学外助成） 電子申請とはどのようなものですか 

従来書面によって行っていた申請手続きを「府省共通研究開発管理システム（e-Ｒad）」を用

いて、インターネットを利用して申請を行うものです。ID・パスワードは、以前にお知らせした

ものを使用してください。また、科研費申請に関しましても、平成２２年度（平成２１年１１月

申請）からは、このシステムを利用して行うことになりました。 

 

設問１９（学外助成） 学外助成に応募したいのですが、手続きはどうしたらよいですか 

 学外助成の公募情報は一部を除き

https://www.meijo-u.ac.jp/research/staff/science/#josei で公開しています。詳細は（P.108

～）「学外研究助成」を参照してください。 

 

設問２０（学外助成） 学外助成に採択された場合、助成金の管理はどのように行えばよいで

すか 

採択団体の規定により個人での管理と指定されている場合を除いて、原則として大学で管理を

します。詳細は（P.109）「３．助成金の取扱いについて」を参照してください。 
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設問２１（奨学寄附金） 奨学寄附金を次年度に繰り越して使用することはできますか 

平成２１年度から、年数に制限なく繰り越すことができるようになりました。繰り越しを希望

される場合は、事前にご相談ください。   

 

設問２２（学外助成・奨学寄附金） 学外助成金および奨学寄附金で物品を購入する場合、注

意することはありますか 

 予算の執行にあたっては各先生方が申請時に研究費の使用計画書を提出している場合はそれ

に基づいて執行してください。また、通常の奨学寄附金は繰り越しができますが、助成財団から

の学外助成金は繰り越しができないこともありますので必ずご確認をお願いします。 

 

設問２３（奨学寄附金） 奨学寄附金をもらったので、成果報告書の提出や特許に関する覚書

を結びたいのですがどうしたらよいでしょうか  

 奨学寄附金は、寄附という性質上対価を求めないものです。先方が成果等を希望される場合は

受託研究契約にしてください。 

 

設問２４（受託研究・共同研究） 企業と研究を始めるにあたって、秘密保持契約を結びたい

がどうしたらよいでしょうか 

 大学名で秘密保持契約を締結する場合は、学術研究支援センターへご連絡ください。 

 

設問２５（受託研究・共同研究） 研究費の執行は、契約終了日まででしょうか 

 契約終了日までに業者への支払いまで完了していることが必要です。支払手続きは関連部署も

関わってきますので、遅くとも契約終了３週間前までに必要書類を用意してください。 

 

設問２６（受託研究・共同研究） 企業から研究費をもらわなくても共同研究契約を締結でき

ますか 

 可能です。なお、受託研究については、企業の依頼により行う研究のため、原則として研究費

をお支払いただきます。 

 

設問２７（奨学寄附金・受託研究・共同研究） 奨学寄附金、受託研究費、共同研究費 

で物品を購入する場合に何が必要ですか 

奨学寄附金は教員研究費に準じた取り扱いです。したがって、見積書、納品書、請書、合見積

もりの省略が可能です。受託研究費、共同研究費の場合は、見積書、納品書、請求書が必要です。 

 

設問２８（受託研究・共同研究） 研究費で残額が発生しても大丈夫ですか 

残額は発生しないように予算執行を行ってください。 
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設問２９（受託研究・共同研究） 契約終了後はどのような手続きがありますか 

契約終了後は、委託先に「完了通知書」、「研究成果報告書」を送付しますので、「研究成果報

告書」と「終了届」を学部事務室へ提出してください。既に委託先に研究成果報告書を送付して

いる場合も同様の手続きをお願いします。 

 

設問３０（受託研究・共同研究） 受託研究や共同研究の契約書は大学の様式でないと駄目で

しょうか 

原則大学の様式の使用をお願いしていますが、委託先と調整することも可能です。 

 

設問３１（受託研究・共同研究） 研究契約が終了にさしかかっていますが、引き続き延長し

たいと考えています。引き続き契約を結びたいのですがどうしたらよいですか 

延長契約を締結するか、または新たに契約を結ぶことができますので、担当者へご連絡くだ

さい。 

 

設問３２（受託研究・共同研究） 日付を遡って契約を締結したいのですが大丈夫でしょうか 

担当者にご相談ください。 

 

設問３３（受託研究・共同研究） 研究分担者と研究協力者の違いは何ですか 

研究分担者は、本学専任の共同研究者、学外研究者を指します。研究協力者は研究資料の収

集および整理または研究補助等の業務に従事する人を指します。 

 

設問３４（受託研究・共同研究） 委託先の希望で、研究費を分割で支払いたいとのことです

が可能ですか 

 事前にご相談ください。 

 

設問３５（大型プロ） 国から企業へ委託された助成金を企業がさらに大学へ再委託する場合

の留意点はありますか 

管理費（事務経費）を予算として配慮されないことがありますので事前にお知らせください。 

 

設問３６（大型プロ） 講演会等で、学外から招いた講演者に謝金や交通費を支払うことは可

能ですか 

可能です。ただし、講演者が共同研究者および研究分担者の場合は、交通費のみの支給となり、

謝金を支払うことはできません。 

 

設問３７（大型プロ） 講演会開催に通訳が必要ですが、通訳者に謝金を支払うことはできま

すか 

個人への謝金ではなく、通訳会社への支払いであれば可能です。 
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設問３８（大型プロ） 機種選定参考意見書と業者選定参考意見書とは何ですか 

機種選定参考意見書は、その機械でなければならない理由を他機種と比較した書類です。業

者選定参考意見書とは機種選定参考意見書によって選定した機種をどの販売業者で購入したい

かを説明するためのものです。 

 

設問３９（大型プロ） 要求仕様書とは何ですか 

機器を購入する場合、研究上必要な機能や性能、条件を明記したものです。 

 

設問４０（大型プロ） 間接経費を使用する上で注意することはありますか 

競争的資金の一部ですので、納品検収を受けてください。また直接経費で購入すべきものを間

接経費で支出することはできません。直接経費が検査等で減額された場合は、間接経費も自動的

に減額されることにご注意ください。 

 

設問４１（学術研究奨励助成制度） 学術研究奨励助成制度採択者は、総合研究所「紀要」ま

たは「総合学術研究論文集」へ投稿する必要があるとありますが、他の学術雑誌等で発表をし

たことで免除にならないですか 

公募要領に記載のとおり、「紀要」または「総合学術研究論文集」に投稿することが義務付け

られていますので認められません。他の学術雑誌等で発表予定あるいは投稿した場合でも、研究

内容の概略を研究報告・その他として「紀要」に２～４ページ以内で投稿してください。 

 

設問４２（学術研究奨励助成制度） 学術研究奨励助成制度「研究成果展開事業費」に応募を

したいのですが、科研費に研究分担者として採択された研究をもって申請することは可能です

か 

ご自身が研究代表者でないと、申請することはできません。学術研究奨励助成制度の募集に関

する詳細は、「学術研究奨励助成制度（総合研究所経費）」の「前年度募集要領（抜粋）」（P.101）

をご確認ください。 

 

168

Ⅵ 
研
究
経
費
執
行

に
お
け
る
Ｑ
＆
Ａ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  参 考   
 
 
 

学術研究支援センターウェブサイトの利用･･･････････････････169 

学術研究支援センター組織概要･････････････････････････････172 

学術研究支援センター担当者連絡先一覧･････････････････････173 

終わりに 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅳ 

学
外
か
ら
の

研
究
費
及
び
研
究
員

Ⅰ 

学
内
研
究
費

Ⅱ 

学
内
募
集
研
究
費

Ⅲ 

公
的（
競
争
的
）

研
究
資
金
及
び
補
助
金

Ⅴ 

そ
の
他

Ⅵ 

研
究
経
費
執
行

に
お
け
る
Ｑ
＆
Ａ

参　
　

考



参
　
　
考



学学術術研研究究支支援援セセンンタターー  ウウェェブブササイイトトのの利利用用  

 
１１．．研研究究・・産産官官学学連連携携ペペーージジのの閲閲覧覧方方法法  

 
名城大学のトップページ（ http://www.meijo-u.ac.jp/ ）から「研究・産官学連携」へアクセスしてください。 

 

 

＜研究・産官学連携ページ＞ 

 
 

ページ名称 主なページの紹介 

産官学連携 「産官学連携」情報を掲載 

研究センター・研究所 「研究センター・研究所」情報を掲載 

教員情報 「教員情報」を掲載 

採択実績 「採択実績」情報を掲載 

適正執行・研究倫理 「適正執行・研究倫理」情報を掲載 

教職員専用ページ P.170 に詳細を掲載 

 

「研究・産官学連携」

をクリック 

169

参
　
　
考



＜教職員専用ページ＞ 

 

 

ページ名称 ページ内の掲載情報 

科研費 
①科研費年間スケジュール、②応募時手続、③採択時手続、 

④報告時手続、⑤その他手続 

研究費・研究員案内 

（各種学内外の研究助成情報・ 

応募様式・採択後の様式など） 

①府省庁の研究費 URL 等、 

②助成財団からの研究助成等、（募集中の学外研究助成等一覧表） 

③学内研究費・研究助成 

（国外学会旅費補助、論文掲載料、在外・国内研究員に係る申請） 

④研究員受け入れ（名城大学研究員） 

⑤総合研究所関係 

（総合研究所研究課題（所員・研究員）登録、学術研究奨励助成制度公

募、研究センター公募、総合学術研究論文集・紀要投稿） 

研究経費申請執行マニュアル・ 

様式 
経費執行に係るマニュアルおよび各種様式がダウンロードできます。 

届け出 

①組換え DNA 実験の実施、②動物実験等の実施、 

③利益相反の自己申告、④本学教職員の職務発明、 

⑤人を対象とする研究の実施 

雇用契約 
雇用契約（PD・アルバイト等の研究支援者）に係る様式がダウンロードでき

ます。 

研究費の執行・管理にかかわる 

アンケート調査書（回答）まとめ 

研究費の執行・管理にかかわるアンケートの調査結果を閲覧することがで

きます。 

安全保障輸出管理 安全保障輸出管理に関する規程や様式がダウンロードできます。 
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２２．．研研究究費費のの経経費費執執行行状状況況のの確確認認方方法法  

以下の研究費についてポータルサイト上から残高等経費の執行状況を確認することができます。 

・科研費（直接経費・間接経費） 

・受託性大型プロジェクト（直接経費・間接経費） 

・受託研究、共同研究、奨学寄附金 

・学術研究奨励助成制度 

 

名城大学のトップページから「統合ポータルサイト」へアクセスしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「統合ポータルサイト」
をクリック 

「科研費システム」
をクリック 

＜統合ポータルサイト＞          ＜科研費システム＞ 

切替をクリック 

処理年度・経費を選
択して決定ボタンを
クリック 

171

参
　
　
考



学術研究支援センター担当者連絡先一覧

区　　　分 内　　　　　　　　　　　　容 内線電話番号

教員研究費 ２２５４・２２６７

院高度化費 ２２５４・２２６７

国外学会旅費補助 ２２６７・２２５２

論文掲載料等補助 ２２６７・２２５２

外国語論文作成補助 ２２６６

在外・国内研究員 ２２６６

研究復帰支援助成費 ２２６６

科研費（科学研究費助成事業） ２２６０・２２６２・２２６１・２２５８

大型プロジェクト ２２５７・２２６８

学術研究奨励助成制度 ２２５５

学外研究助成 ２２５９

受託研究・共同研究 ２２５９

奨学寄附金 ２２５９

研究員関係 ２２５５

日本学術振興会募集事業 ２２６１・２２６０

総合研究所（所員・投稿・行事） ２２５５

研究支援者 ２２６６

産官学連携・知的財産 ２２５９・２２６３・２２６４

researchmap ２２６６・２２５９

学術研究支援センター（総合研究所事務室）：タワー７５・１１階

公的（競争的）
研究資金及び補助金

学内研究費

その他

学外研究費

学内募集研究費
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学術研究支援センター担当者連絡先一覧

区　　　分 内　　　　　　　　　　　　容 内線電話番号

教員研究費 ２２５４・２２６７

院高度化費 ２２５４・２２６７

国外学会旅費補助 ２２６７・２２５２

論文掲載料等補助 ２２６７・２２５２

外国語論文作成補助 ２２６６

在外・国内研究員 ２２６６

研究復帰支援助成費 ２２６６

科研費（科学研究費助成事業） ２２６０・２２６２・２２６１・２２５８

大型プロジェクト ２２５７・２２６８

学術研究奨励助成制度 ２２５５

学外研究助成 ２２５９

受託研究・共同研究 ２２５９

奨学寄附金 ２２５９

研究員関係 ２２５５

日本学術振興会募集事業 ２２６１・２２６０

総合研究所（所員・投稿・行事） ２２５５

研究支援者 ２２６６

産官学連携・知的財産 ２２５９・２２６３・２２６４

researchmap ２２６６・２２５９

学術研究支援センター（総合研究所事務室）：タワー７５・１１階

公的（競争的）
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その他
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②
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③
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Ｒ
Ａ
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④
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⑤
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⑥
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⑦
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終わりに 

研究を効果的に推進するには、何よりも研究費を快適かつ有効にお使いいただくことが

欠かせません。これにより、研究の幅も広がり、よりよい成果が生み出され、それを基盤

として研究がますますよい方向に進展していくことが期待されます。 

研究費を快適に使用するには事務局にその都度ご相談いただくのが最良です。本マニュ

アルはお手元用として、ご参照いただければと思います。 

近年、大学を取り巻く環境が一変していますが、なかでも多額の税金が投入されて運営

されている大学の研究経費に対する納税者の見方が非常に厳しくなってきています。 

会計検査院は、個々の伝票に対してルールに従って使用されているか、正当な必要理由

があるか、研究に対してどのように役立てられたかなどについて説明を求め、明快な説明

ができなかったものに対しては経費の返還命令が出されます。このような事態を回避する

ためには、研究費をルールに従って適切に使用するばかりでなく、証拠となる書類の整備・

保存のほか、場合によっては経費の必要理由等を事務局にて把握しておくことが求められ

ています。 

教員・研究者の皆さまには、これらの点につきましても、ご理解・ご協力をお願いいた

します。 

最後に、本マニュアル掲載事項に関しまして、ご不明な点がございましたら、別掲「学

術研究支援センター担当グループ連絡先一覧」をご参照の上、忌憚のないご意見をいただ

けますならば大変幸いです。 

学術研究支援センター一同 


